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序 文 

 

 

近年、地球規模での気候変動に伴う異常気象や、大規模な台風、高潮、地震などの自然災害が、日

本をはじめ世界各地で頻発しています。ここ東海地方では、今から半世紀以上前の昭和34年、伊勢

湾台風により5,000人を超える死者・行方不明者が発生し、平成12年の東海豪雨では名古屋市を中心

に大規模な浸水被害が発生し都市機能が長期にわたり麻痺しました。また、海外に目を転じると、平

成17年にこの地方と同じようなゼロメートル地帯が広がる米国ニューオリンズで、ハリケーン・カ

トリーナによる大被害が発生しています。さらには、今後30年間に、高い確率で東海地震、東南海・

南海地震の発生も予測されています。 

 

ここ東海地方は、国内最大のゼロメートル地帯で、まさに堤防に守られた地域です。そこに人口と

資産が集積し、わが国最大の「ものづくり」地域となっており、東西の人流や物流が行き交う要衝で

もあります。このような地域に、伊勢湾台風を上回るような高潮・洪水が発生した場合、大勢の人命

が失われる可能性があるだけでなく、世界規模で社会・経済活動に甚大な影響を与えることになり、

その被害は計り知れません。 

平成18年1月に｢ゼロメートル地帯の高潮対策検討会｣（国土交通省）より、関係機関が設置する地

域協議会において大規模浸水を想定した「危機管理行動計画」を策定することが提言されたことを受

けて、中部地方整備局では平成18年11月に「東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会（作業部会）」

を設置しました。同作業部会には、国の地方支分部局や地方自治体（愛知県、三重県、岐阜県、名古

屋市、関係市町村）、道路・鉄道等の施設管理者、上水道・電力等のライフライン施設管理者など53

機関（オブザーバー含む）の実務担当者が参加しているほか、学術面からの助言などをいただくため、

8名の学識者の方々にファシリテータとして参画いただきました． 

 

名古屋大学       名誉教授  辻本 哲郎 （統括ファシリテータ） 

愛知工業大学      教 授   小池 則満 

大同大学        教 授   鷲見 哲也 

中部大学        教 授   武田 誠 

名古屋大学       特任教授  田代 喬 

名古屋大学大学院    教 授   戸田 祐嗣 

名古屋工業大学大学院  教 授   秀島 栄三 

名城大学          教 授   溝口 敦子  （五十音順） 

 

平成27年3月に承認された「危機管理行動計画（第三版）」を基に、17回（討論型図上訓練2回を含

む）にわたる作業部会・WGで、主に広域避難のあり方を中心とした議論を積み重ねてきました。 

「危機管理行動計画（第三版）」と同様、TNT関係機関が連携して行動する際の「規範となるよう

定めた計画」としてまとめた｢危機管理行動計画（第四版）｣は、今後取り組むべき多くの検討事項を

残していますが、これまでの成果をとりまとめ、令和2年4月に関係53機関のトップなどからなる｢東

海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会｣（以下、TNT協議会）に諮り承認されたものです。 

 

令和2年4月 



 
 

危機管理行動計画（第四版）の策定に寄せて 

 

東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会（略称TNT）が、この地域を襲う恐れが極

めて高い「スーパー伊勢湾台風」を想定して、そのままでは極めて悲惨な被害が危惧さ

れる状況で如何に命を守り被害を軽減するか、そのために関係機関がどのように力を尽

くせるか議論を始めて10数年になる。2005年のハリケーン・カトリーナのニュースを目

の当たりにして、多くの機関が「危機管理行動計画」を自分たちのものとして持つ意義

を認識し、議論を重ね、積み上げてきた被害軽減のためになすべき手順。初版から5年

前の第三版までに、その成果が行動計画の形でまとめられてきた。 

どのようにすれば命が守れ、被害が最小化できるかということが見えてきた一方、そ

れを実行するにはなお多くの努力がいること、それを一つ一つ作業部会・WGにおける

議論や図上訓練で乗り越えようとしてきた。これまで想定してこなかった手はずを尽く

さないと、目的が達成できない。それを実行するためには、不確実さへの逡巡がある一

方で手遅れは避けたい。こうした葛藤を、作業部会・WGを通してファシリテータが見

届けてきた。2015年3月の第三版は、2011年に東日本大震災で巨大災害を経験し、国とし

ても施設によって対応すべき外力L1、危機管理として対応すべきL2という考え方を示す

とともに、国土強靭化計画を位置づけた状況の下での改定であった。 

その後、2015年には平成27年9月関東・東北豪雨による大規模氾濫（スーパー伊勢湾

台風での想定の1割）を目の当たりにし、「施設能力には限界があり、施設では防ぎきれ

ない大洪水は必ず発生するもの」との認識から「水防災意識社会の再構築ビジョン」が

策定された。さらに2016年の北海道・東北地方での河川氾濫災害をきっかけに「大規模

氾濫減災協議会」制度を創設、水防法の一部改定で想定最大規模降雨が示され、これら

への対応が求められている。このように大規模な外力による災害に対しては「公」が「自

助」・「共助」をサポートすることが必須で、その枠組みをトップダウンで構築しようす

るものである。 

TNTでは、関係機関の担当者が集まって議論するボトムアップ方式で危機管理行動計

画を模索してきた。両者の連動によって、TNTはさらに飛躍するものと期待される。2018

年の平成30年7月豪雨、台風第20・21号、さらには2019年の台風第19号（令和元年東日

本台風）災害と激甚化する水害の頻発の中で、高潮・洪水が複合するスーパー伊勢湾台

風のシナリオでの実効性を求めてきたTNTの現時点の姿が、この「改定第四版」にある。 

令和2年4月 

東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会 

作業部会 総括ファシリテータ  辻本 哲郎 

（名古屋大学名誉教授） 



 
 

危機管理行動計画の定義と位置付け                             

 

危機管理行動計画の定義 

 

地球温暖化の影響等により、今まで想定してこなかった様な巨大災害の発生の恐れ

が高まっており、このような巨大災害に対応する危機管理の仕組みを構築していく必要

がある。本行動計画は、東海地方の低平地で計画規模を超える高潮や洪水による大規

模かつ広域な浸水被害が発生した場合に備えるため､ＴＮＴ関係機関に必要とされる行

動を、現状の制度枠組みにとらわれることなく立てた行動計画であり、今後、ＴＮＴ関係

機関が連携して行動する際の「規範となるよう定めた計画」である。 

 

 

とりまとめ方針 

 

・ 大規模且つ広域的な水災の発生が予想される時から応急復旧が完了するまでの、望

ましい行動をガイドライン的に記載。 

・ 危機管理行動を適切に遂行するためのポイントを枠囲いで記載し、枠外に解説や参

考事例を記載。 

・ ＴＮＴ関係機関が連携して行動しなければならない事項を、網羅的に記載。 

・ 危機管理行動を適切に遂行するために必要な、ハード及びソフトの整備も積極的に記

載。 

・ 現時点において十分な対応ができない事項や検討途上の事項も、留意事項として積

極的に記載。 

 

 

危機管理行動計画の位置付け 

 

・ 各機関が各機関の計画の具体化を行うにあたり、広域的な危機管理行動全体との整

合と機関を超えた認識の共有を図るもの。 

・ 本行動計画は、ＴＮＴ関係機関が連携して行動する際の「規範となるように定めた計

画」としてガイドライン的に記載したものである。今後、本行動計画が災害対策基本法

や防災基本計画との整合性が図られるものとなった段階で、その主旨を踏まえて、各

機関が各機関の判断により適宜、水防計画、防災業務計画、地域防災計画に反映す

る。 

・ 実効性を持たせるには、本行動計画が災害対策基本法や防災基本計画等との整合

性を図ることが必要なことから、今後、関係法令の改正等に向けた取り組みを行う。併

せて社会情勢の変化への対応や法令等の制定・改定案を反映し、今後も継続的な検

討を踏まえた見直しが必要であり、「東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会」（必

要に応じ作業部会・ＷＧ）を開催し、改善を目指す。  



 
 

協議会メンバー 

 

中部管区警察局、総務省東海総合通信局、厚生労働省東海北陸厚生局、 

農林水産省東海農政局、経済産業省中部経済産業局、 

経済産業省中部近畿産業保安監督部、国土地理院中部地方測量部、 

国土交通省中部地方整備局、国土交通省中部運輸局、気象庁名古屋地方気象台、 

海上保安庁第四管区海上保安本部、陸上自衛隊第１０師団、岐阜県、愛知県、 

三重県、名古屋市、海津市、養老町、津島市、稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、 

大治町、蟹江町、飛島村、桑名市、木曽岬町、朝日町、川越町、 

日本赤十字社愛知県支部、日本放送協会名古屋放送局、 

中日本高速道路（株）名古屋支社、東海旅客鉄道(株)、近畿日本鉄道（株）、 

名古屋鉄道(株)、(公社)愛知県バス協会、(公社)三重県バス協会、 

西日本電信電話（株）東海事業本部、東邦瓦斯（株）、中部電力（株）、 

（株）ＮＴＴドコモ 東海支社、中部地区エルピーガス連合会、名古屋港管理組合、 

四日市港管理組合、岐阜県警察本部、愛知県警察本部、三重県警察本部、 

東海商工会議所連合会、（一社）中部経済連合会、東海財務局、 

日本銀行名古屋支店、内閣府政策統括官（防災担当） 

計５３機関 

 

 



 
 

序章 

 

危機管理行動計画（第一版）が策定された平成２０年から約１０年、第三版が策定さ

れた平成２７年から５年近く経過し、濃尾平野の社会経済動向が変化している。また、多

くの大災害を経験し、以下に示すような法制度や施策の変更等、災害対応を取り巻く状

況が変化している。 

そうした状況の変化に対応するために、継続的に「危機管理行動計画」を更新する必

要がある。 

 

 

１. 法律やガイドラインの改定                                        

東日本大震災や土砂災害、平成２７年９月関東・東北豪雨や平成３０年７月豪雨等の甚

大な被災を踏まえ、水防法の改正や手引きの改定等が行われた。 

 

① 災害対策基本法の改正（Ｈ２４.６） 

大規模広域な災害に対する即応力の強化、大規模広域な災害時における被災者対応

の改善、教訓伝承、防災教育の強化や多様な主体の参画による地域の防災力の向上等

が示された。 

 

② 災害対策基本法の改正（Ｈ２５.６） 

大規模広域な災害に対する即応力の強化、住民等の円滑かつ安全な避難の確保、被

災者保護対策の改善、平素からの防災への取組の強化等が示された。 

 

③ 水防法の一部改正（Ｈ２５.６） 

水防計画に基づく河川管理者の水防への協力、浸水想定区域内の地下街、高齢者

等利用施設、大規模工場等における自主的な避難確保・浸水防止の取組の促進、水

防協力団体の指定対象の拡大等が示された。 

 

④ 水防法の一部改正（Ｈ２７.５） 

想定し得る最大規模の降雨（洪水）および高潮を前提とした浸水想定区域が公表され

ることとなった。 

 

⑤ 水防法の一部改正（Ｈ２９.５） 

大規模氾濫減災協議会の創設、洪水予報河川や水位周知河川に指定されていない中

小河川における水害リスク情報を住民へ周知する制度の創設、要配慮者施設の避難確

保計画作成および避難訓練の実施義務化等が示された。 

 

⑥ 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインの改定（Ｈ２６.９） 

避難に関する考え方の整理、避難勧告等の判断基準のわかりやすい設定等が行われ

た。 

 



 
 

⑦ 水害ハザードマップ作成の手引きの改定（Ｈ２８.４） 

早期の立退き避難が必要な区域の明示、地域における水害特性の分析、「住民目線」

の水害ハザードマップとすること等が示された。 

 

⑧ タイムライン（防災行動計画） 策定 ・活用指針〈初版〉（Ｈ２８.８）  

「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理

した『タイムライン』策定のための基本的事項が示された。 

 

⑨ 洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難に関する基本的な考え方（報告）（Ｈ３０.３） 

大規模・広域避難の全体像を構築し、複雑に絡み合う課題を分類し計画を策定するた

めの手順を示すとともに、計画の実効性を確保するために検討すべき項目等が取りまと

められた。 

 

⑩ 平成３０年７月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）（Ｈ３０.１２） 

住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って自らの判断で避難行動をとり、行政はそ

れを全力で支援するという、住民主体の取組強化による防災意識の高い社会の構築に向

けて、今後実施すべき対策をとりまとめた。 

  

⑪ 避難勧告に関するガイドラインの改定（Ｈ３１.３） 

災害時にとるべき避難行動が直感的にわかるよう、避難に関する情報や防災気象情

報等の防災情報を災害の切迫度に応じて５段階の警戒レベルに整理した。 

 

２. タイムライン（防災行動計画）の活用                                  

大規模水災害の発災前から各主体が迅速で的確な対応をとるためには、いつ、だれが、

どのように、何をするかをあらかじめ明確にしておくとともに、それぞれ他の主体がどのよ

うな対応をとるのかを把握しておくことが必要となることから、平時から各主体協働による、

タイムライン（防災行動計画）を活用した取組みを行うことが重要となる。 

 

３. 地域ＢＣＰの考え方                                            

東海地方の生活・社会・経済活動の前提を支えるインフラ、ライフラインの持続性を踏

まえ、地域で社会・経済活動を営む企業ＢＣＰの視点だけではなく、地域や企業を支える

住民や従業員の生活の持続性をも踏まえた「地域ＢＣＰ」の考え方が重要となる。 

また、発災後の被害軽減や、効果的な復旧活動を実施するためにも、発災前のフェー

ズ０で何を準備できるか、事前に検討しておく必要がある。 

 

４. 将来の気象状況の変化                                         

ＩＰＣＣ第５次評価報告書が平成２６年１０月にまとめられ、２１世紀末の世界平均地上気

温は、１９７６年～２００５年の平均から、※ＲＣＰ２.６シナリオで０.３～１.７℃、ＲＣＰ８.５シナ

リオで２.６～４.８℃上昇する可能性が高い。地域によって、極端な降水はより強く、より頻

繁になる。また、２１世紀末の世界平均海水位は、１９８６年～２００５年の平均から、ＲＣＰ

２.６シナリオで０.２６～０.５５ｍ、ＲＣＰ８.５シナリオで０.４５～０.８２ｍ上昇する可能性が高

い。※ＲＣＰシナリオはＰ.７参照 

海面水位が上昇するとゼロメートル地帯の浸水リスクも増大することが想定される。 

 

 



 
 

５. 特別警報の運用開始（Ｈ２５.８）                                     

警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性

が著しく高まっている場合、気象庁は「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けるこ

ととなった。 

伊勢湾台風級の台風や同程度の温帯低気圧が来襲する場合には、特別警報が気象

庁より発表される。 

 

６. 早期注意情報（警報級の可能性）の提供（Ｈ２９.５）                         

警報級の現象が５日先までに予想されているときには、気象庁はその可能性を「早期

注意情報（警報級の可能性）」として［高］、［中］の２段階で発表することとなった。 

警報級の現象は、ひとたび発生すると命に危険が及ぶなど社会的影響が大きいため、

可能性が高いことを表す［高］だけでなく、可能性が高くはないが一定程度認められること

を表す［中］も発表する。 

 

７. 台風強度予報の５日先までへの延長（Ｈ３１.３）                                  

これまで３日先まで発表していた強度予報（中心気圧、最大風速、最大瞬間風速、暴風

警戒域等）を５日先まで延長して発表することとなった。 

 

８. 地域基礎情報の更新                                           

危機管理行動計画（第三版）が策定された平成２７年から、５年近く経過し、人口の増

減や地域開発状況など、第三版策定当時から、社会経済動向が少しずつ変化してきた。

特に、広域避難を具体的に計画するにあたっては、総人口に加え、住居特性、すなわち

２階建て以上の住居の増大が水害リスクの評価に大きく影響を及ぼす。 

変化してきた濃尾平野の最新動向を踏まえた、危機管理行動計画を策定する必要が

ある。 

 

９. 濃尾平野の排水計画の策定（Ｈ２５.８）                                

東日本大震災の大津波により、広範囲かつ長期の湛水被害が救助や応急復旧活動に

大きな支障となった。そのため、中部地方整備局では、想定しうる最大規模の巨大地震

が発生した場合の津波や、計画規模を上回る高潮・洪水による濃尾平野の広域かつ甚大

な浸水被害を想定し、「濃尾平野の排水計画(第１版)」（Ｈ２５.８）が策定された。 

このような最新の施策を踏まえ、危機管理行動計画を更新していく必要がある。 

 

１０. 新たなステージに対応した防災・減災のあり方（Ｈ２７.１）                   

平成２７年１月に「新たなステージに対応した防災・減災のあり方に関する懇談会（国土

交通省）」より、既に明らかになっている気象の変化等を「新たなステージ」として、今後の

大災害への対応を着実に進めることが提唱された。 

 

１１. 水防災意識社会再構築ビジョンの取り組み                            

「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革に

よる「水防災意識社会」の再構築に向けて～」の答申では、「施設の能力には限界があり、

施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を変革し、社会全体で洪水

に備える必要があるとされた。 

答申を踏まえ、「水防災意識社会 再構築ビジョン」が策定された。 

 



 
 

１２. 洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ               

大規模水害発生のおそれが高まっていることから、避難時の大混雑や多数の孤立者の

発生が懸念される首都圏等における、洪水や高潮氾濫からの大規模かつ広域的な避難

の在り方等を検討するため、ワーキンググループが設置された。 

 

１３. 木曽三川下流部 広域避難実現プロジェクト                            

広域避難実現に向けた組織「木曽三川下流部 広域避難実現プロジェクト」を設立し、

適時・的確な広域避難誘導の実現に向けた計画策定が行われている。 

 

１４. 桑員地域防災対策会議                                         

桑員２市２町では、海抜ゼロメートル地帯において風水害による高潮・洪水等が発生し、

又は発生するおそれがある場合において、避難及び受入に関する事項について、広域避

難協定を締結した。 

 

１５ 令和元年台風第１９号等による災害からの避難に関するワーキンググループ         

東北、関東甲信越を中心に広域かつ甚大な被害をもたらした令和元年台風第１９号等

を教訓とし、激甚化・頻発化する豪雨災害に対し、避難対策の強化を検討するため、ワー

キンググループが設置された。 
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１．複合災害の想定                                       

 

１．１ 複合災害の想定 

 

現在の防御計画の対象事象を超え、かつ起こりえる規模の高潮及び洪水を、本行動

計画の想定外力とする。 

 

 

東海地方の低平地は、我が国最大のゼロメートル地帯を有するなど水災害に対して脆弱な地形を有

し、過去には昭和34年の伊勢湾台風による高潮被害、昭和51年台風第17号及び梅雨前線による長良川

決壊による浸水被害、平成12年東海豪雨による庄内川流域を中心とした浸水被害等、高潮及び洪水に

より多大な被害を被った。 

さらに、近年の研究成果では、地球温暖化に伴う気候変化より、現在施設計画で想定している計画

外力を上回る高潮及び降雨が来襲する可能性が指摘されている。 

そのため、現在の防御計画を超えかつ起こりえる高潮及び洪水による、複合災害を想定することと

した。 

 

【解説】 
 
• 水防法の一部改正により公表されることとなった、想定最大規模の降雨（洪水）および高潮を前提

とした浸水想定区域は、洪水に関しては1河川における複数の破堤点の浸水想定区域、高潮に関し

ては複数の台風コースの浸水想定区域を包絡したものとなっている。 

• 一方、本行動計画の浸水想定区域は、洪水に関しては浸水範囲が最大となる1つの破堤点、高潮に

関しては台風の1コースの浸水想定区域を重ね合わせたものとなっている。 

• 想定最大規模の洪水と想定最大規模の高潮の同時生起の取扱いについては、「高潮浸水想定区域図

作成の手引き」（平成27年7月 農林水産省・国土交通省）において「これまで高潮時にそれほど大

きな河川流量となっていないこと、ピークがずれることが多いことから、そもそも各々の生起確率

が極めて小さい想定最大規模の洪水と想定最大規模の高潮が同時に生起し、ピークが重なり合うこ

とは考慮しないこととする」となっている。 

• しかし本行動計画では、想定最大規模の洪水と想定最大規模の高潮が同時に生起することを想定外

力として、それぞれの浸水想定区域を重ね合わせている。 

• 水防法に基づく浸水想定との計算条件等の違いを考慮し、本行動計画における浸水想定のあり方を

調整していく。 
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１．２ 地球温暖化に伴う気候変化の現状 

 

１．２．１ 気候変動（観測事実） 

 

ＩＰＣＣ※第５次評価報告書によると、以下の観測事実があり、気候システムの温暖化

は疑う余地がないとされている。 

（１） 世界の平均気温は、１８８０～２０１２年の期間に０.８５℃上昇し、最近３０年の各１０

年間は、１８５０年以降のどの１０年間よりも高温であった。（図１.２.１） 

（２） ２０世紀初め以降、ほぼ地球全体で地上気温が上昇している。（図１.２.２） 

（３） 世界平均海面水位は、１９０１～２０１０年の期間に、０.１９m上昇し、１９世紀半ば以

降の海面水位の上昇率は、それ以前の２千年間の平均的な上昇率より大きかっ

た。（図１.２.３） 

（４） 過去２０年にわたり、グリーンランド及び南極の氷床の質量は減少しており、氷河

は、ほぼ世界中で縮小し続けている。（図１.２.４） 

 

 

※気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change、IPCC）：国際的な専門家

でつくる、地球温暖化についての科学的な研究の収集、整理のための政府間機構 

（出典：「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 5 次評価報告書第 1 作業部会報告書（自然科学

的根拠）の公表について H25.9.27 文部科学省、経済産業省、気象庁、環境省」） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※3つのデータセットによる1850年から2012年までに観測された陸域と海上を合わせた世界平均地上

気温の偏差。左図は年平均値、右図は10年ごとの平均値。1961～1990年平均からの偏差。 

 

図１.２.１ 世界平均地上気温（陸域+海域）の偏差（１８５０～２０１２年） 
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※１１２年当たりに換算した気温変化の傾向 

図１.２.２ 世界の地上気温の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最も長期間連続するデータセットの1900～1905年平均を基準とした世界平均海面水位。すべての時

系列（色つきの線はそれぞれ異なるデータセットを示す）は年平均値を示し、不確実性の評価結果

がある場合は色つきの陰影によって示している。 

 

図１.２.３ 世界の海面水位の変化 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.２.４ 氷河・氷床の変化 
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●観測事実（日本） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 

図１.２.５ 日本の年平均気温偏差の変化 
【解説】 
 
• 日本の年平均気温は、長期的に100年あたり約1.14℃の割合で上昇しており、特に1990年代以降、

高温となる年が頻出している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１.２.６ アメダスにおける１時間降水量５０ミリ以上の年間観測回数の変化 

【解説】 
 
• 1時間降水量50ミリ以上の年間観測回数は増加傾向が明瞭にみられる。地球温暖化が寄与している

可能性があるが、データ蓄積が必要。 
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１．２．２ 気候変動（将来予測） 

 

ＩＰＣＣ第５次評価報告書によると、以下の気候変化が予測されている。 

（１） ２１世紀末の世界平均地上気温は、１９８６～２００５年の平均から、※ＲＣＰ２.６シナ

リオで０.３～１.７℃、ＲＣＰ８.５シナリオで２.６～４.８℃上昇する可能性が高い。 

   （図１.２.７、１.２.９） 

（２） 中緯度の陸域と湿潤な熱帯域では、極端な降水はより強く、より頻繁になる可能

性が非常に高い。（図１.２.８） 

（３） ２１世紀末の世界平均海水位は、１９８６～２００５年の平均から、ＲＣＰ２.６シナリオ

で０.２６～０.５５m、ＲＣＰ８.５シナリオで０.４５～０.８２m上昇する可能性が高い。 

   （図１.２.１０） 

 

※RCPシナリオとは将来の温室効果ガス濃度の想定を放射強制力の大きさで示し、RCP2.6、RCP4.5、

RCP6.0、RCP8.5と４つのシナリオがある。RCP8.5が最も放射強制力が大きいシナリオである。ま

た、このシナリオには排出削減対策が含まれている。第5次評価報告書で使用された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.２.７ ＲＣＰシナリオに基づく世界平均地上気温の予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.２.８ ＲＣＰ８.５シナリオに基づく世界の年降水量の予測 
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図１.２.９ ＲＣＰシナリオに基づく世界平均地上気温の予測 

 

【解説】 
 
• RCP2.6シナリオを除くと、1850-1900年平均に対して1.5℃を上回る可能性が高い。 

• 北極域では世界平均よりも速く温暖化し、陸上における平均的な温暖化は、海上よりも大きくなる。 

• ほとんどの陸域で、極端な高温がより頻繁になり、極端な低温が減少する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.２.１０ ＲＣＰシナリオに基づく世界平均海面水位の予測 

【解説】 
 
• 21世紀の間、世界平均海面水位は上昇を続けると予測。 

• 21世紀の世界平均海面水位上昇の30～55％を熱膨張が占め、氷河によるものは15～35％である。 

• 海面水位の上昇率は、1971年から2010年の期間に観測された上昇率を超える可能性が、非常に高い。 

• 海面水位が上昇すると、ゼロメートル地帯の浸水リスクや台風の激化により高潮の危険性も増大す

ることが想定される。 
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・世界の極端現象の将来予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日本の将来予測（地球温暖化予測情報第８巻より） 
 

・降水量の将来予測 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.２.１１ 降水量の年間発生回数の将来予測 

【解説】 
 
• 短時間強雨や大雨の発生頻度が全国的に増加すると予測している。また、無降水日も増加すると予

測している。 

 

灰：20世紀末（1980～1999年） 赤：21世紀末（2076～2095年） 
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地球温暖化による気温上昇の影響で日本の降水量増加率の地域分布を示したものである。100年後

には中部地方の年最大日降水量が1.06倍（庄内川流域は1.31倍、木曽川流域1.25倍）程度と見込まれ

ている。この降水量の増加により、治水安全度が低下することが予測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.２.１２ 将来の降雨量の増加と治水安全度の低下 

         （出典：水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への 

             適応策のあり方についてH20.6社会資本整備審議会） 
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１．２．３ 気候変動による高潮災害リスクの増大 

 

海面水位が上昇すると、ゼロメートル地帯の浸水リスクも増大することが想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.２.１３ ゼロメートル地帯の高潮リスクの増大 

（出典：水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方についてH20.6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.２.１４ ゼロメートル地帯の高潮災害リスクの増大懸念 

（出典：第16回 気候変動に適応した治水対策検討小委員会（平成26年9月22日）資料4） 
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１．３ 近年の災害対応の動向 

 

１．３．１ 法律やガイドラインの改定 

 

平成２７年９月関東・東北豪雨や平成３０年７月豪雨等の甚大な被災を踏まえ、水防

法の改正や手引きの改定等が行われた。 

 

① 水防法の一部改正(Ｈ２７.５) 

洪水に係る浸水想定区域について、想定し得る最大規模の降雨を前提とした

区域に拡充された。また、高潮に係る浸水想定区域についても想定し得る最大規

模の高潮を前提とした区域が公表されることとなった。 

 

② 水防法の一部改正(Ｈ２９.５) 

大規模氾濫減災協議会の創設、洪水予報河川や水位周知河川に指定されて

いない中小河川における水害リスク情報を住民へ周知する制度の創設、要配慮

者施設の避難確保計画作成および避難訓練の実施義務化等が示された。 

 

③ 水害ハザードマップ作成の手引きの改定(Ｈ２８.４) 

早期の立退き避難が必要な区域の明示、地域における水害特性の分析、「住

民目線」の水害ハザードマップとすること等が示された。 

 

④ タイムライン（防災行動計画） 策定 ・活用指針〈初版〉(Ｈ２８.８)  

防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共有した上で、

「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で

整理した『タイムライン』策定のための基本的事項が示された。 

                                     

⑤ 洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難に関する基本的な考え方(報告)(Ｈ３０.３) 

大規模・広域避難の全体像を構築し、複雑に絡み合う課題を分類し計画を策定

するための手順を示すとともに、計画の実効性を確保するために検討すべき項目

等が取りまとめられた。また、定量的な算出方法と江東５区を中心とした東京低地

帯を事例として具体に検討した結果が併せて整理された。 
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⑥ 平成３０年７月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）（Ｈ３０.１２） 

これまでの「行政主導の取組みを改善することにより防災対策を強化する」とい

う方向性を根本的に見直し、住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って自らの

判断で避難行動をとり、行政はそれを全力で支援するという、住民主体の取組強

化による防災意識の高い社会の構築に向けて、今後実施すべき対策をとりまとめ

た。 

 

⑦ 避難勧告に関するガイドラインの改定（Ｈ３１.３）  

災害時にとるべき避難行動が直感的にわかるよう、避難に関する情報や防災

気象情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて５段階の警戒レベルに整理した。 

 
 
 
【解説】 
 
① 水防法（抄） ※Ｈ２７.５改正箇所を一部抜粋 

（洪水浸水想定区域の指定） 

第14条 国土交通大臣は、第10条第2項又は第13条第1項の規定により指定した河川について、都道府県知事は、第11

条第1項又は第13条第2項の規定により指定した河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水

を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨

（想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。）により当該河

川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。 

2 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明ら

かにしてするものとする。 

 

（高潮浸水想定区域） 

第14条の3 都道府県知事は、第13条の3の規定により指定した海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、

又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る

最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が発

生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。 

2 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明ら

かにしてするものとする。 
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② 水防法（抄） ※Ｈ２９.５改正箇所を一部抜粋 

（大規模氾濫減災協議会） 

第15条の9 国土交通大臣は、第10条第2項又は第13条第1項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨

により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要

な協議を行うための協議会（以下この条において「大規模氾濫減災協議会」という。）を組織するものとする。 

2 大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 国土交通大臣 

二 当該河川の存する都道府県の知事 

三 当該河川の存する市町村の長 

四 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

五 当該河川の河川管理者 

六 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長 

七 第3号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者 

3 大規模氾濫減災協議会において協議が調つた事項については、大規模氾濫減災協議会の構成員は、その協議の

結果を尊重しなければならない。 

４ 前3項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫減災協議会が定める。 

 

（予想される水災の危険の周知等） 

第15条の11 市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川（第10条第2項、第11条第1項又は第13条第1項若しくは

第2項の規定により指定された河川を除く。）のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認め

る河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう

努めるとともに、これを把握したときは、当該河川において予想される水災の危険を住民等に周知させなければなら

ない。 

 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 

第15条の3 第15条第1項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の

所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑か

つ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 
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③ 水害ハザードマップ作成の手引きの改定 

 

【主な変更点】 
 
水害時に屋内安全確保（垂直避難）では命を守りきれない区域が存在するため、市町村において「早期

の立退き避難が必要な区域」を設定するよう記載 

○ 洪水や高潮等においては、河川水位や避難勧告等の情報をもとに避難時間を十分確保可能であるが、
生命・身体に直接影響を及ぼす可能性がある家屋倒壊等氾濫想定区域や浸水深が深い区域などは、
特に早期かつ確実に立退き避難する事が必要である。 

○ これらの区域を市町村において「早期の立退き避難が必要な区域」として適切に設定し、水害ハザ
ードマップに表示することが必要である。 

○ 災害時における避難は、個々人がおかれた状態に応じて、自らの判断で臨機に避難行動をとること
が原則であることから、水害ハザードマップにはまずこの避難の原則についても記載することが必
要である。 

 

地域により発生する水害の要因やタイミング、頻度、組み合わせは様々に異なることから、市町村にお

いて事前に「地域における水害特性、社会特性」を十分に分析することを推奨 

○ 水害ハザードマップを作成する際には、地域の水害特性や社会特性によって水害リスクは異なるこ
とから、これらを事前に十分に把握する必要がある。 

○ また、これら特性を踏まえた避難方法等を検討するとともに、当該地域で被害が大きく重点的に対
策を執る必要があると想定される水害を選定し、これらを住民等にわかりやすく伝わるように水害
ハザードマップに反映することが必要である。 

 

住民目線となるよう、「災害発生前にしっかり勉強する場面」、「災害時に緊急的に確認する場面」を想

定して水害ハザードマップを作成するよう記載 

○ 水害ハザードマップを利活用するシチュエーションについて、「いつ」・「どこで」・「誰が」 の観点
から整理・検討し、それぞれのシチュエーションを踏まえた水害ハザードマップを作成するものと
する。この際、紙媒体やスマートフォン等、複数の方法や媒体による水害ハザードマップの提供方
法についても検討することとする。 

○ 以下に、水害ハザードマップを利活用するシチュエーションおよびそれに適した表示媒体例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           （出典：国土交通省 水害ハザードマップ作成の手引き） 
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④ タイムライン（防災行動計画） 策定 ・活用指針〈初版〉  
 
防災関係機関が災害発生時の状況を想定し共有した上で、防災行動をまとめた「防災行動計画」（以

下「タイムライン」という。）を策定するための基本的事項を定め、各地域における防災関係機関の

災害対応力の向上を目的とした。 

以下に、タイムラインの標準的な策定の流れを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
また、防災行動の全体像が把握しやすいよう俯瞰的に表現したタイムラインの整理例を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       （出典：国土交通省 タイムライン（防災行動計画）策定・活用指針（初版）） 
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⑤ 洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難に関する基本的な考え方（報告） 
 
大規模・広域避難に対する事前の対策がない場合、多数の居住者等が浸水区域内に留まることによ

り甚大な人的被害が懸念されることから、避難対象者全体の人的被害のリスクを低減するため、大規

模・広域避難の全体像を構築し、複雑に絡み合う課題を分類し計画を策定するための手順を示すとと

もに、計画の実効性を確保するために検討すべき項目等を取りまとめた。 

大規模・広域避難の特徴と検討にあたり重要となる視点として、以下が挙げられている。 

 

【視点①】避難対象者全体を考えた大規模・広域避難の全体像の構築 

・ 避難対象者全体を考えた避難行動の最適化を目指して避難行動の全体像の構築が必要 

・ 大規模・広域避難の基本的な考え方や、広域避難計画を策定するための具体的な計算手法が必要 

 

【視点②】複雑に絡み合う課題の分類と段階的な検討 

・ 様々な要素が関係するため、相互影響の少ないように課題を分類して手順毎に検討を進め、フィ

ードバックを繰り返しながら段階的に検討することを前提としつつも、可能な限り手戻りが少な

くなるよう検討を進めることが必要 

 

【視点③】広域避難計画の実効性の確保 

・ 避難対象者が多く、避難行動も複雑となることから、避難行動等の不確実性等を考慮した実効性

のある計画とすることが必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：内閣府 洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難に関する基本的な考え方（報告）） 
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また、大規模・広域避難の具体的な検討手順および定量的な算出方法が、江東5区を中心とした東

京低地帯を事例として具体に検討した結果が示されている。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（出典：内閣府 洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難に関する基本的な考え方（報告）） 
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⑥ 平成３０年７月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告） 
 
平成30年7月豪雨では、死者・行方不明者数が200名を超える近年稀にみる大惨事となった。 

気象庁が大雨特別警報を発表する可能性があるとの緊急会見を行う等、重大な災害の起こるおそれ

が著しく高くなるため厳重な警戒が必要なことはマスメディア等を通じて事前に広く伝えられてい

た。また、気象状況等の悪化に伴い、多くの被災地では自治体から避難勧告が発令されるなど、避難

行動を促す情報が出されたものの、自宅に留まる等により、多くの方が亡くなるという結果となった。 

「平成30年7月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ」では、これま

での防災行政の取組やそれを取り巻く現状、今後の気象や社会の趨勢を考慮した上で、平成30年7月

豪雨の教訓を今後に活かすべく議論を行った。 

これまでの「行政主導の取組みを改善することにより防災対策を強化する」という方向性を根本的

に見直し、住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って自らの判断で避難行動をとり、行政はそれ

を全力で支援するという、住民主体の取組強化による防災意識の高い社会の構築に向けて、今後実施

すべき対策をとりまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：内閣府 平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）） 
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⑦ 避難勧告に関するガイドラインの改定 
 
平成30年7月豪雨では、様々な防災情報が発信されているものの、多様かつ難解であるため多くの

住民が活用できない状況であった。 

中央防災会議 防災実行会議「平成30年7月豪雨による水害・土砂災害から避難に関するワーキング

グループ」において、平成30年7月豪雨を教訓とし、避難対策の強化について検討し、昨年12月に「平

成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの報告のあり方について(報告)」がとりまとめられた。 

報告の内容を踏まえ、地方公共団体が避難勧告等の発令基準や伝達方法を改善する際の参考となる

よう「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよ

う、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、住民等の避難行動等を支援するものとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
（出典：内閣府 避難勧告等に関するガイドラインの改定 ～警戒レベルの運用等について～） 
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警戒レベルと防災気象情報の関係 
（出典：内閣府 避難勧告等に関するガイドライン①（避難行動・情報伝達編）（平成31年3月）） 

 

平成30年7月豪雨において気象庁では、防災気象情報の段階的な発表、市町村への支援、さらには
記者会見を通じて早い段階から厳重な警戒の呼びかけを行った。しかしこれらの情報発表や警戒の呼
びかけ、市町村からの避難勧告等による避難の呼びかけが必ずしも住民の避難行動につながらず、甚
大な水害や土砂災害が広域に発生し、平成に入り最大の人的被害をもたらす豪雨災害となった。 
大雨が予想された場合に危機感が住民や社会に確実に伝わり、避難等の防災行動につながっていく

ためには、関係機関との緊密な連携の下、防災気象情報の伝え方についてさらなる改善方策を検討す
る必要があることから、学識者に加え、報道関係者、自治体関係者、関係省庁による「防災気象情報
の伝え方に関する検討会」を開催された。 
検討会においては、改善策と推進すべき取組が検討され、大雨特別警報について、以下の事項が提

示されている。 
 

・ 大雨特別警報の位置づけ・役割の周知・広報の強化と記者会見等での発表可能性への言及 
・ 大雨特別警報発表の精度向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （出典：気象庁 防災気象情報の伝え方の改善策と推進すべき取組（報告書）概要） 
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【参考】 高潮からの避難行動が必要となるタイミングとエリア （内閣府のガイドライン）  
 
高潮によって命に危険が及び避難行動が必要となるタイミング（判断基準）とエリア（対象区域）

の考え方については、「避難勧告等に関するガイドライン」（内閣府）において次のように例示されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：気象庁HP「高潮に関する防災気象情報の活用」） 

 

【参考】 高潮氾濫危険情報 （愛知県・三重県）  
 
水位周知海岸に係る制度では、指定された海岸で避難や情報伝達に要する時間（リードタイム）を

考慮した高潮氾濫危険水位（高潮特別警戒水位）を設定し、その水位に達した時、「高潮氾濫危険情

報」として発表される。発表された場合は、高潮氾濫が発生することを想定し、避難を行っていない

場合は、速やかに避難を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   （出典：国土交通省HP「高潮について知るには？」） 
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１．３．２ 特別警報について 

 

警報の発表基準をはるかに超える大雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険

性が著しく高まっている場合、気象庁は「特別警報」を発表し、最大級の警戒を呼び掛

ける。 

伊勢湾台風級の台風や同程度の温帯低気圧が来襲する場合に気象庁は、台風につ

いては、指標（発表条件）の中心気圧または最大風速を保ったまま、中心が接近・通過

すると予想される地域（予報円がかかる地域）、温帯低気圧については、指標（発表条

件）の最大風速と同程度の風速が予想される地域における、大雨・暴風・高潮・波浪の

警報を、特別警報として発表する。 ※発表される地域に留意 

 

【解説】 
 
気象庁は、平成25年8月30日に「特別警報」の運用を開始した。 

「避難勧告等に関するガイドライン」では、高潮警報と高潮特別警報は、警戒レベル4相当情報に

位置づけられている。 

気象等に関する特別警報の発表基準は、以下となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（※）実施に当たっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の災害事例

に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況及び予想に基づいて発表の判断をする。
この「数十年に一度」の現象に相当する指標は気象庁ホームページに掲載する。 

 

数十年に一度の強度の台風としては、伊勢湾台風級とされている。伊勢湾台風による死者・行方不

明者は5,098名、床上浸水家屋は157,858棟、浸水面積は310km2であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          伊勢湾台風による高潮被害の様子 
                                        （出典：伊勢湾台風災害誌（名古屋市）） 
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【参考】 
 
伊勢湾台風を想定した暴風等の特別警報発表のイメージを以下に示す。 

特別警報の運用にあたっては、台風上陸24時間前に気象庁の記者会見で、特別警報発表の可能性を

言及することがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会」第22回作業部会（名古屋地方気象台講演）資料） 
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【参考】  
 
平成25年8月30日の「特別警報」の運用開始以降の特別警報の発表実績を以下に示す。 

大雨特別警報は10回、高潮特別警報は2回、暴風特別警報は2回の発表実績がある（令和元年5月15

日現在）。 

高潮、暴風、波浪の特別警報は、台風等を要因とする場合にしか発表されない。 

 

◆大雨特別警報（12回） 
 

事例 回 要因種別 気象現象等 

1 ① 雨 平成25年台風第18号（福井県、滋賀県、京都府） 

2 
② 台風等 平成26年台風第8号（沖縄県） 

③ 雨 平成26年台風第8号（沖縄県※1） 

3 ④ 雨 平成26年台風第11号（三重県※1） 

4 ⑤ 雨 平成26年9月北海道の大雨（石狩・空知・後志地方※1、胆振・日高地方） 

5 ⑥ 雨 平成27年9月関東・東北豪雨（栃木県、茨城県、宮城県） 

6 ⑦ 台風等 平成28年台風第18号（沖縄県） 

7 
⑧ 雨 平成29年7月梅雨前線の大雨（島根県※1） 

⑨ 雨 平成29年7月九州北部豪雨（福岡県※1、大分県※1） 

8 ⑩ 雨 
平成30年7月豪雨（福岡県、佐賀県、長崎県、広島県、鳥取県、岡山県、京都府、 
兵庫県、岐阜県、愛媛県※1、高知県※1） 

9 ⑪ 雨 令和元年8月前線による大雨（佐賀県、福岡県、長崎県） 

10 ⑫ 雨 
令和元年台風第19号：令和元年東日本台風（静岡県、神奈川県、東京都、埼玉県、群
馬県、茨城県、栃木県、山梨県、長野県、新潟県、福島県、宮城県、岩手県） 

 
※1  雨を要因とする大雨特別警報の気象現象等において※1を付したものは短時間指標で、無印のものは長時間指標で発表。 
※2  発表事例数および発表回数は次の考え方のもとで整理。 
 ・事例数：一連の現象によって発表に至った特別警報を1つの事例とする。 
 ・回数：1つの事例のうち、発表期間が連続していないもの、又は要因種別が異なるものを個別の発表とする。 

 
（出典：気象庁 特別警報について） 

 

◆高潮特別警報（2回） 
 

事例 回 要因種別 気象現象等 

1 ① 台風等 平成26年台風第8号（沖縄県） 

2 ② 台風等 平成28年台風第18号（沖縄県） 

 

（出典：気象庁 災害時気象速報 平成26年台風第8号及び梅雨前線による7月6日から11日にかけての大雨及び暴風） 

（出典：気象庁 沖縄本島地方に特別警報発表（平成28年10月3日20時00分発表）） 

 

◆暴風特別警報（2回） 
 

事例 回 要因種別 気象現象等 

1 ① 台風等 平成26年台風第8号（沖縄県） 

2 ② 台風等 平成28年台風第18号（沖縄県） 

 
（出典：気象庁 沖縄県宮古島地方に特別警報を発表（平成26年7月7日19時10分発表）） 

（出典：気象庁 沖縄本島地方に特別警報発表（平成28年10月3日20時00分発表）） 
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【参考】 高潮特別警報 （気象庁）  
 
台風等による海面の異常上昇に関する特別警報。予め定められた基準に従い、数十年に一度の強度

の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合に発表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               （出典：気象庁HP「高潮に関する防災気象情報の活用」） 
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１．３．３ 早期注意情報（警報級の可能性）の提供 

 

警報級の現象が５日先までに予想されているときには、気象庁はその可能性を「早

期注意情報（警報級の可能性）」として［高］、［中］の２段階で発表する。 

警報級の現象は、ひとたび発生すると命に危険が及ぶなど社会的影響が大きいため、

可能性が高いことを表す［高］だけでなく、可能性が高くはないが一定程度認められるこ

とを表す［中］も発表する。 

 

 

【解説】 
 
気象庁は、平成29年5月17日に「早期注意情報（警報級の可能性）」の運用を開始した。 

5日先までの早期注意情報（警報級の可能性）の発表イメージは、以下となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             （出典：気象庁HP） 

 

翌日までの「早期注意情報（警報級の可能性）」は、定時の天気予報の発表（毎日05時、11時、17

時）に合わせて、天気予報の対象地域と同じ発表単位（○○県南部など）で発表する。また、2日先

から5日先までの「早期注意情報（警報級の可能性）」は、週間天気予報の発表（毎日11時、17時）に

合わせて、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（○○県など）で発表する。これらは、雨、雪、

風、波を対象に発表する。 
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◆2日先から5日先までの「早期注意情報（警報級の可能性）」 

2日先から5日先までの「早期注意情報（警報級の可能性）」は、台風・低気圧・前線などの大規模

な現象に伴う大雨等が主な対象となっている。 

［高］や［中］が発表されたときは、心構えを早めに高めて、これから発表される「台風情報」や

「予告的な府県気象情報」の内容に十分留意するようにする。 

 

◆翌日までの「早期注意情報（警報級の可能性）」 

翌日までの期間の「早期注意情報（警報級の可能性）」は、積乱雲や線状降水帯などの小規模な現

象に伴う大雨等から、台風・低気圧・前線などの大規模な現象に伴う大雨等までが対象となっている。 

［中］が発表されたときは、可能性は高くはないが、命に危険が及ぶような警報級の現象となり得

ることを表している。これをもって直ちに避難等の対応をとる必要はないが、深夜などに天気が急変

して突然警報が発表されても、あわてずに対応できるよう、あらかじめ心構えだけは高めておく、と

いった活用が考えられる。 

［高］が発表されたときは、危険度が高まりつつあり、「警報に切り替える可能性が高い注意報」

や「予告的な府県気象情報」がすでに発表されているか、まもなく発表されることを表している。命

に危険が及ぶような警報級の現象が予想される詳細な時間帯を、気象警報・注意報等で確認するよう

にする。 

また、大雨に関して、［高］又は［中］が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要が

あるとされる警戒レベル1となる。最新の防災気象情報等に留意するなど、災害への心構えを高める

ようにする。 

なお、［高］や［中］が発表されていなくても、天候の急激な変化に伴って警報発表となる場合も

あるので、警報発表時の対応を普段から考えておくことが大切となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                （出典：気象庁HP） 
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１．３．４ 台風強度予報の５日先までへの延長 

 

気象庁のスーパーコンピュータシステムによる計算能力や予測技術の向上に伴い、

これまで３日先まで発表していた強度予報（中心気圧、最大風速、最大瞬間風速、暴風

警戒域等）を５日先まで延長して発表することとなった。 

 

 
【解説】 
 
気象庁では、平成30年（2018年）6月に更新したスーパーコンピュータシステムによる計算能力の

向上や、台風の中心気圧などの強度をより正確に予測するための技術開発を行ってきた。 

これらの準備が整ったことから、平成31年（2019年）3月14日12時（日本時間）以降、最初に発生

した台風から、これまで3日先まで発表していた強度予報（中心気圧、最大風速、最大瞬間風速、暴

風警戒域等）を5日先までに延長して発表することとなった。 

 

          ＜現行の3日先までの進路・強度予報＞ ＜現行の3日先までの進路・強度予報＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ＜5日先までの進路・強度予報＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会」第31回作業部会（名古屋地方気象台）資料） 
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１．３．５ タイムライン（防災行動計画）の活用 

 

大規模水災害の発災前から各主体が迅速で的確な対応をとるためには、いつ、だれ

が、どのように、何をするかを時間を追って整理し、あらかじめ明確にしておくとともに、

それぞれ他の主体がどのような対応をとるのかを把握しておくことが必要となることから、

平時から各主体協働による、タイムライン（防災行動計画）を活用した取組みを行うこと

が重要となる。 

 

 

【解説】 
 
タイムラインは、前兆なく起きる地震災害などに比べ、台風や洪水など予め発生が予測できる災害

に、有用性が高いと考えられている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （出典：国土交通省水災害に関する防災・減災対策本部 大規模水災害に備えた 

     タイムライン（防災行動計画）の策定に向けて（概要版リーフレット）より） 

計画
住民、企業、自治体、政府等の全ての主体が
タイムライン（防災行動計画）を策定

訓練
タイムライン（防災行動計画）を活用した防災訓練を合同で実施し、
各主体間の情報や対応を共有

確認
タイムライン（防災行動計画）で策定した
自ら行うべき防災対応を確認

実践
タイムライン（防災行動計画）をチェックリストとして、
対応行動を実行

連携
タイムライン（防災行動計画）に基づき各主体の連携を図り、
防災・減災効果を増大

検証
各主体で防災対応を事後に検証・協議を実施し、
対応やタイムライン（防災行動計画）の課題等を抽出

改善
各主体での検証に基づき、
タイムライン（防災行動計画）を見直し・修正

大

規

模

水

災

害

発

生

（
警
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）
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平成24年10月に米国東海岸を襲ったハリケーン・サンディでは、ニュージャージー州において避難

命令や浸水防止対策など、発災前から関係機関が実施すべきことをあらかじめ時系列にプログラム化

した「タイムライン」を作成し、それに基づき関係機関が連携して行動することにより被害軽減に大

きな成果を上げた。 

 

また、ハリケーン・サンディなど、近年の巨大台風等に伴う大規模な災害の頻発化・激甚化等をふ

まえ、国土交通省では、水災害が発生した際に実施すべき対策を具体化して取り組みを強化するため、

平成26年1月27日に「国土交通省 水災害に関する防災・減災対策本部」を設置した。 

「地下街・地下鉄等ワーキンググループ」と「防災行動計画ワーキンググループ」の2つのワーキ

ンググループの成果をとりまとめた「中間とりまとめ」が平成26年4月24日に策定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典：国土交通省 水災害に関する防災・減災対策本部 水災害に関する防災・減災対策中間とりまとめ） 
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南海トラフ地震対策中部圏戦略会議では、平時（発災前）において、南海トラフ巨大地震発生時に

おける各機関の取り組みの相互関係をタイムラインとして整理し、「優先的に取り組む連携課題」や

「分科会」において課題の検討をすることにより、関係機関の横の繋がり、連携を強化することを目

的に、平成30年5月17日（第9回会議）に「南海トラフ地震を想定した中部圏戦略会議タイムライン」

をとりまとめた。 

地震発生～24時間～72時間～復旧という3つのフェーズに分けて、各機関が行動すべき内容を整理

しており、別途、戦略会議構成機関が発災前に取り組むべき事項もとりまとめ、タイムラインの作成

過程で判明した各機関が取り組むべき事項も今後、随時追加することとしている。 

 

南海トラフ地震を想定した中部圏戦略会議タイムライン（地震発生～24時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第9回 南海トラフ地震対策中部圏戦略会議 資料1-1） 
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【参考】 タイムライン運用の取り組み （三重県紀宝町） 
 
三重県紀宝町では、平成23年台風12号による被災を受け、平成25年台風27号において、タイムライ

ンを試行的に運用し、本格的な運用に向けて検討を重ねた。 

平成26年度は、5つの台風において、タイムラインを運用して以下のような効果を得ている。 

また、その後もタイムラインの運用を継続しており、平成28年8月台風10号においてもタイムライ

ンを実践し、現在の状況共有や今後の取り組むべき内容・体制を確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （出典：環境・防災研究所 タイムライン策定に向けた紀宝町における取組み ver.2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （出典：近畿地方整備局 平成28年台風10号における紀宝町タイムラインの実践結果） 
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【参考】 名古屋駅周辺地下空間の取り組み （庄内川事前防災行動計画（タイムライン）検討会）  
 
台風等による風水害に備えた防災行動計画を検討することを目的として庄内川事前防災行動計画

（タイムライン）検討会が平成26年6月に設置された。 

名古屋駅周辺地下空間の浸水による人的被害、施設被害等を軽減するための防災行動を、より実践

的なものとするため、平成27年10月に検討会の下に、『地下空間ワーキンググループ』を設置し、地

下街等管理者と行政機関が連携しながら検討が行われた。 

第9回地下空間ワーキンググループにおいて、平成29年度名古屋駅地区地下空間タイムライン（共

通行動版（案））がとりまとめられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庄内川事前防災行動計画（タイムライン）検討会における公表資料） 
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【参考】 タイムラインに関する情報発信の取り組み （国土交通省荒川下流河川事務所） 
 
令和元年台風第19号（令和元年東日本台風）では、記録的豪雨により荒川の水位が避難判断水位ま

で上昇した。 

国土交通省荒川下流河川事務所では、タイムラインの適用開始から解除まで刻々と変わる状況と対

応策について、ホームページやTwitterから情報発信を続けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （出典：荒川下流河川事務所HP）         （出典：荒川下流河川事務所Twitter） 
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【参考】 マイ・タイムラインの取り組み （茨城県常総市） 
 
平成27年9月関東・東北豪雨では、記録的豪雨により鬼怒川が氾濫し、茨城県常総市は甚大な被害

を受けた。 

常総市では、住民一人ひとりが自分の逃げ方を自ら検討する「みんなでタイムラインプロジェクト」

を、若宮戸地区と根新田地区の2地区をモデル地区として実施し、自治区長をはじめモデル地区の住

民の協力のもと、住民一人ひとりの避難計画である「マイ・タイムライン」の作成を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：関東地方整備局 みんなでタイムラインプロジェクト常総市モデル地区における検討の記録） 



37 
 

１．３．６ 水防災意識社会再構築ビジョンの取り組み 

 

平成２７年９月関東・東北豪雨災害における甚大な被害を踏まえ、「大規模氾濫に対

する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社

会」の再構築に向けて～」が答申された。 

答申では、「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生

するもの」へと意識を変革し、社会全体で洪水に備える必要があるとされた。 

答申を踏まえ、「水防災意識社会 再構築ビジョン」が策定された。 

その後、平成３０年７月豪雨をはじめ、近年各地で大水害が発生していることを受け、

「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へ意識を変革し、「水防災意識社

会」を再構築する取組をさらに充実し加速するため、令和２年度目途に取り組むべき緊

急行動計画を改定している。 

 

 
【解説】 
 
関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」として、全ての直轄河川と

その沿川市町村（109水系、730市町村）において、令和2年度目途に水防災意識社会を再構築する取

組を行うこととされている。 

 

・ ソフト対策：住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線

のソフト対策」へ転換し、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。 

・ ハード対策：「洪水氾濫を未然に防ぐ対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する「危

機管理型ハード対策」を導入し、令和2年度を目途に実施。 

 

令和2年度を目途に取り組むべき緊急行動計画の改定は、具体的には、人的被害のみならず経済被

害を軽減させるための多くの主体の事前の備えと連携の強化、災害時に実際に行動する主体である

住民の取組強化、洪水のみならず土砂・高潮・内水、さらにそれらの複合的な災害への対策強化等

の観点により、緊急行動計画の取組を拡充するものとされている。 
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（出典：国土交通省 水防災意識社会再構築ビジョン 平成27年12月） 
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                  （出典：国土交通省 水防災意識社会再構築ビジョン 平成27年12月） 
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１．３．７ 洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ 

 

気候変動の影響等により大規模水害発生のおそれが高まっていることから、避難時

の大混雑や多数の孤立者の発生が懸念される首都圏等における、洪水や高潮氾濫か

らの大規模かつ広域的な避難の在り方等を検討するため、中央防災会議「防災対策実

行会議」の下に本ワーキンググループが設置された。 

 

 
【解説】 
 
・ 三大都市圏をはじめ、海抜ゼロメートルのような低地帯が広がっている地域において、大河川の洪

水や高潮により氾濫が発生した場合には、その浸水区域の広さ、避難対象人口の膨大さ、浸水継続

時間の長さ等から、「避難勧告等に関するガイドライン」や「指定緊急避難場所の指定に関する手

引き」等に記載された避難行動のみでは通用しない事態が想定されている。 

・ 大規模かつ広域的な特徴を有し、これまでのガイドライン等をそのまま適用することができない避

難形態を「大規模・広域避難」と呼び、大規模・広域避難の計画（広域避難計画）策定に必要とな

る基本的な考え方を示すことを目的として、「洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキ

ンググループ」にて議論が行われた。 

・ 「洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難に関する基本的な考え方（報告）」では、避難対象者全

体の人的被害のリスクを低減するため、大規模・広域避難の全体像を構築し、複雑に絡み合う課題

を分類し計画を策定するための手順を示すとともに、計画の実効性を確保するために検討すべき項

目等をとりまとめている。 

・ 本ワーキンググループにおいては、定量的な算出方法と江東5区（墨田区、江東区、足立区、葛飾

区、江戸川区）を中心とした東京低地帯を事例として具体に検討した結果を併せて整理している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：内閣府 洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ） 
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１．３．８ 木曽三川下流部 広域避難実現プロジェクト 

 

大規模水害時における犠牲者をゼロにするため、広域避難実現に向けた組織「木曽

三川下流部 広域避難実現プロジェクト」を設立し、各市町村による取り組みの発信や、

市町村の枠を越え地域全体で検討すべき内容に関する意見交換を行うことで、適時・

的確な広域避難誘導の実現に向けた計画策定が行われている。 

 

 
【解説】 
 
・ 大規模水害時における犠牲者をゼロにするため、木曽三川下流部沿川の5市町（桑名市、木曽岬町、

弥富市、愛西市、海津市）及び中部地方整備局河川部、木曽川下流河川事務所では、平成25年に「木

曽三川下流部 高潮・洪水災害広域避難検討会」を設立し、平成27年には、広域避難実現に向け取

り組むべき内容等について、「木曽三川下流部 高潮・洪水災害広域避難計画策定に向けたアクショ

ンプラン」（以下「アクションプラン」という。）がとりまとめられた。 

・ アクションプランの策定により、取り組むべき内容を検討する段階から、取り組みを着実に実施し、

広域避難を実現していく段階に移行したことから、はん濫域にある3市町村（津島市、蟹江町、飛

島村）を新たに加え、8市町村による広域避難実現に向けた組織「木曽三川下流部 広域避難実現プ

ロジェクト」が設立された。 

・ 3市町村拡大に伴うアクションプラン等の拡充を図るとともに、各市町村による取り組みの発信や、

市町村の枠を越え地域全体で検討すべき内容に関する意見交換を行うことで、地域社会における社

会的気運の醸成を図りつつ、適時・的確な広域避難誘導の実現に向けた計画策定を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          （出典：木曽川下流河川事務所 木曽三川下流部広域避難実現プロジェクト） 
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１．３．９ 桑員地域防災対策会議 

 

桑員２市２町（桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町）では、桑名市及び木曽岬町の

海抜ゼロメートル地帯で高潮・洪水等により浸水が発生し、又は発生するおそれがある

場合において、市町域を越えて住民がいなべ市及び東員町に避難できるよう、避難及

び受入に関する事項について、広域避難訓練の実施、広域避難実施要領の策定、広

域避難に関する協定の締結などの検討を進めている。 

 

 
【解説】 
 
・ 平成26年9月に、超大型台風の接近時と通過後の対応について、災害発生の備え、桑員地域の連携

を強化するため、2市2町で締結している「危機発生時の相互応援に関する協定」に基づく広域避難

に関する訓練を実施した。 

・ 平成27年度に、前年度実施の訓練結果等を踏まえた「広域避難実施要領《風水害編》」を策定した。 

・ 平成28年10月に、海抜ゼロメートル地帯を有する桑名市、木曽岬町を避難市町とし、いなべ市、東

員町を受入市町とする「浸水時における広域避難に関する協定」を締結した。 

 

＜訓練実施状況＞              ＜浸水時における広域避難に関する協定＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      バスによる広域避難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     現地調整所での避難所調整                     （出典：三重県HP） 
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１．３．１０ 令和元年台風第１９号等による災害からの避難に関するワーキンググループ 

 

東北、関東甲信越を中心に広域かつ甚大な被害をもたらした令和元年台風第１９号

等を教訓とし、激甚化・頻発化する豪雨災害に対し、避難対策の強化を検討するため、

中央防災会議「防災対策実行会議」の下に本ワーキンググループが設置された。 

 

 
【解説】 
 
・ 令和元年台風第19号（令和元年東日本台風）等では甚大な人的被害が発生し、特に、自宅で被害に

遭われた高齢者や自動車での移動中の被災が多かった。また避難情報の発令や避難の呼びかけ、大

規模広域避難等における課題が顕在化した。 

 課題①：住民は、居住地域の災害リスクととるべき行動を理解できていたか？ 

 課題②：避難情報の発令や避難の呼びかけはわかりやすく伝わったか？ 

 課題③：高齢者等の避難を支援する地域の仕組みは十分だったか？ 

 課題④：大規模広域避難は可能か？ 

・ 災害リスクととるべき行動や行政による避難の呼びかけについての住民の理解、高齢者等の避難の

支援、大規模広域避難等について実態を把握・検証した上で、必要な対策を検討し、「令和元年台

風第19号等を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）」をとりまとめた。 

・ なお、本ワーキンググループでは、制度改正につながるものは引き続き検討し、早期に結論を得る

こととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：令和元年台風第15号・第19号をはじめとした一連の災害に係る検証チーム） 
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１．４ 高潮の想定 

 

想定外力は、現在の計画規模を超える「スーパー伊勢湾台風」規模の超大型台風に

よる高潮災害である。 

 

 

１．４．１ スーパー伊勢湾台風 
 
スーパー伊勢湾台風とは、過去に日本を襲った既往最大の台風である室戸台風（上陸時910hPa）級

が東海地方の低平地に最も大きな被害をもたらすコースをとった場合を想定したものである。 

今回の高潮浸水想定にあたっては気候変動に伴う将来の海面上昇は特に考慮しないこととした。 

図１.４.１に、想定するスーパー伊勢湾台風の経路図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.４.１ スーパー伊勢湾台風の経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 T.P+1.8m

台風経路図

19:00 T.P+2.3m

20:00 T.P+2.8m

21:00 T.P+4.1m

22:00 T.P+5.1m
23:00 T.P+4.3m

17:00 T.P+1.5m
16:00 T.P+1.5m
15:00 T.P+1.5m

台風の速度：
60～70km/h

時刻 名古屋港潮位

① 台風規模は国内で発生した既往最大の台風である室戸台風(上陸時の中心気圧 910hPa)とした。 

② 台風来襲時の潮位は、朔望平均満潮位（T.P.+1.22m）とした。 

③ 台風の進路は、伊勢湾台風の進路をもとに、名古屋に最も影響を与えるコースとした。 

④ 破堤箇所は、防護ラインを越流した際に、最も浸水範囲が最大となる箇所とした。 

⑤ 堤防高は、計画堤防高とした。 

⑥ 台風の移動速度及び上陸時刻は、実績の伊勢湾台風と同じとした。 

計算条件(前提条件) 

項目 計算条件

台風規模
スーパー伊勢湾台風級

中心気圧910hPa

潮位
朔望平均満潮位

T.P.+1.22m

堤防高 計画

破堤 あり

台風の速度
60～70km/h
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１．４．２ 想定最大浸水域図 
 

スーパー伊勢湾台風による高潮被害によって、想定される最大の浸水域図を図１.４.２（１）に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.４.２（１） 想定最大浸水域図（参考資料：中部地方の天変地異を考える会） 

 

川越町、朝日町の想定浸水深は、中部地方の天変地異を考える会で計算された近隣の

桑名市役所地点の最大浸水位（T.P.+3m）を基に想定したものである 

 

 

また、図１.４.２（２）～（１１）に1時間毎の想定浸水域図を示す。 

 

【注意】 
 
以降に示す、想定最大浸水域図、1時間毎の想定浸水域図、地点毎の浸水深時系列図、風速・風向

は、あくまで、一つの条件下（想定する台風、破堤条件など）において想定されたものであり、条件

が変化することにより、今回想定している浸水深よりも深くなったり、浅くなったりすることもあり

得る。 
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図１.４.２（２） 想定浸水域図（１８時） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１.４.２（３） 想定浸水域図（１９時） 
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図１.４.２（４） 想定浸水域図（２０時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.４.２（５） 想定浸水域図（２１時） 
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図１.４.２（６） 想定浸水域図（２２時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.４.２（７） 想定浸水域図（２３時） 
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図１.４.２（８） 想定浸水域図（２４時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.４.２（９） 想定浸水域図（１時） 
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図１.４.２（１０） 想定浸水域図（２時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.４.２（１１） 想定浸水域図（３時） 
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１．４．３ 代表地点毎浸水深時系列図 
 
スーパー伊勢湾台風による高潮被害によって、想定される浸水深変化をより詳細にイメージするた

めに、図１.４.３（１）に示す代表10地点について時系列的な浸水深の変化を整理した。浸水深変化想定図

を図１.４.３（２）～（３）に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.４.３（１） 代表１０地点位置図 

 

 

番号 場 所 名 

① 桑名市立日進小学校 

② 長島町総合支所 

③ 木曽岬町役場 

④ 飛島村役場 

⑤ 名古屋市立南陽小学校 

⑥ 名古屋市立稲永小学校 

⑦ 名古屋市中川区役所 

⑧ 名古屋市港区役所 

⑨ 名鉄常滑線道徳駅 

⑩ 大同大学 

 

 

①桑名市立日進小学校 

②長島町総合支所 

③木曽岬町役場 

④飛島村役場 

⑥名古屋市立稲永小学校 

⑤名古屋市立南陽小学校 

⑦名古屋市中川区役所 

⑧名古屋市港区役所 

⑨名鉄常滑線道徳駅 

⑩大同大学 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.４.３（２） 浸水深変化図（①～⑤） 

①（桑名市立日進小学校）地盤高T.P.+0.0m
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⑤（名古屋市立南陽小学校）地盤高T.P.-1.6m
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図１.４.３（３） 浸水深変化図（⑥～⑦） 
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【参考】 
 
平成27年5月の水防法の一部改正に伴い、愛知県では、「愛知県高潮対策検討委員会」を開催し、新

たに、想定し得る最大規模の高潮を前提とした浸水想定区域図（案）を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （出典：愛知県 愛知県高潮対策検討委員会） 

 

また、委員会における技術部会での討議の結果、水防法に基づく想定最大規模に加えて、浸水域が

縮小される堤防が決壊しない場合を想定し、外力条件は想定最大規模及び想定最大規模より小さい伊

勢湾台風超級を対象としたケース1（伊勢湾台風超級）、ケース2（室戸台風級）の両方のケースも実

施された。危機管理に活用され、市町村が避難勧告等の対象範囲を判断することができる情報として

活用されるとともに、住民、企業等に高潮のリスクが周知される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （出典：愛知県 愛知県高潮対策検討委員会） 

 

高潮浸水想定（案） 
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                    （出典：愛知県 愛知県高潮対策検討委員会） 

 

【解説】 水防法に基づく高潮浸水想定区域について（ＴＮＴの想定との違い） 
 
• 水防法の一部改正により公表されることとなった、想定最大規模の高潮を前提とした浸水想定区域

は、複数の台風コースの浸水想定区域を包絡したものとなっている。 

• 一方、本行動計画の浸水想定区域は、台風の1コースの浸水想定区域となっている。 

• 水防法に基づく浸水想定との計算条件等の違いを考慮し、本行動計画における浸水想定のあり方を

調整していく。 
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１．５ 風速・風向の想定 

 

平均風速は、１５～１８時に１５m/sを超え、台風の接近する２１時にピークを迎え、そ

の後、２４時以降には、１５m/s以下となる。地域的な特性として、沿岸部及び台風進路

（図１.４.１参照）に近い東側が風速は大きい。風向は、台風の接近に伴い、東風から、南風

に変わる。 

 

スーパー伊勢湾台風によって想定される風速・風向の変化について図１.５.３（１）～（４）に整理し

た。なお、風速の目安は下図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.５.１ 風の強さのめやす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.５.２ 風の強さと吹き方（出典：気象庁ＨＰより）  

 

風速は 10 分間の平均風速です。最大瞬間風速は平均風速の約 1.5～３倍になることがあります。 
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図１.５.３（１） 風速・風向想定図（１５時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.５.３（２） 風速・風向想定図（１８時） 

 

 

 

10m/s～ 30m/s～ 40m/s～ 20m/s～ 
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図１.５.３（３） 風速・風向想定図（２１時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.５.３（４） 風速・風向想定図（２４時） 

 

 

 
10m/s～ 30m/s～ 40m/s～ 20m/s～ 
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１．６ 洪水の想定 

 

大規模洪水は、地球規模の気候変化によって降水量が増加するという見通しにたっ

て、現在の河川の計画規模を引き延ばした降雨を外力とする。 

また、大規模洪水は、伊勢湾台風実績を踏まえ、高潮のピーク（２２時）の３時間後の

２５時（１時）に破堤する想定とする。破堤する河川は、庄内川、木曽川、長良川、揖斐

川の各河川１カ所の破堤を想定する。 

 

 

前述（1.2地球温暖化に伴う気候変化の現状）のとおり、年最大日降水量を現在と過去で比較した

場合概ね1.0～1.2倍程度、地域によっては1.3倍、最大でも1.5倍程度増加すると予測されていること、

および過去約100年間の日降水量は増加傾向にあることから、洪水の想定においては、現在の各河川

の計画規模を100年後の気候変化に伴う降雨外力の増加を考慮し設定することとした。 

 

 
各河川の洪水モデル、破堤箇所などの計算条件の概要を以下に示す。 

なお、破堤箇所は、東海地方の低平地における浸水範囲が最大となる箇所を選定した。 

 

表１.６.１ 洪水想定の計算条件の概要 
 

河川名 
条件 

庄内川 木曽川 長良川 揖斐川 

雨量 計画降雨×100年後の増加率※1 

モデル洪水 H12.9 東海豪雨 S36.6 洪水 S35.8 洪水 S34.9 伊勢湾台風 

破堤箇所※２ 左岸17.2k 左岸21.8k 右岸19.0k 左岸27.2k 

河道条件 計画河道 現況河道 

 

※1 「計画降雨×100年後の増加率」により算出された降雨量を現時点で超過確率年評価をすると1000年に1回程度

の規模に相当する。 

※2 各河川（庄内川、木曽川、長良川、揖斐川）において、東海地方の低平地における浸水範囲が最大となる1ヵ所

を破堤 

 

図１.６.１（１）～（４）に、各河川の浸水状況図を示す。 
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図１.６.１（１） 想定洪水の氾濫状況図（３時） 
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図１.６.１（２） 想定洪水の氾濫状況図（６時） 
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図１.６.１（３） 想定洪水の氾濫状況図（９時） 
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図１.６.１（４） 想定洪水の氾濫状況図（１２時） 
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【参考】 
 
平成27年5月の水防法の一部改正に伴い、木曽川水系や庄内川水系において、想定される最大規模

の降雨量を前提とした浸水想定区域図等が公表された。 

従来の計画規模の降雨を前提とした洪水と比べて、浸水想定範囲が広範囲となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       （出典：木曽川上流河川事務所 洪水浸水想定区域図） 
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                         （出典：庄内川河川事務所 洪水浸水想定区域図） 
 
 

【解説】 水防法に基づく洪水浸水想定区域について（ＴＮＴの想定との違い） 
 
• 水防法の一部改正により公表されることとなった、想定最大規模の降雨（洪水）を前提とした浸水

想定区域は、1河川における複数の破堤点の浸水想定区域を包絡したものとなっている。 

• 一方、本行動計画の浸水想定区域は、東海地方の低平地における浸水範囲が最大となる1つの破堤

点の浸水想定区域となっている。 

• 庄内川、木曽川、長良川、揖斐川以外の中小河川における想定最大規模の降雨（洪水）を前提とし

た洪水浸水想定区域が順次公表されている。 

• 水防法に基づく浸水想定との計算条件等の違いを考慮し、本行動計画における浸水想定のあり方を

調整していく。 
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１．７ 社会経済被害の想定 

 

高潮と洪水による複合災害での社会経済被害額は、約２０兆円と試算されている。 

実際に、この地域が大規模水害に見舞われた場合は、電気、ガス、水道等のライフラ

インの切断や道路、港の冠水に伴う一時的な機能停止などにより、製造業等において

は、直接的に浸水被害を受けなくても、サプライチェーンの寸断に伴い事業活動が制約

されることが想定され、社会経済への影響は、さらに甚大なものと考えられる。 

 

 
【解説】 
 

TNT協議会で策定した「TNT大規模水害対策レポート01 社会経済の壊滅的被害回避方策」におい

て、被害額が想定されている。 

直接被害としては、浸水想定範囲内の一般資産及び農作物被害、公共土木施設等の被害により、約 

18.3兆円の被害が想定される。計上した被害内容は以下のとおりである。 

 
表１.７.１ 計上した直接被害の内容 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       （出典：TNT大規模水害対策レポート01 社会経済の壊滅的被害回避方策） 

 

間接被害としては、浸水想定範囲内の営業停止被害及び応急対策費用は、約0.9兆円の被害が想定

される。なお、交通途絶やライフライン切断、営業停止による波及被害は含まない。計上した被害内

容は以下のとおりである。 

 

表１.７.２ 計上した間接被害の内容 
 
 
 
 
 
 
 
       （出典：TNT大規模水害対策レポート01 社会経済の壊滅的被害回避方策） 
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１．８ 被害想定シナリオのまとめ 

 

高潮と洪水による複合災害での被害想定シナリオは、１８時に、桑名市の高潮堤防を

越流し、高潮による浸水が始まるとともに、風速は２０m/sを超える暴風となる。その後、

２２時には台風は日本海に抜けるが、浸水域が拡大し、２５時には、各河川で破堤し、浸

水範囲が拡がる。 

 

 

高潮災害と洪水災害のシナリオは、以下のような想定とした。 

また、図１.８.２に高潮と洪水での最大浸水想定図を示す。図１.８.３（１）～（５）には、3時間ごとの浸水

想定区域の時系列図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.８.１ 高潮災害と洪水災害のシナリオ 

 

 

【注意】 
 
• 流域においては庄内川、木曽川、長良川、揖斐川以外の中小河川の破堤、または内水などの被害が

発生していることが考えられる。 

• 今回は、より浸水規模が大きく、大規模となる直轄河川が破堤した場合を想定し、シナリオ検討を

行うものである。 

 

【解説】 
 
• 庄内川、木曽川、長良川、揖斐川以外の中小河川においては、台風接近前の前期降雨により浸水被

害が発生する可能性も考えられるため、高潮災害が先行して発生する想定となっている本行動計画

の行動内容を、柔軟性を持って実行していく必要がある。 

• 庄内川、木曽川、長良川、揖斐川以外の中小河川における想定最大規模の降雨（洪水）を前提とし

た洪水浸水想定区域が順次公表されている。 

• 水防法に基づく浸水想定との計算条件等の違いを考慮し、本行動計画における浸水想定のあり方を

調整していく。 

 

高潮高潮 洪水洪水

18時越流 25時破堤22時潮位ピーク順次破堤
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図１.８.２ 高潮・洪水被害最大浸水想定図 
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図１.８.３（１） 高潮・洪水被害浸水想定図（２４時） 

揖
斐
川 

長
良
川 

木
曽
川 

庄
内
川 

日
光
川 

伊勢湾 

破堤箇所 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.８.３（２） 高潮・洪水被害浸水想定図（２７時） ※２７時以降の高潮計算結果は変動がないものとしている 
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図１.８.３（３） 高潮・洪水被害浸水想定図（３０時） ※２７時以降の高潮計算結果は変動がないものとしている 
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図１.８.３（４） 高潮・洪水被害浸水想定図（３３時） ※２７時以降の高潮計算結果は変動がないものとしている 
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図１.８.３（５） 高潮・洪水被害浸水想定図（３６時） ※２７時以降の高潮計算結果は変動がないものとしている 
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【参考】 ＳＩＰテーマⅥ．「スーパー台風被害予測システム」  
 
平成30年度から5カ年で実施される内閣府の第二期戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）で

は、国家レジリエンス（防災・減災）の強化が課題としてとりあげられ、その中のテーマⅥ．「スー

パー台風被害予測システム」として、強大化・激甚化する台風の発生に備える技術開発が進められて

いる。 

本研究は、従来の想定を越える台風を「スーパー台風」と定義し、アンサンブル気象予測を活用し

てリアルタイムで長時間先の高潮や洪水の予測を行うことで、三大都市圏など想定される被災が広域

にわたる地域における円滑な避難を実現するとともに、河川や海岸に沿って多数設置されている水門

や上流ダム群の効果的な運用を目指すものとなっている。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河川 河口部・港湾・沿岸/内湾域・外洋域

２．
長時間洪水予測
システム

社会実装先：自治体

河口出発水位設定 洪水流量・水位

（一財）河川情報センター
• メソアンサンブル予測雨量を活用した洪

水予測手法の開発
• 不確実性が伴う予測結果の活用方法の検

討、分かりやすい情報提供システムの構
築

京都大学 防災研究所
• 日本全国の中小河川を対象とする洪水予

測手法の開発
東京大学 生産技術研究所
• 日本全域での水位予測と氾濫解析を実現

する水文地形データの整備
京都大学大学院工学研究科
• 降雨流出モデルの不確実性分析

外
力
条
件
付
与

１．高潮・高波ハザード
予測システム

（一財）国土技術研究センター
• うちあげ高を安価に多地点で観測して集約する機器・手

法の開発
• ピンポイント予測に基づくうちあげ高予測手法の高度化
• 高潮浸水危険度予測技術の開発
東北大学災害科学国際研究所
• 高潮の河川遡上も考慮したリアルタイム浸水予測モデル

の開発
東京大学大学院工学系研究科
• ANNを活用した沿岸ハザードの早期予測技術の開発
（一財）沿岸技術研究センター
• 深海域から浅海域さらには港内までの波浪予測モデル及

び波浪変形モデルの構築
• 潮位や波浪の実測値によって高潮・高波の予測値を高度

化（データ同化）する手法の開発
（一財）国土技術研究センター
• アンサンブル予報値を基にして、スーパー台風が最悪の

高潮・高波をもたらすことが予想される台風経路を求め
る手法の開発

• 潮汐モデル、高潮モデルと波浪予測モデルを連携させ、
Wave Setupと天文潮位を考慮した潮位・波浪のピンポイ
ント予測システムの開発

社会実装先：自治体・施設管理者

３．
統合ダム管理
システム

社会実装先：施設管理者

（独法）水資源機構
• ダム群連携最適操作シュミュレータ開発
京都大学 防災研究所
• アンサンブル降雨予測に基づくダム防災

操作運用モデルの構築
（一財）日本気象協会
• ダム操作のためのアンサンブル降雨予測
• データ活用方法の開発システム化

管
理
・
操
作
シ
ナ
リ
オ

４．
危機管理型水門
管理システム

社会実装先：施設管理者

（国研）土木研究所
• 水門等の開閉状況等に関する画像認識技術の開発（治水用の中・大規模水門）
（一社）ダム・堰施設技術協会
• 施設管理者の異なる水門等の開閉状況の一元監視システムの構築
• 動力源喪失時等を対象とした危機管理操作に対応した新たな水門操作技術の構築
（一社）建設電気技術協会
• 危機管理型水門管理システムにおけるＬＰＷＡ無線通信のプロトコルの開発
（一財）沿岸技術研究センター
• LPWA 無線通信に対応した水門開閉感知通信システムの構築
（国研）農業・食品産業技術総合研究機構
• 水門等の開閉状況等に関する画像認識技術の開発（利水用の中・小規模水門）
（国研）水産研究・教育機構
• 水門等の開閉状況等に関する画像認識技術の開発（漁港等の中・小規模水門及び陸閘）

Ⅰ. 避難・緊急活動支援システム SIP4D Ⅱ. 被災状況解析共有システム Ⅶ. 市町村災害対応統合システム

SIPテーマⅥ．スーパー台風被害予測システム
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１．９ 被害想定の概要 

 

高潮・洪水の最大浸水深図及び浸水過程に伴い変化する状況においてライフライン

や鉄道、道路、港湾施設などの被害は、以下のとおりに想定した。 

 

 

想定された各被害想定の概要と被害軽減策を以下に示す。 

 

 

① ライフライン 

①-１ 電力：「床上浸水」の浸水深で停電するおそれあり 
 

最大浸水深図から 
想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 
被害とその条件 

被害軽減策 
（ハード対策、ソフト対策） 

・「床上浸水」以上の地域で停電が

懸念される。 

（コンセント等、住宅の電気設備の

冠水が想定されるため） 

（設備対策（地盤高・基礎・架台

類の高上げ等）以上の浸水によ

り一部変電所で停電も想定） 

 

 

・浸水エリアの拡大に伴い、停電エ

リアも増加する。 

・浸水が解消されない限り電気を

送ることはできない。また、浸水が

解消しても、各戸の安全性が確認

されるまで（電力会社による絶縁

測定により、絶縁性が確認される

まで）は電気を送ることが出来な

い。 

・電力設備増強、系統の2ルート・

多重化、等の実施。 

・早期復旧に向けた、防災体制の

構築。 

・病院・避難所等の重要施設への

配慮。 

・電気設備の嵩上げ。 
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①-２ ガス：浸水エリアについては、二次災害予防のため供給停止のおそれあり 

■都市ガス 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 

被害とその条件 

被害軽減策 

（ハード対策、ソフト対策） 

・ガス製造設備に被害なし。基本

的にはガスの供給は継続するが、

製造所または供給所ガスホルダ

ーの送出量の大変動、主要整圧

器等の圧力の大変動により供給

が困難な地区についてはガスの

供給を停止する。またガス工作物

の被害による重大な二次災害の

恐れがあると判断される場合はガ

スの供給を停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ガス製造設備に被害なし。基本

的にはガスの供給は継続するが、

製造所または供給所ガスホルダ

ーの送出量の大変動、主要整圧

器等の圧力の大変動により供給

が困難な地区についてはガスの

供給を停止する。またガス工作物

の被害による重大な二次災害の

恐れがあると判断される場合はガ

スの供給を停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ガス製造設備 

・浸水の恐れがある設備には、防

水壁、防水扉及び排水ポンプ等

の設置及び機器類・物品類の嵩

上げによる流失防止等必要な措

置を講じる。浸水の影響の受けや

すい箇所は補強又は固定を行う

ともに、不必要なものは除去す

る。津波による被害発生が推定さ

れる場合は、巡回点検する。 

○ガス供給設備 

・浸水の影響を受けやすいガス工

作物については、安全確保のた

め、浸水時にガスを遮断する構造

とする。 

・早期復旧に向けた、防災体制を

構築する。 

・病院・避難所等の重要施設への

配慮。 

 

■ＬＰガス 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 

被害とその条件 

被害軽減策 

（ハード対策、ソフト対策） 

・LPガス容器の流失・ＬＰガス供給

設備・消費設備の水没により使用

不能。 

 

 

 

 

 

 

・浸水する時間と流速によりＬＰガス

容器の流失が増加する。 

 

 

 

 

 

 

 

・LPガス容器の転倒、転落防止措

置の確実な措置の実施（容器へ

の鎖かけ等）。 

・LPガス容器転倒・流失時にガスを

遮断する安全機器の設置（ガス放

出防止型高圧ホース等） 

・病院・避難所等の重要施設への

配慮。 

・電気設備の嵩上げ。 
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①-３ 上下水道：施設の浸水停電によりポンプ稼働停止のため、給水・処理停止のおそれあり 

■上水道 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 

被害とその条件 

被害軽減策 

（ハード対策、ソフト対策） 

・水道事務所及び各地下水源の電

気関係及び配水ポンプ水没によ

る稼動不能による水道水の供給

不能。 

 

・水没時点において電気関係及び

配水ポンプ等の制御不能。 

 

 

 

・水道タンクの電気系統を、防水性

もしくは高い位置（かさ上げした地

盤）にする。 

・病院・避難所等の重要施設への

配慮。 

・浄水場及び機械室が、水没する

とともに電力供給の停止により復

旧に相当の日数を要する。 

 

 

 

・低地に設置されている施設から

順次、水没し、施設の機能を喪失

する。 

 

 

 

・浄水場は、特別高圧の２回線受

電による停電対策と発電機によ

る、停電時対応を図る。又、配水

場においては、上流からのバック

アップによる出水不良対応を図

る。 

・浸水でマンション等の受水槽ポン

プが故障、コンセントがショートし

て停電し、給水できずに断水にな

る。 

 

・同左のマンション等の給水ができ

ずに断水するケースが増大する。 

 

 

 

・施設の機能停止が他のライフライ

ンに影響するため重要な上水施

設は、発動発電機やバッテリーな

ど予備電源の十分な確保が重要

と、啓発活動に努める。 

 

■下水道 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 

被害とその条件 

被害軽減策 

（ハード対策、ソフト対策） 

・浸水時には雨水がマンホール、

汚水桝等の隙間から浸入すること

で下水道流量が増えるが、下水

道管の流下能力を超えると、各家

庭等からの汚水排除が不可能と

なる。 

・浸水が解消しない限り汚水処理

が出来ない。衛生環境が浸水時

間の経過とともに悪化する。 

 

 

 

・水密性の高い、マンホール蓋、汚

水桝蓋を設置している。宅内桝の

密封性の確認。浸水が始まったと

きに汚水桝へ雨水を流さない様

に啓発を行なう。 

 

・処理場のポンプや制御装置等の

障害により機能停止する。 

・汚水や薬品の流失による環境汚

染が発生する。 

─ 

・オイルフェンスや吸着マットを備

蓄し、定期的な訓練を実施する。 

・処理場の施設を周辺地盤より高く

することが必要である。 

・下水道の流出能力を超えると、マ

ンホール蓋が逆流により吹き上げ

られ、水圧により蓋が飛んでしま

う。 

 

 

 

・避難場所へ住民が移動する際、

濁水による視認性低下から、マン

ホール穴に落ちこんで被災され

る。 

・マンホール穴に車両がはさまり、

タイヤのパンクや重大事故につな

がる。 

・圧力開放型浮上防止蓋に取り替

えることで、被害を防止できる。 
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①-４ 通信：２ｍ以上の浸水深で使用不能のおそれあり 

■固定電話 
 

最大浸水深図から 
想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 
被害とその条件 

被害軽減策 
（ハード対策、ソフト対策） 

・街頭公衆電話の水没と家庭、事

業所の１階が水没に伴い電話機

の水没が予想される。 

 

・浸水2m以上になるとほとんどの家

庭、事業所の電話機が水浸しに

なり使用不可となる可能性があ

る。 

・早期の衛星回線を使用した特設

公衆電話の設置を行う。 

 

 

■携帯電話 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 

被害とその条件 

被害軽減策 

（ハード対策、ソフト対策） 

・水害対策以上（地盤高や基地局

の嵩上げ）の浸水で基地局の機

能が停止し、周辺地域で携帯電

話サービスが利用できない箇所

が出現する恐れがある。 

 

 

・浸水の長期化により停電地域や

伝送路断が増加し、携帯電話サ

ービスが利用できない地域の拡

大が想定される。 

 

 

 

・ハード対策：重要拠点救済の為

の、災害対策車両および機器を

事前に整備しておく。 

・ソフト対策：サービス停止地域周

辺の基地局設定値変更等により、

被害地域を狭域化するよう努力

する。 

 

② 水門等構造物：浸水による動力停止や流出物により破損による機能障害のおそれあり 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 

被害とその条件 

被害軽減策 

（ハード対策、ソフト対策） 

・排水機場の下記の被害が考えられる。 

・エンジン（動力部）の浸水による機能停止 

・燃料の流出 

・電気設備の停止 

・ポンプ操作員の現場配備困難 

・浸水のおそれがあるのは、城南排水機場、

長島排水機場、沢北排水機場。 

・操作員の現場配備困難。 

・排水ポンプ能力に対す

る時間降雨量により、被

害想定が異なる。 

 

 

 

 

 

・排水機場の耐水化、遠隔操作

化。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地下鉄・地下街：地下鉄の出入口からの浸水により地下鉄・地下街が広範囲にわたり浸水する恐れあり 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 

被害とその条件 

被害軽減策 

（ハード対策、ソフト対策） 

・地下鉄の入口から地下鉄内への

浸水。 

・鉄道の地下トンネルを通って地下

街への浸水。 

 

 

 

 

─ 

・名港線の入口については、密閉

扉によるハード対策済。 

・地下街の避難確保計画及び連絡

系統の整備。 

・鉄道の地下トンネル部分から地

下街への浸水を防止するため

に、密閉扉を設置する必要があ

る。 
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④ 避難場所：浸水エリアの１階建て部分は使用不能、ライフラインも使えないおそれあり 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 

被害とその条件 

被害軽減策 

（ハード対策、ソフト対策） 

・建物1階部分の浸水。収容人員を

超える避難者が発生する。大量

の避難者を再度移動する必要が

生じるが、道路も浸水しているた

め、移動の手段が限られる。 

 

 

 

・初期の段階では、最寄りの避難

場へ避難するが、その場所も浸

水が発生する。より、安全なところ

（他の市町）へ避難者を誘導しよう

とするが経路が浸水しており円滑

な避難ができない。物資輸送配

給に支障。 

 

・ハード対策：避難所を２階建て以

上とする。輸送路の確保、配給所

の嵩上げ。 

・ソフト対策：避難場所の浸水深を

あらかじめ表示し、避難場所の危

険度を周知する。浸水後の避難

ではボランティアの人数の確保が

必要。 

・高い避難場所のみが残り全域が

孤立化する。 

 

 

 

・海抜ゼロメートル地帯であり浸水

に伴う避難場所としては公共施設

の2階以上に避難することとなる。 

 

 

・ハード対策：湾岸施設の強化及

び二段式河川の施工等により浸

水を防ぐ。 

・ソフト対策：住民に対する伝達方

法の周知徹底。  

 

⑤ 要配慮者：孤立のおそれあり 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 

被害とその条件 

被害軽減策 

（ハード対策、ソフト対策） 

・予報等の段階で、公共施設に避

難するが、孤立の可能性もあり。 

 

 

 

─ 

・独居、高齢者世帯が少ない場合

は、事前に公共の避難場所へ避

難できる。 

・民生委員など日ごろから連絡体

制を強化しておく。 

 

⑥ 道路・鉄道・港湾 

⑥-１ 道路：０.３ｍ以上の浸水深で通行不能。高速道路は、風速２０ｍ/ｓ以上で通行止めあり 

■国道 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 

被害とその条件 

被害軽減策 

（ハード対策、ソフト対策） 

・一般国道1号、23号、258号、302

号の一部区間通行止め。 

 

 

・30cm程度以上の冠水で通行不

能。 

・洪水位が橋桁にかかる場合等は

落橋の可能性あり。 

・他道路へ迂回 

・適切な交通制御等の実施による

被害の軽減。 
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■高速道路 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化す

る被害とその条件 

被害軽減策（ハード対

策、ソフト対策） 

○東名阪自動車道：各IC→現況の想定浸水深程度

では料金所設備等の浸水被害までは考えにくい

ため、IC出口通行止め等対応措置程度。 

・浸水がある程度あった段

階で一般道の通行が不

能となると考えられること

から高速道路では出口

で実質通行止めとなるこ

とが予想され、出口通行

止め若しくは当該区間で

の通行止め措置が必要

となるものと想定される。 

・又、浸水被害以前に風

速20m/sによる通行止め

も想定される。 

 

・諸設備の内、移動可能な

ものはで浸水深より高い

位置に移動。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○伊勢湾岸自動車道関連IC： 

・IC料金所での被害想定は無く、IC出口通行止め

等の対応程度のIC。（盛土・高架橋等により想定浸

水深より料金所位置が高い場所にあると想定され

るIC）→湾岸桑名IC・木曽岬IC・湾岸弥富IC・名港

中央IC・名港潮見IC・東海IC 

・IC料金所・PA設備等に浸水が想定され、各設備

に被害が想定されるIC・PA。→湾岸長島IC・長島

PA・飛島IC 

 

⑥-２ 鉄道：乗客の安全を最優先とし、降雨、風速等の気象状況を基に総合的に判断し、予め運行を規制する

可能性がある 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 

被害とその条件 

被害軽減策 

（ハード対策、ソフト対策） 

・浸水開始前に運行停止。 

 

 

 

・浸水開始前に運行停止。 

 

 

 

・台風上陸前に計画運休を実施す

る。実施前には計画運休の可能

性についても放送やホームペー

ジ等で呼びかける可能性がある。 

※風速20m/s以上で徐行運転、風速25m/s以上で運休（出典：JR東日本HP） 

 

⑥-３ 港湾施設：浸水エリアでは一時的機能障害が発生する 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 

被害とその条件 

被害軽減策 

（ハード対策、ソフト対策） 

・港湾施設が一時的に冠水・浸水の被害を受ける可能性がある。 

・岸壁上に蔵置貨物がある場合は、浸水により流出・破損等の二次被害

が発生するおそれがある。 

 

 

・岸壁上の仮置貨物は、背後地区

へ移動。 

・浸水予測地区の港湾関係者等に

対する適切な避難誘導対策等の

徹底。 
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⑦ 病院：浸水エリア内の病院は診療機能が麻痺する 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 

被害とその条件 

被害軽減策 

（ハード対策、ソフト対策） 

・20箇所以上の病院が浸水する。

診療機能は麻痺し、被災者の受

入は不可・患者の転送も浸水の

時間的経過により不可能となる。 

 

 

 

 

 

─ 

・ソフト対策：気象庁の予報時点

で、外来診療の中止・入院患者の

一時退院をすすめる。 

・ハード対策：浸水が想定される場

所に配置してある各種 備品類

（移動可能な物）を早い段階で3

階以上に移動させる。対応する職

員に対し、帰宅出来ないので食

料などの備蓄品を充実させる。 

 

⑧ 流出危険物質：コンテナ、車、船、木材、危険物質の流出のおそれあり 
 

最大浸水深図から 

想定される被害の状況 

浸水経過に伴い変化する 

被害とその条件 

被害軽減策 

（ハード対策、ソフト対策） 

・流木の流出。危険物質の流出・

汚染。 
─ 

・連絡体制を確立し、各事業所で

出来る限りの保全をしてもらう。  

・河川及び水路において、汚水、

油脂類等また、河川に停泊してあ

るボートの流出が想定される。 

・環境悪化により、伝染病などの感

染及びボートによる堤防の損傷が

心配される。 

・工場、地域住民に防災対策を徹

底する。 

 

・漂流物が、市内各地に漂着し、家

屋や人的被害が発生する。また、

都市部を中心に貯蔵されていた

油類が流失し、悪臭が蔓延する。 

─ 

・オイルフェンスや吸着マットを備

蓄し、定期的な訓練を実施する。 

 

 

 

 

【留意事項】 
 
• 庄内川、木曽川、長良川、揖斐川以外の中小河川においては、台風接近前の前期降雨により浸水被

害が発生する可能性も考えられるため、大規模な直轄河川が破堤した場合のみを想定している本行

動計画の行動内容を、柔軟性を持って実行していく必要がある。 

• 被害軽減策の実効性向上を図るために、被害軽減策の実施主体および実施計画策定の目標時期等、

課題を明確にするために、今後もTNT協議会で検討を進めていく必要がある。 
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２． 対象フェーズとタイムライン                                     

 

２．１ 対象フェーズ 

 

危機管理行動計画に関わる活動を実施するにあたって、避難・救助活動と応急復旧

活動等の対象フェーズを以下のように設定した。なお、被害を最小化するために最も重

要な避難活動の中心となるフェーズ０については、さらに５つのステージに分けた。 
 
【フェーズ０】 

台風上陸１日半前に出される台風進路予報や高潮予測情報により、大氾濫の恐れがある等、

東海地方の低平地に甚大な浸水被害が発生すると判断された状況。台風上陸２４時間前に、

気象庁から特別警報発表の可能性が言及される。被害を最小化するために、要配慮者※の避

難、浸水想定区域内の住民の避難勧告・指示を行い、避難を完了させる。 
 

ステージ０以前：気象庁から早期注意情報（警報級の可能性）が発表される。（警戒レベル１） 

        交通機関から計画運休の可能性が発表される。 

ステージ０：広域避難の開始（２４時間前）。 

ステージ１：気象庁から各種注意報が発表される。（警戒レベル２） 

        気象庁から、特別警報発表の可能性が言及される。 

        交通機関から計画運休の詳細情報が発表される。 

        避難準備・高齢者等避難開始（警戒レベル３）を発令する。 

        避難勧告及び避難指示（緊急）（警戒レベル４）を発令する。 

        要配慮者の避難を完了する。 

        交通機関が計画運休を実施する。 

ステージ２：すべての避難を完了させる。 

ステージ３：特別警報が発表される。 

ステージ４：伊勢湾に甚大な被害がほぼ決定的に予測された段階。 
 
【フェーズⅠ】  

高潮や洪水氾濫が発生し､ゼロメートル地帯を中心に広範囲な浸水被害が発生した状況。広

域活動拠点を設置し、救出活動や医療救護活動を重点的に行っている状況。 
 
【フェーズⅡ】 

排水作業を重点的に行い、ゼロメートル地帯も含め、排水を完了させるまでの状況。排水が

完了した地域から、順次、救出活動、応急復旧を進める。 
 
【フェーズⅢ】 

全エリアの排水完了を受け、応急復旧を重点的に行い、被災した堤防や道路、ライフライン

の応急復旧が完了するまでの状況。 

 
 
【解説】 
 
各フェーズの考え方、フェーズ0における台風の位置と状況の解説を表２.１.１、図２.１.１に示す。 

この計画は、現在の予報技術に基づき、伊勢湾台風の経路と時間的な推移を参考にシナリオ化した

ものであり、個別の事例においては、予報精度の限界を考慮し、最新の状況や警報・情報に基づき、

適用するフェーズ・ステージ等を判断することが必要である。 

 
※要配慮者：災害時の一連の避難行動をとる際に支援を要する人々を言い、一般的に高齢者、障害者、外国人、乳幼

児、妊婦等をいう。 
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表２.１.１ 各フェーズの考え方一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２.１.１ フェーズ０における各ステージの想定台風位置と状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 

間 

経 

過 

状況 時間経過
災害対応
フェーズ

細区分
（ステージ）

主な活動

◆台風情報により、伊勢湾台風規模の台風で、予測進路から、東海
地方の低平地に大規模な浸水被害が発生するおそれがあると判断さ
れる場合には、情報共有準備室を設置する。

～上陸36時間前

◇情報共有準備室を設置。
◇気象庁が早期注意情報（警報級の可能性）を発表。（警戒レ
ベル1）

◇交通機関が計画運休の可能性を発表。

◆大規模な台風の襲来に伴い、広域な対応が必要であることを宣言
し、情報共有本部を設置する。

上陸
36時間～24時間前

ステージ0

◇広域対応の必要性を呼びかける。
◇情報共有本部を設置。
◇気象庁が特別警報発表の可能性に言及。
◇広域避難の開始。

◆伊勢湾台風規模（上陸時930hPa程度）の台風が、伊勢湾に甚大な

被害を及ぼす進路が予測され、洪水・高潮により大規模被害の発生
が想定される状況。
◆気象庁による特別警報発表の可能性言及。
◆要配慮者を安全に避難完了させるため、大勢の一般避難者が避難
を開始する前に、要配慮者の避難を開始する。
◆要配慮者の避難を完了させる。
◆所定の避難場所（指定緊急避難場所等）への避難を開始する。

上陸
24時間～12時間前

ステージ1

◇気象庁が各種注意報を発表。　（警戒レベル2）

◇交通機関が計画運休の詳細情報を発表。
◇避難準備・高齢者等避難開始（警戒レベル3）を発令する。

◇避難勧告及び避難指示（緊急）（警戒レベル4）を発令する。

◇要配慮者の避難を完了。
◇所定の避難場所への避難継続。

◇交通機関が計画運休を実施。

◆特別警報発表（暴風・高潮・波浪・大雨）
上陸

9時間～6時間前
ステージ3 ◇気象庁が特別警報発表

◆伊勢湾に甚大な被害発生がほぼ決定的に予測された段階。
上陸

6時間～0時間前
ステージ4

◆排水作業を重点的に行い、ゼロメートル地帯も含め、排水を完了さ
せるまでの状況。排水が完了した地域から、順次、救出活動、応急復
旧を進める。

4日～2週間
◇ポンプ排水
◇緊急輸送路確保

◆全エリアの排水完了を受け、応急復旧を重点的に行い、被災した堤
防や道路、ライフラインの応急復旧が完了するまでの状況。

2週間～1ヶ月 ◇施設（堤防、交通、ライフライン）応急復旧

フェーズⅡ

フェーズⅢ

フェーズ0

◆勢力を保ったまま台風が上陸し、猛烈な大雨や暴風が予想され、今
後交通機関等への支障が想定される状況。

上陸
12時間～9時間前

ステージ2
◇すべての避難を完了する。

◆高潮や洪水氾濫が発生し、ゼロメートル地帯を中心に広範囲な浸
水被害が発生した状況。広域活動拠点を設置し、救出活動や医療救
護活動を重点的に行っている状況。

1～3日 フェーズⅠ

◇氾濫発生情報（警戒レベル5）を発表する。

◇（自然排水）
◇救命・救助
◇医療・救護

氾濫

名古屋

■09:00時点■
北緯29.9度,東経136.4度

■18:00時点■
北緯33.4度,東経135.9度

伊勢湾岸にて高潮越流に
よる浸水開始

フェーズ０

※スーパー伊勢湾台風のシ
ミュレーションは9:00時点か
ら計算されており、9:00以前

の想定台風中心位置が存在
しない。

■ステージ０（上陸３６時間前～２４時間前）
・情報共有本部を設置し、関係機関で情報を共有する。
・特別警報発表の可能性が発表される。
・広域避難の開始。

■12:00時点■
北緯31.0度,東経136.0度

■ステージ４（上陸６時間～０時間前）

■ステージ３（上陸９時間～６時間前）
・特別警報発表（暴風・高潮・波浪・大雨）

■ステージ２（上陸１２時間～９時間前）
・すべての避難を完了させる。

■ステージ１（上陸２４時間～１２時間前）
・精度の高い台風進路予測、各種注意報が発表される。

（警戒レベル２）
・交通機関から計画運休の詳細情報が発表される。
・避難準備･高齢者等避難開始（警戒レベル３）を発令。
・避難勧告及び避難指示（緊急）（警戒レベル４）を発令。
・要配慮者の避難を完了する。
・交通機関が計画運休を実施する。

■（～上陸３６時間前）
・情報共有準備室を設置する。 （警戒レベル１）
・早期注意情報（警報級の可能性）が発表される。
・交通機関から計画運休の可能性が発表される。
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２．２ タイムライン 

 

地球温暖化に伴う影響が懸念される昨今、巨大台風による大規模水害は明日起こる

かもしれない。甚大な人的被災や都市機能が停止するような大規模な浸水の発生を前

提として、対応力を強化する必要がある。 

このため、科学的知見に基づき、広大なゼロメートル地帯を有する濃尾平野の大規

模水害のリスク評価を速やかに行い、国民に周知するとともに、地方公共団体、民間企

業と連携し、台風情報等を活用した災害対応の防災行動計画（タイムライン）を策定・共

有する。また、災害対応後にその内容を検証・改善する仕組みを構築する。 

タイムライン策定に際して各機関は、「２.１ 対象フェーズ」で整理した各フェーズに基

づき、主にフェーズ０における行動内容を定めるものとする。 

（タイムラインの事例は表２.２.１～２.２.４を参照） 

 

【解説】 
 
タイムラインとは、災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想

定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列

で整理した計画である。防災行動計画とも言う。 

国、地方公共団体、企業、住民等が連携してタイムラインを策定することにより、災害時に連携し

た対応を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省 タイムラインHP http://www.mlit.go.jp/river/bousai/timeline/） 
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P.88以降に、TNT関係機関タイムライン（案）を示す。 

TNT関係機関タイムラインは、通常の災害を対象とした市町村や関係機関のタイムラインとは異な

り、高潮浸水想定区域からの事前の広域避難を対象とした場合の、大規模な広域災害を対象とした行

動規範である危機管理行動計画において、規範としての行動内容の一例を時系列でまとめたものであ

る。 

1つの考え方として任意に設定した条件に基づいて規範として作成した行動内容の一例であり、本

タイムラインに基づき、各機関が行動しなければならないといった性質のものはない。 

 

（タイムラインの主な要素） 

  何時 → 上陸時間±HOUR  誰が → 機関または組織  何を → 防災行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （出典：国土交通省 タイムラインHP） 

 
【留意事項】 
 
• 鉄道事業者等が実施する計画運休による避難行動への影響を考慮する必要がある。 

• 各機関が自らのタイムラインを作成する必要がある。 

• 災害対応後の検証、改善する仕組みを構築する必要がある。 

• 現在は高潮の浸水想定区域からの事前の広域避難を対象としているが、今後、洪水の浸水想定区域

からの事前の広域避難について検討を進めていく。 

• 今後の台風の予測精度の向上に伴って、タイムラインの見直しについて検討を進めていく。 
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【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省「鉄道の計画運休の実施について最終取りまとめ」） 
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表２.２.１ ＴＮＴ関係機関タイムライン（案） ① 避難（情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆：広域避難・自主的危機回避行動（自主避難）に関する事項  【発】【受】：情報の受発信で連携が必要な内容 

 
※本タイムラインは、1つの考え方として任意に設定した条件に基づいて行動規範として作成した行動内容の一例で

ある。このため、本タイムラインに基づき各機関が行動しなければならないといった性質のものではない。 

気象庁
名古屋地方気象台

国土交通省中部地方整備局

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が早期注意情報（警報級の可能性）を発表
■警戒レベル1■

【発1】気象・台風情報の提供 【発1】台風情報（5日間予報）、台風説明会
【発1】台風は伊勢湾台風並みの影響の恐れがあることを台風情報で伝える
【発1】気象庁が早期注意情報（警報級の可能性）発表

【受1】情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報共有準備室を設置（気象台・整備局） 【発2】情報共有準備室を設置（気象台・整備局） 【受2】情報共有準備室を設置（気象台・整備局）
【受2】情報共有準備室の構成員でWeb会議

【受2】情報共有準備室を設置（気象台・整備局）
【受2】情報共有準備室の構成員でWeb会議

【発3】TNTタイムラインの発動をTNTメンバーに通知 【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始

◆鉄道事業者・バス事業者が計画運休の可能性を発表
◆高速道路が通行止めの可能性を発表
◆企業、学校等が事前休業、休校を検討
◆各県・市町村等において広域避難実施に向けた事前調整

◆気象庁が台風5日間予報を発表

◆気象台、整備局の合同説明会

【発0-1】気象・台風情報の提供 【発0-1】台風情報（5日間予報）、台風説明会
【発0-1】伊勢湾台風並みの影響の恐れがあることを台風情報で伝える
【発0-1】気象台、整備局の合同説明会

【受0-1】情報収集活動（気象・台風状況）

【発0-1】気象台、整備局の合同説明会

◆情報収集活動（各機関の活動状況） ◆情報収集活動（各機関の活動状況）

◆情報共有本部を設置（気象台・整備局、三県一市） 【発0-2】情報共有本部を設置（気象台・整備局、三県一市） 【受0-2】情報共有本部を設置（気象台・整備局、三県一市）
【受0-2】情報共有本部の構成員でWeb会議
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置（気象台・整備局、三県一市）
【受0-2】情報共有本部の構成員でWeb会議
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

◆鉄道事業者・バス事業者が計画運休の詳細情報を発表
◆高速道路が通行止めの詳細情報を発表
◆企業、学校等が事前休業、休校を決定
◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の派遣要請調整開始

◆自衛水防活動の準備

◆交通機関等の運行停止、通行止めの タイミイングを情報共有
◆TNT関係自治体の避難バス調達状況の把握

◆TEC-FORCE隊員への情報共有（ステージ3まで）
◆地整保有復旧資材の確認　　　◆港湾・海岸管理者へ水門・陸閘
◆直轄工事受注者への現場養生、連絡体制確保の指示
◆災害対策時の協定団体への支援準備、要請
◆国土交通本省へ逐次情報共有の実施（フェーズ0～フェーズⅢ）
◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の派遣要請の調整開始

◆気象庁が特別警報発表の可能性に言及
◆広域避難の開始（24時間前）
◆避難所の開設

◆ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了目標
時刻までの所要時間）

◆特別警報発表の可能性に言及（情報、台風説明会等） ◆災害対策時の協定団体への支援準備、要請
◆必要により避難ルート等での工事中止
◆リエゾン派遣　　　　　　　 　　◆TEC-FORCE派遣依頼
◆他地整への応援要請　　　　◆防災エキスパートへの応援要請

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が各種注意報を発表　■警戒レベル2■

【受1-1】気象・台風情報の提供 【発1-1】暴風・波浪警報、台風情報、各種注意報の発表 【受1-1】情報収集活動（気象・台風状況）

◆避難準備・高齢者避難開始を発表　■警戒レベル3■
◆避難勧告・避難指示（緊急）を発表　■警戒レベル4■

◆広域避難の継続
【受1-2】TNT関係機関の対応状況の確認

【発1-3】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了
目標時刻までの所要時間）

【受1-3】体制状況について情報共有 【受1-3】体制状況について情報共有

◆企業、学校等が事前休業、休校を実施
◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の派遣要請
◆自衛水防活動の実施

◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の派遣要請
◆排水ポンプ車の出動準備
◆道路啓開作業の準備　　◆通行止めの準備
◆保有船舶の台風対策実施

◆鉄道による広域避難の完了
◆鉄道事業者、路線バス、高速バスが計画運休

◆気象庁が台風5日間予報を発表 【受2-1】気象・台風情報の提供 【発2-1】高潮・大雨警報、台風情報、各種注意報の発表 【受2-1】情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報収集活動（各機関の活動状況） ◆情報収集活動（各機関の活動状況、災害対策時の協定団体の状

【受2-2】TNT関係機関の対応状況の確認

【発2-3】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了
目標時刻までの所要時間）

【受2-4】体制状況について情報共有 【受2-3】体制状況について情報共有

◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の配置完了 ◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の配置完了

◆臨時バス・自家用車による広域避難の完了（9時間前）

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が特別警報発表（暴風・波浪）

【受3-1】気象・台風情報の提供 【発3-1】特別警報発表（暴風・波浪）
【発3-1】特別警報を補足する気象情報、台風情報の発表

【受3-1】情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報収集活動（各機関の活動状況） ◆情報収集活動（各機関の活動状況、災害対策時の協定団体の状

【受3-2】TNT関係機関の対応状況の確認

【発3-3】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了
目標時刻までの所要時間）

【受3-4】体制状況について情報共有 【受3-3】体制状況について情報共有

◆逃げ遅れ住民に対する措置

◆被災後の応急復旧を速やかに行うための復旧態勢の確認

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が特別警報発表（暴風・高潮・波浪）

【受4-1】気象・台風情報の提供 【発4-1】特別警報発表（暴風・高潮・波浪）
【発4-1】特別警報を補足する気象情報、台風情報の発表

【受4-1】情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報収集活動（各機関の活動状況） ◆情報収集活動（各機関の活動状況、災害対策時の協定団体の状

【受4-2】TNT関係機関の対応状況の確認

【発4-3】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了
目標時刻までの所要時間）

【受4-3】体制状況について情報共有 【受4-3】体制状況について情報共有

■警戒レベル5■ ◆政府が非常災害現地対策本部設置 ◆特別警報を補足する気象情報、台風情報の発表
◆復旧作業に役立つ詳細な気象予測情報を提供（Ⅰ～Ⅲ）

【受Ⅰ-1】被害状況 【発Ⅰ-1】管轄機関の被害・復旧状況についてとりまとめ情報提供
【受Ⅰ-1】被害状況収集活動

【発Ⅰ-1】管轄機関の被害・復旧状況についてとりまとめ情報提供
【受Ⅰ-1】被害状況収集活動（国交省、自衛隊、警察、消防、海保の
よる））

◆公共土木施設の被災状況確認

◆台風上陸
◆猛烈な風により屋外活動停止
◆高潮越水、堤防破堤、浸水
◆救命、救助

----------------------------
（0時間後～7時間後）
◆避難判断水位に到達【洪水】
◆氾濫危険水位に到達【洪水】
----------------------------
（7時間後）
◆河川氾濫（破堤）【洪水】

------------------------------
（0時間後～7時間後）
◆洪水予報（氾濫警戒情報）【洪水】
◆洪水予報（氾濫危険情報）【洪水】
------------------------------
（7時間後）
◆洪水予報（氾濫発生情報）【洪水】

◆ポンプ排水準備
◆道路啓開
◆輸送路応急復旧準備
◆航路啓開（浮遊物除去）
◆堤防復旧計画作成

◆TEC-FORCE派遣が必要な被災情報の収集・提供
◆TEC-FORCE活動開始

------------------------------
（0時間後～7時間後）
◆洪水予報（氾濫警戒情報）【洪水】
◆洪水予報（氾濫危険情報）【洪水】
------------------------------
（7時間後）
◆洪水予報（氾濫発生情報）【洪水】

◆気象情報

【受Ⅱ-1】被害状況
【発Ⅱ-1】管轄機関の被害・復旧状況についてとりまとめ情報提供
【受Ⅱ-1】被害状況収集活動

【発Ⅱ-1】管轄機関の被害・復旧状況についてとりまとめ情報提供
【受Ⅱ-1】被害状況収集活動

◆ポンプ排水および自然排水

◆緊急輸送路確保

◆締め切り・排水検討

◆緊急輸送路検討

◆ポンプ排水

◆輸送路応急復旧

◆堤防応急復旧
◆TEC-FORCE活動状況の確認

◆気象情報

【受Ⅱ-1】被害状況
【発Ⅲ-1】管轄機関の被害・復旧状況についてとりまとめ情報提供
【受Ⅲ-1】被害状況収集活動

【発Ⅲ-1】管轄機関の被害・復旧状況についてとりまとめ情報提供
【受Ⅲ-1】被害状況収集活動

◆浸水エリア縮小
◆施設（堤防、交通、ライフライン）応急復旧 ◆応急復旧計画検討 ◆堤防復旧

避難（情報）

フェーズⅡ
（4日～2週間）

フェーズⅢ
（2週間～1ヶ月）

事象（トリガー）
主な出来事・活動

情報共有準備室・情報共有本部
or

非常災害現地対策本部

（～36時間前）
風速：通常

フ

ェ
ー

ズ
０

ゼロアワー（台風上陸）

フェーズⅠ
（1～3日）

--------------------
（0時間後～7時間後）

--------------------
（7時間後）

フェーズ

ステージ2
（12時間前～9時間前）

風速：通常

ステージ3
（9時間前～6時間前）
風速：通常～15m/s

ステージ4
（6時間前～0時間前）
風速：15m/s～35m/s

ステージ1
（24時間前～12時間前）

風速：通常

ステージ0
（36時間前～24時間前）

風速：通常
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表２.２.１ ＴＮＴ関係機関タイムライン（案） ① 避難（情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆：広域避難・自主的危機回避行動（自主避難）に関する事項  【発】【受】：情報の受発信で連携が必要な内容 

 
※本タイムラインは、1つの考え方として任意に設定した条件に基づいて行動規範として作成した行動内容の一例で

ある。このため、本タイムラインに基づき各機関が行動しなければならないといった性質のものではない。 

局 国土地理院　中部地方測量部 県 市町村

【受1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受1】情報収集活動（気象・台風状況）

【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始

◆学校等が休校を検討
◆各県・市町村等において広域避難実施に向けた事前調整

◆関係市町村間で広域避難についての協議

◆学校等が休校を検討
◆各県・市町村等において広域避難実施に向けた事前調整

【受0-1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受0-1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受0-1】情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報収集活動（各機関の活動状況） ◆情報収集活動（各機関の活動状況、県内市町村の対応状況） ◆情報収集活動（各機関の活動状況、要配慮者又は避難行動要支援者の状況）

【受0-2】情報共有本部を設置（気象台・整備局、三県一市）
【受0-2】情報共有本部の構成員でWeb会議
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置（気象台・整備局、三県一市）
【受0-2】情報共有本部の構成員でWeb会議
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置（気象台・整備局、三県一市）
【受0-2】情報共有本部の構成員でWeb会議
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

陸閘等の対策を通知

Ⅲ）
始

◆要請に基づき各種地図の提供 ◆広域活動拠点の開設の検討
◆不特定多数の県民利用施設における臨時の措置（臨時閉鎖等）の周知
◆学校等が休校を決定

◆県から非被災都道府県にDMATの事前派遣要請
◆県医師会から日本医師会にJMATの事前派遣要請

◆医療施設への受入体制確認
◆学校等が休校を決定
◆資機材の準備及び点検
◆内水排除の準備及び点検　　◆水防団等への要請準備・河川監視の準備
◆消防本部との連絡・消防資機材の点検

◆バス事業者へ避難バスの派遣検討
◆県内避難所の受入調整
◆他県への避難所の支援調整

◆避難情報の発令に向けた意志決定
◆避難所の開設準備・設備確認
◆県への広域避難の応援要請、県へ避難バスの要請

要請

◆風水害広域避難場所の開設　　　◆避難手段の確保
◆避難状況の把握　　　　　　　　　　　◆県内又は県外避難所の受入調整
◆他県への支援依頼　　　　　　 　　　◆域外からの支援準備
◆ヘリ・ボートの確保　　　　　　 　　　◆ドクターヘリなどの確保

◆要援護者の避難所開設　　　　　◆避難所の開設
◆近隣市町との連携　　　　　　　　◆避難者の情報収集

【受1-1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受1-1】情報収集活動（各機関の活動状況、広域活動拠点の開設状況、避難バスの状況） 【受1-1】情報収集活動（各機関の活動状況、要配慮者又は避難行動要支援者の状況、避難バス
の状況）

◆避難準備・高齢者避難開始を発表
◆避難勧告・避難指示（緊急）を発表

【受1-2】避難状況の把握

【発1-2】交通規制情報（県道）の提供（避難）

【発1-2】避難状況について、情報共有本部に情報提供
◆交通規制の実施
【発1-2】交通規制情報（市町村道）の提供（避難）

【受1-3】体制状況について情報共有 【受1-3】体制状況について情報共有 【受1-3】体制状況について情報共有

◆排水ポンプ車の要請準備
◆道路啓開作業の準備　　◆通行止めの準備

◆水防団等の人員確保　　　　◆自治区・自主防への情報連絡
◆地下施設への対策活動　　◆避難所の浸水対策活動
◆高潮に対する水防活動（水門・樋門・閘門などの操作）
◆交通規制情報（市町村道）の提供（避難）

◆要請に基づき各種地図の提供 ◆要援護者の避難完了

【受2-1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受2-1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受2-1】情報収集活動（気象・台風状況）

体の状況） ◆情報収集活動（各機関の活動状況） ◆情報収集活動（各機関の活動状況、広域活動拠点の開設状況、風水害広域避難場所の状
況、避難バスの状況）

◆情報収集活動（各機関の活動状況、要配慮者又は避難行動要支援者の状況、避難バスの状
況、水防団等の状況）

【受2-2】◆避難状況の把握
【発2-2】交通規制情報（県道）の提供（避難）

【発2-2】◆避難状況について、情報共有本部に情報提供
【発2-2】交通規制情報（市町村道）の提供（避難）

【受2-3】体制状況について情報共有 【受2-3】体制状況について情報共有 【受2-3】体制状況について情報共有

【受3-1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受3-1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受3-1】情報収集活動（気象・台風状況）

体の状況） ◆情報収集活動（各機関の活動状況） ◆情報収集活動（各機関の活動状況、広域活動拠点の開設状況、避難バスの状況、風水害広
域避難場所の状況、避難バスの状況）

◆情報収集活動（各機関の活動状況、要配慮者又は避難行動要支援者の状況、避難バスの状
況、水防団等の状況）

【発3-2】交通規制情報の（県道）提供 【発3-2】交通規制情報（市町村道）の提供

【受3-3】体制状況について情報共有 【受3-3】体制状況について情報共有 【受3-3】体制状況について情報共有

【受3-5】市町村の要請を受け自衛隊に災害派遣を要請（県知事）
※災害派遣の要請に係る要件を満たす場合

【発3-5】自衛隊の派遣を県知事に要請 　※災害派遣の要請に係る要件を満たす場合
【発3-5】関係防災団体（自衛隊）への情報提供
◆避難指示（緊急）を発表（垂直避難・待避への切り替え）

◆資機材等集結場所の確保
◆域外実働部隊の集結場所確保

◆資機材等集結場所の確保
◆広域活動拠点の確保

【受4-1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受4-1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受4-1】情報収集活動（気象・台風状況）

体の状況） ◆情報収集活動（各機関の活動状況） ◆情報収集活動（各機関の活動状況、広域活動拠点の開設状況、風水害広域避難場所の状
況、避難バスの状況、ドクターヘリの状況）

◆情報収集活動（各機関の活動状況、要配慮者又は避難行動要支援者の状況、避難バスの状
況、水防団等の状況）

【発4-2】交通規制情報の（県道）提供 【発4-2】交通規制情報（市町村道）の提供

【受4-3】体制状況について情報共有 【受4-3】体制状況について情報共有 【受4-3】体制状況について情報共有

◆県の現地災害対策本部設置（～フェーズⅢ） ◆救出・捜索活動

提供
海保のヘリによる情報収集（天候に

【発Ⅰ-1】管轄機関の被害・復旧状況についてとりまとめ情報提供
【受Ⅰ-1】被害状況収集活動

【発Ⅰ-1】市町村の被害状況、復旧状況、救助・避難活動状況についてとりまとめ情報提供
【受Ⅰ-1】被害状況収集活動

【発Ⅰ-1】被害状況、復旧状況、救助・避難活動状況について情報提供
【受Ⅰ-1】被害状況収集活動

◆被害状況図提供
◆航空写真の提供

◆公共土木施設の被災状況確認

◆ポンプ場の稼動確認（河川管理施設）
◆道路啓開　　◆輸送路応急復旧準備
◆道路等の仮復旧完了情報の発信（～フェーズⅢ）
◆交通規制解除情報の提供
◆堤防復旧計画作成

◆被災地への職員派遣（～フェーズⅢ）
◆国土交通省に災害対策用機械の派遣要請（ポンプ車、照明車等）

◆広域活動拠点の設置

◆洪水予報「氾濫警戒情報」「氾濫危険情報」「氾濫注意情報」

◆ポンプ場の稼働確認（市町村管理）
◆通行可能道路の確認

◆交通規制解除情報の提供

◆避難所の安全確認・維持・状況発信（～フェーズⅡ）
◆再避難（避難所への輸送）（～フェーズⅡ）

◆食料配給の準備
◆警察へ「警ら」の依頼（被災地の防犯）
◆死亡者の火葬場所の確保及び火葬の実施（フェーズⅠ～Ⅲ）
◆医療チームとの情報交換（ミーティングの実施）
◆地域活動拠点の設置
◆ボランティア受け入れ準備
◆ゴミ・がれき・土砂処理の計画準備
◆し尿処理の計画活動

◆救出・捜索活動

提供 【発Ⅱ-1】管轄機関の被害・復旧状況についてとりまとめ情報提供
【受Ⅱ-1】被害状況収集活動

【発Ⅱ-1】市町村の被害状況、復旧状況、救助・避難活動状況についてとりまとめ情報提供
【受Ⅱ-1】被害状況収集活動

【発Ⅱ-1】被害状況、復旧状況、救助・避難活動状況について情報提供
【受Ⅱ-1】被害状況収集活動

◆被害状況図提供
◆排水・堤防復旧（仮締め切り）

◆輸送路応急復旧
◆交通規制解除情報の提供

◆公共土木施設災害復旧事業申請
◆排水・堤防復旧
◆ポンプ所、排水機場の応急復旧
◆交通規制解除情報の提供
◆避難所の一部閉鎖　　◆仮設住宅の建設計画
◆ボランティア受け入れ（～フェーズⅢ）
◆ゴミの収集・選別　　◆し尿処理の計画準備

◆避難継続

提供 【発Ⅲ-1】管轄機関の被害・復旧状況についてとりまとめ情報提供
【受Ⅲ-1】被害状況収集活動

【発Ⅲ-1】市町村の被害状況、復旧状況、救助・避難活動状況についてとりまとめ情報提供
【受Ⅲ-1】被害状況収集活動

【発Ⅲ-1】被害状況、復旧状況、救助・避難活動状況について情報提供
【受Ⅲ-1】被害状況収集活動

◆被害状況図提供
◆応急復旧活動支援 ◆応急復旧活動

◆交通規制解除情報の提供

◆応急復旧活動　　　◆本格復旧の検討
◆交通規制解除情報の提供
◆ゴミの搬送・処理　　◆し尿処理
◆仮設住宅の建設

避難（情報）
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表２.２.２ ＴＮＴ関係機関タイムライン（案） ② 避難（交通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆：広域避難・自主的危機回避行動（自主避難）に関する事項  【発】【受】：情報の受発信で連携が必要な内容 

 
※本タイムラインは、1つの考え方として任意に設定した条件に基づいて行動規範として作成した行動内容の一例で

ある。このため、本タイムラインに基づき各機関が行動しなければならないといった性質のものではない。 

管区警察
県警察本部

国土交通省
中部運輸局

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が早期注意情報（警報級の可能性）を発表
■警戒レベル1■

【発1】気象・台風情報の提供 【受1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受1】情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報共有準備室を設置（気象台・整備局） 【発2】情報共有準備室を設置（気象台・整備局） 【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置

【発3】TNTタイムラインの発動をTNTメンバーに通知 【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始

◆鉄道事業者・バス事業者が計画運休の可能性を発表
◆高速道路が通行止めの可能性を発表
◆企業、学校等が事前休業、休校を検討
◆各県・市町村等において広域避難実施に向けた事前調整

◆気象庁が台風5日間予報を発表 【発0-1】気象・台風情報の提供 【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況・各機関の活動状況）

【受0-1】情報収集活動
　（気象・台風状況・各機関の活動状況）

◆情報共有本部を設置（気象台・整備局、三県一市） 【発0-2】情報共有本部を設置（気象台・整備局、三県一市） 【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口につ

◆鉄道事業者・バス事業者が計画運休の詳細情報を発表
◆高速道路が通行止めの詳細情報を発表
◆企業、学校等が事前休業、休校を決定
◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の派遣要請調整開始
◆自衛水防活動の準備

【受0-3】◆交通機関等の運行停止、通行止めの タイミイングを情報
共有
◆TNT関係自治体の避難（臨時）バス調達状況の把握

【受0-3】◆交通機関等の運行停止、通行止めの タイミイングを
情報共有

【受0-3】◆交通機関等の運行停止、通行止め
情報共有
【受0-3】必要に応じて避難（臨時）バスの派遣

◆気象台、整備局の合同説明会

◆気象庁が特別警報発表の可能性に言及
◆広域避難の開始（24時間前）
◆避難所の開設

◆ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了目標
時刻までの所要時間）

◆（道路管理者と協議の上、交通情報提供の是非を検討）

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が各種注意報を発表　■警戒レベル2■

【受1-1】気象・台風情報の提供 【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受1-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

◆避難準備・高齢者避難開始を発表　■警戒レベル3■
◆避難勧告・避難指示（緊急）を発表　■警戒レベル4■

◆広域避難の継続 【受1-2】TNT関係機関の対応状況の確認 【受1-2】情報収集活動（避難バスの状況）

【発1-3】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了
目標時刻までの所要時間）

【受1-3】体制状について情報共有 【受1-3】体制状況ついて情報共有

◆企業、学校等が事前休業、休校を実施
◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の派遣要請
◆自衛水防活動の実施

◆避難輸送の支援

◆鉄道による広域避難の完了
◆鉄道事業者、路線バス、高速バスが計画運休

◆気象庁が台風5日間予報を発表 【発2-1】気象・台風情報の提供 【受2-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受2-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

◆広域避難の継続 【受2-2】TNT関係機関の対応状況の確認 【受2-2】情報収集活動（避難バスの状況）

【発2-3】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了
目標時刻までの所要時間）

【受2-3】体制状況について情報共有 【受2-3】体制状況について情報共有

◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の配置完了

◆臨時バス・自家用車による広域避難の完了（9時間前）

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が特別警報発表（暴風・波浪）

【発3-1】気象・台風情報の提供 【受3-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受3-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

◆逃げ遅れ住民に対する措置
【受3-2】TNT関係機関の対応状況の確認

【発3-3】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了
目標時刻までの所要時間）

【受3-3】体制状況について情報共有 【受3-3】体制状況について情報共有

◆避難地域の治安維持

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が特別警報発表（暴風・高潮・波浪）

【発4-1】気象・台風情報の提供 【受4-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受4-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受4-2】TNT関係機関の対応状況の確認

【発4-3】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了
目標時刻までの所要時間）

【受4-3】体制状況について情報共有 【受4-3】体制状況について情報共有

◆避難地域の治安維持

【受Ⅰ-1】被害状況 【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況）
【発Ⅰ-1】所管事業者の被害・復旧状況につい
提供

◆政府が非常災害現地対策本部設置

◆避難地域の治安維持
◆避難輸送の支援

----------------------------
（0時間後～7時間後）
◆避難判断水位に到達【洪水】
◆氾濫危険水位に到達【洪水】
----------------------------
（7時間後）
◆河川氾濫（破堤）【洪水】

【受Ⅱ-1】被害状況 【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況）
【発Ⅱ-1】所管事業者の被害・復旧状況につい
提供

◆ポンプ排水および自然排水 ◆締め切り・排水検討

◆緊急輸送路確保 ◆緊急輸送路検討 ◆避難輸送の支援

◆避難地域の治安維持

◆浸水エリア縮小
【受Ⅲ-1】被害状況 【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況）

【発Ⅲ-1】所管事業者の被害・復旧状況につい
提供

◆施設（堤防、交通、ライフライン）応急復旧 ◆応急復旧計画検討

◆避難地域の治安維持

避難（交通）

ゼロアワー（台風上陸）

--------------------
（0時間後～7時間後）

--------------------
（7時間後）

ステージ4
（6時間前～0時間前）
風速：15m/s～35m/s

フェーズ
事象（トリガー）

主な出来事・活動

ステージ1
（24時間前～12時間前）

風速：通常

ステージ2
（12時間前～9時間前）

風速：通常

ステージ3
（9時間前～6時間前）
風速：通常～15m/s

情報共有準備室・情報共有本部
or

非常災害現地対策本部

フ

ェ
ー

ズ
０

（～36時間前）
風速：通常

ステージ0
（36時間前～24時間前）

風速：通常

フェーズⅡ
（4日～2週間）

フェーズⅢ
（2週間～1ヶ月）

■警戒レベル5■
◆台風上陸
◆猛烈な風により屋外活動停止
◆高潮越水、堤防破堤、浸水
◆救命、救助

フェーズⅠ
（1～3日）
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表２.２.２ ＴＮＴ関係機関タイムライン（案） ② 避難（交通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆：広域避難・自主的危機回避行動（自主避難）に関する事項  【発】【受】：情報の受発信で連携が必要な内容 

 
※本タイムラインは、1つの考え方として任意に設定した条件に基づいて行動規範として作成した行動内容の一例で

ある。このため、本タイムラインに基づき各機関が行動しなければならないといった性質のものではない。 

中日本高速道路(株)
名古屋支社

鉄道 県バス協会 日本放送協会名古屋放送局

【受1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受1】情報収集活動（気象・台風状況）

【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置

【受2】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始 【受2】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始

◆高速道路が通行止めの可能性を発表 ◆鉄道事業者が計画運休の可能性を発表 ◆バス事業者が計画運休の可能性を発表
◆防災、行政の各機関と情報を交換し、（避難など）必要適切な情
報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況・各機関の活動状況）

【受0-1】情報収集活動
　（気象・台風状況・各機関の活動状況）

【受0-1】情報収集活動（各機関の活動状況・運行状況）
◆気象情報の収集（暴風・降雨・水位）

【受0-1】情報収集活動　（各機関の活動状況）
◆気象情報の収集（暴風・降雨・水位）

について情報共有
【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

止めの タイミイングを

派遣調整

【発0-3】◆高速道路が通行止めの詳細情報を発表 【発0-3】◆鉄道事業者が計画運休の詳細情報を発表 【発0-3】◆バス事業者が計画運休の詳細情報を発表

【受0-3】◆バス事業者へ避難（臨時）バスの派遣要請

【受0-3】◆交通機関等の運行停止、通行止めの タイミイングを情
報共有

◆防災、行政の各機関と情報を交換し、（避難など）必要適切な情
報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える

◆現場点検　　◆資機材の確認
◆応援部隊（災害協定）への依頼
◆関係機関との連絡体制チェック

◆防災、行政の各機関と情報を交換し、（避難など）必要適切な情
報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受1-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受1-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

◆防災、行政の各機関と情報を交換し、（避難など）必要適切な情
報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える

【発1-2】情報提供（情報板、ハイウェイラジオ）
【発1-3】交通規制情報の提供（避難）

【受1-2】情報収集活動（運行状況）
【発1-3】台風情報の車内放送

【受1-2】情報収集活動（運行状況） 【受1-2】情報収集活動（避難状況・交通規制）

【受1-3】体制状について情報共有 【受1-3】体制状況ついて情報共有 【受1-3】体制状について情報共有 【受1-3】体制状況ついて情報共有

◆防災体制確立（現場点検・資機材の状況） ◆保守要員の確保

◆鉄道事業者が計画運休 ◆路線バス、高速バスが計画運休
◆防災、行政の各機関と情報を交換し、（避難など）必要適切な情
報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える

【受2-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受2-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受2-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受2-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【発2-2】交通規制情報の提供（避難） 【受2-2】情報収集活動（運行状況） 【受2-2】情報収集活動（避難状況・交通規制）

【受2-3】体制状況について情報共有 【受2-3】体制状況について情報共有 【受2-3】体制状況について情報共有 【受2-3】体制状況について情報共有

◆情報収集活動（現場点検・資機材の状況）

◆防災、行政の各機関と情報を交換し、（避難など）必要適切な情
報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える

【受3-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受3-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受3-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受3-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【発3-2】交通規制情報の提供 【発3-2】運休情報の提供 【受3-2】情報収集活動（運行状況） 【受3-2】情報収集活動（避難状況・交通規制）
◆防災、行政の各機関と情報を交換し、（避難など）必要適切な情
報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える

【受3-3】体制状況について情報共有 【受3-3】体制状況について情報共有 【受3-3】体制状況について情報共有 【受3-3】体制状況について情報共有

◆情報収集活動（現場点検・資機材の状況）
◆高速道路規制検討（連続雨量による通行止め、標準的には
200mm～250mm)

◆水没危険箇所の一部運休手配
◆注意運転（風速・雨量）
◆運休（風速・雨量）

◆防災、行政の各機関と情報を交換し、（避難など）必要適切な情
報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える

【受4-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受4-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受4-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受4-1】情報収集活動
　（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【発3-2】交通規制情報の提供 【発4-2】運休情報の提供 【受4-2】情報収集活動（運行状況） 【受4-2】情報収集活動（避難状況・交通規制）
◆防災、行政の各機関と情報を交換し、（避難など）必要適切な情
報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える

【受4-3】体制状況について情報共有 【受4-13体制状況について情報共有 【受4-3】体制状況について情報共有 【受4-1】体制状況について情報共有

◆情報収集活動（現場点検・資機材の状況）

◆高速道路規制検討
　（風速による通行止め、平均風速20m/s）

◆防災、行政の各機関と情報を交換し、（避難など）必要適切な情
報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える

ついてとりまとめ・情報 【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情報提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況）

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情報提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況）

【発Ⅰ-1】被害状況について情報提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（事業者等の被害状況） 【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、各機関の活動状況）

【発Ⅰ-2】高速道路規制（緊急輸送） 【受Ⅰ-2】情報収集活動（交通規制）
【発Ⅰ-2】防災、行政の各機関と情報を交換し、（避難など）必要適
切な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える

◆交通応急復旧準備 ◆交通応急復旧準備

ついてとりまとめ・情報 【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況）

【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況）

【発Ⅱ-1】被害状況について情報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（事業者等の被害状況） 【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、各機関の活動状況）

◆交通応急復旧 ◆交通応急復旧

【受Ⅱ-2】情報収集活動（交通規制）
【発Ⅱ-2】防災、行政の各機関と情報を交換し、（避難など）必要適
切な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える

ついてとりまとめ・情報 【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況）

【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況）

【発Ⅲ-1】被害状況について情報提供
【受Ⅲ-1】被害状況収集活動（事業者等） 【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、各機関の活動状況）

◆交通応急復旧 ◆交通応急復旧

【受Ⅲ-2】情報収集活動（交通規制）
【発Ⅲ-2】防災、行政の各機関と情報を交換し、（避難など）必要適
切な情報を検討し、テレビ、ラジオなどで随時伝える

　

避難（交通）
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表２.２.３ ＴＮＴ関係機関タイムライン（案） ③ 救援・支援関係機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆：広域避難・自主的危機回避行動（自主避難）に関する事項  【発】【受】：情報の受発信で連携が必要な内容 

 
※本タイムラインは、1つの考え方として任意に設定した条件に基づいて行動規範として作成した行動内容の一例で

ある。このため、本タイムラインに基づき各機関が行動しなければならないといった性質のものではない。 

海上保安庁　第四管区海上保安本部 陸上

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が早期注意情報（警報級の可能性）を発表
■警戒レベル1■

【発1】気象・台風情報の提供 【受1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受1】情報収集活動（気象・台風

◆情報共有準備室を設置（気象台・整備局） 【発2】情報共有準備室を設置（気象台・整備局） 【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置

【発3】TNTタイムラインの発動をTNTメンバーに通知 【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始

◆鉄道事業者・バス事業者が計画運休の可能性を発表
◆高速道路が通行止めの可能性を発表
◆企業、学校等が事前休業、休校を検討
◆各県・市町村等において広域避難実施に向けた事前調整

◆気象庁が台風5日間予報を発表 【発0-1】気象・台風情報の提供 【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況・各機関の活動状況）

【受0-1】情報収集活動
　（気象・台風状況・各機関の活

◆情報共有本部を設置（気象台・整備局、三県一市） 【発0-2】情報共有本部を設置（気象台・整備局、三県一市） 【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての

◆鉄道事業者・バス事業者が計画運休の詳細情報を発表
◆高速道路が通行止めの詳細情報を発表
◆企業、学校等が事前休業、休校を決定
◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の派遣要請調整開始
◆自衛水防活動の準備

◆交通機関等の運行停止、通行止めの タイミイングを情報共有
◆TNT関係自治体の避難バス調達状況の把握

◆気象台、整備局の合同説明会

◆気象庁が特別警報発表の可能性に言及
◆広域避難の開始（24時間前）
◆避難所の開設

◆ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了目標
時刻までの所要時間）

◆気象庁が台風5日間予報を発表 【受1-1】気象・台風情報の提供 【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各防災機関の

◆避難準備・高齢者避難開始を発表　■警戒レベル3■
◆避難勧告・避難指示（緊急）を発表　■警戒レベル4■

◆広域避難の継続 【受1-2】TNT関係機関の対応状況の確認 【発1-2】港内在泊船へ通報・安全確保指導・避難勧告
【発1-2】巡視船艇、航空機待機または出動

【発1-3】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了
目標時刻までの所要時間）

【受1-3】
体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

【受1-3】
体制状況、TNTとしての連絡窓口

◆企業、学校等が事前休業、休校を実施
◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の派遣要請
◆自衛水防活動の実施

◆鉄道による広域避難の完了
◆鉄道事業者、路線バス、高速バスが計画運休

◆気象庁が台風5日間予報を発表 【発2-1】気象・台風情報の提供 【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各防災機関の

◆広域避難の継続 【受2-2】TNT関係機関の対応状況の確認 【発2-2】港内在泊船へ通報・安全確保指導・避難勧告
【発2-2】巡視船艇、航空機待機または出動

【発2-3】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了
目標時刻までの所要時間）

【受2-3】体制状況について情報共有 【受2-3】体制状況について情報

◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の配置完了

◆臨時バス・自家用車による広域避難の完了（9時間前） ◆被害見積
◆派遣準備　（車両・資材の準備
◆関係機関・自治体への連絡員
◆支援要望収集・確認

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が特別警報発表（暴風・波浪）

【発3-1】気象・台風情報の提供 【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各防災機関の
機関からの支援要望）

【発3-2】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了
目標時刻までの所要時間）

【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報

◆逃げ遅れ住民に対する措置 ◆TNT関係機関の対応状況の確認 ◆巡視船艇、航空機待機または出動
◆要員増強（陸上職員）

◆県知事からの災害派遣要請は
派遣

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が特別警報発表（暴風・高潮・波浪）

【発4-1】気象・台風情報の提供 【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各防災機関の
機関からの支援要望）

【発4-2】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難完了
目標時刻までの所要時間）

【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報

◆TNT関係機関の対応状況の確認 ◆巡視船艇、航空機の状況確認
◆関係船舶等の状況確認

■警戒レベル5■
【受Ⅰ-1】被害状況

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情報提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況）

【発Ⅰ-1】救助・復旧支援状況に
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状
報、自治体・関係機関からの支援
◆県知事からの災害派遣要請を
【事前に派遣要請が無かった場
◆被害が甚大である場合、自主

◆台風上陸
◆猛烈な風により屋外活動停止
◆高潮越水、堤防破堤、浸水
◆救命、救助

----------------------------
（0時間後～7時間後）
◆避難判断水位に到達【洪水】
◆氾濫危険水位に到達【洪水】
----------------------------
（7時間後）
◆河川氾濫（破堤）【洪水】

◆政府が非常災害現地対策本部設置 ◆航路航行警報発出 ◆救出、捜索活動
◆民生支援（ライフライン）
◆排水活動支援

◆支援要望収集・確認
◆増援部隊の集結・活動
　（他地域からの部隊の派遣）

【受Ⅱ-1】被害状況
【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況）

【発Ⅱ-1】救助・復旧支援状況に
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状
要望）

◆ポンプ排水および自然排水

◆緊急輸送路確保

◆締め切り・排水検討

◆緊急輸送路検討 ◆海上輸送支援

◆排水活動支援

◆応急復旧活動支援（交通路）

◆復旧見積（見通し）
◆支援要望収集活動・確認
◆救出、捜索活動
◆民生支援（ライフライン）

【受Ⅲ-1】被害状況
【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況）

【発Ⅲ-1】救助・復旧支援状況に
【受Ⅲ-1】情報収集活動（自治体

◆浸水エリア縮小

◆施設（堤防、交通、ライフライン）応急復旧 ◆応急復旧計画検討 ◆応急復旧活動支援

◆排水活動支援

◆応急復旧活動支援（交通路）
◆復旧見積もり（見通し）
◆支援要望収集・確認
◆民生支援（ライフライン）

救援・支援

フェーズⅡ
（4日～2週間）

フェーズⅢ
（2週間～1ヶ月）

フ

ェ
ー

ズ
０

ゼロアワー（台風上陸）

（～36時間前）
風速：通常

ステージ1
（24時間前～12時間前）

風速：通常

ステージ2
（12時間前～9時間前）

風速：通常

ステージ3
（9時間前～6時間前）
風速： 通常～15m/s

フェーズ
事象（トリガー）

主な出来事・活動

情報共有準備室・情報共有本部
or

非常災害現地対策本部

ステージ4
（6時間前～0時間前）
風速：15m/s～35m/s

フェーズⅠ
（1～3日）

--------------------
（0時間後～7時間後）

--------------------
（7時間後）

ステージ0
（36時間前～24時間前）

風速：通常
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表２.２.３ ＴＮＴ関係機関タイムライン（案） ③ 救援・支援関係機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆：広域避難・自主的危機回避行動（自主避難）に関する事項  【発】【受】：情報の受発信で連携が必要な内容 

 
※本タイムラインは、1つの考え方として任意に設定した条件に基づいて行動規範として作成した行動内容の一例で

ある。このため、本タイムラインに基づき各機関が行動しなければならないといった性質のものではない。 

陸上自衛隊第10師団 厚生労働省　東海北陸厚生局 日本赤十字社　愛知県支部 農林水産省　東海農政局

風状況） 【受1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受1】情報収集活動（気象・台風状況） 【受1】情報収集活動（気象・台風状況）

【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置

開始 【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始

活動状況）
【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、DMAT・JMATの状況）

【受0-1】情報収集活動
　（気象・台風状況・各機関の活動状況）

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況・各機関の活動状況）

の連絡窓口について情報共有
【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

◆管内施設・本社等と対応について情報共有
◆日本赤十字社岐阜県支部・三重県支部と情報共有・対応検討を行う

関の体制及び活動状況、避難状況）
【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、DMAT・JMATの状況）

【受1-1】報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

◆管内施設・本社等と対応について協議

窓口について情報共有
【受1-3】
体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

【受1-3】
体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

【受1-3】
体制状況、TNTとしての連絡窓口について情報共有

関の体制及び活動状況、避難状況）
【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、DMAT・JMATの状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

◆管内施設・本社等と対応について協議

報共有 【受2-3】体制状況について情報共有 【受2-3】体制状況について情報共有 【受2-3】体制状況について情報共有

準備）
絡員派遣

関の体制及び活動状況、避難状況、自治体・関係
【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、DMAT・JMATの状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有

請は発災前のため、状況を鑑み、要請を受理して ◆管内施設・本社等と対応について協議
◆医療救護班要員（医師、看護師等）の確保

関の体制及び活動状況、避難状況、自治体・関係
【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、DMAT・JMATの状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有

◆管内施設・本社等と対応について協議、実施

況について情報提供
害状況、二次災害の状況、部隊進出可能な経路情
支援要望、広域活動拠点の情報）
請を受理して派遣
場合】
主派遣

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情報提供
【発Ⅰ-1】管轄機関の被害・医療救護活動状況について情報提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、医療救護の状況、DMAT・JMAT・DPATの
状況）

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情報提供
【発Ⅰ-1】管轄機関の被害・医療救護活動状況について情報提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、医療救護の状況、DMAT・JMAT・DPATを
はじめとする医療救護団体の状況

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情報提供
【発Ⅰ-1】管轄機関の被害・救援活動状況について情報提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況）

◆物資供給の計画準備
◆救援物資の配分状況

◆医療救護活動
　（愛知県災害医療調整本部の調整のもとの実施を主とする）
◆被災者の自立支援活動
◆ボランティアへ参集依頼・派遣
◆交代救護班の確保
◆義援金等の受付・配分（災害救助法の適用による）

◆救援物資の配分 ◆物資供給の計画準備
◆救援物資の調整

況について情報提供
害状況、復旧状況、自治体・関係機関からの支援

【発Ⅱ-1】管轄機関の被害・医療救護活動状況について情報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、応急復旧状況、医療救護の状況、
DMAT・JMAT・DPATの状況）

【発Ⅱ-1】管轄機関の被・医療救護活動状況について情報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、応急復旧状況、医療救護の状況、
DMAT・JMAT・DPATをはじめとする医療救護団体の状況）

【発Ⅱ-1】管轄機関の被害・救援活動状況について情報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況）

路）

◆救援物資の配分状況

◆医療救護活動
　（愛知県災害医療調整本部の調整のもとの実施を主とする）
◆交代救護班の派遣、次班の確保
◆義援金等の受付・配分（災害救助法の適用による）

◆救援物資の配分 ◆物資供給
◆救援物資の調整

況について情報提供
治体・関係機関からの支援要望）

【発Ⅲ-1】管轄機関の被害・医療救護活動状況について情報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、応急復旧状況、医療救護の状況、
DMAT・JMAT・DPATの状況）

【発Ⅲ-1】管轄機関の被・医療救護活動状況について情報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、応急復旧状況、医療救護の状況、
DMAT・JMAT・DPATをはじめとする医療救護団体の状況）

【発Ⅲ-1】管轄機関の被害・救援活動状況について情報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況）

路）

◆救援物資の配分状況

◆医療救護活動
　（愛知県災害医療調整本部の調整のもとの実施を主とする）
◆被災者の自立支援活動
◆義援金等の受付・配分（災害救助法の適用による）
◆救護班の撤収の判断
◆救援物資の配分

◆物資供給
◆救援物資の調整

救援・支援
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表２.２.４ ＴＮＴ関係機関タイムライン（案） ④ ライフライン関係機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆：広域避難・自主的危機回避行動（自主避難）に関する事項  【発】【受】：情報の受発信で連携が必要な内容 

 

※本タイムラインは、1つの考え方として任意に設定した条件に基づいて行動規範として作成した行動内容の一例で

ある。このため、本タイムラインに基づき各機関が行動しなければならないといった性質のものではない。 
 

総務省
東海総合通信局

西日本電信電話（株）東海事業本部
（株）NTTドコモ東海支社

経済産業省
中部近畿産業保安監督部

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が早期注意情報（警報級の可能性）を発表
■警戒レベル1■

◆気象・台風情報の提供 ◆情報収集活動（気象・台風状況） ◆情報収集活動（気象・台風状況） ◆情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報共有準備室を設置（気象台・整備局） 【発2】情報共有準備室を設置（気象台・整備局） 【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置

【発3】TNTタイムラインの発動をTNTメンバーに通知 【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始

◆鉄道事業者・バス事業者が計画運休の可能性を発表
◆高速道路が通行止めの可能性を発表

◆企業、学校等が事前休業、休校を検討
◆各県・市町村等において広域避難実施に向けた事前調整

◆気象庁が台風5日間予報を発表 【発0-1】気象・台風情報の提供 【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
道路通行止めの状況、関連企業の状
況）

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

◆情報共有本部を設置 （気象台・整備局、三県一市） 【発0-2】情報共有本部を設置
　（気象台・整備局、三県一市）

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

◆鉄道事業者・バス事業者が計画運休の詳細情報を発表
◆高速道路が通行止めの詳細情報を発表
◆企業、学校等が事前休業、休校を決定
◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の派遣要請調整開始
◆自衛水防活動の準備

◆交通機関等の運行停止、通行止めの タイミイングを情
報共有
◆TNT関係自治体の避難バス調達状況の把握

◆設備に対する事前対策とその実施
◆災害対策用機器の点検と出動準備
◆東海四県、連携の確認

◆気象台、整備局の合同説明会

◆気象庁が特別警報発表の可能性に言及
◆広域避難の開始（24時間前）
◆避難所の開設

◆ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、避難
完了目標時刻までの所要時間）

◆関連企業への連絡
◆応急復旧拠点準備

◆気象庁が台風5日間予報を発表 【発1-1】気象・台風情報の提供 【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

◆避難準備・高齢者避難開始を発表　■警戒レベル3■
◆避難勧告・避難指示（緊急）を発表　■警戒レベル4■

◆広域避難の継続 ◆TNT関係機関の対応状況の確認 ◆監視要員の配置
◆重要回線・設備の把握
◆防水板、防水扉の設置
◆復旧活動拠点で要員の確保及び資機
材の確認
◆資機材等集結場所の確保
◆資機材等の配備調整

【発1-2】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、
避難完了目標時刻までの所要時間）

【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

◆企業、学校等が事前休業、休校を実施
◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の派遣要請
◆自衛水防活動の実施

◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施

◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施
◆設備に対する事前対策とその実施

◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施

◆鉄道による広域避難の完了
◆鉄道事業者、路線バス、高速バスが計画運休

◆気象庁が台風5日間予報を発表 【発2-1】気象・台風情報の提供 【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

◆広域避難の継続

◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の配置完了

◆TNT関係機関の対応状況の確認

【発2-2】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、
避難完了目標時刻までの所要時間）

【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有

◆臨時バス・自家用車による広域避難の完了（9時間前）

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が特別警報発表（暴風・波浪）

【発3-1】気象・台風情報の提供 【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

◆逃げ遅れ住民に対する措置 ◆TNT関係機関の対応状況の確認

【発3-2】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、
避難完了目標時刻までの所要時間）

【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が特別警報発表（暴風・高潮・波浪）

【受4-1】気象・台風情報の提供 【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

◆TNT関係機関の対応状況の確認

【発4-2】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、
避難完了目標時刻までの所要時間）

【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有

【受Ⅰ-1】被害状況 【発Ⅰ-1】管轄機関の被害状況について
情報提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況）

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅰ-1】管轄機関の被害状況について
情報提供（発電・送電・変電等設備、地
域停電、ガス保管設備等、都市ガス供
給等、鉱山の崩落、沈殿池の欠壊等）
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況）

◆政府が非常災害現地対策本部設置 ◆復旧方針の策定
◆復旧計画活動
◆重要通信のそ通確保
◆被災地特設公衆電話の設置
◆被災エリアへの通話規制
◆災害用伝言ダイヤル（171）,災害用伝
言板等の運用

【受Ⅱ-1】被害状況 【発Ⅱ-1】管轄機関の被害状況について
情報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況）

【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅱ-1】管轄機関の被害状況について
情報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況）

◆ポンプ排水および自然排水
◆緊急輸送路確保

◆締め切り・排水検討
◆緊急輸送路検討

◆通信応急復旧
◆復旧状況の広報

◆浸水エリア縮小 【受Ⅲ-1】被害状況 【発Ⅲ-1】管轄機関の被害状況について
情報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況）

【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅲ-1】管轄機関の被害状況について
情報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況）

◆施設（堤防、交通、ライフライン）応急復旧 ◆応急復旧計画検討 ◆災害復旧工事の計画、設計
◆状況により通話規制解除

◆応急復旧活動支援

フェーズⅠ
（1～3日）

--------------------
（0時間後～7時間後）

--------------------
（7時間後）

■警戒レベル5■
◆台風上陸
◆猛烈な風により屋外活動停止
◆高潮越水、堤防破堤、浸水
◆救命、救助

----------------------------
（0時間後～7時間後）
◆避難判断水位に到達【洪水】
◆氾濫危険水位に到達【洪水】
----------------------------
（7時間後）
◆河川氾濫（破堤）【洪水】

フェーズⅡ
（4日～2週間）

フェーズⅢ
（2週間～1ヶ月）

フェーズ
事象（トリガー）

主な出来事・活動

ステージ4
（6時間前～0時間前）
風速：15m/s～35m/s

ステージ0
（36時間前～24時間前）

風速：通常

ステージ2
（12時間前～9時間前）

風速：通常

ゼロアワー（台風上陸）

（～36時間前）
風速：通常

ステージ1
（24時間前～12時間前）

風速：通常

フ

ェ
ー

ズ
０

ステージ3
（9時間前～6時間前）
風速：通常～15m/s

ライフライン
情報共有準備室・情報共有本部

or
非常災害現地対策本部
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表２.２.４ ＴＮＴ関係機関タイムライン（案） ④ ライフライン関係機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆：広域避難・自主的危機回避行動（自主避難）に関する事項  【発】【受】：情報の受発信で連携が必要な内容 

 

※本タイムラインは、1つの考え方として任意に設定した条件に基づいて行動規範として作成した行動内容の一例で

ある。このため、本タイムラインに基づき各機関が行動しなければならないといった性質のものではない。 
 

中部電力（株） 東邦瓦斯（株） 中部地区エルピーガス連合会
名古屋港管理組合
四日市港管理組合

東海商工会議所連合会
中部経済連合会

東海財務局
日本銀行名古屋支店

経済産業省　中部経済産業局

◆情報収集活動（気象・台風状況） ◆情報収集活動（気象・台風状況） ◆情報収集活動（気象・台風状況） ◆情報収集活動（気象・台風状況） ◆情報収集活動（気象・台風状況） ◆情報収集活動（気象・台風状況） ◆情報収集活動（気象・台風状況）

【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置 【受2】情報共有準備室を設置

【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始 【受3】情報共有サイトの運用開始

◆企業が事前休業を検討
◆翌日以降の行事休止要否、出社体制
等の検討
◆会員企業への行事中止情報等の周
知

◆企業が事前休業を検討 ◆企業が事前休業を検討

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

◆情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
港湾の状況、職員の状況）

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有
◆発注工事請負者へ点検・対策の指示

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

◆設備に対する事前対策とその実施 ◆設備に対する事前対策とその実施 ◆企業が事前休業を決定
◆設備に対する事前対策とその実施

◆企業が事前休業を決定
◆必要に応じて従業員への帰宅呼びか
け

◆企業が事前休業を決定
◆必要に応じて従業員への帰宅呼びか
け

◆企業が事前休業を決定
◆必要に応じて従業員への帰宅呼びか
け

◆関連企業への連絡 ◆関連企業への連絡 ◆関連企業への連絡

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

◆復旧活動拠点で要員の確保及び資機
材の確認
◆資機材等集結場所の確保
◆資機材等の配備調整

◆復旧活動拠点で要員の確保及び資機
材の確認
◆資機材等集結場所の確保
◆資機材等の配備調整

◆水門の閉鎖
◆水門・樋門・防潮扉等の閉鎖

【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡窓
口について情報共有

◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施
◆設備に対する事前対策とその実施

◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施
◆設備に対する事前対策とその実施

◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施

◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施
◆設備に対する事前対策とその実施

◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施

◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施

◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
港湾の状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
港湾の状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

◆来訪者への退出誘導
◆防潮扉閉鎖
◆水門・樋門・防潮扉等の閉鎖
◆水門・樋門・防潮扉等の開閉状況を関
係機関へ連絡

【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
港湾の状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
港湾の状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

（勤務者がいるか不明）

【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
関連企業の状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
港湾の状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況、
港湾の状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状況）

（勤務者がいるか不明）

【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅰ-1】管轄機関の被害・要支援状況
について情報提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、被
災事業者等の状況）

◆復旧方針の策定
◆復旧計画活動

◆復旧方針の策定
◆復旧計画活動
◆ガス供給停止時の広報

◆応急復旧活動
◆必要に応じて災害協定団体へ協力要
請
◆港湾区域内の緊急物資輸送路の確
保
◆水門・樋門・防潮扉等の開放
◆水門・樋門・防潮扉等の開閉状況を関
係機関へ連絡

（勤務者がいるか不明） ◆地域経済安定化支援 ◆被災事業者等の支援

【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅱ-1】管轄機関の被害・要支援状況
について情報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、被
災事業者等の状況）

◆電力応急復旧
◆復旧状況の広報

◆ガス応急復旧
◆復旧状況の広報

◆復旧方針の策定
◆復旧計画活動
◆復旧状況の広報

◆応急復旧活動 ◆応急復旧活動 ◆応急復旧活動
◆地域復旧活動支援
◆地域経済安定化支援

◆応急復旧活動支援
◆被災事業者等の支援

【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情報
提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、応
急復旧状況）

【発Ⅲ-1】管轄機関の被害・要支援状況
について情報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、被
災事業者等の状況）

◆応急復旧活動
◆復旧状況の広報

◆ガス応急復旧
◆復旧状況の広報

◆ガス応急復旧
◆復旧状況の広報

◆応急復旧活動 ◆応急復旧活動 ◆応急復旧活動
◆地域復旧活動支援
◆復興活動支援
◆地域経済安定化支援

◆応急復旧活動支援
◆被災事業者等の支援

経済活動ライフライン
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第Ⅱ編 【情報共有、水防・避難計画編】 
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■位置づけ・目標・体制立ち上げ                               

 

■位置づけ 

 

情報共有、水防・避難活動を行う上で、ＴＮＴ関係機関が広域連携して活動すべき項

目、その活動方針や事前に申し合わせておくべき事項をまとめたものである。 

被害想定は、第Ⅰ編【被害想定・タイムライン編】で設定した高潮及び洪水の複合災

害とする。 

 

 

■目標 

 

台風進路予報や高潮予測情報により、海水が堤防をのり越えるなどにより大氾濫の

恐れがある等、東海地方の低平地に甚大な浸水被害が発生すると判断される状況から

被害発生までのフェーズ０を対象とする。 

被害が最小化されるよう、交通機関の安全な運行等が可能な、甚大な浸水被害が発

生する前に、避難必要者全員※を避難完了させることを目標とする。 

 

 

※避難必要者の定義については、「５.１ 避難活動の考え方」図５.１.４を参照。 
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■情報伝達のための体制 

 

気象庁の台風情報（５日予報）により、伊勢湾台風規模（上陸時９３０hPa程度）の台風

で、予測進路から、東海地方の低平地に大規模な浸水被害が発生するおそれがあると

判断される場合には、中部地方整備局及び名古屋地方気象台は、情報共有準備室を

設置し、ＴＮＴ関係機関に気象・水文情報の提供を行うと共に、その他関係機関の対応

状況も含め、情報把握を行う。 

さらに気象庁の台風情報（５日予報）により、伊勢湾台風規模（上陸時９３０hPa程度）

の台風で、予測進路から、東海地方の低平地に大規模な浸水被害が発生する可能性

が高まったと判断された場合には、中部地方整備局、名古屋地方気象台、三県（愛知

県・岐阜県・三重県）及び一市（名古屋市）は、情報共有本部を設置し、情報共有本部

がＴＮＴ関係機関に必要な情報等を提供、共有することなどにより、大規模災害に備え

た対策の準備を行う。 

なお情報共有本部は、必要に応じてＴＮＴ関係機関に、避難活動の準備等を実施す

るにあたっての情報提供を行うものであり、意思決定は行わない。 

 

 

【解説】 
 
計画規模を超える外力により発生する大規模且つ広域な災害時には、各防災関係機関が有する情報

を共有し、関係機関が連携して行動することが重要である。そのためには、関係機関の有する多様な

情報を集約させ、管理できる体制の構築が必要である。 

「情報共有準備室」及び「情報共有本部」は、現行法制で設置を求められているものではないが、

関係機関が連携して行動するための組織として、東海地方の高潮・洪水被害を最小限に抑制するため

に必要と考える、TNT協議会発議の枠組みである。 

情報共有準備室は情報共有本部へスムーズな移行を行えるよう設置するものである。また、情報共

有本部は、被災後に政府の非常災害現地対策本部が設置される際の情報提供等にも資するものとなる。 

なお、「情報共有準備室」及び「情報共有本部」の設置基準等については、「３.２.１ 情報共有準備室」

及び「３.２.２ 情報共有本部」に示す。 
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台風進路の予測技術の向上により、台風上陸1日半前から出される台風予測進路（3時、9時、15時、

21時の1日4回発表）は、実況との誤差が少なくなっており、それに伴い、台風情報を基にした高潮予

測も精度が向上した。さらに、台風の進路予報は5日前から発表されるので、その時点から日本本土

への影響の有無と大きさを判断し、防災対応が必要かの検討が可能である。 

なお、情報共有本部の設置基準の外力（台風規模）を被害想定に用いたスーパー伊勢湾台風（上陸

時910hPa）ではなく、実績の伊勢湾台風規模（上陸時930hPa）としたのは、現況にて伊勢湾台風が来

襲した場合でも、相当規模の高潮による浸水被害が予測されること及び予測の誤差を考慮したためで

ある。 

また、特別警報の運用にあたっては、台風上陸24時間前に気象庁の記者会見で、特別警報発表の可

能性を言及することがある（「１.３.２ 特別警報について」参照）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ 伊勢湾台風の進路図と最新技術による台風進路予報図（名古屋地方気象台提供） 

 

 

 

 

26日21時

26日09時 920hPa

27日09時 984hPa

26日21時

25日09時 900hPa

26日09時 920hPa

27日09時 984hPa

進路予報 

暴風域と 
暴風警戒域 

前日 9 時発表の台風進路予報図 当日 9 時発表の台風進路予報図 

進路予報 

暴風域と 
暴風警戒域 

伊勢湾台風 
実績 

伊勢湾台風 
実績 
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３．情報共有のしくみ                                        

 

３．１ 情報共有の考え方 

 

計画規模を超える外力により発生する大規模且つ広域な災害時には、各防災関係機関

が有する情報を共有し、関係機関が連携して行動することが重要である。そのためには、

関係機関の有する多様な情報を集約させ、管理できる体制の構築が必要である。 

 

 

【解説】 
 

広域的な災害とは、被害の範囲が一行政単位（市町村）を超えるような災害を想定しており、その際の防

災関係機関が連携して行動するためには、情報集約・発信の重要性及び情報集約・発信のための体制構

築が必要であることを規定したもの。 

 

ここで、「体制」とは、P.100「情報伝達のための体制」で記述されている「情報共有本部」等を指

し、その内容は、次節「３.２.１ 情報共有準備室」及び「３.２.２ 情報共有本部」で記載した。 
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３．２ 情報共有本部等 

 

被災前に関係機関が連携して行動するための組織として、情報共有準備室及び情報共

有本部を設置する。 

情報共有準備室は情報共有本部へスムーズな移行を行えるよう設置するものである。ま

た、情報共有本部は、被災後に政府の非常災害現地対策本部が設置される際の情報提供

等にも資するものとなる。 

情報共有本部等は、限られた人員で避難や救助などを行う関係機関の連携を迅速・的確

に行うために、Ｗｅｂ会議・情報共有システム等により情報共有・伝達を行う。 

 

 

【解説】 
 
本行動計画で対象とする台風に伴う高潮・洪水災害は、発災前から、ある程度、被害の規模が予測

でき、被害を最小化するための避難・水防活動等の処置が可能であるため、それらの発災前の諸活動

の総合調整を行うための組織として、「情報共有準備室」及び「情報共有本部」を設置するものであ

る。 

 

■災害対策基本法 

（非常災害対策本部の設置） 

第24条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を

推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第40条第2項の規定にかかわら

ず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。 

（非常災害対策本部の組織） 

第25条6 非常災害対策本部に、当該非常災害対策本部の所管区域にあって当該非常災害対策本部長の定めると

ころにより当該非常災害対策本部の事務の一部を行う組織として、非常災害現地対策本部を置くことができる。こ

の場合においては、地方自治法（昭和22年法律第67号）第156条第４項の規定は、適用しない。 

 

また、本行動計画で想定した規模の災害が発生した場合には、「非常災害現地対策本部」が設置さ

れると想定されることから、それへの情報提供等を想定した情報共有本部等とする必要がある。 
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図３.２（１） 情報共有本部等のイメージ 

 

【留意事項】 
 
• 今後、関係機関に、その有用性・必要性を訴え、具体的な制度化を図っていく必要がある。 
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避難先、移動手段の確保

・要支援者（病院、介護）の避難に
関する情報
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情報共有準備室は、情報共有本部へスムーズな移行を行えるように設置する。また情報共有本部

は、政府の非常災害現地対策本部が設置される場合に情報提供を行い、政府と連携した早期復旧に努

める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３.２（２） 情報共有準備室・情報共有本部と非常災害現地対策本部の関係 

 

 

政府の対応
TNT協議会

関係機関の対応

伊勢湾台風規模の台風接近（フェーズ０）

情報共有本部設置

構成機関：中部地方整備局・名古屋地方気象台

三県（愛知県・岐阜県・三重県）、一市（名古屋市）

政府非常災害対策本部設置

政府非常災害現地対策本部設置

名古屋地方気象台による台風情報

設置基準に準じて設置

情報共有本部員は政府非常災害現地対策本部に

情報提供等を行い、政府と連携した早期復旧に努める。

台風による被害発生（フェーズⅠ～）

各機関担当部署

時
間
経
過

情報共有準備室設置

構成機関：中部地方整備局・名古屋地方気象台

設置基準に準じて移行

各機関担当部署

情報共有

情報共有本部

災害対策基本法第24条

に基づき設置

災害対策基本法第25条6
に基づき設置
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情報共有準備室・情報共有本部（事務局）：中部地方整備局庁舎内 

 

図３.２（３） 情報共有本部等の位置図 

 

明道町JCT 
東片端JCT 

高速道路 国道 鉄道 県道 

情報共有本部 高速道路IC、JCT 駅 



108 
 

３．２．１ 情報共有準備室 

 

情報共有準備室は、東海地方の低平地に大規模な浸水被害が発生するおそれがあるこ

とをいち早く把握し、ＴＮＴ関係機関に大規模災害対応に向けた情報収集や心の準備を促

すことを目的に設置する。 

情報共有準備室の設置は、ＴＮＴ関係機関の誰もが入手可能な気象庁の台風情報を判

断材料とする。 

情報共有準備室の構成機関は、その役割が「関係機関への気象・水文情報の共有」であ

るため、ＴＮＴ関係機関のうち、中部地方整備局及び名古屋地方気象台とする。 

 

【解説】 
 
情報共有準備室の設置基準は、客観性を重視し、気象情報と過去の災害時の実績データとの比較に

より設定した。この設置基準と判断フローを以下に示す。 

情報共有準備室設置後、さらに台風が接近して東海地方の低平地に大規模な浸水被害が発生するお

それが高まった場合には、情報共有準備室が情報共有本部の立ち上げ基準の適合確認を行い、大規模

災害に向けた次のステップに進むこととなる。 

なお、台風情報の変更（予測精度の向上等）に伴い、今後も設置基準を適宜、見直していく。 

 
 
 
 
 
 
   図３.２.１（１） 情報共有準備室設置 

           までの判断フロー図 
 
 
 
 
 
〔数値等の根拠〕 
 
（※1）935hPa：5日予報では、過去の統計データも踏まえ、3日後までの中心気圧の予測値を利用す

るものとした。実績データから、3日後から5日後までの48時間分の気圧の変化を試算すると、

約10hPa弱まる結果となった。情報共有本部の設置基準である中心気圧945hPaから、上記の48

時間分の気圧の変化10hPaを差し引いた935hPaを、3日後の中心気圧の判断基準とした。 

（※2）965hPa：情報共有準備室は、情報共有本部に比べ、より多くのリスクに備えて準備する必要

がある。そのため、情報共有本部の設置基準である中心気圧945hPa（※3）に、72時間後の予測

値と実測値の最大差異30hPaを加えると、中心気圧は975hPaとなる。この975hPaから、北緯30

度から潮岬（北緯33.5度）上陸までの気圧変化の実績データ約10hPaを差し引いた965hPaを、

北緯30度通過時点の判断基準とした。 

（※3）945hPa：朔望平均満潮位（T.P.1.22m）の時に、伊勢湾台風時の最高潮位T.P.+3.89mを上回る

と想定される台風の中心気圧。 

【構成機関】︓中部地⽅整備局 名古屋地⽅気象台

気象庁の台⾵情報（5
⽇予報）において、以
下の条件①、②すべてを
満たしているか
①5⽇後までの予報円
を結ぶエリアに紀伊半
島（北緯34.5度以
南）を含む

②3⽇後の中⼼気圧が
935hPa（※1）以下

NO

気象庁の台⾵情報（5
⽇予報）において、以下
の条件①、②すべてを満
たしているか
①3⽇後までの予報円を
結ぶエリアに紀伊半島
の⼀部を含む

②台⾵が北緯30度を通
過時点で中⼼気圧が
965hPa（※2）以下

YES

NOYES

【関係機関との情報共有内容】
◇気象・⽔⽂情報

情報共有準備室を設置

以
後
の
台
⾵
情
報
で
随
時
確
認
す
る

72〜
36時間前120〜72時間前
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表３.２.１（１） 情報共有準備室の役割・設置基準等 
 

役割 
◇情報共有本部への移行準備 
◇TNT関係機関への気象・水文情報の発信 

構成機関 
（構成員） 

◇中部地方整備局  ◇名古屋地方気象台 
  事務局長：中部地方整備局水災害対策センター長 
  事 務 局：中部地方整備局水災害対策センター 
  担 当 者：各機関が組織内で指定した者 

設置時期 ◇台風上陸120～36時間前 

設置場所 ◇Web会議等 

設置基準 

【120～72時間前】気象庁の台風情報（5日予報）において、以下の条件①、
②すべてを満たした場合 
①5日後までの予報円を結ぶエリアに紀伊半島（北緯34.5度以南）を含む 
②3日後の中心気圧が935hpa以下 
 
または 
 
【72～36時間前】気象庁の台風情報（5日予報）において、以下の条件①、②
すべてを満たした場合 
①3日後までの予報円を結ぶエリアに紀伊半島の一部を含む 
②台風が北緯30度を通過時点で中心気圧965hPa以下 
※情報共有準備室の設置基準は、情報共有本部の設置基準を満たす恐れのある
台風を、早期に把握しておくことを目的に設定 

TNT関係機関 
との共有内容 

◇気象・水文情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図３.２.１（２） 台風情報（５日予報）         図３.２.１（３） 台風情報（５日予報） 

           【１２０～７２時間前】                    【７２～３６時間前】  

 

図3.2.1（2）の場合、3日後の中心気圧は915hPaであり（設置基準は935hPa以下）、さらに5日後まで

の予報円を結ぶエリアに紀伊半島を含むため、準備室が設置される。 

図3.2.1（3）の場合、北緯30度線では925hPa程度となり（設置基準は 965hPa以下）、さらに3日後ま

での予報円を結ぶエリアに紀伊半島の一部を含むため、準備室は継続中となる。 

905hPa

900hPa

910hPa

915hPa

925hPa

950hPa

上陸5日前

910hPa

915hPa

925hPa

945hPa

965hPa

975hPa

上陸3日前
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【参考】 台風情報変更に伴う設置基準の見直し（案） 
 
◆台風情報変更の概要 

平成31年（2019年）3月14日12時（日本時間）以降、最初に発生した台風から、現在3日先まで発表

している強度予報（中心気圧、最大風速、最大瞬間風速、暴風警戒域等）を5日先までに延長して発

表します。これにより、気象庁の発表する台風予報は、進路・強度ともに5日先までとなります。 

また、台風の暴風域に入る確率情報も、現行の3日先までから5日先までに延長します。 

（出典：気象庁報道発表 平成31年2月20日） 

 
今後、台風情報の変更（予測精度の向上等）に伴い、下記の考え方・見直し案を検討しながら、設置基

準を適宜、見直していく。 

 
◆設置基準の見直し（基本的な考え方） 

1．72時間予報（旧）は廃止され、内容は5日予報が引き継いだため名称の修正が必要。 

2．現行の5日予報における3日後の予報は、72時間予報（旧）と比べ精度は同等であると考える。 

3．現行の5日予報における 4日予報、5日予報の強度予報（中心気圧、最大風速、最大瞬間風速、

暴風警戒域等）は情報共有準備室の設置基準の最適化のため、必要に応じて利用する。 

※情報共有準備室の【120～72時間前】の条件②に、4日後、5日後の中心気圧を利用すると、

3日予報に対しブレ幅が大きく、空振りの可能性が高くなる恐れがある。しかしながら、

情報共有準備室は、見逃しをなくすため広めの判断基準とすることが当初の主旨であり、

今後台風情報の精度が徐々に向上することを見込み、利用する。 

4．台風情報（実況、1時間後推定、24時間予報）は、タイムライン上、情報共有本部の設置より後

に活用される情報のため、既往の基準同様利用しない。 

 
◆情報共有準備室 設置基準の見直し（案） 
 

【120～72時間前】気象庁の台風情報（5日予報）において、以下の条件①、②すべてを満

たした場合 

 ①暴風警戒域（※2）紀伊半島（北緯34.5度以南）を含む 

 ②台風が北緯30度を通過時点で中心気圧935hPa以下（※1） 

または 

【72～36時間前】気象庁の台風情報（5日予報）において、以下の条件①、②すべてを満

たした場合 

 ①暴風警戒域（※3）紀伊半島（北緯34.5度以南）（※4）含む 

 ②台風が北緯30度を通過時点で中心気圧965hPa以下 

※情報共有準備室の設置基準は、情報共有本部の設置基準を満たす恐れのある台風を、早

期に把握しておくことを目的に設定 

 

（※1）従来の基準では、上陸前48時間からの差分（+10hPa）を考慮して935hPaとしている。この考

え方は、中心気圧の予測が3日までしかなかったことによる。今回、中心気圧の予測が5日に

伸びたことにより、「北緯30度を通過時点」という表現に統一する。 

（※2）4・5日目の暴風警戒域を活用。②の条件から暴風警戒域は表示されている可能性が高いが、

北緯30度より北で急激に勢力が弱まる場合を除くことができる。 

（※3）120～72時間前の変更に伴い、暴風警戒域を活用。 

（※4）暴風警戒域の大きさは予報円より大きいことから必要ない該当ケースが増えてしまうため、

「紀伊半島の一部」を「紀伊半島の全部」と修正することにより、必要ない該当ケースを除

くことができる。（120～72時間前と同じ表現に修正） 
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３．２．２ 情報共有本部 

 

情報共有本部は、東海地方の低平地に大規模な浸水被害が発生するおそれが高まった

場合に、ＴＮＴ関係機関に大規模災害対応に向けた実働の準備を促すことを目的に、情報

共有準備室が設置する。情報共有本部の設置は、ＴＮＴ関係機関が予見できるよう、誰もが

入手可能な気象庁の台風情報を判断材料とする。 

情報共有本部の構成機関は、その役割が「ＴＮＴ関係機関の体制及び避難活動等の現状

把握」など多岐にわたるため、情報共有準備室の構成機関に三県（愛知県・岐阜県・三重

県）、一市（名古屋市）を加えたものに拡大する。 

 
 
【解説】 
 
情報共有本部設置については、気象情報と過去の災害時の実績データとの比較により、情報共有準

備室が行うものとした。この設置基準と判断フローを以下に示す。 

情報共有本部は、意思決定権を持たないが、避難活動等に関する現状把握、情報提供により、各機

関が行動する際の判断材料を提供するものである。 

なお、台風情報の変更（予測精度の向上等）に伴い、今後も設置基準を適宜、見直していく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３.２.２（１） 情報共有本部設置 

        までの判断フロー 
 
 
 
 
 
〔数値等の根拠〕 
 
（※3）930hPa：伊勢湾台風（昭和34年）が潮岬（北緯33.5度）に上陸した時の中心気圧≒929hPa。 

（※4）945hPa：朔望平均満潮位（T.P.1.22m）の時に、伊勢湾台風時の最高潮位T.P.+3.89mを上回る

と想定される台風の中心気圧。 

（※5）50ｍ/s：台風等を要因とする暴風特別警報発令の指針となる風速。 

（※6）T.P. 0.44m：伊勢湾台風（昭和34年）の際の、名古屋潮位観測所の天文潮位。 

 
 

【関係機関との情報共有内容】
◇気象・⽔⽂情報

情報共有準備室を設置 気象庁の台⾵情報（5⽇予報）において、以下の条件①、
②すべてを満たしているか
①24-48時間後の予報円を結ぶエリアに和歌⼭県または
三重県の⼀部を含む

②北緯30度を通過時点で中⼼気圧930hPa（※3）以下

気象庁の台⾵情報（5⽇予報）、および名古屋の天
⽂潮位予測において、以下の条件①、②、③すべてを満
たしているか
①24-48時間後の予報円を結ぶエリアに和歌⼭県また
は三重県の⼀部を含む

②北緯30度を通過時点で中⼼気圧945hPa（※4）以
下または中⼼付近の最⼤⾵速が50m/s（※5）以上

③名古屋市近辺を台⾵通過時に、天⽂潮位が伊勢湾
台⾵時（T.P. 0.44m（※6））を超える

情報共有本部を設置

YES

NO

【関係機関との情報共有内容】
◇気象・⽔⽂情報 ◇TNT関係機関の体制及び⾏動内容の現状
◇避難活動や救助活動の現状 ◇要⽀援者（病院、介護）の避難の現状

YES

以
後
の
台
⾵
情
報
で
随
時
確
認
す
る

NO 36〜24時間前（2）

36〜24時間前（1）
【構成機関】︓中部地⽅整備局 名古屋地⽅気象台

三県（愛知県・岐⾩県・三重県） ⼀市（名古屋市）
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表３.２.２（１） 情報共有本部の役割・設置基準等 
 

役割 
◇TNT関係機関への気象・水文情報の共有 
◇TNT関係機関の体制及び避難活動等の現状把握および情報提供 
◇TNT関係機関へのタイムラインの相対時間と絶対時間の誤差修正の発信 

構成機関 
（構成員） 

◇中部地方整備局  ◇名古屋地方気象台 
◇三県（愛知県・岐阜県・三重県）、一市（名古屋市） 
  事務局長：中部地方整備局水災害対策センター長 
  事 務 局：中部地方整備局水災害対策センター 
  担 当 者：各機関が組織内で指定した者 

設置時期 ◇台風上陸36～24時間前 

設置場所 ◇Web会議等 

設置基準 

【36～24時間前（1）】気象庁の台風情報（5日予報）において、以下の条件①、
②すべてを満たした場合 
①24-48時間後の予報円を結ぶエリアに和歌山県または三重県の一部を含む 
②北緯30度を通過時点で中心気圧930hPa以下 
※危機管理行動計画（第三版）の中心気圧を踏襲 
 
または 
 
【36～24時間前（2）】気象庁の台風情報（5日予報）、および名古屋の天文潮位
予測において、以下の条件①、②、③すべてを満たした場合 
①24-48時間後の予報円を結ぶエリアに和歌山県または三重県の一部を含む 
②北緯30度を通過時点で中心気圧945hPa以下 
 または中心付近の最大風速が50m/s以上 
③名古屋市近辺を台風通過時に、天文潮位が伊勢湾台風時（T.P. 0.44m）を超え

る 
※朔望平均満潮位に中心気圧945hpaの潮位は、伊勢湾台風当時の潮位T.P. 

3.89mと同等を想定 

TNT関係機関 
との共有内容 

◇気象・水文情報      ◇TNT関係機関の体制及び行動内容の現状 
◇避難活動や救助活動の現状 ◇要配慮者（病院､介護）の避難の現状 

 

 
 
 
 
 

北緯30度線で、930hPa以下で、さらに24～48時間の予

報円を結ぶエリアに三重県、和歌山県の一部を含むため

情報共有本部が立ち上がる。 

 
図３.２.２（２） 台風情報（５日予報） 

                            【３６～２４時間前】  
 
 

 

 

920hPa

930hPa

945hPa

965hPa

上陸24～48時間前

980hPa
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【コラム】 情報共有準備室及び情報共有本部の設置頻度 

1951年から伊勢湾近辺を通る台風のうち、情報共有本部の設置基準を満たした台風は6個（10年に1

回の頻度）となっており、設定した基準は厳しいものとなっている（下表参照）。 

 

表３.２.２（２） １９５１年から伊勢湾近辺を通る台風のうち、前述の基準を満たした台風の個数 
 

 情報共有準備室 情報共有本部 

台風の個数 
248個 

（年に4回の頻度） 
6個 

（10年に1回の頻度） 

内 訳 
 

1951年～ 
2018年まで 

120～72時間前 72～36時間前 36～24時間前（1） 36～24時間前（2） 

50個 
 

246（4）個 
※（ ）は左記と重複 

5個 
1個 

※台風の最大風速による検
索結果は考慮されていない 

 
 
【コラム】 平成３０年台風第２１号・第２４号における情報共有準備室及び情報共有本部の 
     設置等判断結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.２.２（３） 情報共有準備室及び情報共有本部設置までの判断フロー 

〔結果〕 

 2つの台風とも「情報共有準備室は設置」「情報共有本部は設置せず」の結果となる。 

図３.２.２（３） 設置判断の根拠 
 

 情報共有準備室設置の判断と根拠 情報共有本部設置の判断と根拠 

台風 
第21号 

【設置】 
（A）8/30 15時予報 による 
①紀伊半島を含む 
②中心気圧915hPa 
 

【設置せず】 
（C） 9/3 15時予報 による 
②中心気圧945hPa 

（D） 9/3 15時予報 
③天文潮位T.P. 0.43m 

台風 
第24号 

【設置】 
（B）9/27 21時予報 による 
①紀伊半島の一部を含む 
②中心気圧965hPa以下 
 
 

【設置せず】 
（C）9/29 21時予報 による 
②中心気圧945hPa 

（D）9/29 21時予報 による 
②中心気圧950hPa程度 

   最大風速43.7m/s 

 

NOYES

NOYES

【関係機関との情報共有内容】
◇気象・⽔⽂情報

情報共有準備室を設置

気象庁の台⾵情報（5⽇予報）において、以下の条件①、
②すべてを満たしているか
①24-48時間後の予報円を結ぶエリアに和歌⼭県または
三重県の⼀部を含む

②北緯30度を通過時点で中⼼気圧930hPa以下

気象庁の台⾵情報（5⽇予報）、および名古屋の天
⽂潮位予測において、以下の条件①、②、③すべてを満
たしているか
①24-48時間後の予報円を結ぶエリアに和歌⼭県また
は三重県の⼀部を含む

②北緯30度を通過時点で中⼼気圧945hPa以下ま
たは中⼼付近の最⼤⾵速が50m/s以上

③名古屋市近辺を台⾵通過時に、天⽂潮位が伊勢湾
台⾵時（T.P. 0.44m）を超える

情報共有本部を設置

YES

NO

【関係機関との情報共有内容】
◇気象・⽔⽂情報 ◇TNT関係機関の体制及び⾏動内容の現状
◇避難活動や救助活動の現状 ◇要⽀援者（病院、介護）の避難の現状

以
後
の
台
⾵
情
報
で
随
時
確
認
す
る YES

以
後
の
台
⾵
情
報
で
随
時
確
認
す
る

（A） （B） （C）

（D）

気象庁の台⾵情報（5
⽇予報）において、以
下の条件①、②すべてを
満たしているか
①5⽇後までの予報円
を結ぶエリアに紀伊半
島（北緯34.5度以
南）を含む

②3⽇後の中⼼気圧が
935hPa以下

120〜72時間前
気象庁の台⾵情報（5
⽇予報）において、以下
の条件①、②すべてを満
たしているか
①3⽇後までの予報円を
結ぶエリアに紀伊半島
の⼀部を含む

②台⾵が北緯30度を通
過時点で中⼼気圧が
965hPa以下

72〜
36時間前

36〜24時間前（1）

NO 36〜24時間前（2）

【構成員】︓中部地⽅整備局 名古屋地⽅気象台
【構成員】︓内閣府 中部地⽅整備局 名古屋地⽅気象台

三県（愛知県・岐⾩県・三重県） ⼀市（名古屋市）



114 
 

【留意事項】 
 
• 各災害対策本部の連携までは想定していないが、情報共有本部の設置や本部からの情報が、災害対

策本部の立ち上げの判断材料になる。 

• 情報共有本部の任務（目的）、地位、役割等に関する今後の見直しについて検討を進めていく。 

• 情報共有本部は、意思決定権を持たないが、避難活動等に関する現状把握・情報提供により、各機

関が行動する際の判断材料を提供するものである。 
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３．３ 情報共有内容 

 

情報共有準備室及び情報共有本部等は、東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議

会の組織間で、災害時の活動をスムーズに行えるよう、情報共有を行う。共有する情

報は、ＴＮＴ関係機関が、災害対策活動をする上で伝達していく情報、及び現在の状況

を把握し、今後の活動方針の判断材料となる情報とする。具体的には、台風情報に加

え、リアルタイムでの高潮・浸水情報（潮位、浸水位など）、広域な需給バランスの調整

に必要なＴＮＴ関係機関の支援に関する情報（例えば、避難所や資機材の数量）及び避

難活動や救助活動の状況等の広域的な情報を共有する。 

 

 
【解説】 
 
情報共有すべき内容は、下記表３.３.１の通りである。 

 

表３.３.１ ＴＮＴ関係機関で共有することが必要と考えられる情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【留意事項】 
 
• 情報共有の方法については、電話、FAX送信、電子メール等既存の方法に加え、情報入力作業等、

各機関の災害対策活動の負担にならないよう留意しつつ、Web会議・情報共有システム等により情

報共有を行う。 

• 情報共有サイトについては、情報共有準備室、情報共有本部での実運用や訓練を踏まえて、順次、

改良していく必要がある。 

 

時間経過 事象（トリガー）／主な出来事・活動 情報共有本部等で共有することが必要と考えられる情報（案） 情報⼊⼿先

〜上陸36時間前

◆気象庁が早期注意情報（警報級の可能性）を発表（警戒レベル1）
◆気象庁の台⾵情報（5⽇予報）から情報共有準備室を⽴ち上げ
（中部地⽅整備局、名古屋地⽅気象台）

◆交通関係機関が計画運休・通⾏⽌めの可能性を発表
◆企業、学校等が事前休業、休校を検討

◆⾃主的危機回避⾏動（⾃主避難）に関する情報提供

◇台⾵上陸予想時を含めた気象、台⾵情報 ※以降継続
（関係機関への気象・⽔⽂情報の発信） 気象庁HP

◇名古屋等における満潮等の潮位情報 気象庁HP
◇気象予警報の発表状況、今後の発表予測 気象庁HP
◇情報共有準備室の設置状況 TNT情報共有システム
◇交通関係機関の計画運休、通⾏⽌めの可能性に関する情報 交通関係機関HP
◇TNT関係機関の体制及び避難活動等の現状把握 ※以降継続 TNT関係機関HP
◇⾃主的危機回避⾏動（⾃主避難）に関する情報（必要性） TNT情報共有システム
◇関係機関へのタイムラインの相対時間と絶対時間の誤差修正の発信※以降継続 TNT情報共有システム

ステージ0
上陸

36時間〜24時間前

◆名古屋地⽅気象台・中部地⽅整備局の合同説明会
◆気象庁の台⾵情報（5⽇予報）から情報共有本部を⽴ち上げ
（中部地⽅整備局、名古屋地⽅気象台、三県⼀市）

◆交通関係機関が計画運休・通⾏⽌めの詳細情報を発表
◆企業、学校等が事前休業、休校を決定

◆⾃主的危機回避⾏動（⾃主避難）に関する情報提供

◆気象庁が特別警報発表の可能性に⾔及
◆広域避難の開始（24時間前）

◇上陸36時間前までの更新情報 TNT関係機関HP

◇情報共有本部の設置状況 TNT情報共有システム

◇各機関の体制、対応状況 TNT関係機関HP

◇交通関係機関の計画運休、通⾏⽌めの詳細に関する情報※以降継続 交通関係機関HP

◇⾃主的危機回避⾏動（⾃主避難）に関する情報（必要性） TNT情報共有システム

◇気象庁による特別警報の可能性の⾔及 気象庁HP

ステージ1
上陸

24時間〜12時間前

◆気象庁が各種注意報を発表（警戒レベル2）

◆避難準備・⾼齢者避難開始を発表（警戒レベル3）
◆避難勧告・避難指⽰（緊急）を発表（警戒レベル4）
◆避難⾏動要援護者の避難を開始し、完了する
◆避難⾏動要援護者の避難に関する情報収集
◆⾃主的危機回避⾏動（⾃主避難）に関する情報提供

◆鉄道による広域避難の完了
◆鉄道事業者が計画運休
◆路線バス・⾼速バスが計画運休

◇ステージ０までの更新情報 TNT関係機関HP

◇今後の予測⽔位情報 ※現⾏ルール下では提供が困難 ─

◇今後の波浪うちあげ⾼情報※現⾏ルール下では提供が困難 ─

◇避難情報（勧告、指⽰等）および避難所情報 県・市町村HP

◇⾃主的危機回避⾏動（⾃主避難）に関する情報（抑制） TNT情報共有システム

◇道路冠⽔や⾼速道路等の通⾏⽌め等の情報 道路・交通管理者HP

ステージ2
上陸

12時間〜9時間前

◆⾃主的危機回避⾏動（⾃主避難）に関する情報提供

◆臨時バス・⾃家⽤⾞による広域避難の完了（9時間前）

◇ステージ1までの更新情報 TNT関係機関HP
◇⾃主的危機回避⾏動（⾃主避難）に関する情報（抑制） TNT情報共有システム
◇ライフライン等の状況 ライフライン関係機関HP
◇内⽔氾濫や中⼩河川の氾濫等、被害の発⽣状況 DiMAPS（国交省）

ステージ3
上陸

9時間〜6時間前

◆気象庁が特別警報発表（暴⾵・⾼潮・波浪・⼤⾬）

◆⾃主的危機回避⾏動（⾃主避難）に関する情報提供

◆逃げ遅れ住⺠に対する措置

◇ステージ２までの更新情報 TNT関係機関HP
◇気象庁による特別警報の発表 気象庁HP
◇⾃主的危機回避⾏動（⾃主避難）に関する情報（垂直避難・待避） TNT情報共有システム
◇避難状況（逃げ遅れ）等 県・市町村HP

ステージ4
上陸

6時間〜0時間前
◇ステージ３までの更新情報 TNT関係機関HP
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【参考】 ＴＮＴ情報共有システム（サイト） ※試行版 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔解説〕 
 
① TNT関係機関のバナーを表示 

② PDFで作成したタイムラインをアップロードしたものを表示（スクロール可） 

③ 現時点のステージ・フェーズを目立つように表示（相対時間と絶対時間の調整） 
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【カテゴリー別リンク先】 
 
◇ TNT関係市町村 

 ＜愛知県＞ 名古屋市 津島市 稲沢市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村 
 ＜岐阜県＞ 海津市 養老町 
 ＜三重県＞ 桑名市 木曽岬町 朝日町 川越町 
 

◇ 交通 

 ＜総 合＞ 国土交通省中部運輸局 

 ＜道 路＞ 岐阜県  愛知県  三重県  市町村は上記「TNT関係市町村」からアクセス 

       愛知県警察本部  岐阜県警察本部  三重県警察本部 

       中日本高速道路  日本路交通情報センター  愛知県バス協会  三重県バス協会 

 ＜鉄 道＞ JR東海  近鉄  名鉄  市営地下鉄  あおなみ線 

 

◇ ライフライン 

 ＜電 気＞ 中部電力（株） 経済産業省中部近畿産業保安監督部  

 ＜ガ ス＞ 東邦瓦斯（株） 経済産業省中部近畿産業保安監督部 

 ＜通 信＞ 総務省東海総合通信局  NTT西日本東海事業本部  NTTドコモ 

 ＜港 湾＞ 名古屋港管理組合  四日市港管理組合 

 ＜上水道＞ 海津市 養老町 津島市 稲沢市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村 
       桑名市 木曽岬町 朝日町 川越町 
 ＜下水道＞ 海津市 養老町 津島市 稲沢市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村 
       桑名市 木曽岬町 朝日町 川越町 

 

◇ 救援・支援 

       海上保安庁第四管区海上保安本部  陸上自衛隊第10師団 

       厚生労働省東海北陸厚生局  農林水産省東海農政局  日本赤十字社愛知県支部 

 

◇ 経済活動 

 ＜経 済＞ 経済産業省中部経済産業局  中部経済連合会  東海商工会議所連合会   

 ＜金 融＞ 財務省東海財務局  日本銀行名古屋支店 
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【情報共有方法の事例】 
 
 物資等の供給に必要な道路ネットワークの整備・運用について、発災初期は「通れるマップ」によ

り、情報が整理されてからは「DiMAPS」及び「SIP4D」により道路の被害・復旧等の情報を提供す

る。 

 

【事例①】統合災害情報システム「DiMAPS」（中部地方整備局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             （出典：国土交通省HP「DiMAPS」） 
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【事例②】愛知県防災情報システム（愛知県） 
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【事例③】被害情報集約システム（岐阜県） 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災対策上最も重要な被害情報集約のみを自システムで処理する「被害情報情報集約システム」を

運用している。 

なお、既存システムの情報は、各システムの閲覧ページへリンクし、閲覧可能としている。 
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【事例④】防災情報システム（三重県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ地震

激化の様相を見せる風水
害など

大規模災害の脅威 防災情報プラットフォーム システムの導入効果

情報の可視化によ
る迅速な概況把握

ができる

関係者間の情報共有
 被害情報等を地図上に表示

 各データの重ね合わせによる
被害予測を支援

 時系列で被害情報等(速報、詳
細)を入力し活動状況を共有

 活動目標を共有し対策立案を
支援

対応経過表

業務の省力化
 簡便な被害情報の登録
 緊急速報メールの一括配信
 スマートフォン等の活用

わかりやすい情報提供

 地図等を利用したより分かりや
すい情報提供

リアルタイムに情報
共有ができる

対応の進捗状況が
管理できる

緊急情報をより迅
速かつ分かりやすく

伝達できる

クラウド上に構築

クラウド化により耐
災害性が向上する

防災GIS

災害対応⼒の強化が必要

県民向けポータル

防災情報プラットフォームの概要

地図等による被
害情報の提供

災害対応を行う

「関係者間の情報共有」
を促進し、

「業務の省力化」
を行うことで、多くの労力と時間
を要する「情報分析」や「対策立
案」を迅速に行う。
また、県民に対し、

「わかりやすい情報提供」
を行い、「自助」「共助」「公助」
が連携した災害対応を行う。

基本方針

そのためには・・・

防災情報プラットフォームの仕組み

防
災
情
報
シ
ス
テ
ム

市 町

災 対 情 報

避難指示・勧告

避 難 所 情 報

被 害 情 報

気 象 情 報

国管理河川情報

ﾗｲﾌﾗｲﾝ等情報

県管理河川情報

県管理道路情報

県

情報提供機関

災 対 情 報

土砂災害情報

提供

入力

閲覧

提供

閲覧

防災みえ.jp

ホームページ

日本語
英語

中国語
韓国語

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語
ｽﾍﾟｲﾝ語

ﾒｰﾙ等配信ｼｽﾃﾑ

登録制ﾒｰﾙ
twitter
(LINE)

県民

スマートフォン

パ ソ コ ン

携 帯 電 話

情報伝達機関

緊急速報メール

NTTdocomo
au

Softbank

Ｌアラート

閲覧

配信
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【事例⑤】広域災害救急医療情報システム（EMIS:Emergency Medical Information System）（厚生労働省） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緊急時入力情報

詳細入力情報

発災直後、医療機関から入力し
てもらう情報

建物・施設被害の有無
患者収容の可否
ライフラインの可否
その他

医療機関の状況がある程度把握
できた頃に入力してもらう情報

システム画面イメージ取り扱う情報

医療機関の機能
手術受入可否
人工透析受入可否

受入実績（重症・中等症）

転送が必要な患者数（重症･中
等症）
ライフライン状況
その他

情報共
有・
活用

【広域災害・救急医療情報システムの特徴】
○医療機関と行政機関との情報共有ツール
○共有する情報
（医療機関の被災状況、患者受入可否情報など）
⇒病院支援を必要とする医療機関が判明
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３．４ 地域住民からの被災状況の情報収集 

 

的確な避難オペレーションを行うためには、リアルタイムでの高潮・浸水情報（潮位、

浸水位など）の入手・提供が必要である。 

また、避難活動や救助活動の状況を把握し、広域的な情報を共有する必要がある。 

観測施設をさらに整備することは困難であるため、地域住民が認知した浸水などの

被害状況を、いかに迅速に把握し、災害対応へ反映することが重要である。 

 

 

【事例】 
 
住民が認知した浸水などの被害状況を収集するしくみの具体的な事例として、次頁の名古屋市のよ

うな、市民観測情報（定点観測）の事例がある。 

これは、市民の方々に、近辺の災害状況を、インターネットを活用して、市災害対策本部に情報提

供してもらうものである。ボランティアとして、事前登録を行うことで、情報の信憑性を高めている

試みである。 
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【事例】 ＳＮＳを利用した住民情報の収集 （名古屋市）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：なごや減災プロジェクトHP http://weathernews.jp/gensai_nagoya/） 
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【参考】 災害対応におけるＳＮＳ活用ガイドブック 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：首相官邸HP https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/bousai.html） 
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３．５ 災害対策活動の情報伝達 

 

防災関係機関は、速やかに関係機関へ情報伝達等を行い、現地における災害対策

活動を開始する。 

防災関係機関は、レベルに応じて連携して活動を実施する。 

防災関係機関同士の通信、防災関係機関から住民まで通信ルートにおいては、同報

無線または光ファイバーの活用を図るなど、通信手段の二重化やバックアップ機能を

有すなどの対策を十分行い、通信の断絶が発生しないようにしておく。 

 

 

【参考】 
 

図３.５.１に、フェーズ０の各ステージにおける災害対策活動時の情報伝達フロー図を示す。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３.５.１（１） 情報伝達フロー図（フェーズ０ ステージ０～１）  

水
防
活
動

救
助
活
動

医
療
救
護
活
動

避
難
活
動

情
報
活
動

1-8 （広域避難）交通制御等

1-9 （広域避難）他県への支援依頼
（広域避難）避難所開設

1-6 （広域避難）避難手段の確保

1-7 （広域避難）避難用バスの運行

0-8 （広域避難）避難バスの準備

域内実働部隊の出動準備

1-13 医療施設への確認

1-2 各種注意報の発表

1-1 台風情報の発表

ステージ０

1-12 域内実働部隊出動待機

1-11

0-3 情報共有本部の設置

0-1 台風情報の発表

0-2 合同説明会・特別警報発表の可能性

ステージ１

1 台風情報の発表

2 早期注意情報

3 情報共有準備室設置

4 計画運休・通行止めの可能性

広域避難実施に向けた事前調整5

0-5 自衛水防活動の準備

1-3
避難準備・高齢者避難開始
避難勧告・避難指示（緊急）

0-4 広域避難の開始（24時間前）

0-9

1-4 自衛水防活動の実施

0-7 計画運休・通行止めの詳細情報

0-6 排水ポンプ車の派遣要請調整 1-5 排水ポンプ車の派遣要請

1-10 鉄道による広域避難の完了
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図３.５.１（２） 情報伝達フロー図（フェーズ０ ステージ２～４）  

 

 

 

水
防
活
動

救
助
活
動

避
難
活
動

情
報
活
動

医
療
救
護
活
動

3-1
暴風・大雨・高潮・波浪特別警報発表、
台風情報の発表

3-2 地下施設への対策活動

3-5 域外からの支援準備

3-7 診療中止して域外搬送準備を指示

3-3 水門・樋門・閘門などの操作

3-4 域内実働部隊の集結完了

3-6 ヘリ・ボートの調達

3-8 ドクターヘリなどの確保

3-9 域外搬送開始

2-1 暴風、高潮警報、台風情報の発表

2-2 洪水に対する水防活動

2-7 自衛隊出動準備

2-8 域外搬送用手段の確保

2-3 排水ポンプ車の配置完了

4-1 台風情報の発表

4-2 資機材等集結場所の確保

4-5 入院患者の移動完了

4-3 水門・樋門・閘門などの操作完了

4-4 域外実働部隊の集結場所の確保

ステージ２ ステージ３ ステージ４

2-5 船舶退避命令

2-6
臨時バス・自家用車による広域避難の
完了

2-4 避難所浸水対策活動
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４．水防活動                                           

 

４．１ 水防活動の考え方 

 

水防活動を担う水防団や消防団及び施設管理者は、大規模な高潮・洪水発生時に

は、堤防に設置してある水門の閉鎖や堤防まわりの水防活動などの従来型の被害を防

止する活動だけでなく、地下施設への対応、応急復旧活動がスムーズに行えるような

拠点被害を抑止する活動も行う。活動にあたっては、警察、消防、自衛隊の実動部隊と

連携して実施するものとする。 

 

 

【解説】 
 

スーパー伊勢湾台風クラスの計画規模を超える大規模台風来襲時には、表４.１.１に示すような水防活動

を行う必要がある。なすべき水防活動の具体的な行動項目案を以下に示す。 

 

表４.１.１ なすべき水防活動一覧表 
 

活動項目 活動時期 関係機関 活動概要 

待機 

 

水防警報（対機）

発令後 

水防団、消防団 

 

出水あるいは水位の再上昇が懸念される場合に、状況に応

じて直ちに水防機関が出動できるように待機する。 

準備 

 

水防警報（準備）

発令後 

水防団、消防団 

 

水防に関する情報連絡、水防資機材の整備、水門機能等

の点検、通信及び輸送の確保等に努める。 

出動（巡視） 

 

 

水防警報（出動）

発令後 

 

河川管理者 

海岸堤防管理者 

 

随時区域内の河川、海岸堤防等を巡視し、水防上危険であ

ると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤

防等の管理者に連絡して必要な措置を求める。 

警戒 

 

 

 

はん濫注意水位

を超え、災害の起

こる恐れがあると

き 

河川管理者 

海岸堤防管理者 

その他、水防関係

機関 

水防区域の監視及び警戒し、現在工事中の箇所及び既往

災害箇所、その他特に必要な箇所を重点的に巡視し、異常

（越水・漏水・法崩・亀裂等）を発見した場合は直ちに、水防

関係機関に連絡すると共に水防作業を開始する。 

避難路の確保 

 

避難勧告・指示発

令後 

警察、道路管理者 

 

避難路を確保するため、市町村等関係機関と連携をとり、必

要に応じ交通整理、交通制御等の活動を行う。 

近隣避難場所

の確保 

避難勧告・指示発

令後 

県市町村 

 

避難場所が浸水しないよう、浸水抑制のための土のう積みな

どの活動を行う。 

救助・応急復旧

活動場所の確

保 

 

被害の発生が予

測された後 

 

 

消 防 、 施 設 管 理

者、自衛隊、復旧

業者 

 

救助活動や応急復旧活動場所が浸水しないよう、浸水抑制

のための土のう積みなどの活動を行う。 

※水防工法の技能を有する自衛隊の部隊は限られているの

で、部隊の派遣には効果的な人員配備が必要。 
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図４.１.１ 避難勧告等に関するガイドライン ５段階の警戒レベル 

（出典：中部地方整備局資料） 

 

■自衛隊法 
（災害派遣） 

第83条  都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要がある

と認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 

 

 

 

４．２ 施設準備 

 

水門・樋門・閘門・防潮扉などの施設管理者は、地先水位の状況や現地の実状に沿

って、適切なタイミングで閉鎖を行うものとする。 

 

 

【解説】 
 
各施設管理者は、適切なタイミングで閉鎖を行うために、スーパー伊勢湾台風クラスの計画規模を

超える高潮災害時の操作ルールについて、十分な検討を行って設定するものとする。また、操作訓練

を行い、操作ルールの実行性の確認や操作習熟を図るものとする。 

例えば、計画規模において細かな操作ルールであったとしても、計画規模を超えるような大災害時

には、操作員の安全を確保するために、早期に操作完了するなどの新たな具体的な操作ルールを各管

理者が検討しておく必要がある。 

 

水位 氾濫注意水位（レベル２）

避難判断水位（レベル３）

氾濫危険水位（レベル４）

一定時間
後に氾濫
危険水位
到達を予
測した場

合

氾濫危険水
位を超えた

場合

洪水注意報 洪水注意報洪水警報 大雨特別警報 洪水警報

レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

命を守
る

最善
の行
動

氾
濫
注
意
情
報

氾
濫
警
戒
情
報

氾
濫
警
戒
情
報

氾
濫
危
険
情
報

氾
濫
発
生
情
報

氾
濫
危
険
情
報

氾
濫
警
戒
情
報

氾
濫
注
意
情
報

氾
濫
注
意
情
報
解
除

速や
かに
避難
先に
避難

高齢者等
は避難

他の住民
は準備

避難
行動
の確
認

避
難
勧
告

避
難
指
示

プッ
シュ
配信

プッ
シュ
配信

国（整備局）

自治体

住民

国（整備局・気象台）

国（気象台）

災害
発生
情報

避難準
備・高齢
者等避難

開始

氾濫が発生し
た場合
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４．３ 地下鉄・地下街への対応 

 

地下鉄、地下街及びその他地下施設の管理者は、水防法に基づき、地下施設への入

口において浸水対策を事前に十分行い、地下施設の浸水抑止活動を行うものとする。 

計画規模を超えるような水量が地下施設へ流入するなど、新たな対策が必要と考え

られるため、地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の

浸水の防止を行う自衛水防組織を設置し、早急に「避難確保計画」や具体的な流入抑

止設備対策、避難誘導対策を検討する。 

 

 
【解説】 
 
平成25年6月の水防法改正で、市町村地域防災計画

に定める浸水想定区域内の地下街、高齢者等利用施

設、大規模工場等の所有者等に対し、市町村長から

洪水予報等が直接伝達されようになった。 

また、地下鉄や地下街等の事業所について、避難

確保計画または浸水防止計画の作成、訓練の実施、

自衛水防組織の設置等が規定された。 

なお、平成27年8月26日に国土交通省 水災害に関

する防災・減災対策本部の地下街・地下鉄WGの最

終とりまとめが、以下のように発表された。 

                                     写真４.３.１ 東海豪雨での地下鉄地下通路浸水の様子 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省 水災害に関する防災・減災対策本部の地下街・地下鉄WGの最終とりまとめ資料） 
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■水防法 
 

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置） 

第15条 市町村防災会議（災害対策基本法第16条第1項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村

にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第14条第1項の規定による洪水浸水想定区域の指定、

第14条の2第1項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指

定があつたときは、市町村地域防災計画（同法第42条第1項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）に

おいて、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項

について定めるものとする。ただし、第4号ハに掲げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所

有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。 

一 洪水予報等（第10条第1項若しくは第2項若しくは第11条第1項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象

庁長官若しくは都道府県知事及び気象庁長官が行う予報又は第13条第1項若しくは第2項、第13条の2若しくは第

13条の3の規定により国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長が通知し若しくは周知する情報をいう。次項

において同じ。）の伝達方法 

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

三 災害対策基本法第48条第1項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は高潮に係る避難訓練の実施

に関する事項 

四 浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第3項において同

じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地 

イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に建設が予定されてい

る施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。）をいう。

次条において同じ。）でその利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅

速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの 

ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施

設をいう。第15条の3において同じ。）でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要がある

と認められるもの 

ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通省令で定める基準を参酌して

市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（第15条の4において「大規模工場等」という。）でその洪水

時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの 

五 その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

2 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項を定めるときは、当

該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者への洪水予報等の伝

達方法を定めるものとする。 

一 前項第4号イに掲げる施設（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。） 当該施設の

所有者又は管理者及び次条第九項に規定する自衛水防組織の構成員 

二 前項第4号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第15条の3第6項の規定により自衛水防組織が置か

れたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員） 

三 前項第4号ハに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第15条の4第1項の規定により自衛水防組織が置か

れたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員） 

3 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画において

定められた第1項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者（第15条の11において「住民等」という。）に周知させ

るため、これらの事項（次の各号に掲げる区域をその区域に含む市町村にあつては、それぞれ当該各号に定める事

項を含む。）を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。 
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（地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第15条の2 前条第1項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は

管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑か

つ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなけ

ればならない。 

2 前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合において、当該地下街等と連

続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の

確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあるときは、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴く

よう努めるものとする。 

3 第1項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告

するとともに、公表しなければならない。 

4 前2項の規定は、第1項に規定する計画の変更について準用する。 

5 市町村長は、第1項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を

図るため必要があると認めるときは、前条第1項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められ

た連続する2以上の地下街等の所有者又は管理者に対し、第1項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をする

ことができる。 

6 市町村長は、第1項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合において、当該

地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要があると

認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。 

7 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第1項の地下街等の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、その指

示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

8 第1項の地下街等（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以下この条において同じ。）

の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑か

つ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止のための訓練を行わなければならない。 

9 第1項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の洪水時

等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置かなければならない。 

10 第1項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水

防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したと

きも、同様とする。 
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【参考】 地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き（案） （洪水・内水・高潮編） 
 
《高潮時の対応》チェックリスト 

防災体制 

潮位情報等の情報収集を開始する体制、避難誘導を開始する体制が別々に定められているか。 

体制区分ごとの確立の判断時期は、客観性・具体性を有し、わかりやすい判断基準（手引きの記載例

と同程度）であるか（例：「○○が浸水の危険性を認識したとき」のみとなっていないか等） 

地上部の想定される浸水状況（浸水深や浸水継続時間）に照らして、避難誘導を開始する体制確立の

判断時期は適切か（例：警戒体制確立の判断時期を高潮警報発表（当該地下街等の地上部におい

て、想定される浸水深や浸水継続時間が短い場合）と設定するなど） 

体制区分ごとの活動内容（手引きの記載例と同程度）及び対応組織（平日・休日ごと※）が具体的に定

められているか 

情報収集及び伝な達 

収集する情報について具体的な収集方法が定められているか（例：ラジオ、インターネット等） 

「体制ごとの施設内緊急連絡網（平日・休日ごと※）」が定められているか 

連続施設からの浸水が見込まれる場合や連続施設を避難場所としている場合は、「体制ごとの施設内

緊急連絡網」にそれらの連続施設が含まれているか。 

浸水防止に関する活動 

（浸水防止が必要な場合に限る） 

具体的な対策方法（止水板・土のう）及び設置個所が定められているか 

(又は浸水防止対策を実施しなくても十分な避難時間を確保できる旨記載しているか） 

避難誘導 

避難場所及び避難経路が図面等（平日・休日ごと※）で具体的に定められているか 

避難場所は浸水が想定されない場所に設定されているか 

災害時要配慮者の避難に関する支援方法が定められているか。 

避難経路に浸水防止設備を設置する出口等が含まれていないか（避難完了後に浸水防止設備を設

置する出口等は除く） 

避難の確保及び浸水の防止を

図るための施設の整備 

情報収集・伝達、避難誘導、浸水防止対策に必要な資器材等の一覧が記載されているか 

浸水防災対策に用いる浸水防止設備等の保管場所、個数及び整備計画が定められているか。 

（出典：全国水防管理団体連合会HP） 

 

【参考】 平成２９年度名古屋駅地区地下空間タイムライン （共通行動版（案）） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：庄内川河川事務所HP「庄内川タイムライン検討会」） 
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５．避難活動                                          

 

５．１ 避難活動の考え方 
 

 

【避難対象者】 
大規模洪水および高潮災害時を想定すると、浸水エリアを含む市区町村に居住してい

る人口は、約２４３万人（Ｈ２７国勢調査）である。そのうち、要避難者数は約５５万人。地域
内で収容不可能な人数、すなわち、広域避難を必要とする人数は約２５万人である。 

危機管理行動計画における被害想定は、スーパー伊勢湾台風による高潮及び洪水の
複合災害としているが、災害発生を時系列で考えた場合、先行して高潮被害が発生し、
その後、洪水被害が起こる可能性が高い（伊勢湾台風の実績）と想定したので、本行動計
画では高潮による浸水エリアを先行して避難させる。 

この場合、要避難者数は約３６万人。広域避難を必要とする人数は約１６万人である
（自主的危機回避行動（自主避難）者数の約１万人を含む）。ただし、洪水による浸水被害
が発生すると想定される地域も考慮して避難先を検討する。 ※自主的危機回避行動
（自主避難）者数の推計方法は５．２参照 
 
【避難行動】 

避難場所を確保することは、浸水エリアを抱える市区町村のみでは困難であるため、
当該市区町村を越えた広域避難が必要である。また、避難行動として垂直避難の考え方
も導入する。さらに、事前の自主的危機回避行動（自主避難）を促すことも重要である。 

「自主的危機回避行動（自主避難）」は、「自治体の避難情報の発令以前に、浸水想定
区域外の市町村にある指定された避難所以外の親戚宅・知人宅等に避難すること」と定
義する。 

なお、避難活動には、要配慮者への対応や風速が１５ｍ/ｓを超えると避難できないこと
などを考慮する必要がある。 

また、交通機関の計画運休や道路の通行規制（風速）が避難行動に影響を与えること
も考慮する必要がある。 
 
【避難場所】 

行政が指定する広域避難の避難所は、高潮及び洪水の浸水エリア外に設定する。また、
洪水による避難者の受入人数を確保しておく必要がある。 

なお、浸水エリア以外においても、他の河川等からの浸水被害が発生していることも想
定されることから、浸水規模、浸水程度に応じた広域避難先の弾力的設定を、今後検討
する。 

自主的危機回避行動（自主避難）場所については、各自で調達するものとし、場所や移
動手段を考えておくことを事前に周知する必要がある。 
 
【避難経路・避難誘導】 

避難経路および避難誘導については、極力一般交通機関等を利用させる等、道路渋
滞を発生させない避難方法を検討する。 

特に車の誘導、渋滞への対策として、必要に応じ交通整理や交通制御等、バスの調達
など、大規模輸送の事前計画が必要である。交通制御等などの車の誘導や渋滞への対
策については、道路管理者、警察などで具体的な検討を行う。 

また、これらの計画を事前に十分周知するとともに、避難指示（緊急）が発令された
場合には、各戸に周知する方法については、各市町村で検討する。 
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【解説】 
 
スーパー伊勢湾台風規模の計画規模を超える災害時の要避難者数は、極めて多数であり、早期避難

が重要である。早期避難を促す対応としては、例えば、早期避難の普及啓発やハザードマップの周知、

訓練の実施、要配慮者の対策等が考えられる。避難時には、共助の役割が大きいため、共助の育成を

図る必要がある。 
広域避難は、スーパー伊勢湾台風による浸水被害が予想された場合（図５.１.１及び図５.１.２）に、住

民を迅速に安全な場所に避難させるため、避難等に係る情報連絡体制及び避難先、避難手段の調整、

避難ルートの選定、避難市区町村から避難受入自治体までの間の避難体制の確保等の基本フレームを

定めるものである。実際の状況は、計画策定時の想定通りとはならないことから、「人命を第一に」、

臨機応変な対応を、関係機関と連携して活動できるよう体制の構築を目指すものとする。 
広域避難人口については、高潮のみをが発生した場合を想定（表５.１.２）し、浸水深に応じて避難

行動を定義（図５.１.４）すると共に、湛水期間に応じて避難場所を設定した。具体的には、①湛水期

間が7日以下のエリアは待避及び域内避難を優先させ、②待避及び域内避難だけでは収容できない人

数を広域避難とする。また、③湛水期間が8日以上のエリアは当該エリア外に避難することとしてい

る。（図５.１.５） 

湛水期間は「濃尾平野の排水計画（第1版）」に基づいて算出している。（図５.１.３ 詳細は「１１.排

水・堤防復旧」を参照。） 
 
【留意事項】 
 
• 本行動計画では対象外としている、洪水による浸水エリアの避難についても、検討を進めていく必

要がある。 

• 広域避難先は、高潮＋洪水の浸水エリア外とし、事前に受入市町村と受け入れ態勢について、十分

調整する必要がある。 

• 広域避難者（再避難者を含む）を受け入れる避難先市町村の意向を確認し、計画熟度を固める必要

がある。 

• 洪水で浸水被害が発生すると想定される地域の広域避難計画の定量的かつ詳細な検討が必要。 

• 垂直避難について、湛水範囲や浸水深、期間によって、再避難・物資の供給を検討する必要がある。

また、待避についても同様に再避難、物資の供給について検討する必要がある。（再避難に関する

詳細は「9.1 活動方針」、物資の供給については「10.1 活動方針」を参照） 

• 現行法制度では、避難に係わる交通規制について、明定されたものがないことから、避難路等の確

保を目的とした交通制御等が実施できる体制・仕組みづくりの検討が必要である。 

• 日本特有の地形条件により、台風進路により避難先も水害や土砂災害など被災する可能性があるこ

とを勘案すると、広域避難計画は一つのシミュレーションに対応するもの、という認識をしておく

必要がある。 

• 事前避難の必要性を住民に理解してもらうための方策が必要である。 

• 広域避難の実効性向上に向けて、自主的危機回避行動（自主避難）者数を増やす必要がある。 

• 垂直避難、近隣避難所及び広域避難先は、仮設住宅建設までの長期的な滞在地点ともなるので、十

分な支援体制を確保する必要がある。 

• 垂直避難は居住している集合住宅の上層階へ避難できるよう、集合住宅内で事前に十分調整する必

要がある。 

• 避難先は、小中学校や高校、大学の教室、公民館、ホテル、倉庫などをあらかじめリストアップし、

必要に応じて施設管理者と協定を結んでおく必要がある。なお、浸水想定区域内の避難所は、高潮

＋洪水の最大想定浸水深を上回る高さのフロアを有するものが望ましい。 

• 要配慮者については、避難勧告発令前に避難準備・高齢者等避難開始を発令し、長期滞在設備を有

する避難所へ避難させる必要がある。 

• また、広域避難先については、再避難に関しても、受入市町村と受け入れ態勢について、十分調整

する必要がある。 

• 広域避難者の登録制度など、避難側市町村が住民の安否や避難状況を把握できる仕組みを検討する

必要がある。 

• 再避難の際には、アクセス路が浸水している場合もあるため、ボートやヘリなど、あらゆる手段を

用いて、再避難を支援する必要がある。 
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図５.１.１ 高潮および洪水による浸水が発生した場合の最大浸水深図 
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図５.１.２ 高潮による浸水が発生した場合の最大浸水深図 

                              ※ピンク枠の浸水範囲は、洪水を含めた浸水範囲を表す

※ 
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図５.１.３ 高潮および洪水による浸水が発生した場合の湛水期間図 

 

【図の作成方法】 
 
航空レーザ測量により得られた精密な地盤高を基に、排水ブロック毎の水位と湛水量の関係を作成

し、各排水ブロックで想定される排水能力を勘案して、湛水期間分布図を作成した。なお、排水ブロ

ックおよび各排水ブロックの排水能力は、「濃尾平野の排水計画（第1版）」のデータを用いた。 

避 難 対 象 
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表５.１.１ 各市区町村避難総人口・近隣避難所収容可能人口等一覧表（高潮＋洪水） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●避難総人口、湛水域外（避難不要）人口：                              

    平成27年度国勢調査、危機管理行動計画（第三版）高潮および洪水による浸水が発生した 
    場合の最大浸水深より算出 
 ●待避：平成27年住宅土地統計調査より算出 
 ●垂直避難人口：平成27年度国勢調査より算出 
 ●近隣避難所収容可能人口：市区町村提供の避難所最新データより算出 
 ●自主的危機回避行動（自主避難）人口：アンケート回答結果より算出 
 
【注意】 
 
• 本行動計画の検討にあたり、WG・作業部会での議論を深めるために作成したものであり、1つの

考え方として任意に設定した条件に基づいて算出した計算の一例である。このため、本資料に基づ

き各機関が行動しなければならないといった性質のものではない。 

• 本検討では、名古屋市の各区の住民の避難行動が、周辺市町村の避難行動に大きな影響を与えるこ

とから、名古屋市の区を市町村と同列に扱い、任意に設定したものである。 

避 難 対 象 

県名
市区

町村名

避難
総人口
（人）

湛水域外
（避難不要）
人口（人）

待避
（人）

垂直避難
人口（人）

近隣避難所
収容可能
人数（人）

湛水域外
近隣避難所

空き人数（人）

広域避難
人口（人）

自主的
危機回避
行動（人）
（6.5%）

岐阜県 大垣市 400 159,400 100 0 111,000 110,600 0 0

岐阜県 海津市 9,600 17,200 8,300 200 27,500 18,100 0 0

岐阜県 養老町 8,600 18,900 1,500 0 25,000 16,400 0 0

岐阜県 輪之内町 100 9,700 200 0 10,500 10,400 0 0

愛知県 北区 10,700 108,200 44,700 7,300 16,500 13,100 0 0

愛知県 西区 48,600 57,500 43,100 18,700 12,400 0 17,500 1,100

愛知県 中村区 25,900 1,500 105,800 18,600 11,800 4,500 0 0

愛知県 中区 800 70,700 11,700 700 6,500 6,400 0 0

愛知県 瑞穂区 3,900 80,500 21,000 2,600 10,300 9,000 0 0

愛知県 熱田区 6,500 21,400 38,000 5,000 6,900 5,400 0 0

愛知県 中川区 64,800 22,300 133,100 22,100 14,200 0 28,500 1,900

愛知県 港区 63,100 0 83,600 19,300 14,000 0 29,800 1,900

愛知県 南区 45,200 42,200 49,500 12,000 10,900 0 22,300 1,400

愛知県 緑区 3,400 232,400 6,000 1,800 22,200 20,600 0 0

愛知県 津島市 46,300 0 17,100 1,800 14,100 0 30,400 2,000

愛知県 稲沢市 9,200 105,900 21,700 900 10,300 2,000 0 0

愛知県 東海市 7,800 96,000 8,100 3,300 6,500 2,000 0 0

愛知県 愛西市 42,400 600 20,100 1,500 5,200 0 35,700 2,300

愛知県 弥富市 37,800 0 5,500 1,000 6,100 0 30,700 2,000

愛知県 あま市 27,500 57,800 1,600 0 17,600 0 9,900 600

愛知県 大治町 400 28,800 1,800 300 1,800 1,700 0 0

愛知県 蟹江町 37,100 0 0 0 2,100 0 35,000 2,300

愛知県 飛島村 4,400 0 0 0 1,900 0 2,500 200

三重県 桑名市 29,400 91,300 19,600 5,300 53,500 29,400 0 0

三重県 木曽岬町 4,600 0 1,700 0 3,000 0 1,600 100

三重県 朝日町 200 10,400 0 0 4,000 3,800 0 0

三重県 川越町 10,200 0 4,500 2,000 2,700 0 5,500 400

548,900 1,232 ,700 648 ,300 124,400 428,500 253,400 249,400 16,200合計
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表５.１.２ 各市区町村避難総人口・近隣避難所収容可能人口等一覧表（高潮のみ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●避難総人口、湛水域外（避難不要）人口：                              

    平成27年度国勢調査、危機管理行動計画（第三版）高潮および洪水による浸水が発生した 
    場合の最大浸水深より算出 
 ●待避：平成27年住宅土地統計調査より算出 
 ●垂直避難人口：平成27年度国勢調査より算出 
 ●近隣避難所収容可能人口：市区町村提供の避難所最新データより算出 
 ●自主的危機回避行動（自主避難）人口：アンケート回答結果より算出 
 
【注意】 
 
• 本行動計画の検討にあたり、WG・作業部会での議論を深めるために作成したものであり、1つの

考え方として任意に設定した条件に基づいて算出した計算の一例である。このため、本資料に基づ

き各機関が行動しなければならないといった性質のものではない。 

• 本検討では、名古屋市の各区の住民の避難行動が、周辺市町村の避難行動に大きな影響を与えるこ

とから、名古屋市の区を市町村と同列に扱い、任意に設定したものである。 

避 難 対 象 

県名
市区

町村名

避難
総人口
（人）

湛水域外
（避難不要）
人口（人）

待避
（人）

垂直避難
人口（人）

近隣避難所
収容可能
人数（人）

湛水域外
近隣避難所

空き人数（人）

広域避難
人口（人）

自主的
危機回避
行動（人）
（6.5%）

岐阜県 大垣市 0 159,900 0 0 111,000 111,000 0 0

岐阜県 海津市 0 35,200 0 0 27,500 27,500 0 0

岐阜県 養老町 0 29,000 0 0 25,000 25,000 0 0

岐阜県 輪之内町 0 10,000 0 0 10,500 10,500 0 0

愛知県 北区 0 163,600 0 0 16,500 16,500 0 0

愛知県 西区 1,500 146,300 1,300 600 12,400 11,500 0 0

愛知県 中村区 21,900 21,600 89,700 15,800 11,800 5,700 0 0

愛知県 中区 500 76,300 6,500 400 6,500 6,400 0 0

愛知県 瑞穂区 3,900 80,500 21,000 2,600 10,300 9,000 0 0

愛知県 熱田区 6,500 21,400 38,000 5,000 6,900 5,400 0 0

愛知県 中川区 64,800 22,300 133,100 22,100 14,200 0 28,500 1,900

愛知県 港区 63,100 0 83,600 19,300 14,000 0 29,800 1,900

愛知県 南区 45,200 42,200 49,500 12,000 10,900 0 22,300 1,400

愛知県 緑区 3,400 232,400 6,000 1,800 22,200 20,600 0 0

愛知県 津島市 4,300 57,500 1,600 200 14,100 10,000 0 0

愛知県 稲沢市 0 136,900 0 0 10,300 10,300 0 0

愛知県 東海市 7,800 96,000 8,100 3,300 6,500 2,000 0 0

愛知県 愛西市 6,200 54,000 2,900 200 5,200 0 800 100

愛知県 弥富市 36,700 1,200 5,400 1,000 6,100 0 29,600 1,900

愛知県 あま市 12,600 73,500 700 0 17,600 5,000 0 0

愛知県 大治町 400 28,800 1,800 300 1,800 1,700 0 0

愛知県 蟹江町 37,000 100 0 0 2,100 0 34,900 2,300

愛知県 飛島村 4,100 300 0 0 1,900 0 2,200 100

三重県 桑名市 29,300 91,400 19,600 5,300 53,500 29,500 0 0

三重県 木曽岬町 4,600 0 1,700 0 3,000 0 1,600 100

三重県 朝日町 200 10,400 0 0 4,000 3,800 0 0

三重県 川越町 10,200 0 4,500 2,000 2,700 0 5,500 400

364,200 1,590 ,800 475 ,000 91,900 428,500 311,400 155,200 10,100合計
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（用語の定義） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５.１.４ 避難に関する用語定義の解説図 

 

本行動計画における用語の定義を以下とする。 

■屋内安全確保【待避と垂直避難の合計】 

・自宅もしくは集合住宅内の2階以上の安全を確保できる高さに避難すること。（*1） 

待  避：浸水域内の居住者の中で、最大浸水深より高い場所に居住しているため、避難所に

避難せずに住居内に留まること 

<例>一戸建（自宅）の2階以上に避難する場合、・集合住宅の上層階に居住している場合 

垂直避難：集合住宅の低層階居住者が、居住している集合住宅の上層階に避難（垂直避難）し

て、当該集合住宅内に留まること。 

■域内避難 【湛水域内近隣避難所避難、湛水域外近隣避難所避難、垂直避難の合計】 

・居住している市区町村内の近隣避難所等への避難および垂直避難。 

湛水域内近隣避難所避難：居住している市区町村内の最大浸水深を上回るフロアがある近隣避

難所に避難。 

湛水域外近隣避難所避難：居住している市区町村内の浸水域外の近隣避難所に避難。 

■広域避難 

・居住している市区町村外の避難所等に避難すること。 

■自主的危機回避行動（自主避難） 

・自治体の避難情報の発令以前に、浸水想定区域外の市町村にある指定された避難所以外の親戚

宅・知人宅等に避難すること。 

■避難総人口 

・域内避難人口（湛水域内近隣避難所避難人口 ＋ 湛水域外近隣避難所避難人口＋ 垂直避難人口）  

＋ 広域避難人口 ＝ 合計    （*1）避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインより） 

 
【解説】 
 
避難の考え方は、早期に広域避難を行い、安全を確保することを原則とする。 

ただし、この考え方は、あくまで原則であり、実際には、その場の状況で判断せざるを得ない。 

• 浸水深が5m以上と想定されている地域では、3階建て以下の住宅住居者すべての避難が必要である。 

• 浸水深が2m以上、5m未満の住宅住居者は、2階建て以下の住宅住居者すべての避難が必要である。 

• 浸水深が1m以上、2m未満の住宅住居者は、1階建て以下の住宅住居者すべての避難が必要である。 

避 難 行 動 

【 Ｂ市区町村 】
（浸水域外）

一戸建 集合住宅 集合住宅 近隣避難所

待避 垂直避難

屋内安全確保

域内避難

広域避難

湛水域内
近隣避難所避難

： 避難必要なし

： 避難必要者

最大浸水深を上回
るフロアがある避難
所に避難する場合

低層階居住者が、居住している
集合住宅上層階（最大浸水深よ

り高い）に避難する場合

上層階（最大浸水深より高
い）に居住している場合

一戸建（自宅）の
2F以上（最大浸

水深より高い）に
居住している場合

居住している市区町村外の
避難所等に避難すること

（浸水域外）

（浸水域内）

湛水域外
近隣避難所避難

近隣避難所

浸水域外の
避難所に避
難する場合

【 Ａ市区町村 】

市町村の避難情報の発令以前に
浸水想定区域外の市町村にある指定された

避難所以外の親戚宅・知人宅等に避難すること

（災害時要援護者を含む）

（災害時要援護者を優先して収容）

行政が指定
する避難所

避難所以外の
親戚宅・
知人宅等
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【参考】  
 

以下に避難の指示に関わる法律の関連各文を示す。 

 
■水防法 
（立退きの指示） 

第29条 洪水、雨水出水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県知

事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避

難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する

警察署長にその旨を通知しなければならない。 

（知事の指示） 

第30条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をする

ことができる。 

（重要河川における国土交通大臣の指示） 

第31条 2以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、

国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。 

 

■災害対策基本法 
（市町村長の避難の指示等） 

第60条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の

拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のため

の立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。 

2 前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長

は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。 

3 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生

命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、屋内での

待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置（以下「屋内での待避等の安全確保措置」という。）

を指示することができる。 

6 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその

全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第一項から第三項まで及び前

項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。 

 

（警察官等の避難の指示） 

第61条 前条第1項又は第3項の場合において、市町村長が同条第1項に規定する避難のための立退き若しくは屋内で

の待避等の安全確保措置を指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又

は海上保安官は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退き又は屋内での待避等の安全確保措置

を指示することができる。 

2  前条第2項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退きを指示する場合について準

用する。 
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■氾濫前の避難の考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５.１.５（１） 氾濫前の広域避難と近隣避難、自主的危機回避行動（自主避難）の考え方 

 
【解説】 
 
上図で整理しているのは、先行して避難を実施する高潮浸水エリアにおける住民避難の考え方であ

る。 

 台風上陸24時間前までの段階では、自主的危機回避行動（自主避難）を促すものとする。避難先は

指定せず、親戚宅、知人宅、ホテルなど、長期滞在可能なサービスを受けられる場所とする。自主的

危機回避行動（自主避難）場所への公共機関の支援は、原則行わない。 

 台風上陸24時間前に避難勧告が発令された段階で、 

 ① 高潮＋洪水の湛水期間が8日以上の地域に居住している住民は、全員が別の地域の避難所（湛水

期間が7日以下の近隣避難所、浸水域外の近隣避難所、広域避難先）に避難する。 

 ② 高潮＋洪水の湛水期間が4～7日の地域に居住している住民は、自宅に浸水しない高さのフロア

がある場合、または居住している集合住宅の上層階に安全なスペースがある場合には、屋内安

全確保（待避・垂直避難）の行動を実施する。自宅に浸水しない高さのフロアがない場合は、

湛水期間が7日以下の近隣避難所、浸水域外の近隣避難所、広域避難先に避難する。 

 ③ 高潮＋洪水の湛水期間が1～3日の地域に居住している住民は、基本的に、湛水期間が4～7日の

地域と同じ考え方で避難活動を行う。 

 ④ 避難活動は、平均風速15m/s以下の避難が安全に行える時期に、かつ特別警報が発表される前、

鉄道事業者等の計画運休が実施される前に、原則行うものとする。やむを得ず15m/s以上の時期

に避難する場合は、救助者との同伴を原則とする。 

 

 

避 難 場 所 

 

高潮浸水域内 

高潮＋洪水 
浸水域外 

高潮＋洪水 
湛水 4～7 日 

高潮＋洪水 
湛水 1～3 日 

高潮＋洪水 
湛水 8 日以上 

近隣避難所 近隣避難所 近隣避難所 近隣避難所 

高潮＋洪水で 
浸水が想定されない市町村 

広域避難先 

避難先は 
自分で確保 

一戸建 

集合住宅 
自主的危機回避行動 

（自主避難） 

高潮で浸水が想定される市町村 

垂直避難 

待避 

垂直避難 

待避 

※湛水期間は高潮＋洪水の場合で算出 
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■氾濫後～２週間の避難の考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５.１.５（２） 氾濫後の再避難と近隣避難の考え方 

 

【解説】 
 
上図で整理しているのは、先行して避難を実施する高潮浸水エリアにおける住民避難の考え方であ

る。 
氾濫後、退避を行った住民及び近隣避難所への退避者は、その場に留まる（長期滞在する）ことと

なる。 
これら、その場に留まる（長期滞在する）住民に対する十分な支援体制を確保する必要がある。 
垂直避難を行った住民は、必要に応じ長期滞在可能な安全な広域避難先へ再避難させることとなる。 
なお、近隣避難所や広域避難先に避難した住民の一部が、水が引いた後に自宅に帰宅する場合もあ

るので、これら住民に対する十分な支援体制を確保する。 
 

 

避 難 場 所 

 

高潮浸水域内 

高潮＋洪水 
浸水域外 

高潮＋洪水 
湛水 4～7 日 

高潮＋洪水 
湛水 1～3 日 

高潮＋洪水 
湛水 8 日以上 

近隣避難所 近隣避難所 近隣避難所 近隣避難所 

※湛水期間は高潮＋洪水の場合で算出 

高潮＋洪水で 
浸水が想定されない市町村 

広域避難先 

避難先は 
自分で確保 

一戸建 

集合住宅 

高潮で浸水が想定される市町村 

垂直避難 

待避 

垂直避難 

待避 

自主的危機回避行動 

（自主避難） 
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【参考】 移動困難者等の人数  ※試算 
 
内閣府の「洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ（第5回）」において示

された、広域避難の検討に必要な考え方、計算方法について、TNT対象地域においても適用可能と考

えられる「移動困難者数（入院・入所・在宅者）」について、最適な考え方、計算方法について検討

し試算を行った。 

 

＜移動困難者数（入院・入所・在宅者）の合計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔留意事項〕 
 
・入院患者等が住民票を移していない場合、入院・入所者数を避難人口として計上すると、重複カ

ウントになってしまう。 
・要配慮者数の計算段階で、重複カウントが発生している。（要介護・要支援の認定者と後期高齢者

の重複等） 
・移動困難者数は広域避難人口として計上せず、該当者の規模を把握するのみとする。 
・本行動計画では、市町村単位で考えた場合、まず近隣避難所の収容可能人数いっぱいまで避難さ

せて入り切れない人数を広域避難人口として計算している。（健常者と移動困難者数の区別なし） 
・よって、「移動困難者数＜近隣避難所の収容可能人数」の場合は、広域避難に影響はない。 
・一方「移動困難者数＞近隣避難所の収容可能人数」の場合は、移動困難者の一部を広域避難させ

る必要があるので、その手当てを別途検討する必要がある。（赤文字の市町村） 
 

 

県名 市区町村名 
移動困難者数 

（入院・入所者数） 
在宅移動困難者数 

移動困難者数 合計 
（入院・入所・在宅者数） 

近距離避難所 
収容可能人数 

広広域避難が必要な移動困難者数 
（入院・入所・在宅者数） 

岐阜県 海津市 0 0 0 27,500 0 

養老町 0 0 0 25,000 0 

愛知県 名古屋市北区 0 0 0 16,500 0 

名古屋市西区 29 0 29 12,400 0 

名古屋市中村区 395 10,324 10,719 11,800 0 

名古屋市中区 0 0 0 6,500 0 

名古屋市瑞穂区 48 670 718 10,300 0 

名古屋市熱田区 14 2,084 2,098 6,900 0 

名古屋市中川区 518 29,652 30,170 14,200 15,970 

名古屋市港区 143 30,529 30,672 14,000 16,672 

名古屋市南区 33 24,219 24,252 10,900 13,352 

名古屋市緑区 0 0 0 22,200 0 

津島市 0 0 0 14,100 0 

稲沢市 0 0 0 10,300 0 

愛西市 38 3,138 3,176 5,200 0 

弥富市 110 17,812 17,922 6,100 11,822 

あま市 0 5,797 5,797 17,600 0 

大治町 0 0 0 1,800 0 

蟹江町 134 17,222 17,356 2,100 15,256 

飛島村 0 2,337 2,337 1,900 437 

三重県 桑名市 372 11,822 12,194 53,500 0 

木曽岬町 95 1,877 1,972 3,000 0 

朝日町 0 0 0 4,000 0 

川越町 56 4426 4,482 2,700 1,782 

合計 1,980 161,909 163,889 300,500 75,289 
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５．２ 自主的危機回避行動（自主避難） 

 

住民が「自らの命は自らが守る」ために、災害時には自らの判断で適切に避難行動を

とるひとつの方法として、自治体の避難情報の発令以前に、浸水想定区域外の市町村

にある指定された避難所以外の親戚宅・知人宅等に避難する「自主的危機回避行動

（自主避難）」という方法がある。 

大規模な高潮等の浸水被害の発生を想定すると、事前の「自主的危機回避行動（自

主避難）」を促すことも重要である。 

ＴＮＴ関係機関は、住民に対して情報提供を行うなど、適切に対応する。 

 

 

【留意事項】 
 
• 自主的危機回避行動（自主避難）については、今後、広域避難と合わせて検討を進めていく。 

• 広域避難が開始されている段階において、状況によっては「自主的危機回避行動（自主避難）」を

控えてもらうことが、円滑な広域避難の実現につながる可能性もある。 

• 「自主的危機回避行動（自主避難）の呼びかけ」の基準、タイミング、方法をあえて位置づけるの

ではなく、「自主的危機回避行動（自主避難）が選択肢のひとつであること」を情報共有本部設置

時点や気象予報更新、鉄道の計画運休情報発表等のタイミングにおいて逐次、情報共有本部から

TNT関係機関に情報提供を行うにより、各機関に適切な対応を促す。 

• 通常災害を対象とした警戒レベルと大規模災害を対象とした発表情報では、避難開始のタイミング

にズレが発生してしまう。 

• 一般的に使用されている「自主避難」と定義が異なるため、TNTでは「自主避難」の新しい名称を、

「自主的危機回避行動（自主避難）」と定義している。 

• 住民に自主的危機回避行動（自主避難）に関する情報提供を行うと、市町村が避難先（避難所）を

訊ねられる、避難所の開設を求められる可能性があるため、住民の認知度向上が必要である。 

• 自主的危機回避行動(自主避難）をとった場合は、指定避難所で実施する安否確認ができない。 

• 自主的危機回避行動（自主避難）の避難先を把握できないため、安否確認ができずに行方不明者扱

いになってしまう。 

• 広域避難の実効性向上に向けて、自主的危機回避行動（自主避難）者数を増やす（行政主導の広域

避難人口を削減する）必要がある。 

• 自主的危機回避行動（自主避難）者数が増加した場合、渋滞が発生する可能性があるため、広域避

難全体の枠組みの中で、引き続き検討が必要である。 

• マスメディアを活用して住民に直接呼びかける方法を検討する必要がある。 

• 自主的危機回避行動（自主避難）率を上げるには、平常時からの啓発が重要となる。 
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【参考】 
 
平成30年12月に、TNTの想定浸水域内に位置する市町村（TNTメンバー）に居住する住民を対象に、

大規模水害時の自主的危機回避行動（自主避難）の意向に関するアンケート調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成30年度第3回WG 資料6） 

〔結果〕 
 
• 全回答者1882名のうち、123名が自主的危機回避行動（自主避難）の意思を示した。 

• TNT浸水想定区域内の自主的危機回避行動（自主避難）率（想定）＝6.5％ 

 

 

⾃主的危機回避⾏動（⾃主避難）数の試算
問11︓【上陸1⽇前】⼤規模⽔害※1の可能性が⾼まり を選択
問12︓お住まいの市区町村外で浸⽔のおそれのない地域 を選択
問13︓⾏政から指定された施設 以外を選択

左記をすべて選択した場合
↓

⾃主的危機回避⾏動
（⾃主避難）者と判定する

ｎ

岐
⾩
県

海
津
市

岐
⾩
県

養
⽼
町

岐
⾩
県

輪
之
内
町

愛
知
県

北
区

愛
知
県

⻄
区

愛
知
県

中
村
区

愛
知
県

中
区

愛
知
県

瑞
穂
区

愛
知
県

熱
⽥
区

愛
知
県

中
川
区

愛
知
県

港
区

愛
知
県

南
区

愛
知
県

緑
区

愛
知
県

津
島
市

愛
知
県

稲
沢
市

愛
知
県

愛
⻄
市

愛
知
県

弥
富
市

愛
知
県

あ
ま
市

愛
知
県

⼤
治
町

愛
知
県

蟹
江
町

愛
知
県

⾶
島
村

三
重
県

桑
名
市

三
重
県

⽊
曽
岬
町

三
重
県

朝
⽇
町

三
重
県

川
越
町

総⼈⼝ 千⼈ 35.2 29.0 10.0 163.6 149.1 133.2 83.3 105.4 65.9 220.2 146.7 136.9 241.8 63.4 136.9 63.1 43.3 86.8 31.0 37.1 4.4 140.3 6.3 10.6 14.7

回答率 ％ 0.09 0.09 0.05 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.05 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.06 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.10

回答
全体

数値 1882 33 27 5 151 138 123 77 98 61 204 136 127 123 59 124 58 40 81 19 34 4 130 6 10 14

％ 100.0 1.8 1.4 0.3 8.0 7.3 6.5 4.1 5.2 3.2 10.8 7.2 6.7 6.5 3.1 6.6 3.1 2.1 4.3 1.0 1.8 0.2 6.9 0.3 0.5 0.7

⾃主
避難
者

数値 123 2 2 2 5 10 7 3 6 3 14 9 6 6 10 10 6 3 5 1 2 0 11 0 0 0

％ 100.0 1.6 1.6 1.6 4.1 8.1 5.7 2.4 4.9 2.4 11.4 7.3 4.9 4.9 8.1 8.1 4.9 2.4 4.1 0.8 1.6 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0
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【コラム】 大阪府知事による避難の呼びかけ （平成３０年台風第２４号） 
 
平成30年9月29日夕方、大阪府の松井知事が緊急記者会見を行った。府民に対して早めの避難行動

や最新の気象情報の確認、不要不急の外出を控えるよう求めた。台風の接近に備えて府知事が会見を

開くのは、極めて異例なこと。 

 

《台風24号の接近に伴う知事からのメッセージ》 

■台風24号接近に伴う警戒について 

 

◆台風24号が明日の午後、台風21号と同じ程度の強い勢力を保ったまま大阪に最接近する見込みです。

（中略）府民の皆さま、外国人旅行者の皆さまには、まずは「自分の命を守る、身体を守る」とい

うことを第一に、早め早めの行動をお願いします。 

（中略） 

◆台風の接近に備えて、府民の皆さまには、次の5つのことをお願いします。 

 第1に、台風情報についてです。 

 台風21号では、大阪市内では午前中は晴れていましたが、台風が接近した午後から、風雨が急速に

強まりました。 

 今回も、明日の午後から、風雨が急速に強まる恐れがあります。 

 自分で勝手に判断せず、気象台が発表する警報・注意報などの気象情報を、チェックし、早め早め

の安全確保をしてください。 

 第2に、命をまもる、身体をまもるについてです。 

 台風21号では、府内で8名の方がお亡くなりになり、500名近い方が負傷されました。 

（中略） 

 できるだけ、不要不急の外出をさけ、安全な屋内で過ごすようにしてください。 

 また、屋内でも、窓ガラスの近くはさけ、できるだけ部屋の真ん中にいるようにしてください。 

 増水した河川や用水路などには近づかないでください。 

（中略） 

 また、どうしても外出をしなければならない場合は、交通機関が運行を取りやめる可能性がありま

すので各社のホームページ等で、情報を確認のうえ、行動するようにしてください。 

 第3に、避難行動は早め早めにお願いします。 

 台風接近に伴う大雨、土砂災害等の被害が想定される場合は、市町村から、避難勧告等の情報が出

る可能性があります。避難勧告等が出された場合は、身の安全を確保できる避難所等へ、早めに移動

していただくよう、お願いします。 

（中略） 

◆大阪府では、台風接近にそなえ、明日、大阪府防災・危機管理指令部会議を開催します。 

 台風情報を庁内で共有するほか、被害状況を把握し、迅速な災害対応につなげていきます。 

 皆さまの命を守り、被害をできるだけ小さくするため、大阪府全体で、刻一刻と変化する台風の状

況に的確に対応できるよう、万全の体制で臨んでいきます。 

 最後に、くり返しになりますが、皆さまには、まずは「自分の命を守る、身体を守る」ということ

を第一に、行動していただくようお願いします。 

 皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。  

（出典：大阪府HP「おおさか防災ネット」） 
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５．３ 広域避難オペレーション 

 

洪水被害が発生すると想定される地域に先行して、高潮被害が発生すると想定され

る地域の住民が広域避難を実施するものとする。 

広域避難先は、渋滞緩和、受入先自治体の避難場所収容可能人数及び洪水による

浸水被害が複合的に発生した場合を考慮し、偏りがないよう、分散させるものとする。 

広域避難の移動手段は、自家用車、臨時バス、鉄道による避難を考え、垂直避難は、

徒歩によるものとする。 

また、広域避難は、交通機関の安全な運行等が可能なフェーズ０における以下のス

テージ内で避難完了するようオペレーションする。 
 

ステージ0 

交通関係機関が計画運休、通行止めの詳細情報を発表。 

気象庁から、特別警報発表の可能性が言及される。 

広域避難の開始（２４時間前） 
 

ステージ1 

避難準備・高齢者等避難開始を発令する。 

避難勧告並びに避難指示（緊急）を発令する。 

鉄道による広域避難を完了させる。 

鉄道事業者、路線バス、高速バスが計画運休を実施する。 
 

ステージ２ 

臨時バス、自家用車による広域避難を完了させる。 

すべての避難を完了させる。（９時間前） 

 
 

【解説】 
 
洪水被害は台風来襲と密接に関連する一方、洪水被害は台風の進路と必ずしも関連して発生するも

のではない。したがって広域避難オペレーションは、高潮被害が発生すると想定される地域を先行し

て実施する。 

また、広域避難オペレーションを考える際の参考資料として、図５.３.１に、広域避難先の分散に関

する全体概要図を、図５.３.２に広域避難先の分散に関する名古屋市概要図を示す。 

 

【留意事項】 
 
• 広域避難が必要な自治体と受入自治体との事前調整が必要である（協定の締結など）。 

• 移動手段として、バス・鉄道事業者、道路管理者、交通管理者との事前調整が必要である。 

• 要配慮者の避難については、別途検討が必要である。 

• 広域避難者の登録制度など、避難側市町村が住民の安否や避難状況を把握できる仕組みを検討する

必要がある。 

• 域外からの就業者、就学者、一時的な来訪者等への対応は、別途検討が必要である。 

• 今後、庄内川、木曽川、長良川、揖斐川以外の中小河川における想定最大規模の降雨（洪水）を前

提とした浸水想定区域が公表された際には、広域避難先を再検討する必要がある。 
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図５.３.１ 広域避難先の分散に関する全体概要図 

 

【広域避難の考え方】 
 
 ※高潮及び洪水浸水域内の避難所は除外 

 ※市町村の意向を極力反映したエリア毎の広域避難を提示 

 ※避難完了に要する時間を考慮 

 

 

 

 

広域避難人口と避難方向の分散の概要 

高潮＋洪水の浸水エリア外へ 

高潮＋洪水の 
浸水エリア外へ 

高潮による浸水エリア

最大浸水深

愛西市 

  
 

あま市 

   

津島市 

           
 

弥富市 

       29,600
 

蟹江町 

       34,900

飛島村 

      2,500
 

木曽岬町 

      1,600
 

川越町 

      5,500
 

高潮＋洪水の 
浸水エリア外へ 

凡例 

市区町村名 

①：高潮及び洪水の場合の浸水 

による広域避難者数 

②：高潮のみの場合の浸水によ 

る広域避難者数 

③：①と②の差 
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図５.２.２ 広域避難先の分散に関する名古屋市概要図 

 

【広域避難の考え方】 
 
 ※高潮及び洪水浸水域内の避難所は除外 

 ※避難完了に要する時間を考慮 

 

 

 

 

広域避難人口と避難方向の分散の概要 

 高潮による浸水エリア

最大浸水深

西区 

①高潮＋洪水 17,500 
②高潮 0 
①と②の差 17,500 

中村区 

①高潮＋洪水  0 
②高潮 0 
①と②の差  0 

中川区 

①高潮＋洪水 28,500 
②高潮 28,500 
①と②の差 0 

港区 

①高潮＋洪水 29,800 
②高潮 29,800 
①と②の差 0 

南区 

①高潮＋洪水 22,300 
②高潮 22,300 
①と②の差 0 

高潮＋洪水の 
浸水エリア 

高潮＋洪水の浸水エリア外へ 

凡例 

市区町村名 

①：高潮及び洪水の場合の浸水 

による広域避難者数 

②：高潮のみの場合の浸水によ 

る広域避難者数 

③：①と②の差 
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その後、15～18時には、台風上陸により風速15（m/s）となり屋外活動が停止となる。 
また、18時には桑名市の高潮堤防を越流し、21時には、高潮により高潮堤防が破堤する。 
 
 
 
 
 

図５.３.３（１） 域内避難で避難可能な避難オペレーションシナリオ（案） 
 
※本オペレーションシナリオは、第四版の検討にあたり、1つの考え方として任意に設定した条件に基づいて算出

した計算の一例である。このため、本オペレーションシナリオに基づき各機関が行動しなければならないといっ

た性質のものではない。 

【左図解説】要避難者1000人中、100人が
近隣避難を行った（要避難者残り900人）。
近隣避難所には現時点で合計300人が避
難している。 

【凡例】 要避難者 

待避者 

要避難者 900/1,000 

近隣避難 300 

近隣避難（100） 

域内避難で避難完結可能な避難オペレーションシナリオ（案）
事例：大治町（高潮のみ） 【検討対象人口2,200人】

上陸24時間前
～

上陸12時間前

フェーズ０ ステージ１

避難準備・高齢者等避難開始

避難勧告

避難指示（緊急）

●待避の全てが開始・完了
●垂直避難と近隣避難所避難の80％が避難を開

始・完了

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

上陸12時間前
～

上陸9時間前

フェーズ０ ステージ２

避難完了

●垂直避難と近隣避難所避難の20％が避難を開
始・完了

●検討対象人口のすべてが避難を完了

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

検討対象人口 80 /2,200

検討対象人口 0 /80

上陸36時間前
～

上陸24時間前

フェーズ０ ステージ０

情報共有本部設置

特別警報可能性言及

自主的危機回避行動（自主避難）

移動困難者避難

●自主的危機回避行動（自主避難）を開始
●移動困難者が避難を準備・開始・完了

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

検討対象人口 2,200 /2,200

待避
1,800

垂直
避難
240

近隣避難180

近隣避難所

(240)

近隣避難(80)

(60)

待避
1,800

垂直
避難
300

近隣避難200

近隣避難所

近隣避難(20)

移動困難者の近隣避難

近隣避難所

自主的危機回避
行動（自主避難）

自主的危機回避行動

（自主避難） 避難場所
（自己調達）

自主的危機回避
行動（自主避難）

自主的危機回避
行動（自主避難）
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その後、15～18時には、台風上陸により風速15（m/s）となり屋外活動が停止となる。 
また、18時には桑名市の高潮堤防を越流し、21時には、高潮により高潮堤防が破堤する。 
 
 
 
 
 

図５.３.３（２） 広域避難が必要な避難オペレーションシナリオ（案） 
 
※本オペレーションシナリオは、第四版の検討にあたり、1つの考え方として任意に設定した条件に基づいて算出

した計算の一例である。このため、本オペレーションシナリオに基づき各機関が行動しなければならないといっ

た性質のものではない。 
 

【左図解説】要避難者1000人中、100人が
近隣避難を行った（要避難者残り900人）。
近隣避難所には現時点で合計300人が避
難している。 

【凡例】 要避難者 

待避者 

要避難者 900/1,000 

近隣避難 300 

近隣避難（100） 

広域避難が必要な避難オペレーションシナリオ（案）
事例：木曽岬町（高潮のみ） 【検討対象人口6,300人】

要避難者 5,600 /6,200

要避難者 0 /600

広域避難 1,280

広域避難所

待避
1,700

垂直
避難

0

近隣避難2,400

近隣避難所

(0)

近隣避難
(2,400)

広域避難 1,600

広域避難所

待避
1,700

垂直
避難

0

近隣避難3,000

近隣避難所

(0)

近隣避難(600)

検討対象人口 6,300 /6,300

移動困難者の近隣避難

近隣避難所

上陸24時間前
～

上陸12時間前

フェーズ０ ステージ１

避難準備・高齢者等避難開始

避難勧告

避難指示（緊急）

●待避の全てが開始・完了
●垂直避難と近隣避難所避難の80％が避難を開

始・完了
●バス・自家用車による広域避難の80％が避難を

開始

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

上陸12時間前
～

上陸9時間前

フェーズ０ ステージ２

避難完了

●垂直避難と近隣避難所避難の20％が避難を開
始・完了

●バス・自家用車による広域避難の20％が避難を
開始・完了（9時間前）

●検討対象人口のすべてが避難を完了

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

上陸36時間前
～

上陸24時間前

フェーズ０ ステージ０

情報共有本部設置

特別警報可能性言及

自主的危機回避行動（自主避難）

移動困難者避難

●自主的危機回避行動（自主避難）を開始
●広域避難の開始（24時間前）
●移動困難者が避難を準備・開始・完了

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

自主的危機回避
行動（自主避難）

自主的危機回避行動
（自主避難） 避難場所

（自己調達）

広域避難所

自主的危機回避
行動（自主避難）

自主的危機回避
行動（自主避難）

広域避難

バス・自家用車
広域避難(1,280)

バス・自家用車
広域避難(320)
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その後、15～18時には、台風上陸により風速15（m/s）となり屋外活動が停止となる。 
また、18時には桑名市の高潮堤防を越流し、21時には、高潮により高潮堤防が破堤する。 
 
 
 
 
 

図５.３.３（３） 域内避難で避難完結可能で広域避難も受け入れる避難オペレーションシナリオ（案） 
 
※本オペレーションシナリオは、第四版の検討にあたり、1つの考え方として任意に設定した条件に基づいて算出

した計算の一例である。このため、本オペレーションシナリオに基づき各機関が行動しなければならないといっ

た性質のものではない。 
 

【左図解説】要避難者1000人中、100人が
近隣避難を行った（要避難者残り900人）。
近隣避難所には現時点で合計300人が避
難している。 

【凡例】 要避難者 

待避者 

要避難者 900/1,000 

近隣避難 300 

近隣避難（100） 

域内避難で避難完結可能で広域避難も受け入れる避難オペレーションシナリオ（案）
事例：桑名市（高潮のみ） 【検討対象人口48,900人】

検討対象人口 6,040 /48,900

検討対象人口 0 /6,040

検討対象人口 48,900 /48,900

移動困難者の近隣避難

近隣避難所

待避
19,600

垂直
避難
4,240

近隣避難19,200

近隣避難所

(4,240)

近隣避難
(19,200)

待避
19,600

垂直
避難
5,300

近隣避難24,000

近隣避難所

(1,060)

近隣避難
(4,800)

上陸24時間前
～

上陸12時間前

フェーズ０ ステージ１

避難準備・高齢者等避難開始

避難勧告

避難指示（緊急）

●待避の全てが開始・完了
●垂直避難と近隣避難所避難の80％が避難を開

始・完了

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

上陸12時間前
～

上陸9時間前

フェーズ０ ステージ２

避難完了

●垂直避難と近隣避難所避難の20％が避難を開
始・完了

●検討対象人口のすべてが避難を完了

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

上陸36時間前
～

上陸24時間前

フェーズ０ ステージ０

情報共有本部設置

特別警報可能性言及

自主的危機回避行動（自主避難）

移動困難者避難

●自主的危機回避行動（自主避難）を開始
●移動困難者が避難を準備・開始・完了

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

自主的危機回避
行動（自主避難）

自主的危機回避行動
（自主避難） 避難場所

（自己調達）

自主的危機回避
行動（自主避難）

自主的危機回避
行動（自主避難）
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その後、15～18時には、台風上陸により風速15（m/s）となり屋外活動が停止となる。 
また、18時には桑名市の高潮堤防を越流し、21時には、高潮により高潮堤防が破堤する。 
 
 
 
 
 

図５.３.３（４） 広域避難が必要な避難オペレーションシナリオ（高潮のみ）（案） 
 
※本オペレーションシナリオは、第四版の検討にあたり、1つの考え方として任意に設定した条件に基づいて算出

した計算の一例である。このため、本オペレーションシナリオに基づき各機関が行動しなければならないといっ

た性質のものではない。 
 

【左図解説】要避難者1000人中、100人が
近隣避難を行った（要避難者残り900人）。
近隣避難所には現時点で合計300人が避
難している。 

【凡例】 要避難者 

待避者 

要避難者 900/1,000 

近隣避難 300 

近隣避難（100） 

広域避難が必要な避難オペレーションシナリオ（案）
事例：愛西市（高潮のみ） 【検討対象人口9,100人】

検討対象人口 1,080 /9,000

検討対象人口 0 /1,460

検討対象人口 9,100 /9,100 自主的危機回避
行動（自主避難）

移動困難者の近隣避難

近隣避難所

自主的危機回避行動

（自主避難） 避難場所
（自己調達）

広域避難420

広域避難所

待避
2,900

垂直
避難
160

近隣避難4,160

近隣避難所

(160)

近隣避難
(4,160)

広域避難800

広域避難所

待避
2,900

垂直
避難
200

近隣避難5,200

近隣避難所

(40)

近隣避難
(1,040)

上陸24時間前
～

上陸12時間前

フェーズ０ ステージ１

避難準備・高齢者等避難開始

避難勧告

避難指示（緊急）

●待避の全てが開始・完了
●垂直避難と近隣避難所避難の80％が避難を開

始・完了
●バス・自家用車による広域避難の80％が避難を

開始

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

上陸12時間前
～

上陸9時間前

フェーズ０ ステージ２

避難完了

●垂直避難と近隣避難所避難の20％が避難を開
始・完了

●バス・自家用車による広域避難の20％が避難を
開始・完了（9時間前）

●検討対象人口のすべてが避難を完了

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

上陸36時間前
～

上陸24時間前

フェーズ０ ステージ０

情報共有本部設置

特別警報可能性言及

自主的危機回避行動（自主避難）

移動困難者避難

●自主的危機回避行動（自主避難）を開始
●広域避難の開始（24時間前）
●移動困難者が避難を準備・開始・完了

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

広域避難所

自主的危機回避
行動（自主避難）

自主的危機回避
行動（自主避難）

広域避難

バス・自家用車
広域避難(420)

バス・自家用車
広域避難(380)
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その後、15～18時には、台風上陸により風速15（m/s）となり屋外活動が停止となる。 
また、18時には桑名市の高潮堤防を越流し、21時には、高潮により高潮堤防が破堤する。 
 
 
 
 
 

図５.３.３（５） 広域避難が必要な避難オペレーションシナリオ（高潮＋洪水）（案） 
 
※本オペレーションシナリオは、第四版の検討にあたり、1つの考え方として任意に設定した条件に基づいて算出

した計算の一例である。このため、本オペレーションシナリオに基づき各機関が行動しなければならないといっ

た性質のものではない。 

【左図解説】要避難者1000人中、100人が
近隣避難を行った（要避難者残り900人）。
近隣避難所には現時点で合計300人が避
難している。 

【凡例】 要避難者 

待避者 

要避難者 900/1,000 

近隣避難 300 

近隣避難（100） 

要避難者 1,340 /60,200

要避難者 0 /1,340

要避難者 60,200 /62,500

近隣避難4,160

近隣避難所

広域避難35,700

広域避難所

垂直
避難
1,200 近隣避難

(4,160)

(1,200)

広域避難所

垂直
避難
1,500

近隣避難5,200

近隣避難所

(300)

近隣避難
(1,040)

広域避難35,700

広域避難が必要な避難オペレーションシナリオ（案）
事例：愛西市（高潮＋洪水） 【検討対象人口62,500人】

移動困難者の近隣避難

近隣避難所

待避
20,100

待避
20,100

自主的危機回避
行動（自主避難）

自主的危機回避行動

（自主避難） 避難場所
（自己調達）

広域避難所

自主的危機回避
行動（自主避難）

自主的危機回避
行動（自主避難）

上陸24時間前
～

上陸12時間前

フェーズ０ ステージ１

避難準備・高齢者等避難開始

避難勧告

避難指示（緊急）

●待避の全てが開始・完了
●垂直避難と近隣避難所避難の80％が避難を開

始・完了
●バス・自家用車による広域避難の80％が避難を

開始

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

上陸12時間前
～

上陸9時間前

フェーズ０ ステージ２

避難完了

●垂直避難と近隣避難所避難の20％が避難を開
始・完了

●バス・自家用車による広域避難の20％が避難を
開始・完了（9時間前）

●検討対象人口のすべてが避難を完了

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

上陸36時間前
～

上陸24時間前

フェーズ０ ステージ０

情報共有本部設置

特別警報可能性言及

自主的危機回避行動（自主避難）

移動困難者避難

●自主的危機回避行動（自主避難）を開始
●広域避難の開始（24時間前）
●移動困難者が避難を準備・開始・完了

台風位置 北緯30度以南

高潮潮位 -

風速 通常

広域避難

バス・自家用車
広域避難(28,560)

バス・自家用車
広域避難(7,140)



158 
 

【参考】 広域避難簡易シミュレーション 
 
 

表５.３.１ 広域避難時間の試算（高潮のみ） 

 

【避難者の２／３が自家用車を使用】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県名 市区町村名
広域避難者
人口（人）

避難手段 避難率
避難者数

（人）
のべ台数

（台）
往復回数

（回）
手配台数

（台）

各避難手段での
避難完了時間

（H）

自家用車 66% 528 ─ ─ 132

臨時バス 34% 272 7 6 1

鉄道 0% 0 ─ ─ ─ ─

自家用車 66% 23,034 ─ ─ 5,759

臨時バス 10% 3,490 87 3 29

鉄道 24% 8,376 ─ ─ ─ 4.1

自家用車 66% 19,536 ─ ─ 4,884

臨時バス 10% 2,960 74 3 25

鉄道 24% 7,104 ─ ─ ─ 3.6

自家用車 66% 0 ─ ─ 0

臨時バス 10% 0 0 0 0

鉄道 24% 0 ─ ─ ─ -

鉄道 24% 5,352 ─ ─ ─ 4.4

自家用車 66% 1,452 ─ ─ 363

臨時バス 34% 748 19 6 3

鉄道 0% 0 ─ ─ ─ ─

自家用車 66% 3,630 ─ ─ 908

臨時バス 34% 1,870 47 6 8

鉄道 0% 0 ─ ─ ─ ─

自家用車 66% 1,056 ─ ─ 264

臨時バス 34% 544 14 6 2

鉄道 0% 0 ─ ─ ─ ─

広域避難者

155,200 自家用車 102,432 自家用車 25,608 　4人/台

臨時バス 17,944 臨時バス 102 　40人/台

鉄道 34,824 鉄道 ─

11.2

10.4

11.0

2.2

12

鉄道 24% 7,152 ─ ─ ─

75 6

自家用車 66% 19,668

三重県 木曽岬町 1,600

5,500

避難者数（人） 手配台数（台）

愛知県 飛島村 2,200

三重県 川越町

10.2

愛知県 港区 29,800 臨時バス 10% 2,980

─ ─ 4,917

愛知県 中川区 28,500

愛知県 南区 22,300

自家用車

臨時バス 10% 2,230 56 6 9

自家用車 66% 14,718

─ 4,703

11.5
─ ─ 3,680

─ 2.8

11.8

臨時バス 10% 2,850 71 6 12

66% 18,810 ─

愛知県 中村区 0

10.1

鉄道 24% 6,840 ─ ─

愛知県 愛西市 800

愛知県 蟹江町 34,900

愛知県 弥富市 29,600

-

11.0

10.2
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本シミュレーションは、第四版の検討にあたり、1つの考え方として任意に設定した条件に基づい

て算出した計算の一例である。このため、本シミュレーション結果に基づき各機関が行動しなければ

ならないといった性質のものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※計算条件等の詳細は、危機管理行動計画（第四版）参考資料を参照 

 

備考

最寄りの鉄道駅まで遠いことから
鉄道を利用しない

最寄りの鉄道駅まで遠いことから
鉄道を利用しない

最寄りの鉄道駅まで遠いことから
鉄道を利用しない

近鉄弥富駅・佐古木駅より半径1km圏内（徒歩15分）の広
域避難対象者の一定割合(20%程度）が鉄道を利用する

最寄りの鉄道駅まで遠いことから
鉄道を利用しない

近鉄蟹江駅・富吉駅より半径1km圏内（徒歩15分）の広域
避難対象者の一定割合（20%程度）が鉄道を利用する

：利用している避難手段

青字・赤字 ：各市町村で避難完了する時間（各避難手段のうち最大の避難完了時間）

赤字 ：避難完了時間が12時間以上
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【参考】 広域避難に向けた避難バス要請の流れ 

 

① 各市町村 → 県      ・必要な台数等をまとめ、バスの派遣を要請 

 

② 県 → バス協会      ・各市町村からの要請を集約し、バス協会に要請 

 

③ バス協会 → バス事業者  ・県からの要請をバス事業者に要請する      

                 ※バス協会が対応できない場合、県が直接、要請 

 

④ バス事業者 → バス協会  ・バスの派遣の可否等について回答 

 

⑤ バス協会 → 県      ・バス事業者からの回答を県に連絡 

                 ※バス協会が対応できない場合、バス事業者が直接、回答 

 

⑥ 愛知県・三重県・中部運輸局 ・必要に応じて、県間相互の応援措置等、調整 

 

⑦ 県 → 市町村       ・対応状況について連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中部運輸局

（総務部 安全防
災・危機管理課）

調整⑥

TNT（広域避難バス調整）

連絡

要請

⑦

②’

回答（バス協会が対応できない場合※）④’

要請（バス協会が対応できない場合※）

愛知県
バス協会市町村

愛知県

（災害対策本
部）

バス事業者
（愛知県バス協
会会員）

①

② ③

回答⑤ 回答④

要請 要請

⑦ 連絡

②’

④’

三重県
バス協会市町村

三重県

（災害対策本
部、⼜は災害
対策課）

バス事業者
（三重県バス協
会会員）

①

② ③

回答⑤ 回答④

要請 要請

要請（バス協会が対応できない場合※）

回答（バス協会が対応できない場合※）

要請

※バス協会は、組織上、休⽇や夜間等において対応できない場合がある。

TNT
情報共有本部

等

連携
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【コラム】 東日本における鉄道・航空各社による計画運休 （令和元年台風第１９号） 
 
令和元年10月11日、翌12日に関東に最接近するとみられる台風第19号（令和元年東日本台風）をめ

ぐり鉄道各社は、あらかじめ運行中止を決める「計画運休」の実施を相次いで発表した。 

JR東日本は10日、首都圏の在来線全線で12、13日に大規模な計画運休を行う可能性があると発表。

11日には、台風が接近し始める12日午前～昼ごろから通過後の安全確認も含めて13日昼ごろまでは運

休すると明らかにした。 

JR東日本が大規模な計画運休を行うのは、平成30年台風第24号が列島を縦断した前年9月と、台風

15号で千葉県に大きな被害が出た同年9月に続き3度目。周知が運休の8時間前だった平成30年年9月は、

運休を知らずに乗客が駅に集まり混乱した。令和元年9月は安全確認に手間取り予定していた再開予

定時刻がずれ込み、通勤・通学客が滞留する事態となった。 

 

■交通機関各社の計画運休の予定（11日18:00時点） 
 

 12日 13日 

JR 
東日本 

山手線 午後1時頃までに運休 少なくとも昼頃まで運休 

東海道線 午前11時頃までに運休 少なくとも昼頃まで運休 

中央・総武線 正午頃までに運休 少なくとも昼頃まで運休 

京浜東北線 正午頃までに運休 少なくとも昼頃まで運休 

埼京線 正午頃までに運休 少なくとも昼頃まで運休 

私鉄 

東急電鉄 午前11時半頃から運休 未定 

西武鉄道 午後1時以降順次運休 午前中まで運休 

京急電鉄 午後4時頃から運休の可能性 昼頃運転開始の可能性 

小田急電鉄 正午頃までに運休 午前中点検終了まで運休 

新幹線 

東海道新幹線 
（東京－名古屋） 

始発から終日とりやめ 安全確認がとれ次第、運転開始 

東北・山形・秋田・ 
北陸・上越新幹線 

午前11時頃から正午頃にかけて 
順次運休が始まる 

安全確認がとれ次第、運転開始 

航空便 

日本航空 羽田、成田発着の国内線で多数欠航 遅延・欠航の可能性あり 

全日空 羽田、成田発着の国内線で多数欠航 
羽田、成田発着の国内線に大幅遅延・

欠航の可能性 

高速道路 首都高 
正午以降、一部区間で通行止め開始

の可能性 
一部通行止めの可能性 

 

■交通機関各社の計画運休のタイミングとステージの関係 
 

ステージ 鉄道 道路 バス 

（～36時間前） 
JR東日本が計画運休の可能

性を発表（56時間前） 
─  

ステージ0 
（36～24時間前） 

JR東日本が計画運休の詳細

情報を発表（31時間前） 
首都高速が通行止め可能性を

発表（33時間前） 
都営バスが計画運休の詳細情

報を発表（30時間前） 

ステージ1 
（24～12時間前） 

JR 東 日 本 が 計 画 運 休 開 始 
（一部）（13時間前） 

─ ─ 

ステージ2 
（12～9時間前） 

─ ─ ─ 

ステージ3 
（9～6時間前） 

JR東日本が計画運休（全面）

（7時間前） 
首都高速が通行止め（順次） 

（7時間前） 
都バスが計画運休（全路線） 
（5時間前） 

ステージ4 
（6～0時間前） 

─ ─ ─ 
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【コラム】 鉄道の計画運休の実施について最終取りまとめ （国土交通省） 
 
国土交通省では、平成30年9月の台風第21号や第24号の襲来に備え鉄道事業者各社が行った「計画

運休」の対応等について、関係者 が一堂に会して情報共有を行うとともに、対応が適切であったの

か検証し、今後の計画運休のあり方等について検討するため、「鉄道の計画運休に関する検討会議」

を開催し、当日の対応の検証を行うとともに、計画運休実施時の鉄道事業者等における対応内容をと

りまとめた。（令和元年7月2日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  （出典：国土交通省HP） 

 
 なお、国土交通省では、最終とりまとめ後も「鉄道の計画運休に関する検討会議」を開催し、「鉄

道の計画運休の実施についての取りまとめ」の更新を踏まえ、鉄道事業者各社が行った計画運休の対

応が適切であったのか検証し、今後の計画運休のあり方等について検討を継続している。 
 

 ・台風15号に係る鉄道の計画運休に関する検討会議（令和元年9月19日） 

 ・台風19号に係る鉄道の計画運休に関する検討会議（令和元年11月12日） 
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【コラム】 令和元年台風第１９号における広域避難の実施 （利根川中流域） 
 
《茨城県境町》 

茨城県境町では、令和元年台風第19号（令和元年東日本台風）が上陸した10月12～13日、町長自ら

が防災行政無線で避難を呼びかけ、町が手配したバス11台などで隣接する古河市と板東町の県立高校

2箇所に、約2200人が広域避難を実施した。 

 境町は、利根川が氾濫すると9割が浸水すると想定されているため、県境を超えて流域自治体で広

域避難の準備を進めてきていた。茨城、栃木、群馬、埼玉4県の5つの市町と利根川上流河川事務所で

平成29年8月に「利根川中流4県境 広域避難協議会」を設立し、検討を重ねていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     （出典：第2回 利根川中流4県境広域避難協議会 配布資料） 

 
《埼玉県加須市》 

埼玉県加須市では、10月13日午前1時に北川辺地域全地区

を対象に避難指示（緊急）を発令。約9,000人が避難し、そ

のうち約8,000人が広域避難（通常の避難先ではなく大規模

浸水を想定した広域避難先への避難）を行った。市が広域

避難用に用意したバス10台（延べ15回輸送）、自家用車など

で避難が行われたが、避難する車で道路が渋滞したため、

加須市が加須警察署に交通指導を依頼し、信号を手動操作

してもらった。 

                              （出典：関東地方整備局HP） 
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６．避難に関する住民意識の把握                               

 

６．１ リスクの認知による住民の意識の変化 

 

大規模な高潮・洪水発生時に人的被害を最小限にするためには、災害を未然に防ぐ

ハード施設の整備に加え、住民の適切な避難対応などのソフト施策をあわせて進める

ことが欠かせない。そのためにＴＮＴ関係機関は、住民が地域に潜在するリスクを認識

し、いざというときにとるべき対応を平時から意識し、備えておくことができるような方策

を検討する必要がある。 

 
 
【解説】 
 
平成30年12月に、TNTの想定浸水域内に位置する市町村（TNTメンバー）に居住する住民を対象に、

大規模水害時の避難意向に関するアンケート調査を実施した。 

大規模水害と広域避難に関する知識を得た前後に同じ質問をして、意識の変化を調査したところ、

以下の通りとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成30年度第31回作業部会 参考資料1） 

【結果】 
 
• 知識の付与後に、上陸1日前の「自宅に留まる人」が増加し、避難する人が減少した。 

• 台風の上陸に近づくにつれて（避難の支障となる風速が増すにつれて）市町村外への避難が増加し

た。 

 

【留意事項】 

• 大規模水害及び広域避難について、正しい知識の啓発を進めていく必要がある。 

問1〜問4︓⼤規模な⽔害が発⽣する場合の避難について
⼤規模⽔害に関する知識の付与

広域避難に関する知識の付与
問11〜問14︓⼤規模な⽔害が発⽣する場合の避難について

避難に関する意識の把握
問1〜問4の質問について、⼤規模⽔害と
広域避難に関する知識を得た後に、同じ質
問（問11〜問14）をして、意識の変化を
把握する

■⾃宅に留まる ■市町村内に避難 ■市町村外に避難

問1〜4 11〜14 巨⼤台⾵がお住まいの地域に接近する過程なかで、あなたやご家族は以下の段階で⾃宅以外の場所に避難すると思いますか。

⼤規模⽔害時の避難意向と情報提⽰等による変化

1,218

1,354

1,021

837

914

636

0 500 1,000 1,500

上陸1日前（知識前）

上陸1日前（知識後）

上陸6時間前（知識前）

上陸6時間前（知識後）

上陸直前（知識前）

上陸直前（知識後）

自宅にとどまる

453

224

160

349

88

140

211

304

37

168

19

61

0 200 400 600 800

上陸1日前（知識前）

上陸1日前（知識後）

上陸6時間前（知識前）

上陸6時間前（知識後）

上陸直前（知識前）

上陸直前（知識後）

市町村内に避難

市町村外に避難
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【参考】 域外避難の抵抗要因と促進策 
 
《東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会》（伊勢湾） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成30年度第3回WG 資料3） 

 

《洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ》（東京湾） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第3回ワーキング 資料2） 

〔解決策〕 
 
• 会社や学校の休止、具体的な避難先の指定、防犯対策の実施、避難時の共助などにより、域外避難

が促進される。 

• 上記アンケート結果について、会社や学校、避難先市町村、警察等と情報共有を図ることにより、

各機関に休業や休校、避難先の指定、防犯対策等に関する検討を促す。 

 

問15① 広域避難をためらう次の理由についてどう思いますか。域外避難の抵抗要因

域外避難の促進策 問15② 次のような条件が整えば、広域避難が進むと思いますか。

12%

5%

14%

16%

9%

10%

12%

2%

24%

13%

33%

27%

18%

12%

23%

8%

30%

30%

28%

29%

32%

23%

33%

34%

18%

19%

14%

15%

17%

11%

17%

23%

16%

33%

11%

12%

24%

44%

15%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①⾃分の仕事や学校があるため

①⼦供の学校があるため

②家や家財から⻑く離れることが⼼配

③避難する先の当てがないため

④遠くまでの避難が困難な家族（⾃分を含む）がいるため

⑤ペットなどを飼っているため

⾃宅が⼀番安全だと思うので

⾃衛隊等の救助を期待しているので

そう思う ← どちらとも⾔えない → そう思わない
■ ■ ■ ■ ■ N=1,882

34%

27%

21%

23%

22%

16%

15%

31%

32%

26%

25%

30%

19%

25%

26%

32%

35%

33%

32%

35%

37%

4%

6%

11%

12%

10%

13%

14%

5%

4%

8%

8%

6%

16%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う ← どちらとも⾔えない → そう思わない
■ ■ ■ ■ ■ N=1,882

①⼤規模⽔害の可能性がある場合に
会社や学校などを休みにする措置がとられる

③市町村から具体的な広域避難先が指定される
体の不⾃由な⽅などでも⼀定期間過ごす
環境の整った広域避難先が⽤意される

④バスや福祉⾞両など、広域避難先までの移動⼿段が⽤意される
②地域の⾒回りなど、避難で家を空けることによる

窃盗等への防犯対策が実施される
⑤ペットなどとの同⾏避難が考慮された広域避難先が⽤意される

④避難を⼿助けしてくれる家族以外の⼈が⾒付かる
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第Ⅲ編 【救助・応急復旧計画編】 
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■位置づけ・目標                                          

 

■位置づけ 

 

救助・応急復旧活動を行う上で、関係機関が広域連携して活動すべき項目、その活

動方針や事前に具体的に申し合わせておくべき事項をまとめたものである。 

被害想定は、第Ⅰ編【被害想定・タイムライン編】で設定したスーパー伊勢湾台風を

基本とする。 

 

 

■目標 

 

災害発生後から応急復旧完了までのフェーズを対象とする。 

応急復旧は、災害発生から１ヶ月後で完了させることを目標とする。 

 

 

 

■作業目標 
 
作業目標としては、目安として、2週間で応急復旧の準備（排水完了・緊急輸送路確保）、 

1ヶ月で堤防・交通（道路・鉄道）・ライフラインの施設応急復旧完了を目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.１ 応急復旧のフェーズの考え方 

復興

施設（堤防・交通・ライフライン）応急復旧

排水、緊急輸送路確保

救命・救助
医療・救護

フェーズⅠ
1日～3日

フェーズⅡ
4日～2週間

フェーズⅢ
2週間～1ヶ月

広域連携・応急復旧計画
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図Ⅲ.２ 応急復旧のフェーズの考え方 

 

※ 各復旧項目の開始・完了を表す各フェーズは、あくまで目標である。 

 

※ 算出条件は以下のとおりである。約10億m3の湛水量のうち、最も湛水量が多いと想定される日光

川エリア（約4億m3）について算出した。これをもとに、およそ3日間（フェーズⅠ）で各エリア

の排水が可能と想定した。エリアについては、11.2を参照。 

●湛水量： 

フェーズⅠ開始時の浸水想定イメージ図のメッシュ面積×水深の合計値（河川を含む）は約4

億m3である。フェーズⅡ開始時のゼロメートル地帯以上の湛水量は約3億m3である。 

●排水条件： 

日光川水閘門（幅合計87m）からの流出量を算出。潮位の影響を考慮し、満潮時は水門を閉め

る操作を行うものと想定。  

●自然排水量（累計）： 

時間経過とともに、以下のように自然排水される。 

・24時間後：1億3千万m3 

・48時間後：2億1千万m3 

・72時間後：2億9千万m3 

・82時間後：3億m3（ゼロメートル地帯以上の湛水量を排水完了） 

 

※ フェーズⅠにおいては、自然排水のみで排水を行うのではなく、排水可能であれば、排水機場や

排水ポンプ車を使用することが望ましい。 

※ 排水経過の詳細については、「濃尾平野の排水計画（第1版）」に基づくものとする。 

※ ブロック毎に排水する目的に応じた配水目標日数を設定し、必要配備ポンプ車両数を決めていく

必要がある。 

 

 

フェーズⅠ

（1日～3日）

フェーズⅡ

（4日～2週間）

ゼロメート
ル地帯以外
排水完了

フェーズⅢ

（2週間～1ヶ月）

自然排水 ポンプ排水

湛水面積 520（km2） 175（km2） 0（km2）

湛水量 1,000,000,000（m3） 175,000,000（m3） 0（m3）

排水

堤防復旧

ﾗｲﾌﾗｲﾝ復旧 （電力･通信･ｶﾞｽ）

ﾗｲﾌﾗｲﾝ復旧 （水道）

輸送路復旧

交通復旧

ポンプ排水準備

計画活動

ポンプ排水実施

堤防応急復旧準備 堤防応急復旧実施

計画活動 電力・通信・ガス応急復旧

道路啓開 輸送路応急復旧

交通応急復旧準備 交通応急復旧

計画活動 上下水道応急復旧

全エリア
排水完了
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７．救出活動 （人命・生活に関わる活動）                          

 

７．１ 活動方針 

 

救出活動は、災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を

排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出する

活動である。 

各機関は、情報を共有し、広域活動拠点を中心として、救出活動を行う。 

救出手段としては、ヘリコプターやボートなどあらゆる手段を活用するものとする。 

救出拠点としては、公園や球場などのオープンスペースはもちろんのこと、名古屋市

内の１００ｍ道路を活用することについても検討する。 

救出活動は、浸水を免れる河川堤防上の道路や高速道路の活用も検討する。なお、

浸水を免れる地盤の高い道路を結び緊急時のネットワークとして利用できる様な整備

についても検討する必要がある。 

捜索・救出活動は、活動の迅速さが人命に直結することから、各拠点間及び各組織

においては、迅速かつ正確に情報を共有し、連携・調整しながら活動を実施するものと

する。 

 

 

■活動内容 

• 浸水区域での捜索・救出はボートを用いるが、高層住宅や救出が困難な箇所、被救出者の容態悪

化が著しい場合等はヘリを用いる。 

• 自己調達が困難な資機材については、広域活動拠点での情報共有により調整し、調達する。 

• 災害により負傷した者は医療機関に収容する。 

• 捜索・救出に関する資機材・人材が集結できるよう拠点を設ける。 

• 災害により死亡した者は身元確認後、検死し、処理、埋葬又は火葬を行う。特に外国人の遺体の処

理方法は、宗教により異なり、間違った処理を行うと国際問題になるため注意を要する。例えば、仏

教、ヒンズー教は火葬、イスラム教は土葬であり、キリスト教は土葬が基本であるが、最近は火葬も

許される。（出典：ＮＰＯ法人葬送共生会ＨＰ） 

• 身元不明の場合、警察その他関係機関で調査を行う。 
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【留意事項】 
 
• 活動拠点、各組織の活動地区の設定 

• 資機材・人材の確保、搬入路の確保 

• 捜索するしくみ 

 

 

例えば、捜索するしくみとして、住民に対するGPS付携帯電話・ICタグ携帯電話の普及や情報シス

テムを整備するなどの事前対策についても検討をしておく必要がある。これらの入手情報を情報拠点

で集中的に管理できるしくみについても今後検討を行う。 

今後、以下の項目について具体的な検討を進め、内容拡充に努めるものとする。 

 

 

表７.１.１ 具体的な検討を要する項目 
 

活動項目 活動時期 関係機関 活動概要 

避難誘導 

 

 

避難勧告・指示発令後 

 

 

自衛隊、市町村、 

消防、警察、 

自主防災組織 

避難場所まで、避難者を誘導する。 

避難活動の支援を行う。 

 

救出・捜索 

 

 

台風通過後 

（風速15m/s以下） 

 

自衛隊、海保、市町村、 

消防、警察、 

自主防災組織 

湛水域内に留まっている住民の再避難 

浸水域での浮遊、家屋への閉じこめ等

の捜索・救出活動 
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７．２ 想定条件 

○ 重傷者数、軽傷者数は、東海豪雨の実績死者数を基に最大浸水面積比で算出。 

○ ボート、ヘリの１回当たりの救助可能定員は、それぞれ３人と想定。 

○ ボートは１隻当たり１日３往復、ヘリは１機当たり１日３往復の輸送と想定。 

○ ボートでの救出対象は軽傷者（２４００人）、ヘリでの救助対象は重症者と想定（２４０
人）。 

○ フェーズⅠ（３日間）で救助を完了すると想定すると、ボートが９０隻、消防・防災ヘリ等
が９機必要となる。 

○ 活動要員数は、床上浸水戸数１棟当たり０.４人と想定（床上浸水戸数は１７２,４００
棟）。 

 

 

７．２．１ 想定スケジュール 

 

活動項目 フェーズⅠ(１日～３日) フェーズⅡ(４日～２週間) フェーズⅢ(２週間～１ヶ月) 

捜索・救出 

 

  
 

遺体処理 

 

 
  

 

７．２．２ 想定数量 

 

項 目 数 量 

軽傷者数 ２,４００（人） 

重症者数 ２４０（人） 

ボート数 ９０（隻） 

消防ヘリ・防災ヘリ数 ９（機） 

活動要員 ６９,０００（人） 

 

 

捜索・救出 

遺体処理 

捜索・救出（継続） 
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【参考】 救助者数の推定方法：内閣府の試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （出典：大規模水害対策に関する専門調査会 第12回会合（H20.11.12） 

       参考資料2 大規模水害時の排水施設の状況、死者数・孤立者数の想定手法） 

 

図７.２.１ 救助者数の推定方法 
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７．３ 過去の事例 

－平成２７年９月関東・東北豪雨－ 

○ 平成２７年９月７日から１１日にかけて、台風第１８号や台風から変わった低気圧に向
かって南から湿った空気が流れ込んだ影響で、西日本から北日本にかけての広い範
囲で大雨となり、特に関東地方と東北地方では記録的な大雨となった。 

○ 利根川水系鬼怒川１箇所、鳴瀬川水系渋井川等１８河川で堤防が決壊。 

○ 死者８名、負傷者８０名、全壊８０棟、半壊・一部損壊７,３６５棟、床上浸水１,９２５棟、床
下浸水１０,３５３棟。（出典：内閣府資料 平成年２８年２月１９日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     写真９.３.１ 自衛隊による救助活動          写真９.３.２ 消防の援助ヘリによる救出 

    （出典：防衛省統合幕僚監部HP        （出典：常総市災害記録誌「忘れない9.10」） 
    https://www.mod.go.jp/js/Activity/         http://www.city.joso.lg.jp/ikkrwebBrowse/ 
    Disaster_relief/2709kinugawa.htm）        material/files/group/38/city_guide_2016_2_all.pdf 
 

 

【参考】 ボート・ヘリによる捜索・救助 

• ９/１０ 茨城県が９：０５に自衛隊、１１：１０に緊急消防援助隊に派遣要請、１２：５０頃三坂町で鬼怒

川堤防が破堤 

• 自衛隊の活動（９/１０～１９） 

 出動ボート ： 延べ１８０隻、救助者数１,２９２名 

 出動ヘリ   ： 延べ１０５機、救助者数７２３名 

• 緊急消防援助隊の活動（９/１０～１７） 

 陸上部隊 ： 出動部隊２,２４６名、救助者数５１４名 

 航空部隊 ： 出動部隊数４４隊、救助者数２７２名 
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【事例】 災害時の遺体処理に関する連携 

 

一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会の社会貢献活動 

 

「自治体との災害協定」 
 
全互協では、多数の死傷者が予想される突発的な大災害時に全互協の全国ネットワークを生かして、

また冠婚葬祭に関わるプロ集団として被災者や遺族の方々への迅速な支援活動、救済活動を行ないま

す。そのために、全国173自治体（平成31年3月現在）と災害支援協定を締結し、災害時に自治体の要

請をうけて活動を行なうこととしています。今後も引き続き自治体との連携を進めてまいります。 

（出典：一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会HP https://www.zengokyo.or.jp/social/prepared/municipality/） 

 
「災害時の互助会の対応について」 
 
全互協では、自治体との協定を結んで（災害支援協定）行なう支援事業の他に自主的な措置として、

豪雨•台風等の局地的な自然災害が発生した際に、全互協のネットワークを活用し、全国の会員互助

会が協力して人的•物的な災害支援を行います。 

平成7年の阪神淡路大震災、平成23年の東日本大震災の経験から、平成11年以降、地方自治体との

「災害時支援協定」の締結（※支援協定のページにリンク）を進めるとともに、平成25年には大規模

災害に対する人的、物的支援のために「災害時支援体制等に関する方針」を策定しました。 

さらに、平成26年の広島で発生した豪雨災害のような局地的な自然災害に対しても対応できるよう

に、上記の方針をさらに補完させた「局地的災害対応方針」を策定し、局地的災害の発生時には次の

ような支援を行ないます。 

（1）被災者・会員、ボランティア等への人的支援 

（2）災害時に必要となる物資の提供 

また、支援のために全国10ブロックで、棺桶約11,000本、納体袋約8,000枚をはじめとする支援物資

の備蓄を行なっており、大規模災害と局地的災害に対する柔軟で迅速な対応を可能とする体制を整備

して、災害支援に備えています。 

（出典：一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会HP https://www.zengokyo.or.jp/social/prepared/disaster/） 

 
「東日本大震災被災地支援の取り組み」 
 
一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に直ちに対応、

加盟互助会や協力企業の力を結集して、次の通り支援活動を行いましたので、ご報告致します。 

◆全互協の復興支援活動 

全互協では社会貢献基金活動以外でも支援活動を行いました。  

《活動内容》 

① 棺・装具類等の調達・提供（棺・葬具類：棺・骨壷・仏衣・防腐剤・ロウソク・ドライアイス等） 

② 生活物資提供 

③ 遺体搬送・保全活動 

④ 被災加盟互助会への支援 

この活動は、加盟互助会からの特別会費の徴収、義援金、関係各社からの支援金、および全互協事

業資金の一部よりの支出にて実施しました。また、被災地域に所在し被害のあった加盟互助会への見

舞金拠出を行いました。  

拠出額 307,424,558円 

（出典：一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会HP https://www.zengokyo.or.jp/social/prepared/support/） 
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８．医療救護                                            

 

８．１ 活動方針 

 

医療・救護活動は、緊急に多数の避難者の医療を確保することが求められるため、

被災地の住民が医療の途を失わないよう、広域的な活動を行うことを基本とする。 

 

 

■活動内容 

• 被災地からの救助後、救護所へと搬送し、トリアージ処置を行った後に医療施設へと搬送する。 

• 重篤者・重傷者に関しては、医療設備の整った災害拠点病院へと優先的に搬送する。 

• 緊急を要する場合、または、最寄りの災害拠点病院への輸送路の通行が困難な場合は、ドクターヘ

リを用い、災害拠点病院へと搬送する。 

• ＤＭＡＴ※ は広域応援として、必要要員を現地へ派遣する。 

• 医療・救護に関する資機材・人材が集結できるよう拠点を設ける。 

• 衛生環境の悪化を防ぐため、消毒活動を行う。 

 

※DMAT（災害派遣医療チーム Disaster Medical Assistance Teamの略）： 

専門的な訓練を受けた医師・看護師などからなり、災害発生直後から活動できる機動性を備え

た医療チーム。派遣要請は、被災都道府県（あるいは厚生労働省）から非被災都道府県に直接

行われる。 

 

【留意事項】 
 
• 広域応援の要請 

• 電力の途絶の影響 
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８．２ 想定条件 

○ 未浸水の病院１１４施設を医療・救護拠点とし、軽傷者（合計２,４００人）を搬送。 

○ ドクターヘリの１回当たりの救助可能定員は、それぞれ３人と想定。 

○ ドクターヘリは１機当たり１日３往復の輸送と想定。 

○ ドクターヘリでの搬送対象は重傷者（被救命者）を想定（２４０人）。 

○ フェーズⅠ（３日間）で救命完了と想定すると、ドクターヘリ９機が必要となる。 

○ 重症者（合計２４０人）をＤＭＡＴ（３日間）で対応、医師１名で４人/日対応すると２０チ
ーム必要となる。 

 

８．２．１ 想定スケジュール 

 

活動項目 フェーズⅠ(１日～３日) フェーズⅡ(４日～２週間) フェーズⅢ(２週間～１ヶ月) 

広域医療・救護 

 

  
 

 

８．２．２ 想定数量 

 

項 目 数 量 

未浸水病院数 １１４（施設） 

ドクターヘリ ９（台） 

ＤＭＡＴ必要チーム数 ２０（チーム） 

ＤＭＡＴ必要人数 ８０（名） 

 

【参考】 

• 全国ＤＭＡＴ数（Ｈ２７.３現在)：７４８施設、１,４２６チーム、９,３２８名 

• 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）１チームの構成：医師１名、看護士２名、業務調整１名 

（出典：厚生労働省「周産期医療体制のあり方に関する検討会」資料（平成28年2月3日）） 

 

 

 

広域医療・救護 広域医療・救護（継続） 
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８．３ 捜索・救出と医療・救護の連携 

捜索・救出活動と医療・救護活動は、人命に直結することから、互いに連携し、一連の
活動を迅速かつ効率的に行うものとする。 

 

 
 

活 動 関係機関 活 動 関係機関 

① 救助・搬送 
 

市区町村、海保、警察 
自衛隊、消防 

⑧ トリアージ・治療 
 

ＤＭＡＴ・医師会・日赤等の 
医療関係機関 

② 応急処置・トリアージ 
 

ＤＭＡＴ・医師会・日赤等の 
医療関係機関 

⑨ 搬送 
 

ＤＭＡＴ・医師会・日赤等の 
医療関係機関 

③ 搬送 
 

消防 
 

⑩ 治療 
 

ＤＭＡＴ・医師会・日赤等の 
医療関係機関 

④ 搬送 
 

市区町村、葬祭関係団体 
 

⑪ 搬送 
 

消防 

⑤ 検死 
 

警察、海保 
 

⑫ 広域搬送 
 

ＤＭＡＴ・医師会・日赤等の 
医療関係機関 

⑥ 搬送 
 

市区町村、葬祭関係団体 
 

⑬ 治療 
 

ＤＭＡＴ・医師会・日赤等の 
医療関係機関 

⑦ 火葬 葬儀業者   
 

図８.３.１ 捜索・救出と医療・救護活動の連携 

 

 

救護所 

自宅・避難所 遺体安置所 

火葬場 

災害拠点病院 
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８．４ 過去の事例 

－東日本大震災－ 

○ 平成２３年３月１１日１４時４６分発生、震源：三陸沖（北緯３８.１度、東経１４２.９度、牡
鹿半島の東南東１３０ｋｍ付近）、震源の深さ：２４ｋｍ、モーメントマグニチュード：９.０ 

○ 津波最大波：宮古８.５ｍ以上、相馬９.３ｍ以上の津波を観測 

○ 死者１９,６８９名、行方不明者２,５６３名、負傷者６,２３３名、住宅全壊１２１,９９５戸、半
壊２８２,９３９戸、一部損壊７４８,１０９戸。 （出典：内閣府資料 平成年３１年３月８日） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     写真８.４.１ 花巻空港での活動状況         写真８.４.２ 石巻市立病院での活動状況 

   （出典：東日本大震災における災害応急対策に関する検討会（内閣府）第2回資料1 
    http://www.bousai.go.jp/oukyu/higashinihon/2/kentoukai2.html） 
 

 

【参考】 ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の活躍 

• ３/１１～３/２２の１２日間で、全国からＤＭＡＴ約３４０隊、１５００人が派遣され、病院支援、域内搬送、

広域医療搬送、病院入院患者避難搬送の活動が行われた。 
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【参考】 ＤＭＡＴの搬送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 ＳＣＵ：ステージング・ケア・ユニット 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省HP「日本DMAT活動要領」 

     https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000089045.pdf） 

 

 

 

日本ＤＭＡＴ活動要領 （Ｈ２８.３.３１改正） 

Ⅱ 用語の定義 

１２．航空搬送拠点臨時医療施設（ステージングケアユニット：ＳＣＵ） 

・ ＳＣＵとは、航空機での搬送に際して患者の症状の安定化を図り、搬送を実施するための救護

所として、被災地及び被災地外の航空搬送拠点に、広域医療搬送や地域医療搬送に際して都

道府県により設置されるもの。 

日本ＤＭＡＴ活動要領 （Ｈ２８.３.３１改正） 

Ⅱ 用語の定義 

１３．広域医療搬送 

・ 広域医療搬送とは、国が各機関の協力の下、自衛隊機等の航空機を用いて対象患者を被災

地内の航空搬送拠点から被災地外の航空搬送拠点まで航空搬送する医療搬送をいう。 

・ 広域医療搬送は、被災地域及び被災地域外の民間や自衛隊の空港等に広域医療搬送拠点

を設置して行う。 

１４．地域医療搬送（域内搬送） 

・ 地域医療搬送とは、被災地内外を問わず、都道府県、市町村及び病院が、各防災関係機関の

協力を得て、ヘリコプター、救急車等により患者を搬送する医療搬送（県境を越えるものも含

む）であって、広域医療搬送以外のものをいう。 

・ 災害現場から被災地域内の医療機関への搬送、被災地域内の医療機関から近隣地域への搬

送、被災地域内の医療機関からＳＣＵへの搬送及び被災地域外のＳＣＵから医療機関への搬

送を含む。 
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【参考】 災害拠点病院 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：独立行政法人国立病院機構 災害医療センターHP http://www.nho-dmc.jp/disaster/saigaikyoten.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８.４.１ 災害拠点病院位置図 

災害拠点病院とは、平成８年に当時の厚生省の発令によって定められた「災害時における初期救急

医療体制の充実強化を図るための医療機関」で、次のような機能を備えた病院です。 

① ２４時間いつでも災害に対する緊急対応でき、被災地域内の傷病者の受け入れ・搬出が可能な

体制を持つ。 

② 実際に重症傷病者の受け入れ・搬送をヘリコプターなどを使用して行うことができる。 

③ 消防機関（緊急消防援助隊）と連携した医療救護班の派遣体制がある。  

④ ヘリコプターに同乗する医師を派遣できることに加え、これらをサポートする、十分な医療設備

や医療体制、情報収集システムと、ヘリポート、 緊急車両、自己完結型で医療チームを派遣で

きる資器材を備えている。 
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表８.４.１ 災害拠点病院一覧表（平成３１年４月現在）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   区分の凡例：「基幹」は基幹災害拠点病院、「地域」は地域災害拠点病院 

               （出典 厚生労働省 災害拠点病院一覧（平成31年4月1日現在）） 
 

番号 県名 区分 病院名 浸水深（m）
1 岐阜県 基幹 岐阜県総合医療センター
2 岐阜県 基幹 岐阜大学医学部附属病院
3 岐阜県 地域 岐阜市民病院
4 岐阜県 地域 岐阜赤十字病院
5 岐阜県 地域 松波総合病院
6 岐阜県 地域 大垣市民病院
7 岐阜県 地域 木沢記念病院
8 岐阜県 地域 岐阜県厚生農業協同組合連合会　中濃厚生病院
9 岐阜県 地域 岐阜県立多治見病院
10 岐阜県 地域 総合病院中津川市民病院
11 岐阜県 地域 高山赤十字病院
12 岐阜県 地域 岐阜県厚生農業協同組合連合会　飛騨医療センター久美愛厚生病院
13 愛知県 地域 名古屋第二赤十字病院
14 愛知県 地域 名古屋大学医学部附属病院
15 愛知県 地域 名古屋市立東部医療センター
16 愛知県 地域 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
17 愛知県 地域 名古屋市立西部医療センター 2.5
18 愛知県 地域 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 1.1
19 愛知県 地域 名古屋市立大学病院
20 愛知県 地域 名古屋記念病院
21 愛知県 地域 名古屋第一赤十字病院 1.5
22 愛知県 地域 名古屋掖済会病院 2.4
23 愛知県 地域 独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院 1.6
24 愛知県 地域 厚生連海南病院 1.9
25 愛知県 地域 津島市民病院 2.1
26 愛知県 地域 一宮市立市民病院
27 愛知県 地域 総合大雄会病院
28 愛知県 地域 厚生連 稲沢厚生病院 0.4
29 愛知県 地域 厚生連 江南厚生病院
30 愛知県 地域 小牧市民病院
31 愛知県 地域 春日井市民病院
32 愛知県 基幹 藤田医科大学病院
33 愛知県 基幹 愛知医科大学病院　
34 愛知県 地域 公立陶生病院
35 愛知県 地域 半田市立半田病院
36 愛知県 地域 厚生連知多厚生病院
37 愛知県 地域 公立西知多総合病院
38 愛知県 地域 厚生連安城更生病院
39 愛知県 地域 刈谷豊田総合病院
40 愛知県 地域 西尾市民病院
41 愛知県 地域 岡崎市民病院
42 愛知県 地域 厚生連豊田厚生病院
43 愛知県 地域 トヨタ記念病院
44 愛知県 地域 豊橋市民病院
45 愛知県 地域 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター
46 愛知県 地域 豊川市民病院
47 愛知県 地域 新城市民病院
48 三重県 基幹 三重県立総合医療センター
49 三重県 地域 三重北医療センターいなべ総合病院
50 三重県 地域 市立四日市病院
51 三重県 地域 鈴鹿中央総合病院
52 三重県 地域 三重大学医学部附属病院
53 三重県 地域 松阪市民病院
54 三重県 地域 三重県厚生農業協同組合連合会松坂中央総合病院
55 三重県 地域 済生会松阪総合病院
56 三重県 地域 伊勢赤十字病院
57 三重県 地域 三重県立志摩病院
58 三重県 地域 伊賀市立上野総合市民病院
59 三重県 地域 名張市立病院
60 三重県 地域 尾鷲総合病院
61 三重県 地域 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター
62 三重県 地域 紀南病院



184 
 

【参考】 防疫・保健衛生 
 

第3編 災害応急対策 
第6章 医療救護・防疫・保健衛生対策 
第2節 防疫・保健衛生                                     
1 県（健康福祉部）における措置 
（1）積極的疫学調査及び健康診断 

ア 県に災害対策本部を設置したときは、防疫組織を編成し、関係機関と連絡をとり、被害状況の早期

把握に努める。 
イ 被災地を管轄する保健所に防疫班を派遣し、浸水地域及び集団避難所、その他衛生条件の良好でな

い地域を優先的に、緊急度に応じて段階的に、疫学的調査及び感染症法第17条第1項及び第2項に基

づく健康診断を順次実施する。 
（2）防疫措置 
 ア 生活環境に対する措置 

 県は次に掲げる事項の指示を災害の規模、様態に応じ範囲及び期間を定めて速やかに市町村に対し

行うほか、必要に応じこれを実施する。 
（ｱ）感染症法第27条第2項の規定による感染症の病原体に汚染された場所の消毒 
（ｲ）感染症法第28条第2項の規定によるねずみ族・昆虫等の駆除 
（ｳ）感染症法第29条第2項の規定による物件の消毒 

 イ 患者等に対する措置 
（ｱ）県は被災地域において、一類感染症等が発生し、まん延を防止するため必要があると認める時

は、患者に対して感染症指定医療機関に入院すべきことを勧告し、当該患者の移送を行う。 
（ｲ）感染症指定医療機関に入院することが困難な場合には、県が適当と認める病院又は診療所に入

院すべきことを勧告する。 
 ◆ 附属資料第10「感染症指定医療機関」 
（3）器具器材の整備 

ア 県及び市町村の防疫用器具器材の保有状況を把握し、市町村からの借上要請に対応する。 
イ 市町村からの薬剤購入あっせん要請に応じて、薬剤の調達に努める。 
ウ 必要に応じて、県内非り災市町村や近隣県市を始めとする他の都道府県等から、器具器材及び薬剤

を調達する。 
 ◆ 附属資料第10「防疫用器具機材」 
（4）予防教育及び広報活動 

 県は、市町村、報道機関等の協力を得て、被災地の地域住民に対し、感染症予防のための指導及び

広報に努める。 
（5）臨時予防接種 

 県は、まん延予防上緊急の必要があると認めるとき、又は国から予防接種を行うよう指示を受けた

場合は、臨時に予防接種を行い、又は市町村に行うよう指示する。 
（6）応援体制 

ア 被災市町村を管轄する保健所は、防疫活動を実施するに当たり、人的能力に不足があると認めた場

合は、健康福祉部に対し、隣接又は全保健所の職員の派遣依頼をする。 
イ 県は、必要に応じて、近隣県市を始めとする他の都道府県等に応援を要請するものとする。 

 
2 市町村における措置 
（1）防疫組織 

 市町村は、県に準じて、市町村災害対策本部の中に防疫組織を設ける。 
（2）防疫活動 

ア 県の指示及び指導に基づき感染症の病原体に汚染された場所の消毒、ねずみ族、昆虫等の駆除を実

施する。 
イ 感染症法による生活の用に供される水の供給を実施する。 
ウ 避難所の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮設トイレやマンホールトイレを早期に設置する

とともに、被災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等についても必

要な措置を講ずるように努める。 
（3）臨時予防接種の実施 

 市町村は、知事から臨時予防接種の実施の指示を受けた場合には、その指示に従い適確に実施する。 
 
3 食品衛生指導 

 県、名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市は、炊き出しの施設等における食品の衛生的取扱等につい
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て、指導する。 
 
4 栄養指導等 

 県及び市町村は、避難所等における炊き出しの実施に際し、栄養指導を行うとともに、避難所等にお

ける被災者の食生活支援・相談を行う。 
 
5 健康管理 
（1）県及び市町村は、必要に応じ、避難所等に保健師、歯科衛生士等を配置し、被災者等の健康相談や

口腔ケアを行うとともに、保健師、歯科衛生士による巡回健康相談を行う。 
（2）要配慮者の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ、医療を確保するとともに、福祉施設等で

の受入れや介護職員の派遣等、保健・医療・福祉・介護関係者と協力し、健康維持に必要な支援を

行う。 
 
6 健康支援と心のケア 
（1）被災状況の把握と避難所・地域の保健活動 

ア 市町村は、地域の被災状況を把握し、避難所等へ保健活動方針と方法を決定し、それに基づき避難

所・地域での巡回健康相談及び家庭訪問を実施するなど、住民の健康状態の把握と対応を行う。 
イ 県は、保健活動に必要な災害情報を収集し、市町村に情報提供と支援を行う。 

（2）長期避難者等への健康支援 
ア 避難生活が長期にわたるとストレスが蓄積し、心身ともに様々な問題が生じやすいため、健康増進

への支援、ストレスなど心の問題等を含めた健康相談体制の充実、自治活動の支援等を行う。 
イ ストレス症状の長期化・悪化、あるいはPTSD・うつ病・アルコール依存症の人を適切に専門機関へ

の橋渡しを行うなど、住民のニーズに沿った精神保健福祉相談体制を充実させる。 
（3）子供たちへの健康支援活動 

ア 学校において健康診断を実施するとともに、スクールカウンセラーによる学校内でのカウンセリン

グや家庭訪問等で心のケアを行う。 
イ 児童相談センターでも相談窓口を設置する。 

（4）職員等支援活動従事者の健康管理 
 支援活動従事者が過重勤務等から心身のバランスを崩すことを未然に防ぐため、定期的なミーティ

ング等により心身の健康状態を把握し、適切な勤務体制を整える。 
 
7 避難所の生活衛生管理 

 県及び市町村は、避難所の生活衛生を確保するため、飲料水等の衛生指導を行う。 
 
8 動物の保護 
（1）県は、被災動物の保護及び収容を行うとともに、特定動物及び犬による危害を防止する。 
（2）獣医師会等関係団体が実施する動物救護活動を支援する。 
 
9 応援協力関係 
（1）市町村は、県の実施する臨時予防接種について対象者の把握､対象者への連絡等必要な協力をする。 
（2）市町村は、自ら防疫・保健活動の実施が困難な場合、他市町村又は県へ防疫・保健活動の実施又は

これに要する要員及び資機材について応援を要求する。 
（3）県は、市町村の実施する防疫・保健活動につき、必要があると認めたときは自ら応援し、また他市

町村に応援するよう指示する。 
（4）県は、自ら防疫活動の実施又は市町村からの応援要求事項の実施が困難な場合、臨時予防接種につ

いては国立病院機構、日本赤十字社愛知県支部、自衛隊、他県へ、その他の防疫措置については自

衛隊、他県へこれらの実施又はこれに要する資機材につき応援を要請する。 
（5）県は、保健師等の派遣について、必要に応じて、国や近隣県市を始めとする他の都道府県等に応援

を要請するものとする。 
（6）市町村は、保健活動により、心のケア対応が必要と認める場合は、県に対してDPATの派遣要請を行

う。 
（7）県は、市町村からの求めに応じ、又は、必要と認めるときは、DPATを派遣する。 
（8）県は、DPATの派遣について、必要と認めるときは、国及び他都道府県に対し、DPATの派遣を要請

するものとする。 
（9）応援の要求を受けた機関は、これに積極的に協力する。 
 

（出典：愛知県地域防災計画 －風水害等災害対策計画－（平成30年5月修正） 
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【参考】 水害時の消毒法について 
 

消毒対象 消毒薬 調製方法 使用方法 注意事項 

屋外 
（し尿槽や下水があふれ

た場所、動物の死骸や腐

敗物が漂着した場所、氾

濫した汚水が付着した壁

面、乾燥しにくい床下） 

クレゾール石

けん 

クレゾール石けん液30mlに水

を加えて1リットルとする。液が

濁って沈殿物が生じた場合に

は上澄み液を使用する 

家屋の周りは、じょうろや噴霧器などで濡れる程度

に散布する。 
 
壁面は、泥などの汚れを水で落としてから、消毒液

をひたした布などでよく拭く。または噴霧器で噴霧

する場合は、濡れる程度に噴霧する。 

取り扱う際には長袖、

長ズボンを着用し、メ

ガネ、マスク、ゴム手

袋などを使用し皮膚

や目にかからないよう

に注意すること。 
 
皮膚についた場合に

は大量の水と石けん

で良く洗い流す。目に

入った場合は、水で

15分以上洗い流し、

医師の診察を受ける

こと。 
 
使用する直前に希釈

し、希釈する濃度を守

ること。 
 
他の消毒薬や洗剤な

どと混合しないこと。 
他の容器に移して保

管しないこと。 
 
浄化微生物に影響を

及ぼすので、浄化槽

には散布しないこと。 

オルソ剤 
オルソ剤20mlに水を加えて1
リットルとする 

屋内 
（汚水に浸かった壁面や

床、家財道具） 
逆性石けん 塩化ベンザルコニウムまたは

塩 化 ベ ン ゼ ト ニ ウ ム と し て

0.1％の濃度になるように希釈

する。（10％製品の場合、本

剤10mlに水を加え1リットルと

する）いろいろな濃度のものが

市販されているので、希釈倍

率に注意。） 

泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きし

てから、希釈液に浸した布などでよく拭く。又は噴

霧器で噴霧する場合は、濡れる程度に噴霧する。

その後は風通しをよくしそのまま乾燥させる。 

手指 
（後片づけなどで、汚染さ

れた個所や土に触れた

手指） 

逆性石けん 

汚れを石けんで洗った後、流水で石けんを落とし、

洗面器などに入れた消毒液に手首まで浸し、30秒

以上もみ洗いをする。その後、乾いたタオルなどで

よく拭き取る。石けんが残っていると殺菌力が低下

するので、よく洗い流すこと。 

食器類 
次 亜 塩 素 酸

ナトリウム 

次亜塩素酸ナトリウムの濃度

が0.02％になるように希釈す

る。（10％製品を使用する場

合は、本剤2mlに水を加えて１

リットルとする。） 

食器を水洗いした後、消毒液に5分以上浸し、その

上で自然乾燥させる。 

井戸水 
次 亜 塩 素 酸

ナトリウム 

残留塩素として1～2ppmの濃

度 に な る よ う に 調 整 す る 。

（10％製品を使用する場合

は、水1リットルにつき１滴を

加える。） 

汚染された井戸水は水質検査で飲用可能になる

まで飲まないほうが良いが、やむを得ず使用する

場合は、煮沸してから用いる。 
 
また、消毒薬を使用する場合は、くみ取った水に1
～2ppm濃度になるよう調整した消毒液を入れ、30
分以上放置してから飲用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （出典：一般社団法人名古屋市薬剤師会HP https://www.nagoya-yakuzaishi.com/1/） 

 

図８.４.２ 水害時の消毒法 
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９．再避難・住宅の仮設 （人命・生活に関わる活動）                   

 

９．１ 活動方針 

 

待避・垂直避難・浸水域内近隣避難所避難した住民が、湛水期間１～３日の区域に

約３８万人、４～７日の区域に約２５万人、湛水域内に留まっている。 

これら湛水域内に留まっている住民が、ライフライン供給停止等の影響により、再避

難を余儀なくされた場合の避難活動の支援を行うとともに、浸水や損壊により家屋を失

った住民には仮設住宅を建設し、提供するものとする。 

 

 

■活動内容 

• 再避難先の避難所の収容人数や避難経路等を把握した上で、避難の支援を行う。再避難先は被災

地域から離れすぎないようにする。 

• 浸水区域内の再避難は、ボートで行うが、避難が困難な場合はヘリを用いる。 

• 陸域においては、バス等でピストン輸送を行うため、避難路は道路啓開により確保する。 

• 仮設住宅は、必要な数量を算定し、具体的な建設スペースを確保し、建設を実施する。仮設住宅建

設地は被災地域から離れすぎないようにする。 

 

 

【留意事項】 
 
• 避難手段、避難路の確保 

• 仮設住宅建設地の確保 

• 避難所のし尿処理 

• 被災者のメンタルヘルスケア対策 

• 湛水域内に留まっている住民への生活物資等の支援 
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９．２ 想定条件 

○ 避難所（近隣・広域）へ避難している住民 

湛水期間１～７日の地域の避難住民については、全員の自宅が浸水深２ｍ以上とな
っているため、自宅に居住可能なスペースがないことから、引き続き避難所で避難生活
を送り、仮設住宅建設後に仮設住宅に入居するものと仮定。 

湛水期間８日以上の地域の避難住民については、自宅のみならず各種インフラも大
きなダメージを受けているため、早期の帰宅は困難であると仮定し、湛水期間１～７日
の地域の避難住民と同様に、引き続き避難所で避難生活を送り、仮設住宅建設後に仮
設住宅に入居するものと仮定。 

○ 自宅で待避している住民 

待避している住民については、再避難の受け入れ先を確保することが困難であるとし、
引き続き自宅に留まるものと仮定。 

○ 垂直避難している住民 

垂直避難している住民は、自宅に居住可能なスペースがないことから、避難所へ再
避難し、仮設住宅建設後に仮設住宅に入居するものと仮定。 

※様々なケースが想定されるが、１ケースとして想定 

 

９．２．１ 想定スケジュール 

 

活動項目 フェーズⅠ(１日～３日) フェーズⅡ(４日～２週間) フェーズⅢ(２週間～１ヶ月) 

再避難 
 

 
 

仮設住宅  
  

 

９．２．２ 再避難者数 （避難行動の推移） 

 

項 目 フェーズ０ フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ 

避難所への避難住民 

（約３０万人） 
避難所 避難所（継続） 避難所（継続） 仮設住宅 

待避している住民 

（約４７万人） 
自宅 自宅（継続） 自宅（継続） 自宅（継続） 

垂直避難している住民 

（約９万人） 
上層階 再避難 再避難（継続） 仮設住宅 

 

 

再避難（避難所への輸送） 

建設計画 仮設住宅建設 

避難継続 
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９．２．３ 仮設住宅の想定数量 

 

項 目 数 量 

仮設住宅（棟） １７７,０００棟 

仮設住宅スペース（ｍ２） ５２,８００,０００ｍ２ 

 

※ １世帯あたりの平均人数は、２.３人と設定。（対象自治体の平均値） 

※ 仮設住宅の１棟あたりのスペースは、災害救助法の標準である１戸あたり２９.７ｍ２とした。 
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９．３ 過去の事例 

－ハリケーン・カトリーナ－ 

○ ２００５年８月末にアメリカ合衆国南東部を襲った大型のハリケーン。 

○ ハリケーンの強さを表すシンプソン・スケールで、最大時で最高のカテゴリー５、ルイ
ジアナ州上陸時でカテゴリー３を示した。  

○ ニューオーリンズは市域の８０％が水没。約１ヶ月半にわたり浸水した。 

○ このハリケーンによる死者１,７２３名、行方不明者１３５名。（２００６年８月２２日現在）  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真９.３.１ 浸水地帯を歩いて避難する市民     写真９.３.２ 高所で助けを求める市民 

 

 

【参考】 （困難を極めた住民の避難） 

• 逃げ遅れて取り残された住民は当初約１０万人。住民の多くが避難の仕方を不知。 

• 避難指示（命令）をしても「他で暮らす金もない」「家が略奪にあう」等の理由で約１万人が避難拒否。 

• 被災地での衛生状態が悪化。医薬品や水が不足し、長期間孤立した人々の中には、脱水症状で死

者も発生。 
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【参考】 ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム） 
 
厚生労働省は、災害時精神保健医療体制整備を推進すべく、心のケアチーム整備促進を図ることを

すすめており、平成24年度からは「心のケアチーム体制整備事業」を開始し、DMAT（災害派遣医療

チーム）をもとにしたDPAT（災害派遣精神医療チーム）活動マニュアルの作成をすすめている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：DPAT事務局HP） 
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【参考】 メンタルヘルスケア 
 
これらの情勢を受けて、全国の各県で、より包括的で有効性ある「災害時こころのケア活動」の体

制整備がすすめられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （平成22年3月改訂）              （平成26年3月改訂） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （平成25年3月改訂）              （平成28年1月作成） 
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【参考】 応急仮設住宅の設置及び管理運営 

 

第3編 災害応急対策 

第24章 住宅対策 

第4節 住宅の仮設・応急修理及び障害物の除去                          

1 県（建設部）及び市町村における措置 

 県は、災害救助法に基づき、家屋に被害を受けた被災者の一時的な居住の安定を図るため、応急仮設

住宅を設置する。 

 応急仮設住宅の設置は、建設又は賃貸住宅の借り上げによるものとし、災害の特性等に応じて供与方

法を選択する。 

（1）応援協力の要請 

 市町村は、住宅の被災状況等から応急仮設住宅の設置が必要な場合は、県に対して、設置を要請す

る。 

 県は、応急仮設住宅の設置に当たっては、協定締結団体に協力を要請する。 

 ◆ 附属資料第15「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書（県対プレハブ建築協会・日本

ツーバイフォー建築協会東海支部・全国木造建設事業協会）」 

 ◆ 附属資料第15「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定（県 対県宅地建物取引業協会・

全日本不動産協会愛知県支部・愛知共同住宅協会・県農業協同組合中央会・全国賃貸住宅経営者協

会連合会）」 

（2）建設用地の確保 

 市町村は、応急仮設住宅の建設用地を、災害時の状況により、原則として市町村が予定した建設用

地の中から、①公有地、②国有地、③企業等の民有地の順に選定し、報告する。 

 なお、企業等の民有地については、公租公課等の免除を前提とし、原則として無償で提供を受けら

れる土地とする。また、二次災害に充分配慮する。 

（3）応急仮設住宅の建設 

 県は、応急仮設住宅を次のとおり建設する。 

ア 建物の規模及び費用 

（ｱ）一戸当たりの建物面積及び費用は、災害救助法施行細則（昭和40年愛知県規則第60号）に定め

る基準とする。 

ただし、世帯の構成人数、資材の調達状況等により、基準運用が困難な場合は、市町村ごとに

基準内において調整し、その規模及び費用の追加ができるものとする。 

（ｲ）建設資材の県外調達により、限度額での施工が困難な場合は、内閣総理大臣の承認を受けて当

該輸送費を別枠とする。 

イ 建設の時期 

 災害が発生した日から原則として20日以内に着工するものとする。 

 ただし、大災害等の事由により期間内に着工できない場合は、事前に内閣総理大臣の承認を受けて、

必要最小限度の期間を延長するものとする。 

ウ 建設方法 

 所定の基準により直接建設業者に依頼し、原則としてリース又は買取りにより設置する。 

 ただし、状況に応じて知事の事務の一部を行うこととされた市町村長が当該事務を行うことができ

る。 

（4）賃貸住宅の借上げ 

 県は、「災害時における民間賃貸住宅の活用についての手引」（平成24年12月国土交通省・厚生労働

省）を参考に賃貸住宅の借上げを行う。 

（5）被災者の入居及び管理運営 

 市町村は、応急仮設住宅への入居対象者の選定とその管理運営を次のとおり行う。 

ア 入居対象者 

 地震災害により被災し、原則として次のいずれにも該当する者とする。 



194 
 

（ｱ）住家が全壊、全焼又は流失した者であること。 

（ｲ）居住する住家がない者であること。 

（ｳ）自らの資力をもってしては、住宅を確保することができないものであること。 

イ 入居者の選定 

 応急仮設住宅の入居者の選定については、県が行う救助の補助として当該市町村に委託し、当該市

町村がこれを行う。 

 なお、入居者の選定にあたっては要配慮者に十分配慮する。 

ウ 管理運営 

（ｱ）応急仮設住宅の管理運営については、県が行う救助の補助として当該市町村に委託し、当該市

町村がこれを行う。 

（ｲ）応急仮設住宅は、被災者に対しての一時的居住の場所を与えるための仮設建設であることを考

慮し、使用目的に反しないよう適切に管理する。その際、応急仮設住宅における安心･安全の確

保、孤独死やひきこもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及

び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できる

よう配慮するものとする。また、必要に応じて、応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮

するものとする。 

エ 供与の期間 

 入居者に供する期間は、応急仮設住宅の完成の日から2 年以内とする。なお、供用期間終了後は、

県が譲渡又は解体撤去の処分を速やかに行う。 

 

2 災害救助法の適用等 

（1）災害救助法が適用された場合に県が行う救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法

施行細則による。 

（2）災害救助法が適用されない場合の応急仮設住宅の設置及び管理運営は、市町村が行う。 

◆ 附属資料第15「災害救助法施行細則」 

 

（出典：愛知県地域防災計画 －風水害等災害対策計画－（平成30年5月修正） 
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１０．食品・飲料水等の供給・ボランティアの受け入れ （人命・生活に関わる活動）   

 

１０．１ 活動方針 

 

災害により、食品や飲料水等の物資を確保することが困難となった住民に対し、最小

限度必要な物資を供給するものとする。 

また、被災地内・外から大量のボランティアが参集することが予想されるため、受け

入れ体制・拠点を設置し、効率的・効果的なボランティア活動を統制するものとする。 

 

 

■活動内容 

• 避難所への食品の供給は、避難所の熱源の使用状況に応じて、乾パン・おにぎり等、あるいは、即

席めん・レトルト食品を選定し、飲料水は、搬入路の状況に応じて、給水車の派遣、あるいは、ペット

ボトルを供給する。 

• 生活必需品等の給与が困難な場合は、中部経済産業局へ生活必需品等の調達、または、自衛隊

へ生活必需品等の給与又は貸与の応援を要請する。 

• 県・市区町村は、速やかにボランティアの活動拠点（支援本部）を設置し、必要な情報提供及び資機

材の提供を行う。また、必要に応じて、コーディネーターの派遣を協力団体に要請する。 

 

 

【留意事項】 
 
• 備蓄物資・人材の確保・搬入路の確保 

• ボランティア受入れ対応（活動拠点等の確保） 

• 域内避難の割合を高めたことにより、食料等物資の供給が重要となる 
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１０．２ 想定条件 

○ フェーズⅠにおいては自らの食品で生活することとする。 

○ フェーズⅡにおいては避難所、フェーズⅢにおいては仮設住宅へ物資供給を行う。 

○ （フェーズⅡ：約４１万人、フェーズⅢ：約９万人） 

○ 物資は、飲料水、弁当、毛布、簡易トイレの供給を想定。１人当たりの必要量を算出（３
リットル/日、３食１.５ｋｇ/日、２枚３.０ｋｇ、１個）。 

○ ボランティアの人数は、東海豪雨の実績を基に最大浸水面積比で算出。 

 

１０．２．１ 想定スケジュール 

 

活動項目 フェーズⅠ(１日～３日) フェーズⅡ(４日～２週間) フェーズⅢ(２週間～１ヶ月) 

物資供給 
  

 

ボランティア 

受け入れ 

  
 

 

１０．２．２ 想定数量 

 

項 目 数 量 

飲料水（フェーズⅡ） １２３万(リットル/日)×１１日間 

飲料水（フェーズⅢ） ２７万(リットル/日)×１６日間 

弁当（フェーズⅡ） １２３万(食/日)×１１日間 

弁当（フェーズⅢ） ２７万(食/日)×１６日間 

毛布（フェーズⅡ） ８２万（枚） 

簡易トイレ（フェーズⅡ） ４１万（個） 

ボランティア ５４７,０００（人） 

 

 

計画準備 

受け入れ準備 受け入れ実施 

物資供給 
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１０．３ 過去の事例 

－東日本大震災－ 

○ 平成２３年３月１１日１４時４６分発生、震源：三陸沖（北緯３８.１度、東経１４２.９度、牡
鹿半島の東南東１３０ｋｍ付近）、震源の深さ：２４ｋｍ、モーメントマグニチュード：９.０ 

○ 津波最大波：宮古８.５ｍ以上、相馬９.３ｍ以上の津波を観測 

○ 死者１９,６８９名、行方不明者２,５６３名、負傷者６,２３３名、住宅全壊１２１,９９５戸、半
壊２８２,９３９戸、一部損壊７４８,１０９戸。 （出典：内閣府資料 平成年３１年３月８日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    写真１０.３.１ 集積された支援物資  写真１０.３.２ 救援物資の仕分けを支援するボランティア 

  （出典：東北地方整備局HP 震災伝承館    （出典：東北地方整備局HP 震災伝承館 
       http://infra-archive311.jp/）           http://infra-archive311.jp/） 

 

【参考】 混乱生じる物資供給とボランティア派遣 
 

《物資供給》 

• 広域災害の物流について、県拠点、市町拠点をどこに設置するのか、避難所への配送手段をどうす

るのかなど、事前に具体的な計画がなかったため、遅れが生じ避難所への配送が滞ったケースが

あった。 

• 物資の輸送手法として、大量輸送の可能な船舶や機動性の高いヘリなどの活用を試みたが、港湾

から集積拠点までのトラック輸送の確保や天候などの影響により困難を要した。 

• 物資の輸送手法としてトラックによる陸上輸送が大部分を占めたこともあり、物資や燃料の搬送のた

めの緊急車両等への通行証の発行に膨大な事務作業が生じた。 

• 物資の調達は基本的に県が対応することとなっているが、地方自治体機能の著しい低下により国の

支援スキームを立ち上げた。しかし、発災初期の燃料不足や県の拠点施設での物資の滞りもあり、

被災者に必要な物資が適切なタイミングで供給されなかった。 

• 物資の調達・輸送は可能なところは民間物流に託すとともに、時間の経過に応じた取組状況につい

ての、市町村、県、国レベルでのトータルデザインが必要である。 
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《ボランティア》 

• ボランティアの受入れ体制の整備に時間がかかった。 

• ボランティア活動は被災地に行かないとできないとの思い込みがあるが、物資を送る段階での仕分

け・セット化等のニーズがあることが判明した 

 
（出典：東日本大震災における災害応急対策に関する検討会 中間とりまとめ

http://www.bousai.go.jp/oukyu/higashinihon/index.html） 

 

 

【参考】 災害時における物資調達に関する協定 
 

岐阜県では、災害時に必要な物資（食料品、飲料水、日用品）を確保し、被災者を迅速に支援する

ため、災害時における生活必需物資の調達に関する協定を株式会社バローと締結します。 

岐阜県としては、流通事業者との協定締結は、初めてのことであり、中部圏で多店舗展開されてい

る企業のご協力は、広域災害への対応や物資の一括調達など被災者支援に大きく寄与すると期待し

ています。 
 

日 時   平成１９年３月２６日（月）１７：００～１７：３０ 

場 所   県庁１０階 産業労働部長室 

出席者   株式会社バロー  今井俊幸（いまい としゆき）取締役企業設計統括本部長 

        岐  阜  県    猿渡要司（さわたり ようじ）産業労働部長 

 

《概要》 
 
１．協定名 

「災害時における生活必需物資の調達に関する協定」 

岐阜県知事と株式会社バロー代表取締役 田代正美（たしろ まさみ）の両名による締結 
 

２．協定の概要 
• 岐阜県内で大規模災害が発生し、生活必需物資 （食料品、飲料水、日用品等）の調達が必要であ

ると認められたとき、県の要請に基づき、株式会社バローは支援物資を調達し、県の指定場所まで

配送する。 

• 岐阜県では、流通事業者との協定は初めてとなる。 

• 今回の協定は、平成１９年１月１７日実施の岐阜県総合防災訓練（食料品・物資供給体制等応急対

策）の検証結果を踏まえて、災害時に生活必需品の供給態勢がより強固になるよう県内最大手流

通業者と協定締結に至ったものである。 

 

（出典：岐阜県HP） 
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【参考】 名古屋市大規模災害時受援計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      （出典：名古屋市HP http://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/page/0000104501.html） 

 
【参考】 内閣府 物資調達・輸送調整等支援システム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   （出典：内閣府資料） 

都道府県市町村避難所

広域物資輸送拠点
物資拠点

国

【都道府県完結にも対応】

【市町村完結にも対応】

物資調達・輸送調整等支援システム

避難所状況管理

物資支援要請

調達・輸送状況管理
情報（ニーズ）の流れ
物資の流れ

利用者管理

精算支援物資在庫管理

物資ニーズ
避難所情報

物資調達・輸送調整等支援システムの機能強化について

○このシステムは、国と地方公共団体の間で、物資の調達・輸送等に必要な情報を共有し、調整を効率化す
ることで、迅速かつ円滑な被災者への物資支援を実現するためのもの

○国と都道府県との間の情報共有に限定されている現行システムを、市町村の物資拠点や避難所の物資情
報（ニーズ、調達・輸送状況等）を国・都道府県・市町村で共有できるよう、機能強化を予定

⼊出庫
在庫管理

※スケジュール（予定）
2019年度開発⇒2020年度運用開始
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１１．排水・堤防復旧 （都市機能の回復に関わる活動）                 

 

１１．１ 活動方針 

 

排水・堤防復旧活動は、決壊した堤防地点から流入した氾濫水を排水し、かつ次の

災害に備え、堤防を応急的に復旧する活動である。 

特に、排水活動は他の応急復旧活動の基本となるため、迅速に実施することとする。 

具体的な排水・堤防復旧は、「濃尾平野の排水計画（第１版）」によるものとする。 

 

 

■活動内容 

• 排水には、主に排水機場を用い、排水機場のみでは排水能力が不足するエリアに関しては、排水ポ

ンプ車を用いる。 

• 管轄内で排水ポンプ車が不足している場合は、他の地方整備局等へ支援を要請し、迅速な排水に

努める。 

• 復旧活動上、重要となる緊急輸送路等がある箇所を優先的に排水する。 

• 排水に関する資機材・人材が集結できるよう拠点を設ける。 

 

 

【留意事項】 
 
• 資機材・人材の確保、搬入路の確保（応急復旧） 

• ストックヤードの確保 

• ブロック毎に排水する目的に応じた配水目標日数を設定し、必要配備ポンプ車両数を決めていく必

要がある。 
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１１．２ 想定条件 

○ 決壊した海岸堤防から浸水はしない（堤防基礎高＞満潮位） 

○ 台風通過後から河川水位が低下し、ゼロメートル地帯以外の区域のはん濫水は自然
排水される見込み。（最大３日を見込む） 

○ 自然排水後、ゼロメートル地帯の排水活動を排水機場と排水ポンプ車で実施。（浸水
しない排水機場を稼働） 

○ 排水ポンプ車の日最大稼働台数は、１２２台。 

 

１１．２．１ 想定スケジュール 

 

活動項目 フェーズⅠ(１日～３日) フェーズⅡ(４日～２週間) フェーズⅢ(２週間～１ヶ月) 

排水活動 

 

  
 

堤防復旧活動 

 

   

 

１１．２．２ 想定数量 

 

項 目 数 量 

ゼロメートル地帯の浸水ボリューム ２２０,０００,０００（ｍ３） 

排水能力 
排水ポンプ車の日最大稼働台数 

１２２台 

排水機場、排水ポンプ車を利用した 

排水日数 

１３日以内（自然排水後） 

（自然排水最大３日を見込む） 

 

 

 

ポンプ排水準備 ポンプ排水実施 

堤防応急復旧準備 仮締切実施・完了 堤防復旧実施 
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【参考】 「濃尾平野の排水計画（第１版）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水ブロック分割図（48ブロック） 

 

図１１.２.１ 排水ブロック図 
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表１１.２.１ 堤防仮締切および排水作業に要する日数 
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【参考】 浸水の経過 （※２７時以降の高潮計算結果は変動がないものとしている） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１.２.２ 浸水の経過図（出典：平成30年度第2回WG 資料8） 

※すべての時間の図は危機管理行動計画（第四版）参考資料を参照 

⾼潮・洪⽔被害浸⽔想定図（18時） ⾼潮・洪⽔被害浸⽔想定図（21時）

⾼潮・洪⽔被害浸⽔想定図（24時）⾼潮・洪⽔被害浸⽔想定図（36時）
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【参考】 排水の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図１１.２.３ 排水の経過図（１） （出典：平成30年度第2回WG 資料8） 

※すべての時間の図は危機管理行動計画（第四版）参考資料を参照 

時系列での氾濫⽔の排⽔（氾濫4⽇⽬）

（23）

（302）

（1）

（258）

（22）

（258）

（1）

※氾濫1〜3⽇⽬は⾃然排⽔

※ 国道区間の抽出に際しては、道路基準点のデータをもとにポイントごとの確認であり、それを区間表⽰して
いること、浸⽔深の標⾼と道路の標⾼差を正確に把握していないこと、⽬視確認（⾼架区間でないこと
の確認など）であること等から、浸⽔区間や延⻑の精度は粗く、取扱いには注意が必要（詳細な確認
が必要）。

※ ⾼速道路は、出⼊り⼝付近で浸⽔する可能性がある。

⾼潮、洪⽔の浸⽔想定区域内の
国道が浸⽔の影響を受ける
可能性のある国道区間の概要図
（カッコ内の数字は国道番号）

時系列での氾濫⽔の排⽔（氾濫9⽇⽬）

（23）

（302）
（1） （1）

（23）

（23）

※ 国道区間の抽出に際しては、道路基準点のデータをもとにポイントごとの確認であり、それを区間表⽰して
いること、浸⽔深の標⾼と道路の標⾼差を正確に把握していないこと、⽬視確認（⾼架区間でないこと
の確認など）であること等から、浸⽔区間や延⻑の精度は粗く、取扱いには注意が必要（詳細な確認
が必要）。

※ ⾼速道路は、出⼊り⼝付近で浸⽔する可能性がある。

⾼潮、洪⽔の浸⽔想定区域内の
国道が浸⽔の影響を受ける
可能性のある国道区間の概要図
（カッコ内の数字は国道番号）
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図１１.２.３ 排水の経過図（２） （出典：平成30年度第2回WG 資料8） 

※すべての時間の図は危機管理行動計画（第四版）参考資料を参照 

時系列での氾濫⽔の排⽔（氾濫13⽇⽬）

※ 国道区間の抽出に際しては、道路基準点のデータをもとにポイントごとの確認であり、それを区間表⽰して
いること、浸⽔深の標⾼と道路の標⾼差を正確に把握していないこと、⽬視確認（⾼架区間でないこと
の確認など）であること等から、浸⽔区間や延⻑の精度は粗く、取扱いには注意が必要（詳細な確認
が必要）。

※ ⾼速道路は、出⼊り⼝付近で浸⽔する可能性がある。

⾼潮、洪⽔の浸⽔想定区以内の
国道が浸⽔の影響を受ける
可能性のある国道区間の概要図
（カッコ内の数字は国道番号）

（23）

（1）

（1）

（23）

（23）

時系列での氾濫⽔の排⽔（氾濫16⽇⽬）

※ 国道区間の抽出に際しては、道路基準点のデータをもとにポイントごとの確認であり、それを区間表⽰して
いること、浸⽔深の標⾼と道路の標⾼差を正確に把握していないこと、⽬視確認（⾼架区間でないこと
の確認など）であること等から、浸⽔区間や延⻑の精度は粗く、取扱いには注意が必要（詳細な確認
が必要）。

※ ⾼速道路は、出⼊り⼝付近で浸⽔する可能性がある。

⾼潮、洪⽔の浸⽔想定区以内の
国道が浸⽔の影響を受ける
可能性のある国道区間の概要図
（カッコ内の数字は国道番号）



207 
 

１１．３ 過去の事例 

－平成３０年７月豪雨－ 

○ 平成３０年６月２８日から７月８日までの前線や台風第７号の影響により西日本を中心
に、全国的に広い範囲で記録的な豪雨となった。 

○ 高梁川水系小田川２箇所、旭川水系旭川２箇所で堤防決壊。 

○ 死者２３７名、負傷者４３３名、住宅全壊６,７６７棟、半壊・一部損壊１５,２３４棟、床上・
床下浸水併せて２８,４６９棟。（出典：内閣府資料 平成年３１年１月９日） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      写真１１.３.１ 排水ポンプ車稼働状況           写真１１.３.２ 排水状況の様子 

（出典：中国地方整備局「平成30年7月豪雨災害におけるTEC-FORCEの取り組みについて①」） 

 

 
【参考】 排水ポンプ車の出動 

• ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥの出動により、各地方整備局より排水ポンプ車が、２７台派遣された。 

 

表１１.３.１ 派遣された排水ポンプ車の内訳 
 

排水ポンプ車 計 27台 

（内訳） 東北地方整備局 5台 

関東地方整備局 8台 

北陸地方整備局 6台 

中国地方整備局 8台 

 

（出典：平成30年7月豪雨～中国地方整備局 災害対応の記録～資料編） 
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－令和元年台風第１９号－ 

○ 令和元年１０月１０日から１３日までの台風第１９号（令和元年東日本台風）の影響によ
り静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に、広い範囲で記録的な豪雨と
なった。 

○ 国と都道府県の管理河川２０水系７１河川の１４０箇所で堤防決壊。 

○ 死者９９名、行方不明者３名、負傷者４８４名、住宅全壊３,０８１棟、半壊・一部損壊５６,
２８２棟、床上・床下浸水併せて３７,２８９棟。（出典：内閣府資料 令和元年１２月１２日） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     写真１１.３.３ 排水ポンプ車稼働状況           写真１１.３.４ 排水状況の様子 

     （出典：東北地方整備局HP）          （出典：関東地方整備局HP） 

 

 

【参考】 排水ポンプ車の出動 

• 国土交通省が全国各地に保有する約３５０台のポンプ車の約６割に当たる２００台超が被災地に出

動、２４時間態勢で排水作業に当たった。 

 

表１１.３.２ 東北地方整備局に派遣された排水ポンプ車の内訳 
 

排水ポンプ車 計 45台 

（内訳） 北海道開発局 15台 

中部地方整備局 20台 

中国地方整備局 10台 
 

（出典：東北地方整備局HP） 
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【参考】 ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥ：緊急災害対策派遣隊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１１.３.１ ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥの概要（１） 
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図１１.３.２ ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥの概要（２） 
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１２．輸送路・交通復旧 （都市機能の回復に関わる活動）                

 

１２．１ 活動方針 

 

輸送路の確保や交通機能の復旧は、円滑な救助活動及び他の応急復旧活動等の

支援・輸送を行う上で極めて重要である。 

特に、緊急輸送路は排水活動を待たず、早期に道路、鉄道、航行路（港湾含む）の啓

開を実施するものとする。 

具体的な道路啓開については、「中部版 くしの歯作戦（平成２９年５月改訂版）」によ

るものとする。また、具体的な航路啓開については、「伊勢湾くまで作戦（平成２５年）」

による。 

 

 

■活動内容 

• 災害対策活動の要員及び資器材等の緊急輸送においては、主に国道及び高速道路、鉄道、重要港

湾を活用するため、優先的な道路・鉄道・航行路（港湾含む）の啓開を実施する。 

• 効果的な輸送を実施するために、最適な輸送路の選定を迅速に行う。 

• 輸送路・交通復旧活動に関する資機材・人材が集結できるよう拠点を設ける。 

• 発災初期は「通れるマップ」により、情報が整理されてからは「ＤｉＭＡＰＳ」及び「ＳＩＰ４Ｄ」により道路

の被害・復旧等の情報を提供する。 
 

【留意事項】 
 
• 資機材・人材の確保、搬入路の確保 

• 緊急輸送路の確保 

• ストックヤードの確保 

• 橋梁損傷（鉄道橋落橋の可能性含め）復旧対策 
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１２．２ 想定条件 

○ 各県が定める地域防災計画に記載された緊急輸送道路は、緊急輸送路とする。 

○ 鉄道、航行路（港湾含む）は、緊急輸送において重要な役割を持つものを緊急輸送路
とする。 

○ 昭和２０年以前に完成し、桁下高不足である橋梁が損傷すると想定。（２橋） 

○ 昭和３０年以前に完成し、桁下高不足である橋梁が損傷すると想定。（２橋） 

○ 昭和４０年以前に完成し、桁下高不足であり、河口部に近い橋梁が損傷すると想定。 
  （４橋） 

○ 桁上浸水による橋梁損傷により、国道１号線と国道２３号線の木曽三川間は一時的に
緊急輸送路として機能しない。 

 

１２．２．１ 想定スケジュール 

 

活動項目 フェーズⅠ(１日～３日) フェーズⅡ(４日～２週間) フェーズⅢ(２週間～１ヶ月) 

道路･鉄道･航行路 

（港湾含む）啓開 

 
  

輸送路 

応急復旧 

  
 

交通 

応急復旧 

  
 

 

１２．２．２ 想定数量 

 

項 目 数 量 

通行不能橋梁数 

８橋：伊勢大橋、尾張大橋、庄内川橋ＪＲ関西本線、 

庄内川橋名鉄名古屋本線、木曽川大橋、揖斐・長良大橋、 

揖斐川橋梁近鉄名古屋線、木曽川橋梁名鉄名古屋本線 

 

道路･鉄道･海上航行路啓開 

交通応急復旧 

輸送路応急復旧 輸送路応急復旧準備 

交通応急復旧準備 
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１２．２．３ 想定通行不能橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１２.２.１ 想定される橋梁被害図 

 

 

 

合同現地対策本部

広域活動拠点

地域防災拠点

伊勢大橋 

（長良川） 

尾張大橋 

（木曽川） 

揖斐・長良大橋 

（揖斐川・長良川） 

庄内川橋 

名鉄名古屋本線 

（庄内川） 

庄内川橋 

JR 関西本線 

（庄内川） 

○ 
－ 
－ 

○ － － ○ 
○ 
－ 

－ 
○ 

S20 年以前完成 

○ 

桁下高不足

－ 

河口部 
○ 

木曽川橋梁 

近鉄名古屋線 

（木曽川） 

揖斐川橋梁 

近鉄名古屋線 

（揖斐川） 

木曽川大橋 

（木曽川） 

S30 年以前完成 S40 年以前完成 
－ 
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【参考】 緊急輸送路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：愛知県建設部道路維持管理課HP http://www.pref.aichi.jp/douroiji/business/calamity/） 

 

【参考】 名古屋港の堤防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：パンフレット「なごやこうの防災」） 
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【参考】 道路啓開のプロセスと必要車両 

 

 

 

 

 

 

○ フェーズⅠ 

 車両排除装置 

 大型ダンプ車 

 クレーン付ダンプ車 

 ミニバックホウ 

 ショベルカー 

 照明車 

 遠隔操縦装置 

                              バックホウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       車両排除装置           照明車         クレーン付ダンプ 

 

 

○ フェーズⅡ 

 散水車 

 路面清掃車 

 側溝清掃車 

 排水管清掃車 

 

 

                               排水管清掃車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           散水車                 路面清掃車 

道路、側溝の
土砂・ヘドロ等の清掃

道路上の放置車両や
大型障害物、がれき等の除去

フェーズⅠ フェーズⅡ、Ⅲ
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【参考】 排水に使用可能な船舶 
 
 在伊勢湾作業船動静表をもとに、排水に使用可能な船舶の要請が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：愛知県港湾空港建設協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バージアンローダー船 

（出典：社団法人日本作業船協会HP http://www.s-jwa.or.jp/workvessels/set11.html） 
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【参考】 
 
緊急輸送路については、レーザープロファイラーで精密に地盤高を調査された図面を見ると、浸水

を免れる高い道路などがよく分かる。下図のような図面を基に、今後、より具体的な緊急輸送路とし

て確保すべき道路の検討を行う必要がある。 

 

名古屋市周辺における標高区分 

（標高は建物や樹木の高さを含む） 
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【参考】 中部版 くしの歯作戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「中部版 くしの歯作戦（平成29年5月改訂版）） 
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【参考】 伊勢湾くまで作戦※ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   （出典：「伊勢湾くまで作戦（平成25年）） 

 

※「くまで作戦」とは、南海トラフ巨大地震・津波による広域的な大規模災害を想定し、伊勢湾・三河

湾における海上からの緊急物資輸送ルート（航路）を確保するための航路啓開計画。 

10km

三河港

津松阪港

名古屋港

四日市港

衣浦港

※海交法上の航路
(伊良湖水道航路) を含む

【海上からの伊勢湾「くまで」作戦】

耐震強化岸壁への物資
輸送ルート
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１２．３ 過去の事例 

－ハリケーン・カトリーナ－ 

○ ２００５年８月末にアメリカ合衆国南東部を襲った大型のハリケーン。 

○ ハリケーンの強さを表すシンプソン・スケールで、最大時で最高のカテゴリー５、ルイ
ジアナ州上陸時でカテゴリー３を示した。  

○ ニューオーリンズは市域の８０％が水没。約１ヶ月半にわたり浸水した。 

○ このハリケーンによる死者１,７２３名、行方不明者１３５名。（２００６年８月２２日現在）  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

写真１２.３.１ 道路に堆積した漂流物を除去する陸軍兵士   写真１２.３.２ ハリケーンにより 

                             一部分断された高速道路の橋梁 

 

【参考】 輸送路確保のための緊急復旧 

• 緊急輸送路を確保するため、被災地への流入の抑制を実施。港湾施設が被災したり、多数の車両が

放置されるなど輸送路の確保が必要だった。 

• 道路上に堆積した膨大な漂流物や倒壊した電信柱などは、移動の妨げになり、救援活動の障害にな

る場合もあった。 

• 一面の浸水により陸路は途絶し、屋根の上などに多くの住民が孤立するため、避難者や傷病人の救

出・搬送には、舟艇やヘリコプターによる活動が不可欠である。 
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－東日本大震災－ 

○ 発災翌日から、とにかく車が通れるだけ
のルートを切り啓く「道路啓開」（「くしの
歯」作戦）を実行。 

○ 余震や津波の再襲来の危険がある中、
建設会社の現場責任者と道路管理者は、
使命感と地域を思いやる心から啓開作
業を決意し、啓開作業にあたった。 

○ さらに、ご遺体の措置に当たった自衛隊、
警察、県市町村の関係機関との連携に
より早期に道路啓開を完了できた。 

○ ２日間で、１１ルート確保された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１２.３.１ くしの歯作戦の展開図 

（出典：東北地方整備局 震災伝承館 啓開「くしの歯」作戦 
http://infra-archive311.jp/s-kushinoha.html） 
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１３．ライフライン復旧 （都市機能の回復に関わる活動）                 

 

１３．１ 活動方針 

 

ライフライン（電力、ガス、上・下水道、通信）の機能回復は、市民の安全・安心な生

活に欠かせないため、排水活動が完了した地域においては、速やかに復旧活動を実施

するものとする。 

 

 

■活動内容 

• 復旧活動は、浸水していないエリアで機能回復上、重要な施設・箇所から行う。 

• 復旧上、重要な施設・箇所への搬入路に障害物がある場合は、道路啓開を要請し、迅速に復旧活

動を行えるようにする。 

• 復旧要員が不足する場合は、担当エリア外からの応援を要請する。 

• ライフライン復旧に関する資機材・人材が集結できるよう拠点を設ける。 

 

 

【留意事項】 
 
• 資機材・人材の確保、搬入路の確保 

• ストックヤードの確保 

• 医療機関でのライフライン（水、電力等）の確保 

• 広域活動拠点の運用方法等について具体的な検討 
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１３．２ 想定条件 

○ 各ライフラインの供給停止数は、東海豪雨の実績供給停止数を基に最大浸水面積比
で算出。 

○ 活動要員数は、床上浸水戸数１棟当たりで算出（電力：０.０９６人、ガス：０.０４５人、上
下水道：０.０６５人）。（床上浸水戸数は１７２,３９６棟） 

 

１３．２．１ 想定スケジュール 

 

活動項目 フェーズⅠ(１日～３日) フェーズⅡ(４日～２週間) フェーズⅢ(２週間～１ヶ月) 

ライフライン 

応急復旧 

  
 

   

 
  

 

１３．２．２ 想定数量 

 

項 目 
数 量 

エリア１ エリア２ エリア３ エリア４ エリア５ エリア６ エリア７ 合計 

電力供給停止数（戸） ７９,０００ ６２,０００ １６２,０００ ８３,０００ １４５,０００ ６５,０００ ３６,０００ ６３２,０００ 

電力復旧要員（人） ５００ １,２００ ２,７００ １,０００ ８,３００ １,８００ １,２００ １６,７００ 

ガス（ＬＰガス・都市ガス）供給停止 １９,０００ １５,０００ ４０,０００ ２０,０００ ３６,０００ １６,０００ ９,０００ １５５,０００ 

ガス（ＬＰガス・都市ガス）復旧要員 ２００ ５００ １,２００ ５００ ３,９００ ８００ ６００ ７,７００ 

水道供給停止数（戸） １２,０００ ９,０００ ２４,０００ １２,０００ ２１,０００ ９,０００ ５,０００ ９２,０００ 

上下水道復旧要員（人） ３００ ８００ １,８００ ７００ ５,６００ １,２００ ８００ １１,２００ 

 

※各エリアの広域活動拠点（候補地）と市区町村は以下のとおり 

エリア１：浅中公園（岐阜県大垣市）；大垣市、養老町、海津市、輪之内町 

エリア２：大山田ＰＡ（三重県桑名市）；桑名市、朝日町、川越町 

エリア３：稲沢市陸上競技場（愛知県稲沢市）；津島市、愛西市、稲沢市 

エリア４：弥富トレーニングセンター（愛知県弥富市）；弥富市、木曽岬町、飛島村 

エリア５：多目的スポーツ広場（愛知県大治町）；あま市、大治町、北区、西区、中区、 

中村区、熱田区、中川区、蟹江町 

エリア６：稲永東公園（愛知県名古屋市港区）；港区 

エリア７：大高緑地（愛知県名古屋市緑区）；瑞穂区、緑区、東海市 

計画活動 電力・通信応急復旧 

計画活動 上下水道応急復旧 

計画活動 ガス応急復旧 ガス応急復旧 
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１３．３ 過去の事例 

－平成３０年台風第２１号－ 

○ 平成３０年９月３日から５日までの台風第２１号の接近・通過に伴って、特に四国や近
畿地方では、猛烈な風が吹き、猛烈な雨が降ったほか、顕著な高潮となったところが
あった。 

○ これら暴風や高潮の影響で、関西国際空港の滑走路の浸水をはじめとして、航空機
や船舶の欠航、鉄道の運休等の交通障害、断水や停電、電話の不通等ライフライン
への被害が発生した 

○ 関西電力管内では約１６８万軒が停電、復旧完了までに約２週間を要した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   写真１３.３.１ 折損被害のあった電柱          写真１３.３.２ 折損した電柱の復旧作業 

            （大阪府泉南市）                      （大阪府泉南市） 

（出典：電気新聞） 

 

 

【参考】 （断絶したライフライン） 

 

《大阪府の例》  

• 電気：府全体において、９７万軒で停電が発生。 

• 水道：約５２００世帯で断水が発生。 
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－令和元年台風第１５号－ 

○ 令和元年９月９日、関東地方では過去最大クラスの勢力を保った台風第１５号（令和
元年房総半島台風）の接近・通過に伴って、関東地方南部では猛烈な風が吹き、千葉
市で最大風速３５.９ｍ、最大瞬間風速５７.５ｍが観測された。 

○ これら暴風の影響で、千葉県を中心に甚大な被害が発生し、その他にも鉄道の運休
等の交通障害、断水や停電、電話の不通等ライフラインへの被害が発生した。 

○ １都８県で計１９９６本の電柱が倒壊、東京電力管内では最大で９３万４９００軒が停
電。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   写真１３.３.３ 折損被害のあった電柱        写真１３.３.４ 倒れた鉄塔の基礎部分の調査 

          （千葉県館山市）                      （千葉県市原市） 

（出典：千葉日報）              （出典：電気新聞） 

 

 

【参考】 （断絶したライフライン） 

 

《千葉県の例》  

• 電気：県全体において、約９３万軒で停電が発生。 

• 水道：約１３万世帯で断水が発生。約１６日で全世帯が復旧した。 
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１４．地域経済継続対策 （地域ＢＣＰ） （都市機能の回復に関わる活動）      

 

１４．１ 活動方針（地域ＢＣＰの考え方）  

 

被災地周辺の企業は、被災直後に指揮命令が統率された人員・生活必需品等が確

保できる可能性があるため、事前に、物資供給等の地域の支援活動の援助について、

協定の締結、もしくは企業のＢＣＰの一環としての策定依頼を行う。 

また、東海地方の生活・社会・経済活動の前提を支えるインフラ、ライフラインの持続

性を踏まえ、地域で社会・経済活動を営む企業ＢＣＰの視点だけではなく、地域や企業

を支える住民や従業員の生活の持続性をも踏まえた「地域ＢＣＰ」（事前対応を含む）を

策定する。 

さらに、地域経済の安定化には、雇用の創出等の観点からも、企業の復旧が不可欠

であるため、その復旧活動を支援するものとする（復旧は約１週間を目標）。 

なお、復旧活動に不可欠な浸水区域の排水活動については、１６日間（自然排水３日、

排水作業１３日）を要する試算が出ている（濃尾平野の排水計画（第１版）） 。 

排水活動による浸水区域の推移は、危機管理行動計画（第四版）参考資料を参照。 

 

 

■活動内容 

• 地域支援が可能な企業の業種等を選定し、可能であれば、協定を締結する。 

• ＢＣＰの一環として、地域の支援活動を策定した企業とは、支援の対象地区や活動内容・時期等に

ついて、調整を図る。 

• 地域経済の継続・安定化対策に資する企業の復興支援については、企業間の連携（ネットワーク）維

持を主軸とし、行政機関として可能な支援内容等について、協議する。 

• 地域に立地する企業が早期に回復するために、防災関係機関は、輸送路の確保やライフラインの

復旧を行うことで支援する。 

 

【留意事項】 
 
• 企業の地域支援活動の具体的内容。 

• 経済の安定化対策及び企業の復興支援の具体的内容。 

• 要配慮者の受け入れなど、「病院をいかに維持させるか」という観点。 

• 発災後の被害軽減や、効果的な復旧活動を実施するためにも、発災前のフェーズ0で何を準備でき

るか、TNT協議会で検討を行う必要がある。 
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【参考】 愛知県 港湾ＢＣＰ 
 
・愛知県では、東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模災害時における港湾物流の「機能継続」と「早

期復旧」のため、港湾関係者が協働して平成27年3月に「衣浦港BCP」「三河港BCP」を、平成27年

6月に「名古屋港BCP」を、平成28年2月に「伊勢湾BCP」をそれぞれ策定した。 
 

名古屋港BCPの構成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              （出典：名古屋港管理組合HP） 
 
【参考】 伊勢湾ＢＣＰ（伊勢湾港湾機能継続計画） 
 

  伊勢湾BCPの位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        （出典：伊勢湾港湾機能継続計画（一部改訂）） 
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【参考】 香川ＤＣＰ：香川地域継続計画 
 
・地域継続計画（DCP：District Continuity Plan）とは、被災時に優先して復旧するべき箇所や予めハ

ード対策を講じておくべき箇所を事前に地域で合意形成のうえ決定し、発災直後から各組織が戦略

的に行動できる指針となるよう定めておく計画。 

・建設業BCP懇談会香川県部会において、参加企業から地域インフラの早期復旧を目的とした新たな

マネジメント組織が必要と問題提起されたことから、香川大学が事務局となり、平成24年5月から

検討を開始。 

・香川DCPは、南海トラフ巨大地震を対象に、四国の防災対策、復旧・復興推進拠点としての香川地

域の機能継続を目的とした戦略的な地域インフラの早期復旧を目指した計画。 

・時系列順に①地域インフラの復旧、②生活再建・個別組織の事業継続、③経済活動の復旧・組織間

連携の回復の各段階を検討対象としており、現在は①の検討に注力している。 

（出典：国土交通省資料「地域継続計画の概要と取組事例について」） 

 

香川地域継続計画の要素 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：土木学会論文集「大規模災害時における地域の機能支障に対する社会

的許容限界と地域継続計画（DCP）策定指針） 
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【事例】 全国の企業による地域と連携したＢＣＰ関連活動 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土強靭化 民間の取り組み事例集（内閣官房）平成30年6月） 

 

※詳細及び他の事例は、危機管理行動計画（第四版）参考資料を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆地域の防災⼒を⾼め、災害時のリーダー役となる 株式会社フジ（愛媛県）

⼩売店が災害初動時の対応⼒を⾼めるとともに、地域防災のリーダー役を担う
株式会社フジは、四国4県 ・広島県 ・⼭⼝県に94の店舗を持ち（平成29年2⽉末時点）、⾷料品・⾐料品・⽇⽤雑貨品等を販売

する直営店舗やショッピングセンターを展開している。
同社では、県をまたぐ⼤規模災害発⽣時（南海トラフ地震等）を想定し、「緊急事態対応マニュアル」の⾒直しを⾏っている。ま

た、⼤規模地震等の災害が発⽣した場合でも、顧客及び従業員の⽣活に影響を及ぼさないよう、事業の継続と早期復旧に取り組むた
めの事業継続計画（BCP）を平成24年に策定した。
<株式会社フジ BCP基本⽅針>
・お客さま・従業員の安全を確保する
・地域の拠点としてライフラインの役割を果たす
・できるかぎり早期での営業活動の正常化を⽬指す

◆取り組みの概要

◆周囲の声
平時より、市の防災訓練や⾃主防災組織等の地域の防災訓練にも協⼒されている。また、各店舗の店⻑が防災⼠の資格を取得する

など、BCPの取組も積極的であり、消防団協⼒事業所として市の認定を受けている他、市の推薦により、NPO法⼈⽇本防災⼠機構か
ら、防災協⼒事業所の認証も受けている。今後も、地域社会との連携や、店舗の事業継続⼒を⾼める取組を進めてほしい。

（地⽅公共団体）

災害時において円滑な活動を進めるためには防災の知識
や技術を平時から⾝につけておくことが重要である。同社
では、各店の店⻑及び本部マネジャー等が「防災⼠」の資
格を取得し、平時の活動や防災訓練等に取り組み、店舗の
防災⼒を⾼めるとともに、地域防災の拠点としての役割を
⽬指している。

▲⼤規模災害合同訓練の様⼦ ▲⽔害対策の⽌⽔シート設置

全国の企業による
地域と連携したBCP関連活動事例

◆地域の防災⼒を⾼め、災害時のリーダー役となる 株式会社フジ（愛媛県）

◆地域貢献を視野に⼊れた企業グループによるBCPの策定 協同組合松江流通センター（島根県）

◆地域企業連携型の事業継続体制の構築 四⽇市霞コンビナート運営委員会（三重県）

◆地域と連携したBCPの策定 宮川⽤⽔⼟地改良区（三重県）

◆地域防災に貢献する中⼩企業等の取り組みを⽀援 株式会社⽇本政策⾦融公庫（全国）
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１４．２ 金融対策 

 

東海財務局、日本銀行名古屋支店及び自治体は、災害時においても信用秩序を維

持するため、民間金融機関等に対して適切な措置を講ずるよう要請する等、迅速かつ

適切に金融上の措置をとる。 

 

 

■活動内容 

• 金融機関の現金保有状況の把握に努め、金融機関の所要現金の確保について必要な援助を行う

など、通貨の円滑な供給の確保について万全の措置を講じる。 

• 民間金融機関等に対し、金融庁が定める監督指針に記載された措置を講じるよう要請する。 

 

 

１４．３ 想定スケジュール 

 

活動項目 フェーズⅠ(１日～３日) フェーズⅡ(４日～２週間) フェーズⅢ(２週間～１ヶ月) 

地域復旧 

活動支援 
 

 
 

復興活動 

支援 
  

 

地域経済 

安定化支援 

 
  

 

 

 

 

復興活動支援 

地域復旧活動支援 

地域経済安定化支援 
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１４．４ 過去の事例 

以下に、災害時において、金融上の処置を講じた事例を示す。 

 

【参考】 企業による地域支援 

《能登半島地震時における中小企業の支援について》 

• 被災工場周辺を中心に、道路や住宅の災害ゴミ撤去作業等に業務派遣した。（某自動車部品メーカ

ー） 

• 屋上駐車場を地域住民の自動車の避難場所として解放した。仮復旧後は被災者ニーズにあった品

揃えをし、主に総菜を当初２週間は値引き販売をした。（某スーパーマーケット） 

• 移動販売車による２５,１００食のカレーを無料提供した。（某カレーチェーン店） 

• ロビーと宴会場を帰宅困難者に開放した。（某ホテル） 

• 飲料・飲料水の提供、施設の開放を行った。（某飲料メーカー） 

 

 
【参考】 中小企業への支援事例 

《能登半島地震被災中小企業への金融支援について》 

• 石川県では、能登半島地震で被災した中小企業者に対する金融支援として「能登半島地震対策融

資」を新設した。主な内容は、災害救助法適用の３市４町（輪島市、珠洲市、七尾市、穴水町、能登

町、志賀町、中能登町）を対象に低利融資（利率１％）と保証料軽減制度が創設された。 

• 中部経済産業局では、セーフティーネット保証（４号）が発動された。セーフティーネット保証とは、取

引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小

企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を

行う制度です。 

 

 
【参考】 能登半島地震対策融資（制度金融） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （出典：石川県HP） 
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【参考】 過去の適用案件（例） 

• 平成１９年７月  新潟中越沖地震 〔新潟県柏崎市・刈羽村等〕 

• 平成２３年１月  新燃岳噴火 〔宮崎県都城市、日南市等、鹿児島県霧島市〕 

• 平成２４年７月  平成２４年７月九州北部豪雨 〔福岡県久留米市、熊本県熊本市等〕 

• 平成２５年１０月  台風第２６号 〔東京都大島町等〕 

• 平成２６年２月  大雪 〔栃木県、群馬県等計６県の１３５市町村〕 

• 平成２６年８月  平成２６年８月豪雨 〔広島県、京都府等計８道府県の２７市町村〕 

• 平成２６年９月  御嶽山噴火 〔長野県松本市、王滝村等、岐阜県高山市等〕 

• 平成２６年１１月  長野県北部地震 〔長野県白馬村等〕 

• 平成２７年９月  平成２７年９月関東・東北豪雨 〔茨城県常総市、宮城県仙台市等〕 

• 平成２９年７月  平成２９年７月九州北部豪雨 〔福岡県等〕 

• 平成３０年７月  平成３０年７月豪雨 〔岡山県倉敷市、愛媛県大洲市等〕 

• 令和元年１０月  台風第１９号（令和元年東日本台風） 〔長野県長野市、福島県いわき市、郡山市等〕 

 

【参考】 防災・減災に係る市町村の負担軽減に対応した保険制度 
 
 避難勧告の発令等により発生する市町村の費用について、災害救助法

が適用されなかった場合に対応した保険制度が整備されている。 
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１５．広域活動拠点 （都市機能の回復に関わる活動）                  

 

１５．１ 活動方針 

 

迅速な応急復旧活動を実施するために指揮命令系統を明確にした各活動拠点を設

置し、これらの拠点間において情報共有を図りながら、状況把握・判断・指示・確認を行

い、広域的な応急復旧活動を実施する。 

 

 

■活動内容 

• 広域活動拠点および地域活動拠点の２種類の活動拠点を設け活動にあたる。各拠点間では、情報

共有を行い、不足する人材や資機材を適宜調整する。 

• 広域活動拠点は県、地域活動拠点は市区町村が設置を行う。 

• 広域活動拠点の設置場所は、①被災地に近いこと、②交通の結節点付近であること、③十分なオー

プンスペースが確保できること、④官公庁に近いこと、⑤通信手段を確保できること等を勘案し、活

動拠点一覧表（次ページ）に選定した。 

• 各活動拠点間の情報のやりとりは、防災無線(中央・都道府県・市町村等)を用いることを基本とする。

ただし、現地災害対策本部と、広域活動拠点間については、衛星通信を用いることを基本とする。 

• 浸水により著しい被害を受けた市区町村の役所では、市区町村災害対策本部としての機能が停止

するため、出先機関の建物等に代替拠点を設置する。代替拠点における通信手段は、衛星通信車

を利用する。 

• ライフラインの被害により、電気の供給が一時的に困難になるおそれがあるため、非常電源設備に

より活動拠点間の連絡・本部との連絡等を行う。 

 

【留意事項】 
 
• 役所等の機能停止に対する対応 

• 通信手段の確保（通信が途絶した場合の対応） 
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１５．２ 想定条件 

○ 浸水役所数は、最大浸水エリア内及びゼロメートル地帯内の役所・役場から設定 

○ 最大浸水深が２.０ｍ以上の役所及び、最大２週間浸水が解消されないゼロメートル地
帯内の役所も地域防災拠点としての機能が停止すると仮定。 

○ 通信手段は、防災無線(中央・都道府県・市町村等)及び衛星通信車を想定。 

○ 必要となる衛星通信車は、広域活動拠点（一次候補地）に７台、地域防災拠点の代替
拠点に１２台。 

 

１５．２．１ 想定スケジュール 

 

活動項目 フェーズⅠ(１日～３日) フェーズⅡ(４日～２週間) フェーズⅢ(２週間～１ヶ月) 

拠点の設置 

 

 
  

復旧計画の 

情報共有 

 
  

 

１５．２．２ 想定数量 

 

項 目 数 量 

浸水深２.０ｍ以上の役所（①） ３（件）：愛西市・西区・飛島村 

０ｍ地帯内の役所数（②） 
１１（件）：海津市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、 

中川区、蟹江町、飛島村、港区、木曽岬町、川越町 

通信手段が途絶するおそれのある役所数 

（①+②） 

１２（件）：海津市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、 

西区、中川区、蟹江町、飛島村、港区、木曽岬町、川越町 

必要となる通信手段 
衛星通信車：２０台 

（①＋②＋広域活動拠点（一次候補地７台） 

 

 

拠点設置 

拠点設置 
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１５．３ 広域活動拠点の設置 

 

広域活動拠点は、以下の機能を有するものとする。 

   機能① 広域応援隊等の一次集結・ベースキャンプ機能 

   機能② 災害医療支援機能 

   機能③ 救援物資の中継・分配機能 

 

 

【解説】 
 
広域活動拠点には、警察の広域緊急援助隊や消防の緊急消防援助隊、自衛隊、国土交通省の

TEC-FORCEなどの①広域応援隊等の一次集結・ベースキャンプ機能、日本赤十字社やDMATなどの

医療機関が活動できる②災害医療支援機能、全国から届けられる救護物資や応急復旧に必要な資機材

等を集結・分配する③救護物資の中継・分配機能を有するものとする。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図１５.３.１ 広域活動拠点に求められる機能のイメージ 

 

 

 

ベースキャンプのイメージ
出典：国土交通省国営昭和記念公園事務所HP

dERU（国内型緊急対応ユニット）
出典：日本赤十字社愛知県支部HP 物資集積のイメージ

出典：愛知県トラック協会HP

機能①広域応援隊等の一次集結・ベースキャンプ機能 機能②災害医療支援機能 機能③救援物資の中継・分配機能
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【参考】 
 
 以下に広域活動拠点のイメージを示す。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（写真出典：国営東京臨海広域防災公園HP、http://www.showakinenpark.go.jp/ariake/park_gaiyou.html） 

 

候補地点の考え方として、浸水想定区域外で被災エリアに最も近い活動拠点候補を優先候補とする。

優先候補は、フェーズ0の段階から確保し、準備する。次に、各機能を有する活動拠点の候補地点を

一次候補として、浸水想定区域内も含めて選定しておく。フェーズⅠ以降、浸水エリアに応じて、一

次候補、二次候補と選定し、確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５.３.２ 広域活動拠点の候補地点の考え方 

 

広域活動拠点 

■機能 
・医療活動 
・ドクターヘリ・防災ヘリ発着 
・復旧資機材の集積・供給 
・物資の集積・供給 

復旧資機材置場 

駐車場 

トリアージテント 

物資置場 

ヘリポート 

応援隊 医療 物資

浸水エリア

一次候補

二次候補

フェーズⅠ、Ⅱ、Ⅲ

優先候補応援隊 医療 物資

浸水想定エリア

フェーズ０

優先候補

政府の現地対策本部ができるのであ
れば、フェーズ０から情報共有本部と
して活動しておくと移行がスムーズで

ある

フェーズ0の時点で、浸水想定

外のエリアで想定被災現場に
最も近い広域活動拠点を確保
し、被災後（フェーズⅠ～Ⅲ）に
迅速な活動が行えるようにする。

一次候補の中から、
浸水していない活動

拠点を確保する

一次候補の中から、浸水している活
動拠点は、二次候補とし、排水によっ

て使用可能となるまで使用しない

高速道路 高速道路

現地災害
対策本部

情報共有本部

一次候補
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１５．３．１ 活動拠点間の連携 
 

各拠点においては、的確な状況把握、指示が行われるよう、現場を熟知した指揮官を派遣するもの

とする。各活動拠点の連携の考え方を、下図に示す。 

 

 

図１５.３.３ 各活動拠点の連携模式図 

 

 

 

市町村災害対策本部 

本部活動の連携 現地活動拠点の連携 

広域活動拠点 

国出先機関 
災害対策本部 

非常災害現地対策本部 
（フェーズⅠⅡⅢ） 

県災害対策本部 

政府非常災害対策本部 

地域活動拠点 

避難所、被災現場 

指揮系統 
人・物資等移動系統 
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１５．３．２ 広域活動拠点の設置位置 
 

以下に広域活動各拠点（候補地）の設置位置図を示す。現地災害対策本部は中部地方整備局庁舎内

とし、広域活動拠点は、交通アクセスに優れたオープンスペースから選定し、活動の拠点とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５.３.４ 広域活動拠点（候補地）位置図 

高速道路 国道 現地災害対策本部 広域活動拠点 
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表１５.３.１ 広域活動拠点(候補地)の一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    浸水想定区域内の広域活動拠点 

 
【出典】 
 ・南海トラフ：南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画（平成29年6月23日）における「広域

進出拠点」及び「進出拠点」 
 ・中部   ：中部圏地震防災基本戦略【第二次改訂版】（平成29年5月）の「広域防災拠点」 
 ・愛知県  ：愛知県地域防災計画（平成30年修正）の「防災活動拠点」 
 ・三重県  ：三重県地域防災計画（平成31年3月修正）の「三重県広域防災拠点」 

 

上記の広域活動拠点（候補地）は、広域活動拠点の機能である「広域応援隊等の一次集結場所」と

しての機能は有することが可能と考えられる。 

広域活動拠点の設置場所の選定にあたっては、上記計画で定められた防災拠点を参考として、被害

状況を勘案して決定する。 

No 県名 施設名称 所在地
浸水深
（m）

南
海
ト
ラ
フ

中
部

愛
知
県

三
重
県

1 岐阜県 岐阜メモリアルセンター 岐阜県岐阜市長良福光大野2675-28 ○
2 岐阜県 ソフトピアジャパン 岐阜県大垣市加賀野4-1-7 ○
3 岐阜県 岐阜県立看護大学 岐阜県羽島市江吉良町3047-1 ○
4 岐阜県 河川環境楽園 岐阜県各務原市川島笠田町 ○
5 愛知県 大高緑地 愛知県名古屋市緑区大高町高山1-1 ○ ○
6 愛知県 平和公園 愛知県名古屋市千種区平和公園2 ○
7 愛知県 名城公園 愛知県名古屋市北区名城1-2-25 2.12 ○
8 愛知県 庄内緑地 愛知県名古屋市西区山田町大字上小田井字敷地3527 ○
9 愛知県 白鳥公園一帯 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1 0.77 ○

10 愛知県 稲永公園 愛知県名古屋市港区野跡5-1-10 1.64 ○
11 愛知県 稲永東公園 愛知県名古屋市港区稲永3-10 3.01 ○
12 愛知県 戸田川緑地 愛知県名古屋市港区春田野2-3204 1.52 ○
13 愛知県 小幡緑地 愛知県名古屋市守山区大字牛牧字中山1632-1 ○
14 愛知県 愛知県一宮総合運動場 愛知県一宮市千秋町佐野字向農756 ○ ○ ○
15 愛知県 尾張一宮ＰＡ　《上下線》 愛知県一宮市丹陽町三ツ井、一宮市千秋町塩尻 ○
16 愛知県 春日井駐屯地 愛知県春日井市西山町無番地 ○
17 愛知県 牛山運動広場 愛知県春日井市牛山町3180 ○
18 愛知県 東公園 愛知県津島市中一色町中山26 2.78 ○
19 愛知県 ＪＡ愛知北犬山事業所 愛知県犬山市塔野地西4-1 ○
20 愛知県 山の田公園野球場 愛知県犬山市大字羽黒新田字高見地内 ○
21 愛知県 市民文化会館駐車場 愛知県江南市北野町川石25-1 ○
22 愛知県 小牧市市民会館駐車場 愛知県小牧市小牧2-107 ○
23 愛知県 中部管区警察学校 愛知県小牧市大字下末1551 ○
24 愛知県 市総合運動場 愛知県小牧市上末3450-303 ○
25 愛知県 平和町六輪グランド 愛知県稲沢市平和町塩川90-1 2.08 ○
26 愛知県 祖父江ワイルドネイチャー緑地 愛知県稲沢市祖父江町拾町野猿尾北751先 0.44 ○
27 愛知県 国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザ 愛知県稲沢市祖父江町祖父江鍋島156-1先 ○
28 愛知県 市陸上競技場 愛知県稲沢市千代7丁目45 ○
29 愛知県 東海市役所 愛知県東海市中央町1丁目1 ○
30 愛知県 大府市役所 愛知県大府市中央町5丁目70 ○
31 愛知県 ふれあい広場 愛知県知多市緑町44 0.52 ○
32 愛知県 県立高浜高等学校 愛知県高浜市本郷町1丁目6-1 ○
33 愛知県 五反田グランド 愛知県高浜市向山町2丁目1番地8 ○
34 愛知県 五反田第2グランド 愛知県高浜市向山町2丁目1番地3 ○
35 愛知県 希望の家 愛知県岩倉市川井町江崎3819-1 ○
36 愛知県 八剱憩いの広場 愛知県岩倉市八剱町樋口1-1 ○
37 愛知県 中京競馬場 愛知県豊明市間米町敷田1225 ○
38 愛知県 佐屋総合運動場 愛知県愛西市金棒町東20-1 3.10 ○
39 愛知県 立田総合運動場 愛知県愛西市早尾町草場68 2.14 ○
40 愛知県 佐織総合運動場 愛知県愛西市鷹場町孫田1-1 1.68 ○
41 愛知県 木曽川高畑地区河川防災ステーション 愛知県愛西市給父町北部13 2.65 ○
42 愛知県 はるひ夢の森公園 愛知県清須市春日夢の森1 ○
43 愛知県 庄内川新川緑地 愛知県清須市下河原800 ○
44 愛知県 枇杷島公園 愛知県清須市西枇杷島町古城2丁目15-1 ○
45 愛知県 文化の森 愛知県北名古屋市法成寺蔵化60 ○
46 愛知県 弥富文化広場市民グランド 愛知県弥富市前ケ須町野方802-1 1.36 ○
47 愛知県 海南こどもの国 愛知県弥富市鳥ヶ地町二反田1238 2.85 ○
48 愛知県 子宝グランド 愛知県弥富市子宝3丁目33 3.40 ○
49 愛知県 上野グランド 愛知県弥富市上野町2-32 ○
50 愛知県 七宝鷹居グラウンド 愛知県あま市七宝町鷹居5丁目2 0.79 ○
51 愛知県 美和グラウンド 愛知県あま市東溝口3丁目101 1.17 ○
52 愛知県 森グラウンド 愛知県あま市森2丁目6-4 ○
53 愛知県 豊山グランド 愛知県豊山町大字豊場字小道3-2 ○
54 愛知県 町総合運動場 愛知県大口町下小口6丁目150 ○
55 愛知県 扶桑町総合グラウンド 愛知県扶桑町大字柏森字平塚370 ○
56 愛知県 扶桑町北部グラウンド 愛知県扶桑町大字山那字番所下83-4 ○
57 愛知県 町多目的スポーツ広場 愛知県大治町大字中島字中田79-1 ○
58 愛知県 学戸公園 愛知県蟹江町学戸5-29 0.99 ○ ○
59 愛知県 日光川ウォーターパーク　 愛知県蟹江町蟹江新田字銭袋101 3.03 ○
60 愛知県 中央公民館 愛知県飛島村竹之郷三丁目１ 2.62 ○
61 愛知県 ふれあいの森 愛知県阿久比町大字板山字比沙田78 ○
62 愛知県 阿久比スポーツ村 愛知県阿久比町大字卯坂字浅間裏3-2 ○
63 愛知県 於大公園 愛知県東浦町大字緒川字沙弥田2-1 ○
64 愛知県 県立東浦高等学校 愛知県東浦町大字生路字冨士塚20 ○
65 三重県 御在所ＳＡ　《上下線》 三重県四日市市山之一色町 ○
66 三重県 垂坂ソフトボール場 三重県四日市市垂坂町 ○
67 三重県 三重県広域防災拠点（北勢拠点） 三重県四日市市中村町2281-2 ○ ○
68 三重県 桑名市総合運動公園 三重県桑名市芳ヶ崎1859‐4 ○
69 三重県 大山田ＰＡ　《上下線》 三重県桑名市播磨、桑名市蛎塚新田 ○
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１５．４ 過去の事例 

－平成２５年台風第１８号－ 

○ 平成２５年９月に発生し、日本列島に上陸し福井県、滋賀県、京都府にはじめて特別
警報が発表となった。 

○ 台風の接近・通過に伴い、四国地方から北海道にかけて広い範囲で大雨となり、特に
近畿地方では、記録的な大雨となった。 

○ 台風第１８号により、土砂災害、浸水害、河川の氾濫等が発生し、岩手県、福井県、三
重県、滋賀県、兵庫県であわせて死者６名、行方不明者１名の人的被害が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   写真１５.４.１ 河川の洪水状況（京都府福知山市）      写真１５.４.２ 土砂災害（滋賀県粟東市） 

                                               （写真提供：近畿地方整備局） 

【参考】 活動拠点への情報提供の事例 
 

災害により、堤防が決壊してしまうなどの被害の甚大な区域では、通常では災害に繋がらないよう

な、１時間に１０ｍｍ程度の降水量でも再び被害が発生することがある。こういう場合には、気象台は

県などの防災機関と協議して、警報・注意報の基準を下げて運用する。 

また、きめ細かい気象情報の提供に努めるほか、要請があれば、応急復旧活動に役立つように、

応急復旧活動を行う地区向けの詳細な気象予測などの情報を提供する用意がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５.４.１ 平成２６年８月長野県南木曽町で発生した土石流災害で提供している情報 
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【参考】 「新たなステージ」に対応した防災気象情報の改善 
 

平成29年5月から「警報級の可能性」および「危険度を色分けした時系列」情報が公表されている。

「警報級の可能性」は、警報級の現象が5日先までに予想された場合に、その可能性について示した

もの。（令和元年５月より「早期注意情報」と名称変更） 「危険度を色分けした時系列」は、警報

級または注意予報級の現象が予想される時間帯について、概ね24時間後までの予想を表示したもの

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５.４.２（１） 防災気象情報の改善（平成２９年度出水期より） 
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さらに、平成29年7月からは、従来より提供していた土砂災害に関する「危険度分布」に加え、

浸水害や洪水害についても、警報・注意報が発表されたときに、実際にどこで各予測値が警報・注

意報の基準に到達すると予想されているのかが一目で分かる「危険度分布」の提供を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５.４.２（２） 警報の危険度分布（平成２９年度出水期より） 
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１６．廃棄物の処理 （都市機能の回復に関わる活動）                  

 

１６．１ 活動方針 

 

被災地で発生した大量のゴミ・がれき・土砂等の廃棄物を迅速に収集、処分して環境衛

生の保全を図り、合わせて、浸水により流出した車両やコンテナ等も災害対策活動の妨

げにならぬよう、速やかに撤去するものとする。 

 

 

■活動内容 

• 廃棄物の集積及び処分を行うための用地及び搬送路を確保する。 

• 緊急輸送路や市民の安全が確保できない箇所（避難所等）に流出した車両やコンテナ等を優先し、

撤去・集積する等の措置をとる。 

• 市民の環境衛生悪化を防ぐために、し尿処理を行う。 

• ゴミ・がれき・土砂処理活動に関する資機材・人材が集結できるよう拠点を設ける。 

 

 

【留意事項】 
 
• 廃棄物の選別、集積場所・最終処分地(埋立地等)の確保 

• ダンプカー・重機の手配、集積場所・最終処分地までの搬送 

• 流出車両・コンテナ・船舶の撤去手段、し尿の処理 

• ゴミ処理の負担・分担（お金、人材等）、環境問題 
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１６．２ 想定条件 

○ 災害廃棄物量は、推定式より算定。（災害廃棄物量（トン）＝４.６×床上浸水世帯数＋
０.６２×床下浸水世帯数） 

○ 発生した災害廃棄物量の搬送は大型ダンプカー。(最大積載量１１トン)で実施(１日２
往復と仮定) 

○ 最大浸水時に２ｍ以上浸水した世帯の車両が流出すると推定。（１世帯に付き１車両
保有と仮定） 

○ コンテナ数は名古屋港を往来したＨ１８年の実績値より推定。（ただし、コンテナは３段
積みしているため、流出する可能性が低い） 

 

１６．２．１ 想定スケジュール 

 

活動項目 フェーズⅠ(１日～３日) フェーズⅡ(４日～２週間) フェーズⅢ(２週間～１ヶ月) 

ゴミ・がれき・

土砂処理 

   

し尿処理 
   

 

１６．２．２ 想定数量 

 

項 目 
数 量 

エリア１ エリア２ エリア３ エリア４ エリア５ エリア６ エリア７ 合計 

廃棄物（トン） ２５,０００ ５６,０００ １３１,０００ ４７,０００ ４０５,０００ ９０,０００ ６５,０００ ８１９,０００ 

ダンプ（台） １００ ２００ ４００ ２００ １,３００ ３００ ２００ ２,７００ 

流出車両（台） ５,０００ ９,０００ １９,０００ ９,０００ ２８,０００ １３,０００ ６,０００ ８９,０００ 

流出コンテナ数（個） ７,５００ 

 

※各エリアの広域活動拠点（候補地）と市区町村は以下のとおり 

エリア１：浅中公園（岐阜県大垣市）；大垣市、養老町、海津市、輪之内町 

エリア２：大山田ＰＡ（三重県桑名市）；桑名市、朝日町、川越町 

エリア３：稲沢市陸上競技場（愛知県稲沢市）；津島市、愛西市、稲沢市 

エリア４：弥富トレーニングセンター（愛知県弥富市）；弥富市、木曽岬町、飛島村 

エリア５：多目的スポーツ広場（愛知県大治町）；あま市、大治町、北区、西区、中区、 

中村区、熱田区、中川区、蟹江町 

エリア６：稲永東公園（愛知県名古屋市港区）；港区 

エリア７：大高緑地（愛知県名古屋市緑区）；瑞穂区、緑区、東海市 

 

計画準備 ゴミの収集・選別 

し尿処理準備 し尿処理実施 計画活動 

ゴミの搬送・処理 
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１６．３ 過去の事例 

－東海豪雨－ 

○ 平成１２年９月１１日-１２日を中心に愛知県名古屋市およびその周辺で起こった豪雨
災害（水害） 

○ 死者１０名、負傷者１１５名、全壊３１棟、半壊１７２棟、床上浸水２２,８９４棟、床下浸水
４６,９４３棟 

○ 最大時 約２２万世帯 約５８万人に避難勧告・指示 ※避難所における避難者の最大
値 約６万５,０００人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  写真１６.３.１ 水が引き、ゴミで溢れかえった       写真１６.３.２ 水が引いた後の道路で 

          西枇杷島町の様子                       無惨な姿を晒す被災車輛 
  
（出典：国土交通省河川局HP 災害列島2000     （出典：国土交通省河川局HP 災害列島2000 
  http://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/bousai/    http://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/bousai/ 
  saigai/2000/frame041.html）            saigai/2000/frame036.html） 

 

 

【参考】 輸送路確保のための緊急復旧 

• 民間からダンプカーや重機類延べ３,５６６台を借り上げた。 

• 収集には１ヶ月以上を要し、処理に７ヶ月を費やした。 

• 最終的な名古屋市の災害ゴミの量は、約３万８,８００トンとなった。（愛知県内２１市町では、合計８万

１,４００トン） 

• 臨時集積場では、災害ゴミに便乗した投棄や、不法投棄も行われ、新たな問題となった。 

• 暑さの中、放置された災害ゴミの衛生問題も懸念された。 
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第Ⅳ編【その他】 
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１７．フォローアップ計画                                     

 

１７．１ フォローアップ計画 

 

本行動計画は、高潮災害および洪水災害を想定したものとなっているが、ある一つ

の被害条件におけるシナリオに対して検討を行ったものであり、今後、さまざまな想定

条件を考え、それらの想定に対して各機関がより具体的な検討を行い、継続的に改善

（フォローアップ）する必要がある。 

継続的に改善するために、訓練を定期的に実施し、その結果をもとに、ＰＤＣＡサイク

ル※に基づいて、危機管理行動計画を継続的に改善（スパイラルアップ）するものとす

る。 

 

 

【解説】 
 
フォローアップすべき主な検討項目は以下のものが想定される。 

 
• 行動を行うにあたって必要な総合調整の方法 

• 風水害広域避難場所の選定 

 

【留意事項】 
 
• 水防法の一部改正により公表されることとなった、想定最大規模の降雨（洪水）および高潮を前提

とした浸水想定区域と、本行動計画における浸水想定区域との整合性の確認 

• 本行動計画における被害想定、タイムラインと異なるシナリオとなった場合の行動指針 

• 発災後の被害軽減や、効果的な復旧活動を実施するために必要な、発災前のフェーズ0における地

域BCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※PDCAサイクル：計画(Plan)を実行（Do）し、評価（Check）して改善（Act）に結びつけ、その結果を

次の計画に活かすプロセスのこと。 
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１７．２ 訓練計画 

 

本行動計画の検証・確認・修正を行うために、関係機関は連携し、図上訓練および実

動訓練方式を取り入れた実践的な訓練を住民の方々とともに実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１７.２.１ 討論型図上訓練の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１７.２.２ 複合型災害防災実動訓練ＷＨＡＴの様子 
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１７．３ 啓発活動（避難を促す取り組み） 

 

大規模な高潮・洪水災害に対しては、地域社会を構成する住民と行政が連携して対

応していくことが求められており、避難に対する住民の意識を醸成するためには、行政

と住民が対話することにより相互理解を促進し、地域防災力の向上を図ることも有効な

手段となる。 

 

 
【事例】 自主的危機回避行動（自主避難）を含む住民の主体的な避難を促すための取り組み 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （出典：平成30年度第3回WG 資料6） 

 

※詳細及び他の事例は、危機感行動計画（第四版）参考資料を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ポスター・パンフレット等 気象台国 県 市町村 企業 学校 ⾃主防災組織

パンフレットを作成して住⺠に配布
（江東5区広域避難推進協議会）

〔出典〕江⼾川区HP

商業施設等でパネル・写真を展⽰
（⻤怒川・⼩⾙川上流域⼤規模氾濫に関する減災対策協議会）

〔出典〕茨城県HP

 

 

〔凡例〕■すでに実施している関係機関

■広域避難に関係する事例
① ポスター・パンフレット等 P.13
② 新聞記事（広告） P.14

■広域避難に応⽤可能な事例
③ マイタイムライン P.15
④ 災害・避難カード P.16
⑤ バスを利⽤した避難訓練 P.17
⑥ ワークショップ P.18
⑦ シンポジウム等（イベント） P.19

■市町村内避難に関係する事例
⑧ 住⺠による防災マップづくり P.20
⑨ 住⺠参加の避難訓練 P.21
⑩ 要配慮者の避難訓練 P.22

■正しいリスクの認識に関係する事例
⑪ 防災教育 P.23
⑫ 防災教育（ゲーム） P.24
⑬ 防災教育（VR） P.25
⑭ プッシュ型メール P.26
⑮ 河川監視カメラのライブ配信 P.27
⑯ 低コスト型河川監視カメラ P.28
⑰ 公式SNSを活⽤した情報拡散 P.29
⑱ 専⾨家による解説 P.30
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１８．既定計画への反映                                     

 

１８．１反映の考え方 

 

本行動計画は、東海地方の低平地で計画規模を超える高潮や洪水による大規模且

つ広域な浸水被害が発生した場合に備えるため、ＴＮＴ関係機関に必要とされる行動を、

現状の制度枠組みにとらわれることなく立てた行動計画であり、ＴＮＴ関係機関が連携

して行動する際の規範となる計画としてガイドライン的に記載したものである。 

本行動計画が災害対策基本法や防災基本計画との整合性が図られるものとなった

段階で、その主旨を踏まえて、各機関が各機関の判断により適宜、水防計画、地域防

災計画等に反映する。 

反映する既定計画としては、以下を基本とする。 

①地域防災計画 

②水防計画 

③防災業務計画 

 

 

【解説】 
 
本行動計画では、各種の新たな取組が打ち出されている。 

主な取組としては、以下のようなものが挙げられる。 

 

・発災前の情報共有本部の設置 

・発災前の（県・市町村）災害対策本部の設置 

 

既定計画への反映としては、これら新たな取組の一括反映をめざした場合、各種調整に時間を要す

ることが想定される。 

このため、本行動計画に盛り込まれた取組を少しでも早く既定計画に反映させ地域の減災に資する

ため、調整が整った事項より、逐次反映させていくことを目指す。 

なお、特別警報が出るなどのタイミングでTNTの体制に乗り換えた後の行動指針は地域防災計画と

なるので、防災基本計画に必要な修正がされたうえで、複数の都道府県、または市町村が共同して「相

互間地域防災計画」の策定を検討するのが望ましい。 
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１８．２ 記載例 

既定計画への記載例として、下記を示す。 

 

【参考】 タイムラインに基づく防災・減災対策 （三重県） 
 
第3部 台風接近時等の減災対策 

第1章 タイムラインに基づく防災・減災対策 

第2節 三重県版タイムラインにおける事前行動項目 

1 三重県版タイムライン策定・導入にあたっての検討方法 

 「三重県版タイムライン」の策定・導入に向けた事前行動項目の検討は、第2章から第4章の「災害

対策本部機能の確保」、「避難誘導体制の確保」、「災害未然防止活動」に掲げた対策をベースに進め、

各々の章ごとに 

・既にある取組で、タイムラインの考え方に沿った取組ができているもの 

・既にある取組であるが、対策の時間軸を広げ、タイムラインの取組として再構築したもの 

・タイムラインの考え方を取り入れ、新たに整理・検討したもの 

という視点で整理・検討することで、タイムラインで取り組むべき項目を洗い出しました。 

 さらに、項目の洗い出しにあたっては、県災害対策本部の各部隊が主体となって事前行動項目を整

理・検討し、各部隊が災害対応上関係する機関についても、運用主体に加え、併せて整理・検討を行

いました。 

 なお、本節で述べる事前行動項目とは、台風接近前までに行うべき事前の対策として実施するもの

であり、タイムラインレベル1（発動）とタイムラインレベル2（準備）における取組が該当します。 

 また、これら事前行動項目の内容については、市町や防災関係機関がタイムラインの考え方を取り

入れた対策の導入を検討する際の参考に供するものとします。 

 

2 三重県版タイムライン策定に伴い整理・検討した事前行動項目 

（1）各章の主な特徴 

①第2章 災害対策本部機能の確保 

 本章では県の災害対策本部体制とその活動を主たる対策項目として記載されています。 

②第3章 避難誘導体制の確保 

 主に市町が主体となって取り組むべき対策であり、市町の役割の比重が高くなる対策項目と

なります。県や防災関係機関においては、市町が行う対策への支援や情報収集が主要な対策項

目になると考えられます。 

③第4章 災害未然防止活動 

 本章では県管理施設及び設備にかかる事前防災・減災活動が主たる対策項目として記載され

ています。これらは、同様の施設等を抱える市町や防災関係機関においても共通する対策であ

り、県と市町で類似する項目が多いものと考えられます。 

 

（2）三重県版タイムライン策定に伴い整理・検討した事前行動項目 

【第2章 災害対策本部機能の確保】 

（第1節 準備・警戒体制の確保 関連項目） 

①タイムライン適用判断・進捗管理 

 本県では、主に気象警報の発表に基づき、災害対策本部を設置し、防災活動を行いますが、

本県に影響を及ぼす可能性のある台風が発生した場合は、災害対策本部を設置する前からタイ

ムラインの行動項目に基づき、事前対策を実施する必要があります。よって、これらタイムラ

インを適用するかどうかの判断やタイムラインに記載した行動項目の進捗管理、また各運用主

体間で緊密な連携を図ることを目的とした行動項目を整理しました。 
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【主な行動項目】 

 ・「タイムライン発動」（総括部隊） 

 ・「タイムライン（TL）レベル移行の検討」（全部隊） 

 ・「タイムライン進捗管理」（全部隊） 

 

②ゼロ・アワーの設定 

 気象情報や水位情報等をふまえ、台風による被害が危惧されるタイミング（およその時間）

と発生しうる地域となる「ゼロ・アワー」を設定し、各運用主体が「ゼロ・アワー」から遡っ

た時間として得られる「リードタイム」を基に迅速かつ効率的な防災行動をめざすため、これ

ら「ゼロ・アワー」の設定に関する行動項目を整理しました。  

 

【主な行動項目】 

・「ゼロ・アワー検討時期の判断」（総括部隊） 

・「災害情報の分析（ゼロ・アワー）の設定」」（総括部隊） 

 

（出典：三重県地域防災計画 －風水害等対策編－（平成31年3月修正） 
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１９．課題と改善策                                         

 

１９．１ 課題への対応 

 

危機管理行動計画（第三版）の策定時の課題や新たな課題については、検討状況や

社会情勢の変化等を踏まえて本文に反映している。 

個別の課題については、ＴＮＴ全体に関わるものと個々の機関において検討すべきも

のが記載されている。ＴＮＴ全体の課題については、今度課題を解決する具体的な解決

先について継続的に検討を行う。 

 

 

【課題と検討状況一覧】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 課題

分類

課　題
（P.00）：第三版記載内容

【NEW】：H27年以降に把握された課題

検討状況
※第四版（案）の記載箇所

1 各県の高潮の想定との整合性、及び整合をとる必要性が

ある。（P.199）

愛知県・三重県の想定最大規模の高潮における浸水想定

区域図が未公表のため、現時点では未着手。

※1.4.3  【参考】

2
庄内川、木曽川、長良川、揖斐川以外の中小河川の破堤

や内水はん濫が高潮より先行して発生することや、台風の

進行に伴いこれらを考慮する必要がある。（P.199）

平成27年度に内水及び中小河川のはん濫発生時期をWG

で検討したが、明確な結論に至らなかった。

※1.8  【解説】

3
台風の進行に伴い被災箇所や浸水箇所は移動していくも

のであることから、それに伴う避難方向の柔軟な対応など

の検討が必要である。（P.199）

危機管理行動計画は、スーパー伊勢湾台風の進行を基本
と考えており、それ以外の台風の進行については、危機管

理行動計画に基づいて、関係機関には応用的な行動を実施

していただく。

4 高潮に関する水防警報の運用について、早期に海岸管理

者と調整を進めていく必要がある。（P.199）

第一版～第三版の頃は、避難活動のトリガー情報として、
TNT独自で高潮水防警報を定義していた。

第四版の案で考えている避難活動の判断基準は、台風の

接近に伴う情報や特別警報の可能性等であり、現時点で

は、高潮水防警報を判断基準に用いてないため、第四版か

らは削除。

5

日本特有の地形条件により、台風進路により避難先も水害

や土砂災害など被災する可能性があることを勘案すると、

広域避難計画は一つのシミュレーションに対応するもの、と

いう認識をしておく必要がある。今後、単一シナリオだけで

なくマルチシナリオを考え、検討する必要がある。（P.200）

危機管理行動計画は、スーパー伊勢湾台風の進行を基本

と考えており、それ以外の台風の進行については、危機管

理行動計画に基づいて、関係機関には応用的な行動を実施

していただく。

6 「情報共有準備室・情報共有本部の設置判断について、定

量的な基準が明確に定義されていない。 【NEW】

平成30年度WGで定量的な設置基準について検討を進め

た。

※3.2.1

7
「情報共有本部」は、現行法では対応できないものであり、

現行制度で定められていないので、情報共有本部の役割・

権限を明確にする必要がある。（P.199）

平成30年度WGで情報共有本部の役割・権限・構成員につ

いて検討を進めた。

※3.2.1

8

情報共有の方法については、電話、FAX送信、電子メール

等既存の方法に加え、情報入力作業等、各機関の災害対

策活動の負担にならないよう留意しつつ、ポータルサイト等

の情報共有サイト等の構築について検討が必要である。

（P.199）

令和元年度に情報共有サイトの試作版を作成した。

※3.3 【参考】

被

害

想
定

情

報

共

有
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No 課題

分類

課　題
（P.00）：第三版記載内容

【NEW】：H27年以降に把握された課題

検討状況
※第四版（案）の記載箇所

9 「自主避難（自主的危機回避行動）の呼びかけ」の基準、タ

イミング、方法が明確になっていない。 【NEW】

自主的危機回避行動（自主避難）の定義から、TNTとしては

呼びかけは行わず、逐次情報を提供することを第四版に記

載。

※5.2 【留意事項】

10 自主避難（自主的危機回避行動 ）者 数が わか らな い。

【NEW】

住民アンケート結果による、自主的危機回避行動（自主避

難）者数の推定と広域避難人口の再計算を実施。

※5.2 【参考】

11

現行法制度では、災害が未だ発生していない段階における

避難に係る交通規制について明定されたものがないため、

避難路等の確保を目的とした交通制御等が実施できる体

制・仕組みづくりが必要である。（P.199）

発災前の段階で、避難する車で道路が渋滞したために警察

が交通制御を行った事例（R01台風19号：加須市）を第四版

に記載。

※5.3 【コラム】

12
各機関が自らのタイムラインを作成し関係機関と連携する

ことが必要となる。また、災害対応後の検証、改善する仕

組みを構築する必要がある。（P.199）

TNTとしての全体のタイムライン（TNT関係機関タイムライン

（案））を作成済み。

※2.2

13
広域避難の活動中に鉄道事業者の計画運休が実施される

と、広域避難を完了できない住民が発生してしまうので、避

難開始のタイミングを再検討する必要がある。 【NEW】

令和元年台風第19号襲来時の、東日本の鉄道計画運休等

を参考にタイムライン等の見直しを行った。

※2.2

14 住民の避難行動に直結する、緊迫感のある情報の伝え方

が必要である。（P.199）

住民への避難情報の伝達方法については、WGで検討中。

※17.3 【事例】

15 住民が混乱を招かないようにするために、効果的な情報伝

達方法について検討が必要である。（P.200）

住民への避難情報の伝達方法については、WGで検討中。

※17.3 【事例】

16
避難勧告等に関するガイドライン（内閣府）で定めた5段階

の警戒レベルに沿って避難情報を発表しないと、住民が理

解することができない。 【NEW】

危機管理行動計画における避難情報について、警戒レベル

を第四版に記載。

※2.1 【留意事項】

17 事前に避難の必要性を住民に理解してもらうための方策が

必要である。（P.200）

自主避難を含む住民の主体的な避難を促すための取り組

み事例をWGで紹介。

住民への事前避難の必要性に関する啓発活動について

は、訓練の定期的な実施、マイ・タイムラインの普及・実施

等の方策等を第四版に記載。

※17.3 【事例】

18
避難行動要支援者の数は把握してあるが、所在がわから

ない場合が多いため、情報を共有、伝達し支援する人的

ネットワークを形成する必要がある。（P.200）

避難行動要支援者（移動困難者（入院・入所者）数、在宅移

動困難者）数の試算は平成30年度に実施済みであるが、情

報の共有・伝達の検討については、現時点で未着手。

※5.1 【参考】

19 域外からの就業者、就学者、一時的な来訪者等への対応

は、別途検討が必要である。（P.200）

住民以外の来訪者等への対応については、現時点で未着

手。

※5.3 〔留意事項〕

20 広域避難者（再避難者を含む）を受け入れる避難先市町村

の意向を確認し、計画熟度を固める必要がある。（P.200）

広域避難先市町村との調整については、現時点で未着手。

先進事例を第四版に記載。

※1.3.9

21

避難先は、小中学校や高校、大学の教室、公民館、ホテ

ル、倉庫などをあらかじめリストアップし、必要に応じて施

設管理者と協定を結んでおく必要がある。なお、浸水想定

区域内の避難所は、高潮＋洪水の最大想定浸水深を上回

る高さのフロアを有するものが望ましい。（P.200）

避難所以外の避難先施設との調整については、現時点で未

着手。

※19.2.1 〔留意事項〕

看護学校の避難所協力マニュアルに関する事例を第四版

に記載。

※19.2.1 【事例】

22
近隣避難所及び広域避難先は、仮設住宅建設までの長期

的な滞在地点ともなるので、十分な支援体制を確保する必

要がある。（P.200）

避難所への支援に関する検討については、現時点で未着

手。

※10.3

23 避難行動要支援者については、早めに長期滞在設備を有

する避難所へ避難させる必要がある。（P.200）

避難行動要支援者の避難に関する検討については、現時

点で未着手。

※5.1 【留意事項】
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No 課題

分類

課　題
（P.00）：第三版記載内容

【NEW】：H27年以降に把握された課題

検討状況
※第四版（案）の記載箇所

24
早期避難を行うことが望ましいが、自主避難に自家用車を

用いる場合は交通の混雑等の影響を考慮し、その時期や

経路を予め定めておく必要がある。（P.200）

自主危機回避行動（自主避難）者数の推定を行った。

その結果を第四版に記載。

※5.2 【参考】

25
広域的な避難を行う場合には、現行の県単位での防災計

画に位置付けられている「緊急輸送路」の活用方法につい

て、改めて検討する必要がある。（P.200）

緊急輸送路の活用方法については、現時点で未着手。

避難経路については、広域避難簡易シミュレーションで検討

を行った。

※5.3 【参考】

26 避難所敷地内への車による移動は困難であり、検討する必

要がある。（P.200）

避難所の駐車スペースに関する検討については、現時点で

未着手。

※5.3 【留意事項】

27 民間バス事業者に避難者輸送を要請する場合、事前の協

定等が必要である。（P.200）

平成28年度に避難バスの確保に関する要請の手順等をと

りまとめた。

※5.3 【参考】

事前の協定等については、現時点で未着手。

28 過密ダイヤで運行している場合、鉄道事業者への避難者

輸送の要請は困難であり検討が必要である。（P.200）

鉄道の全線計画運休前に避難完了させるTNTタイムライン

（案）を作成した。

※2.2

29
避難活動において効果的な支援を行うため、支援要請する

車両や人員等は、具体的な場所や数量を要請することが

必要である。（P.200）

避難活動における支援に関する検討については、現時点で

未着手。

※5.3 【留意事項】

30
避難行動要支援者がバス停に集合することは困難であり、

バス輸送は難しいことから手法を検討する必要がある。

（P.200）

31 たくさんの病院が水没する可能性もあるため、入院患者を

避難させるオペレーションも必要である。（P.200）

32

本行動計画のフェーズ0で予定されているシナリオは高潮

水防警報のみであるが、岐阜県においては高潮情報の発

信のみがステージアップのトリガーでは実質的に判断指標

にならない。また、通常の洪水予報によると時間的猶予が

なく事前の広域避難判断には活用できない。洪水に対する

効果的なタイミングを検討する必要がある。（P.200）

洪水に対する効果的な避難のタイミングについては、現時点

で未着手。

※5.1 【留意事項】

33
風速20m/s 以上で屋外活動停止となって いるが、 風速
15m/sでも屋外活動が困難となるおそれもあるため、風速

について考慮する必要がある。（P.200）

気象台からの修正意見を受けて、第四版に反映。

・屋外活動停止基準を風速15m/s以上

※5.1

気象台からの修正意見を受けて、伊勢湾台風での最大風

速が名古屋で37.0m/sであったことを参考に修正し、第四版

に反映。（P.85～92等）

・ステージ3の風速

「通常～10m/s」→「通常～15m/s」

・ステージ4の風速

「10m/s～20m/s」→「15m/s～35m/s」

※2.2

34
再避難の際には、アクセス路が浸水している場合もあるた

め、ボートやヘリなど、あらゆる手段を用いて、再避難を支

援する必要がある。（P.200）

垂直避難・待避住民の再避難（救助）に関する検討について

は、現時点で未着手。

※5.1 【留意事項】

35
垂直避難・待避について、湛水範囲や浸水深、期間によっ

て、物資の供給等十分な支援体制を検討する必要がある。

（P.200）

垂直避難・待避住民の支援体制に関する検討については、

現時点で未着手。

※5.1 【留意事項】

36

備蓄物資・人材の確保・搬入路の確保、仮設住宅建設地の

確保、避難所のし尿処理、被災者のメンタルヘルスケア対

策、ボランティア受入れ対応（活動拠点等の確保）について

検討する必要がある。また、仮設住宅建設計画とコミュニ

ティーバスの交通計画などもセットで考えておく必要があ

る。（P.200）

発災後（フェーズⅡ以降）についてはBCP WGで検討中だ

が、左記に関する検討については、現時点で未着手。

※9.3 【参考】

平成29年度に浸水想定区域内の移動困難者数（入院・入

所・在宅者）を試算したところ、移動困難者の一部を広域避

難させる必要がある結果となった。

※5.1 【参考】

避難行動要支援者の避難方法に関する検討については、

現時点で未着手。
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No 課題

分類

課　題
（P.00）：第三版記載内容

【NEW】：H27年以降に把握された課題

検討状況
※第四版（案）の記載箇所

37

フェーズⅠ以降の救出・救助、復旧、復旧（広域活動拠

点）、その他については、「伊勢湾湾岸一帯に大規模な浸

水を伴う被害への対処」として、被害想定の類似する中部

圏地震防災基本戦略と一元化して検討し、実効性の向上を

図る。

陸上自衛隊第10師団からの修正意見を受けて、第四版に

反映。

中部圏地震防災基本戦略と一元化については、現時点で未

着手。

※19　課題と改善策

38 救助に必要なボート、ヘリ等の確保、ヘリポートの確保が必

要である。（P.201）

発災後（フェーズⅡ以降）についてはBCP WGで検討中だ

が、救助・救出に関する検討については、現時点で未着手。

※7.2

39 現地における救助活動拠点調整場所の確保が必要であ

る。（P.201）

発災後（フェーズⅡ以降）についてはBCP WGで検討中だ

が、救助・救出に関する検討については、現時点で未着手。

※7.1 【留意事項】

40 救出活動に必要な道路ネットワークの整備・運用について

の具体化する必要がある。（P.201）

通れるマップ、DiMAPS及びSIP4Dが実装できており、道路

に関する情報を提供できる仕組み（枠組み）はあることから、
7.1 【留意事項】 から削除。

41
◇全国的な支援を含む広域的な医療救護の受け入れ体制

などについて、国による支援内容を整理する必要がある。

（P.201）

発災後（フェーズⅡ以降）についてはBCP WGで検討中だ

が、医療救護に関する検討については、現時点で未着手。

※8.1 【留意事項】

42 地元の医療機関や医師会への連絡方法、地元の医療機関

と消防隊の連携について議論する必要がある。（P.201）

発災後（フェーズⅡ以降）についてはBCP WGで検討中だ

が、医療救護に関する検討については、現時点で未着手。

※8.1 【留意事項】

43 医療機関でのライフライン（水、電力等）の確保をする必要

がある。（P.201）

発災後（フェーズⅡ以降）についてはBCP WGで検討中だ

が、医療救護に関する検討については、現時点で未着手。

※8.1 【留意事項】

44
復旧活動や救助活動を効率よく実施するためには、排水計

画にあるブロック毎に優先順位・排水目標期間を考慮する

必要がある。 【NEW】

排水計画の考え方を第四版に記載。

※11.1 【留意事項】

45
発災初期は「通れるマップ」により、情報が整理されてから

は「DiMAPS」及び「SIP4D」により道路の被害・復旧等の情

報を提供し、提供要領について改善、深化を図る。【NEW】

通れるマップ、DiMAPS及びSIP4Dが実装できている手段と

しての事例を第四版に記載。

※3.3 【情報共有方法の事例】

46 資機材・人材の確保、搬入路の確保、ストックヤードの確保

が必要である。（P.201）

資機材・人材の確保、搬入路の確保、ストックヤードの確保

については、現時点で未着手。

※12.1 【留意事項】

47 ライフライン復旧に必要な道路ネットワークの整備・運用に

ついての具体化が必要である。（P.201）

通れるマップ、DiMAPS及びSIP4Dが実装できており、道路

に関する情報を提供できる仕組み（枠組み）はあることから、
12.1 【留意事項】から削除。

48 全国から支援を受けるためにも幹線交通網や港湾機能の

早期復旧が必要である。（P.201）

幹線交通網や港湾機能の早期復旧に関する検討について

は、現時点で未着手。

※12.2.3 【参考】

49 橋梁損傷（鉄道橋落橋の可能性含め）復旧対策が必要で

ある。（P.201）

橋梁損傷復旧対策に関する検討については、現時点で未着

手。

※12.2.3
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No 課題

分類

課　題
（P.00）：第三版記載内容

【NEW】：H27年以降に把握された課題

検討状況
※第四版（案）の記載箇所

50 広域活動拠点の運用方法等について具体的な検討を行う

必要がある。（P.201）

広域活動拠点の運用方法等に関する検討については、現

時点で未着手。

※15.1

51 役所等の機能停止に対する対応について検討しておく必要

がある。（P.201）

52 通信手段の確保（通信が途絶した場合の対応）について検

討しておく必要がある。（P.201）

53 企業の地域支援活動の具体的内容について検討しておく

必要がある。（P.201）

54 経済の安定化対策及び企業の復興支援の具体的内容に

ついて検討しておく必要がある。（P.201）

55
浮かぶベット（GPS付）の整備、3次元公園（公園機能・防災

機能等を階層的に持たせた公園）の整備等、コンペ開催

し、良いアイデアを募集してはどうか。（P.201）

浮かぶベット、防災公園に関する検討については、現時点で

※19.2.1 【事例】

56
廃棄物の選別、集積場所・最終処分地(埋立地等)の確保、

ゴミ処理の負担・分担（お金、人材等）、環境問題等につい

て検討しておく必要がある。（P.201）

発災後（フェーズⅡ以降）についてはBCP WGで検討中だ

が、環境問題等に関する検討については、現時点で未着

手。

※16.1 【留意事項】

57 有害物質流出対策について検討しておく必要がある。（その

他、浸水時に身を護る資材及び備品の充実）（P.201）

発災後（フェーズⅡ以降）についてはBCP WGで検討中だ

が、有害物質・危険物質に関する検討については、現時点

で未着手。

※16.1

58 臨海工業地域における危険物質・流出物の危機管理体制

について検討しておく必要がある。（P.201）

発災後（フェーズⅡ以降）についてはBCP WGで検討中だ

が、有害物質・危険物質に関する検討については、現時点

で未着手。

※16.1
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平成29年度に「TNT大規模水害対策レポート01 社会経済

の壊滅的被害回避方策」を策定。

※1.7
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１９．２ 改善策の事例 

                  

１９．２．１ 民間施設等の活用による避難所の増設 

 

ゼロメートル地帯では、避難場所が浸水し、地域内にある避難場所が、すべて機能し

ないおそれがある。地域内での近隣避難を完結させるためには、公的な施設だけでなく、

高所で安全な施設管理者と協定を結ぶなどして避難所を増設し、近隣避難での避難者

を収容できる工夫が必要である。 

災害時には、避難所として利用できるよう民間業者や浸水しない自治体との協定を

結ぶ例が近年増えている。 

 

 

【事例】 
 
例えば、以下の事例のように、自治体間における災害時相互応援協定の締結や民間施設等を災害時

に一次避難場所として利用できるよう民間業者と自治体とで災害時協定を結んでいる。 

 

■桑員地域２市２町による「浸水時における広域避難に関する協定」 
 

 平成２８年１０月２６日、桑名市、いなべ市、木曽岬町及び東員

町は、桑名市及び木曽岬町の海抜ゼロメートル地帯において風

水害による高潮・洪水、又は地震・津波による浸水が発生し、又

は発生するおそれがある場合において、桑名市及び木曽岬町

の住民が、市町の境界を越えていなべ市及び東員町へ避難

（広域避難）する場合の避難及び受入に関する事項について、

協定を締結しました。 
 

（三重県HP http://www.pref.mie.lg.jp/WCHIIKI/HP/000189302.htm） 

 

■海津市・桑名市における洪水時緊急避難時の広域避難先の具体化 
 

 平成２８年６月、海津市南部の地域（石津・西江・大江地区）は、

仮に上流部で決壊した場合には避難する方向が限られる一方

で、養老山地の麓は、洪水災害の危険性は低くなるが、多くの

地域で土砂災害の危険性があり、必ずしも避難場所として適切

でないところがあるため、洪水の危険性が低い三重県桑名市の

２つの施設（多度公民館、多度中小学校）へ、非常時に海津市

民が避難することについて事前に桑名市の了解を得た。 
 

（国土交通省資料 「中部地方整備局管内における広域避難に係る取組」） 
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■朝日町と川越町が災害時相互応援協定 
 

 平成２７年１月２１日、朝日町と川越町は、「災害時における相

互応援等に関する協定」を締結しました。 

 協定は、災害時に朝日町・川越町による相互応援が迅速に行

われるように締結されたもので、応援内容は避難者や傷病者の

受け入れ、食料品・飲料水及び生活必需品の提供、資機材の

提供、町役場の機能確保のために必要な施設及び設備の提供

などの内容が盛り込まれています。 

 今後もより一層連携を深めながら、防災・減災対策に取り組ん

でいくものです。 
 

（朝日町、川越町より） 

 

■弥富市 食品スーパーと災害時協定 
 

 平成１９年５月２日、市は食品スーパー「Ｙストア佐古木店」と

災害応援協定を締結しました。 

災害応援協定は「マックスバリュースーパーセンター」に続き２

店目で、災害発生時に食料品や飲料水・その他生活用品など

を提供するほか、同店の駐車場を避難場所として開放するなど

の内容が盛り込まれています。 
 

（弥富市HP） 

 

 

 

【参考】 行政が指定する避難所以外の避難先 
 
広域避難先の確保、または入所者（入院・入所者）及び在宅移動困難者などの避難先として、看護

系学科のある大学・短期大学及び公立専修学校（看護、福祉）等が考えられる。 

 
【事例】 自然災害等不測の事態に対処するガイドライン （一般社団法人日本看護学校協議会） 
 
Ⅱ 防災対応の段階に応じたマニュアル作成のポイント 

2．各段階の危機管理 

3）事後の危機管理 

（6）避難所協力 

災害時における教職員の第一義的役割は、学生等の安全確保・安否確認、教育活動の早期正常化で

あり、教職員が不在の時間帯に災害が発生する確率が高いことも含め、事前に防災担当局や地域住民

等関係者・団体と体制整備を図り、出来る限り地域住民等が主体的に開設・運営ができる状況を作っ

ておくことが重要です。 

平成21年度保健師助産師看護師学校指定規則改正に伴い新設された統合分野｢看護の統合と実践｣

には、｢災害直後から支援できる看護の基礎的知識について理解する内容｣が盛り込まれており災害医

療に関する基礎教育での重要性が強調されています。今後は教育機関でも単なる避難所として場所の

提供にとどまらず、人的資源も含めた地域における学校の役割を明確にし、地域住民や行政との連携

を図りながら早急に災害医療支援連携システムの構築を行っていくことが求められます。 
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東日本大震災では、被災した地域が極めて広範囲にわたったため、避難所となった学校は最大で581

校にのぼり、長期に渡り教職員が避難所運営の中心的な役割を担うことになった例が多く見られまし

た。 

しかし学校支援地域本部を設置するなど地域と日頃から連携していた学校は、地域の自治による避

難所運営に円滑に移行でき、教職員が学生等の安否確認や授業再開に向けた業務に専念することがで

きたという事例も報告されています。 

＜教職員の協力体制の整備＞ 

学校施設が避難所となる場合には、おおよそ下図のようなプロセス（一例）が考えられます。 

各自治体が作成している避難所の開設や運営マニュアルと伴わせ、教職員が協力できる内容につい

て関係機関とあらかじめ調整しておくことが必要です。その際、教職員の勤務時間帯であっても休暇

や出張等で教職員が不在の場合や、勤務時間外では教職員が学校に参集するのに一定の時間が必要で

あること等により、少人数で運営を担わざるを得ない事態が発生することを考えておくことが大切で

す。また学生等の安全確保や授業再開時の混乱防止等のため、学生等と避難者のスペースや導線を分

けておく必要があります。 

 

 災害状況等 避難所としての機能 協力内容として考えられる例 

救
命
避
難
期 

(直後～) 

地震・津波発生 

ライフラインの途絶 

地域社会の混乱 

継続する余震 等 

地震発生 

地域住民等の学校への避難 

 

 

 

・施設設備の安全点検 

・開放区域の明示 

・駐車場を含む誘導等 

 

 

生
命
確
保
期 

(数分後～) 

消防・警察・自衛隊等の援助開始 

近隣地域等からの救援物資等 

 

 

避難所の開設 

避難所の管理・運営 

 

 

 

・名簿作成 

・関係機関への情報伝達と収集 

・水や食料等の確保 

・備蓄品の管理と仕分け、配布等 

・衛生環境整備 

生
活
確
保 

(数日後～) 

応急危険度判定士による安全点検 

 

自治組織の立ち上がり 

自治組織の確立 

 

・自治組織への協力 

・ボランティア等との調整 

・要援護者への協力 等 

学
校
機
能
再
開 

(数週間後～) 

仮設住宅等への入居等 

 

避難所機能と学校機能の同居 

避難所機能の解消と学校機能の正

常化 

・学校機能再開のための準備 

 

 

  日常生活の回復  

 
〔留意事項〕 
 
• こうした学校施設と、災害時応援協定を締結するためのルール作りを、文部科学省、東海国立大学

機構や市町村を交えて検討する必要がある。 

• 木曽三川公園など、国の施設を活用する方法を検討する必要がある。 
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【事例】 防災公園の整備 
 
都市の防災機能の向上により安全で安心できる都市づくりを図るため、地震災害時に復旧・復興拠

点や復旧のための生活物資等の中継基地等となる防災拠点、周辺地区からの避難者を収容し、市街地

火災等から避難者の生命を保護する避難地等として機能する地域防災計画等に位置づけられる都市

公園等について、整備が進められている。 
 
〔中部地方の主な防災公園〕 
 
地震防災対策強化地域や東南海・南海地震防災対策推進地域等に指定された都市で、人口40人/ha

以上又は津波被害が想定される地域においては、広域防災拠点、広域避難地、一次避難地等となる防

災公園の整備は全て国の支援対象。 

◇中部管内 防災公園460箇所 

◇広域防災拠点（50ha）、地域防災拠点（10ha）に位置づけられた防災公園は34箇所 

 

    ■避難系防災公園の施設計画事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ■避難系・拠点系を兼ねた防災公園の整備事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        （出典：中部地方整備局資料を一部修正） 
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１９．２．２ 水災害につよいまちづくり 

 

浸水に対して、避難を回避できるなど水災害につよいまちづくりを検討する事例として、

名古屋市の条例「名古屋市臨海部防災区域建築条例」がある。 

今後、これらの普及方法、建築指導方法などのしくみについても検討する必要がある。 

 

 

【事例】  
 

名古屋市の条例「名古屋市臨海部防災区域建築条例」が浸水想定区域内の各自治体においても施行

されるよう検討を行う必要がある。参考資料として、名古屋市の「名古屋市臨海部防災区域建築条例」

の概要を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （出典：名古屋市HP 

         http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000011/11898/jourei_kaisetu.pdf） 
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        （出典：名古屋市HP 
         http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000011/11898/jourei_kaisetu.pdf） 


